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＜凡例＞ 

１．「 」で示しているのは、つぎの内容である。 

  ①会話 

  ②インタビューや文献からの短い引用語句や文 

  ③論文名や書籍の一部の章名 

  ④とくに注意を喚起したい部分や語句 

２．インタビューや文献からの長い引用については、本文と分けて示した。 

３．インタビューや外国語文献の翻訳はとくに明示していない限り、筆者による。 
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はじめに 

１）「わたしは、領事館のたったひとりの生き残り」：日本の戦争によって被害を受けた人のライフ

ストーリー 

      「…そのときに、両親も姉弟も、知っていたはずの人はみんな、わたしの記憶から消えてし 

      まったんです1」   

 スペイン・バルセロナ在住のアナ=マリア・アギレリャ=リョンク(Ana María Aguilella Llonch)さんは、1938

年にフィリピンで生まれた。1945年 2月 12日マニラ戦のさなか、戦火を避けてアナさんの一家が避難して

いたスペイン総領事館は、日本兵の襲撃に遭った。重傷を負いながらも襲撃を生きのびたのは、70 人ほどい

た避難民のなかでアナさんただひとりであった2。 

 一家をふくむ数十人もの人びとにたいして、目の前でくりひろげられたであろう惨劇。全幅の信頼のもとで

安心して育つ基地として、生活すべてのよりどころであったにちがいない両親や姉弟との暴力的な別れ。この

ような記憶を、6歳の少女がどのように自らの人格に統合することが可能であっただろう。このときアナさん

は、家族全員を亡くしただけではなかった。家族ひとりひとりや、事件がおこる前の一家の生活にかかわるす

べての記憶が、ここでうしなわれてしまったのだという。 

 フィリピンには、スペインのバルセロナ（Barcelona）に本社をおくスペイン系有力企業フィリピン総合タ

バコ会社(La Comapañía General de Tabacos de Filipinas)があった。この社員であった兄を追って、同社に

職を得たアナさんの父は、1928年にバルセロナからフィリピンに渡っていた。1943年日本占領下にあったフ

ィリピンでスペイン国籍者は約 3000人を数えたが、戦火を生きのびた人びとのうち約 700人が、1946年と

翌年に仕立てられた二隻の帰国船でスペインに帰っている3。 

 事件のあと伯父一家にひきとられたアナさんは、1946年6月6日最初の帰国船でバルセロナに着いた。当

時わずか7歳であったアナさんの体験は、注目をあつめた。下船前の新聞インタビューで、アナさんは事件に

 
1 Josep Maria Sòria, (2002.11.10), La niña que sobrevivió al infierno, en Magazine, p.36 
2 1945年２月12日に発生した日本兵数名による数十名殺害と放火事件。領事館員の他、スペイン、フィリピン、中国の

避難民が犠牲となり、三人が脱出したが、二人は重傷により間もなく死亡。６歳の少女アナさんだけが生き残り翌年帰国

した。 
3 フロレンティーノ・ロダオ（深澤安博他訳）、(2012)『フランコと大日本帝国』晶文社、pp. 407 
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ついて問われ、つぎのように答えている。 

「あの夜の4人の日本兵のことは忘れられません…わたしたちは領事館にいました。そしたら、あの兵

隊たちが銃剣をもって入ってきて、みんなを殺しました…わたしは、領事館のたったひとりの生き残り

です（1946年6月6日Diario de Barcelona紙)」 

 アナさんはこの日から、バルセロナの祖母の家で伯父一家や伯母たちと暮らしはじめ、現在もバルセロナに

住んでいる。わたしは2010年からアナさんの聞きとりをおこなっている4。当時戦争の中立国であったスペイ

ン国籍をもつ戦争被害者、総領事館襲撃唯一の生存者、家族全員を殺されその記憶もうしなう重いトラウマを

負った子ども、そして、現場を遠く離れてその後を生きる当事者。このようなアナさんが、日本兵の襲撃で被

った心身の傷をかかえてその後を生きるとは、どのような経験であったのだろう。 

 

２）問題意識の概要と論文の課題 

 戦争を体験し破壊的な作用を被った人は、その後どのように自らの生を切りひらいて生きることができ、こ

のような個人の歴史経験にたいして、人間として意味のある向きあい方はどのように可能であるのか。 

 本論文では、戦争被害者の経験の語りからライフストーリーを描き、歴史や社会との緊張関係や迷いと変化

のプロセスに丁寧に寄り添うことによって、暴力的状況に対する人間のしなやかな強さと可能性を探り、人が

生きたプロセスをリアリティ豊かに提示する。同時に、読み手との深い「対話」をこころみて、人として意味

あるかたちで戦争の歴史経験とどのように向きあうことができるのか、可能性を探る。 

 本論文がこのような課題をもった背景には、つぎのような問題意識がある。 

 近年、人を排する尖った強い言葉が政治や社会で目を引く。人びとの生活はますます困難になり、共同性

による打開の必要性は増しているはずであるのに、共同性よりも感情的な他者排撃の傾向が社会で強まって

いるように感じられる。世界各地の排外的な動きや紛争・テロ行為による犠牲が日々報じられる現在の状況

のもと、日本では、過去の植民地支配や戦争の歴史に対するとらえ方が内外の緊張を高める問題でありつづ

け、戦争を近い将来の選択肢とする議論が、過去の歴史やそこでの自他の経験的対話とは切り離されたまま

 
4 アナさんのバルセロナの自宅にて2010年3月23日に開始し、現在も継続中。アナさんの語りは本文中に「」で引用

する。なお聞きとりや文献からの短い引用語句や文のほか、とくに注意を喚起したい部分や語句にも「」を付し、長い引

用は本文と分けて示す。 
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政治の上で勢いを増しているようにみえる。一方で、戦争の体験が記憶の問題であるだけでなく、身体にも

深く刻印された心の現実の問題として、戦後長い人生を経た今でも人びとを縛りつづけていることが明らか

になってきた5。そうでありながら、晩年をむかえた戦争体験者が、このような社会の現状をみて沈黙をやぶ

り語りはじめる動きも見えている。 

 昨今の他者排撃の傾向が、生活が困難の度を増す社会での不安なムードの広がりと表裏一体の現象であると

するなら、戦争経験から遠い人びとが心を開いて戦争の実体験に向き合うことは、なおさら困難になっている

かもしれない。こうした状況にある現在の日本で、わたしたちは過去の戦争の歴史経験にたいして、どのよう

な意味のある向き合いかたができるのだろうか。 

 このような過去の戦争の歴史経験をめぐる現在の社会の問題について、若い世代が生きる現場で働きかけ

の糸口をさぐってきたのは、歴史教育の実践である。 

 高校の現場では、生徒たちが「引いて」しまい「戦争話」を受けつけなくなっている、荒れた人間関係や

貧困の重い現実を生きる生徒たちには平和を「学ぶよゆうもない」という実態があげられていた6。小川輝光

は、この背景にあるのは、「グローバル化と新自由主義改革による個別化と差別化」の進行で、「個へと解

体」され、ますます明瞭になる「格差社会」に生きる中高生の現実であるという。「歴史教育は生徒の生き

方につながるものとなるよう要請されている」と考える小川は、生徒の「日常の問題」と結ぶ取り組みや、

「固有名詞をもつもの同士の出会い」による「過去の多様な歴史主体が交わる場」をつくる取り組みなど、

「学ぶ意味」を見いだす実践が現場でこころみられていることを紹介している7。 

 
5 蟻塚亮二、(2014)『沖縄戦と心の傷 トラウマ診療の現場から』大月書店。ベッセル・ヴァン・デア・コーク、(2016)

『身体はトラウマを記録する 脳・心・体のつながりと回復のための手法』紀伊國屋書店。 
6 高校現場で生徒たちが「引いて」しまい「戦争話」を受けつけなくなっているとの報告（丸浜昭報告、「戦争の歴史を

学ぶ意味―15年戦争学習の課題を考える」、2010年1月23日東京平和・国際教育研究会）に、フロアーも、荒れた人

間関係や貧困の重い現実を生きる生徒たちには、平和を「学ぶよゆうもない」との実態をあげて応じた。 
7 小川によると、1990年代には、アジア・太平洋戦争の教訓としての平和と基本的人権の重視という「正当な教育目

標」が生徒に押し付けられていないかとの自省が迫られていた。2001 ｰ 2015年の「質の異なる課題」の背景にある「グ

ローバル化と新自由主義改革による個別化と差別化」の進行は、「社会的支えの実感」や「時代の変化への想像力」を奪

い「歴史意識を希薄化」させ、中高生は「自己肯定感の低さ」と「自分の将来への不安」から「「社会」問題とは距離を

置き、身近な「つながり」を求める安定志向」へと向かっている。ネットでの「つながり」はあっても多様な出会いに開

かれてはいない。現場では1990年代とは「質の異なる課題」、たとえば「「なぜ私は（自分と関係ない）その歴史を学ば

なければいけないか」という生徒の問いかけに、その生徒個人に届く形で応えなければならないという課題」が生じてい

る一方で、90年代の課題であった「歴史修正主義とそれへの批判」にも、現在は「どっちもどっち」との「バランス感

覚」から「傍観者」となるのが多数で、学校で習う「社会」や「歴史」」を「自分につながる我がこととしてはとらえが

たい」のが現状である（小川輝光、(2017)「教育の現場から」、歴史学研究会編『第４次現代歴史学の成果と課題、第３

巻歴史実践の現在』、績文堂出版、p.277-288）。 
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 心の「傷つき」を視野に置くと、戦争そのものの性質に、教育の対象としてとりあげる方法の難しさが存

在している。戦争は、政治に起因して社会全体に破壊的な状況をもたらす大きな暴力といえる。そのため、

その実相を客観的に伝えようとして主観性を排することが、意図とはちがう形で、ときには非人間性だけを

突出させてしまったり暴力そのものを伝達するだけになってしまったりすることもありうるからである。平

和教育の実践現場を観察した臨床心理士の村本邦子は、この点で、残虐なシーンをふくむ場面に対して学習

者が、ときには被害者と同様にトラウマ反応やトラウマ症状を引き起こす「二次受傷」がありうること、ま

た「加害者側の子孫であるということに直面したことによる傷つき」もありうることに、警鐘を鳴らす。こ

れは、若い世代に「戦争の記憶が意味ある形で伝わらず、自らの生き方につながる出来事として受け取るこ

とが困難」になっているからで、日本の歴史教育や平和教育が「客観的事実に重き」を置き「様々な感情を

置き去りにした」結果でもあるのではないかと、村本は指摘する8。 

 これら歴史教育実践や臨床心理からの指摘が共通してあげているのは、学び手の「日常の問題」や「生き

方につながる」形で、人としての「感情」や「意味」を大事にして、過去に向き合う場をもつことの重要性

である。先の世代の人びととの間だけでなく、戦時に敵対した側に属する人びととの間においても、「固有

名詞をもつもの同士の出会い」や「過去の多様な歴史主体が交わる場」はどのように可能であったのだろ

う。 

 戦時に加害側と被害側として異なる立場にあった人びとの出会いをとりあげた作品は、このような場がど

のように存在していたのかを示してくれる。なかでも、出会いを通した個々の人びとの気づきと変化のプロ

セスがていねいにえがかれたリアリティ濃い作品には、読み手の感情をゆさぶり生き方の思索へと誘う深い

対話の力がある。これはなぜであるのか。これによって、読み手は何をしているのだろう。 

 わたしは、担当する大学学部のスペイン語演習授業で、スペイン内戦元女性民兵の自伝を講読している。

外国語テキストの講読であるから、行間をにらみ、自らの生活感覚をたよりに登場人物に寄り添う「読書」

とならざるをえない。スペイン史の素材であり直接学生につながっているわけではないのに、学生は、「文

中に出てくる人々は皆、自らの思想と意志を持って、つらく苦しい闘いの先に希望を見い出そうとして強く

生きている」、「その時代で一生懸命生きた」彼らに「可哀想」というとらえ方ではなく「今、私たちが生

 
8 村本邦子、(2014)「暴力と戦争のトラウマに向き合う心理学」、君島東彦・名和又介・横山治生『戦争と平和を問い直

す―平和学のフランティア』法律文化社、pp.72-84。 
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きている世代に継なげてくれてありがとうという感謝の気持ちを示すべき」などとコメントしている。これ

は、知らなかった出来事や生活について知識を得たからというより、困難な状況でも自らの命を精一杯生き

た人びとが存在したという歴史に、学生たちが出会ったこと、そして、そのような人間の生の連なりのなか

に個としての自分も在るのだということを、自らの人間として根幹のところで感じたからであるように思わ

れる9。 

 そうだとするならば、ライフストーリーによって、人びとが「その時代で一生懸命生きた」個別の具体的

なあゆみに出会えば、読み手は自らの経験と内的対話をおこなうことが可能になるのではないだろうか。本

論文では、ライフストーリーをリアリティ豊かに記述し、語り手（対象者）、聞き手（研究者）、読み手の

三者が自らの経験と「対話」しながら「交流」する場を提供することをめざす。 

 

 

３）当該テーマのための方法論と論文の構成 

 本論文では、つぎのように位置づけたライフストーリー法を主要な方法として用いる。ライフストーリー

法は、公文書に残らないことの多い民衆の歴史研究への関心と、社会学における質的研究の復活の動きと軌

を一にした、聞きとりやパーソナルドキュメントなどを用いた、公人ではない普通の人びとのライフ研究の

流れに位置している。様々な用い方や定義が存在するが、本論文では、歴史過程の再構成というより個人の

生の現実をとらえる目的で、対象者への聞きとりによる語りを中心に据えたライフストーリー法を用い、

様々なパーソナルドキュメントや歴史文書資料などによって、対象者がおかれた歴史的社会的文脈に奥行き

とリアリティをつけくわえていく。 

 戦争被害者をライフストーリー法によってえがく利点は、つぎのような特質にある。まず、戦争被害を受

けた個人である対象者を、戦争の暴力的状況がもたらしたその後の困難な生活の現実に向き合いつづける主

体、受傷の単なる客体ではなく自らの生の主体としてとらえることが可能になる。また、出来事の際の姿だ

け断片的・部分的にとりだして固定的にみるのではなく、悩み迷うプロセスも含めた対象者の長い人生のス

パンのなかのある局面で起こったものとして出来事をとらえ、まわりの人びとや社会との関係において、ま

 
9 荒沢千賀子レポート、「スペイン語学科4年講読「スペイン内戦元女性民兵」の自伝を読む 100歳の著者に手紙を書

いて – 受け取った命のバトン」、2019年8月4日 歴史教育者協議会第71回全国大会埼玉大会大学分科会 
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るごとの生のありようの全体性のなかで、人間的な姿において対象者をとらえることが可能になる。 

 ライフストーリー法のこうした特質は、つぎの理由からも本論文の課題に相応しい。本論文は、暴力的状

況がもたらす破壊に対する人間の可塑性・可能性を見ることを課題とするため、対象者がどの時点で、どの

ような関係性のなかで、何にどのような意味を見いだしたのかなど、対象者の内面の枠組みに寄り添って変

化のプロセスをていねいに考察する必要がある。また、暴力と人間にかかわるテーマをとりあつかう本論文

では、読み手もまた逡巡するような暴力性がすぐわきに存在している。そのため、前述の村本が指摘するよ

うに、読み手の感情を置き去りにせず、人間的な意味をともなった形で出来事が伝わることを念頭におく

と、対象者の体験を研究者（聞き手＝書き手）がどう受けとめていったのか、研究者自身の気づきや発見の

プロセスをむしろ前面に出して、人としての感性の自然なありようにしたがって読み手に示していく必要も

あるだろう。このように、ライフストーリー法は、戦争や暴力性に関係する体験にともなうさまざまな課題

に対応できる方法論である。 

 また、ライフストーリー法を本論文の方法とするのは、本論文の語りの特性を生かすことのできる方法で

あることによる。本論文の語りの特性は、事件の際にその衝撃によって「記憶をうしなった」と、対象者が

語っていることにある。したがって、歴史過程の証言とするうえでは困難がある一方、ライフストーリー法

の観点からはそのことに大きな意味を見いだせる。そのため、ライフストーリー法がこの語りを生かすこと

のできる方法論となる。 

 上記の理由に加えて、本論文では、かつての加害側の立場を具現する可能性のある存在として研究者が、

対象者に出会わざるをえず、たがいの関係性が当初から意味をもった。たがいに、個別の関係のあり方を現

場で生きながら調査は進み、対象者との関係のあり方そのものが、対象者の語りの解釈の重要な手がかりと

もなっていった。本論文では、語りの置かれた文脈を明らかにするため、そして、しだいに、対象者の人生

のあゆみが歴史と自らの関係をとらえ直し定義し直す実践としての性格をもつことがみえてきたことから、

また、読者との対話を濃く印象づけるためにも、書き手である「わたし」10の気づきと発見のプロセスを明

 
10 歴史家にとって「（わたし）の存在を飲み込んだ歴史叙述はどのようにして可能か」という、歴史叙述の問題は、人見

佐知子によると、社会学の理論的・方法論的枠組みをめぐる議論の深化に触発されてきた歴史学のオーラル・ヒストリー

の現在の課題であるという（人見佐知子、(2017)「オーラル・ヒストリーと歴史学／歴史家」、歴史学研究会編『第４次

現代歴史学の成果と課題、第３巻歴史実践の現在』、績文堂出版、p.132-144）。松原宏之は、それに加えて、歴史学の

「文化論的転回後の叙述と文体」が「読者を揺り動かす力」をもつことの重要性を強調し、あらゆる文体を駆使して「歴

史家自らもまたその一部であるような歴史の動態」を解き明かす叙述が必要であると説く（松原宏之、(2017)「カルチュ
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確に記述していく。 

 このように、対象者をめぐる関係のあり方が焦点になる本論文では、対象者の語りからうかがえる人生上

の変化を基本として各章を分け、ライフストーリーをえがく。さらに本論文では、個人の生活場面からの視

点だけでなく、事件が引き起こした日本とスペイン両政府の政治外交関係から見る視点を重ねてえがき、こ

れによって、対象者のライフにおける実践の意味を広く深くとらえることを可能にしたい。 

 そこで、本論文の各章は、つぎのように構成する。 

 まず、第一章から第四章までは、対象者の語りをもとにしたライフストーリーと、外交資料をもとにした

政治外交過程を、それぞれ意味のある段階ごとに区切りながら並列して記述していく。第一章では、事件に

いたるまでを膨らませて事件のもたらした衝撃をえがき、第二章では、出来事がもたらした後の困難とその

対応を記述し、第三章では、個人と政治関係がそれぞれのレベルで転換へと向かう軌跡をとらえ、第四章で

は、個人レベルでは対象者の生命の力が充実へと向かう一方で、政治関係レベルでは「政治解決」にしか方

策が見いだせなくなって「決着」へと向かう、双方のレベルでの対照的な様相をえがく。こうした二つのレ

ベルでの流れを、つぎの第五章で合流させ、「わたし」と対象者の関係に焦点をしぼって対象者の実践の意

味をさぐり、第六章では、そこからさらに視野を広めて対象者の行為を深く問う。 

 このように、第一章から第四章まで、ライフストーリーという個人の生活レベルでの視点と外交過程の記

述という政治関係レベルでの視点を並列させるのは、二つの関係の流れをふくむことによって、第五章と第

六章で対象者の生き方の意味を深くとらえ、読者との対話を深めたいからである。この構成の意図を効果的

にするため、本論文ではつぎのような記述の試みをおこなっている。 

 まず、ライフストーリーと外交過程の記述については、それぞれにふさわしい異なった文体を採用して視

点のレベルのちがいを明示する。また、各章のはじめに、調査の進行につれて、加害側と被害側、個人レベ

ルと政治関係レベルなどでの、位相の異なる現実が同時に目に入ってくる研究者「わたし」の調査現場をエ

ピソードとして挿入し、読者が現場へのリアルな視点を得る手立てとする。 

 第一章の挿話①では、過去との関係を暗示するような対象者の特徴的なあり方を記しながら読者を聞きと

 

ラル・ターン後の歴史学と叙述」、歴史学研究会編『第４次現代歴史学の成果と課題、第1巻新自由主義時代の歴史

学』、績文堂出版、p.191-204）。 
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り現場へといざない、第一章の主題へつなぐ。第二章の挿話②では、被害側の文書資料や被害者遺族の聞き

とりをもとに人間としての問いとの出会いを記し、第二章の主題へ導入する。第三章の挿話③では、加害側

にかんする参考文献の資料を手がかりに過去と現在の距離についての思いを記し、第三章の主題を浮かびあ

がらせる。第四章の挿話④では、対象者の人となりや研究者との関係のあり方に焦点をもどして聞きとり現

場へ視点をもどすと同時に、第四章の主題から第五章、第六章へとひきついでいく導入とする。 

 なお、本論文の対象者は、事件のとき６歳であった年齢や、事件をきっかけに記憶をうしなったこと、ま

た、心身が深く傷ついていた事情からも、フィリピンやスペインのバルセロナの社会には関心をあまり向け

ていない。それが対象者を特徴づける要素でもあるが、本論文では、歴史の流れや変化する社会のなかに対

象者のライフをおき、奥行きのあるリアルな視点でえがきたい。そこで、写真や人びとの語りによって、時

代とバルセロナ社会を点描する。 

 そのため、さまざまな視点を並列して述べていく第一章から第四章までは、「挿話（①～④）」につづく

項として、まず、個人の生活レベルでえがくライフストーリー本論の部分を、１）アナさん（①～④11）、

つぎに政治関係のレベルでみる部分を、２）国交回復交渉と「対日請求問題」（①～④）とし、最後に、３）

バルセロナで生きる（①～④）という項をもうけて、この最後の項で、社会のようすを点描する写真資料や

口述資料をとりあげて、簡潔に述べることにする。 

 

 

４）先行研究における当該テーマの位置と独自性 

 本論文のテーマは、１９４５年４月にスペインと日本が国交を断絶した主因となった在マニラ・スペイン

総領事館襲撃事件で、唯一の生存者となったスペイン少女のライフストーリーである。 

 事件はマニラ戦中に発生し、資料によると、数名の日本兵によって起こされ、このとき同領事館に避難し

ていた約７０名の西・比・中国国籍とみられる市民のうち、６歳であったこの少女だけが重傷を負いながら

も命を取り留めて、翌年スペイン・バルセロナに帰国した。当時の中立国スペインの被害、なかでも総領事

館襲撃事件は日西関係に大きく影響する外交問題となり、1945年4月のスペインによる対日断交へと発展し

 
11 ただし、アナさんのライフストーリー部分は、第5章以降も継続。最終章は「アナさん⑦」。 
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た。両国はサンフランシスコ講和条約発効と同時に国交を回復し12、その後の交渉を経て日本は、「スペイ

ン国民が蒙った人的及び物的損害」に対し、「総額五五〇万ドル」米貨に相当する金額を日本が「スペイン

政府を通じて被害者に支払」った。本論文の対象者もこれに該当した一人であった。 

 アジア太平洋戦争でのスペインの戦争被害と対日断交をめぐる戦後の交渉経過は、これまでほとんどとり

あげてこられなかった歴史研究テーマである13。しかし、本論文の焦点は、この外交史の過程の解明にでは

なく、語りにもとに個人の生きた経験を記述し、そこから浮かびあがる意味と人間の可能性探求におく。政

治がつくりだした過去の暴力的な出来事としての戦争は、ある個人にどのような困難を生み出すのか。それ

に抗って、個人はどのような力を発揮して生きぬくことができるのか。その際、個人が自らの資源とするこ

とができたのは、どのような社会的な文脈や関係であったのか。そして、このような生のあゆみは、その個

人にとって何を意味するのか。本論文ではこれらの問いをもとに、歴史のなかの暴力的な出来事を経験した

個人の、その後の具体的な経験の語りに寄り添って、揺れ動く心のプロセスを丁寧にすくい上げながら、個

別の生の側から歴史をとらえなおす歴史実践をえがく。この点に、本論文の独自性がある。 

 こうした視角をもつ本論文の方法は、被害者を人間化し、まるごとの生において把握する方法である必要

がある。そこで、このような方法として、本論文はライフストーリー法を用いる。さらに、語り手・聞き手

（書き手）・読み手の経験的対話による「交流」が可能になるようライフストーリーを展開して、濃い対話

をこころみる。これらによって本論文は、課題と方法において独自の研究のあり方を追求する。 

 研究課題と方法論におけるこれらの独自性は、本論文が特定のディシプリンへの貢献ではなく、現代社会

が投げかける課題に資することを目的とした実践的な研究であることからきている14。そのため、本論文は

学際的なアプローチをとり、前述のように、歴史研究やライフストーリー研究に基本を置きながらも、発達

心理やレジリエンス、歴史教育実践など関連諸分野にも視野を広げ、とくに、実践現場からの知見を参照し

 
12 1952年2月12日合意にもとづく。このときの文書には、スペイン総領事館襲撃事件に対する日本政府からの「遺憾

の意」の表明、および国交回復後に被害についての交渉を行う文言も記された。 
13 先行研究は、荒沢千賀子、(2019.3.15)「第二次世界大戦中立国スペインの戦争被害：国交回復交渉と「対日請求問

題」－外交史料館公開資料から－」『獨協大学国際教養学部マテシス・ウニウェルサリス第20巻第2号』pp.95-128。 
14 これは、以下の通り一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻の原則にも合致していることを確認しておく：①

問題に焦点をあてること（issue-focused）：政治学・経済学・社会学など個別の学問領域からではなくて、問題に焦点を

あてて、そこから諸領域にわたる問題解決の枠組みをつくるという、従来の社会科学系大学院とは逆転した発想に立つ。

②現実的な解決を志向すること（solution-oriented）：地球規模の問題に直面する人びとの苦境を中心にすえて、どうや

って解決や問題軽減ができるかを追求する。③脱・西欧中心の思想を追求すること（de-Eurocentric）：西欧的発想の押

しつけにならない、地球社会の問題解決のための新しい思想を築く。 
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ていることにも本論文の特色がある15。 

 トラウマ16については、戦争体験とのかかわりで鍵になる概念として近年多くとりあげられるようになっ

ているが、本論文はトラウマ概念やレジリエンス概念などの解明が目的ではなく、対象者によって導かれ出

会った論としてボリス・シリュルニックのレジリエンス論17を紹介し、本論文の問題意識との接点をさぐる

ために、関連分野として発達心理やレジリエンスなどの研究分野に視野を広げ、対象者の生の意味と向かう

方向を総合してとらえることをめざす。 

 このような、本論文の研究課題と方法論につながる作品として、内海愛子らの作品18と、在日の慰安婦裁

判を支える会の作品19があげられる20。まず、内海らの作品は、元日本兵を対象者として、中国での被害調査

を行う日本の研究グループが、調査に同行してかつての自らの加害の地に何度も立とうと試みる元兵士に寄

り添った作品である。対象者の証言部分、歴史過程の研究部分、グループのメンバーらによる対象者との関

わりと考察の部分の三つに分かれ、戦争における加害と被害について重層的な視角を提供している。 

 一方、トラウマを負った在日の元「慰安婦」に寄り添う在日の慰安婦裁判を支える会の作品は、日本の戦

争によって被害を受けた人が対象である。過去を問う裁判に訴え出た対象者の個性ある生きざまを軸にし

た、会の複数のメンバーによる観察と、裁判資料及び裁判記録から成る作品である。かつての被害側と加害

側という立場性による分断だけでなく、戦争と戦後日本社会に持ち越された旧植民地出身者への差別が加わ

 
15 戦争被害者を対象とする研究で、「後続世代」の実践や社会科学者の「参与」に視野を向けているのは、たとえば小倉

康嗣である（小倉康嗣、(2013)「被爆体験をめぐる調査表現とポジショナリティ  ―なんのために、どのように表現する

のか―」、『被爆者調査を読む ―ヒロシマ・ナガサキの継承』慶応大学出版会）。 
16 宮地尚子は、「心の傷」「心的外傷」であるトラウマを「心と身体と社会という三つが重なる領域におきる現象」とし

てとらえ、「過去のトラウマ体験」「トラウマ反応（外傷反応）」「トラウマ体験とトラウマ反応の間の因果関係」の三つの

要素が含まれているという（宮地尚子、(2013）『トラウマ』岩波新書、pp.i-ii, 3-4,) 
17 シリュルニックはレジリエンス研究で知られるフランスの精神科医で、ユダヤ人一斉検挙で両親を亡くし、自らも六

歳のときに強制収容所への移送から逃れて生きのびた経験をもつ。対象者が大事にもっていた新聞記事で、シリュルニッ

クは「レジリエンス」を「われわれが自ら（の限界）をのりこえ、愛情に満ちたネットワークを確立する能力」と定義

（Ima Sanchís, (2002.3.13), “La familia tradicional está en decadencia”: Psiquiatra, psicoanalista, neurólogo y etólogo, 

Boris Cyrulnik, en La Contra; La Vanguardia, p.84）。 
18 内海愛子・石田米子・加藤修弘編（2005）『ある日本兵の二つの戦場 近藤一の終わらない戦争』社会評論社 
19 在日の慰安婦裁判を支える会編（2007）『オレの心は負けてない 在日朝鮮人「慰安婦」宋神道のたたかい』樹花舎 
20 ほかにも、中国の戦犯管理所の刑務官たち（新井利男資料保存会(2003)『中国撫順戦犯管理所職員の証言―新井利男

の遺した仕事』梨の木舎）や、中国に於ける日本占領時性暴力に関する日本の研究チーム（石田米子・内田知行編

（2004）『黄土の村の性暴力 大娘たちの戦争は終わらない』創土社）などがある。前述の作品をふくめ、これら戦時に

敵対的立場であった人びとの出会いと、そこでの気づきと変化のプロセスを荒沢がまとめている (Chikako Arasawa,

（2019近刊）, Volviendo la vista al pasado, Encontrar a los otros y reencontrarse a sí mismo - En busca de la 

realidad como humano-, en “Volver la vista al pasado, Violencia masiva y memoria en Japón y España”,  La 

Universidad de Oviedo, pp.49-62（予定）)。 
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って、トラウマを介した心の溝が両者の間にいっそう深刻な分断を形成する。作品では、裁判とその過程で

の交流によって、互いの気づきと変化がもたらされていく道筋がていねいにえがかれている。 

 いずれも、異なる世代や立場の人びとの支えを得て、過去に深い心の傷をもたらした歴史のなかの体験に

対して、異なった視角から対象者が再接近を試みる実践が取り上げられている。二作品に共通するのは、対

象者の感じ方の枠組に徹底して立とうと務めることが、必ずしも明示されてこなかった対象者の心の痛みの

存在を感じ取らせ、そこに、歴史が人間に振るった暴力の痕跡の具体的なありようを発見していくことであ

る。歴史と個人の生のあゆみ全体に位置づけた具体的でリアルな記述、そして、寄り添い支える側の人びと

による気づきと変化のプロセスがゆっくりともたらす接近、これらが相まって、暴力に対する人間の可能性

ばかりでなく、共同性が開かれていくことを予感させ、同じ歴史に立つ人間として読者は感性を揺さぶられ

る。 

 これらの作品に備わる、歴史を負って生きる人間のこのようなえがき方と対話性に、本論文は多くを学

ぶ。だが、前者の作品では、自らの被害性と加害性を同時に強く意識する対象者はリアルに浮かび上がる一

方で、加害側にいた元兵士が対象であり、この人物らの過去の行為によって被害を受けた側の人びとの顔

は、あまり見えてこない。また、後者の作品では、対象者自身の語りを中心に構成されてはいないので、対

象者像はメンバーらに見られる側の存在としてえがかれている。これらが、偶然の出会いに拠りながら、日

本の戦争被害を受けた個人を対象に、語りを中心に据えて課題にせまろうとする本論文との違いとなる。 

 本論文が対象とする戦争被害は、アジア太平洋戦争フィリピン・マニラ戦中のスペイン総領事館襲撃事件

によるものであり、その際の中立国スペインの被害と対日断交、日西国交回復と戦後処理の問題が関わる。

マニラ戦についての研究は、日本側からは太平洋戦争史・戦後補償問題・国際関係史やアジア関係史などの

枠組みで扱われてきている。スペイン史の枠組みからは、フロレンティーノ・ロダオが内戦後のフランコ政

権の国際関係と政治史のなかでマニラ戦に言及している21。だが、アジア太平洋戦争における中立国スペイ

ンの被害をテーマとしたまとまった形での歴史研究は、これまで行われてこなかった。 

 スペイン総領事館襲撃事件について日本で初めて言及したのは、連合軍総司令部諜報課編「マニラの悲

劇」（永井隆『長崎の鐘』に併載：1949）においてである。しかし、その後、この事件と生存者について、

 
21 フロテンティーノ・ロダオ・ガルシア著、深澤安博 他 (訳)、(2012)、『フランコと大日本帝国』、晶文社 
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ロダオが上記で一部触れているほかは、荒沢による小論（荒沢：2015、2019）まで、日本では取り上げられ

てこなかった。一方、ロダオが研究で触れているほか、スペイン側でこの事件と対象者を取り上げてきたの

は、新聞記事（ジョゼップ・マリア・ソリアJosep Maria Sòria：2002, 2014）とドキュメンタリー映画

（ラモン・ビラロRamon Vilaró：2014）などのメディアであった。また、カルメン・グエル（Carmen 

Güell：2005）は、マニラ戦での他のスペイン人被害者をノンフィクションでえがいている。 

 したがって、本論文は、スペイン総領事館襲撃事件とその生存者を総合してとりあげる初の本格的な論と

なる。本論文の対象事件及び対象者の先行研究としての荒沢の小論のうち、語りを中心として展開したライ

フストーリーは本論文のベースとなっている。だが、頁数の制限もあって、語りの豊かな真実に迫り切れて

いないこと、文書資料や他の口述資料があまり活用できず歴史過程や社会関係などふくらみのあるリアリテ

ィのなかに対象者の生を位置づけてえがけていないこと、対象者に意味を持ったボリス・シリュルニクのレ

ジリエンス論など解釈において学際性を充分に展開できなかったことなど、さまざまな限界があった。本論

文ではこれらの欠点を補ったうえで、対象者の人生のあゆみが歴史と自らの関係においてどのような意味を

もっているのか、説得力のあるライフストーリーをえがく。 

 本論文が使用する資料はいずれも、これまで知られていなかった第一次資料の発掘によっている。日西の

諸資料館所蔵の文書資料、事件の唯一の生存者と関連諸人物の聞きとり資料である口述資料、及び個人アー

カイブ資料から成る。戦後70年を経て国際関係の断絶の鍵を握った事件に関するこのような一次資料、と

くに唯一の生存者から得られた貴重な資料は、今後の中立国被害の歴史過程の研究や第二次世界大戦史・ア

ジア太平洋戦争史の展開に、独自の貢献を可能にするだろう。 

 

 

５）論文に使用する資史料または調査の概要と特徴 

 本論文で使用する資料は、大きく二つに分けられる。ひとつは、アジア太平洋戦争における中立国スペイ

ンの被害の実相と日西の被害交渉の経緯、日本政府による戦後補償実行に至る歴史過程や、スペイン系被災

住民の祖国帰還や戦後補償交渉資料提供のもととなった私企業の資料も含めた、日西資料館所蔵の諸文書資

料で、これまであまり知られてこなかった一次資料である。これについては、おもに日本側外交史料にもと
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づいて22、アジア・太平洋戦争末期の日西断交と、のちの国交回復と個人補償交渉の外交プロセスについ

て、荒沢がすでに整理した23。本論文ではこれを、論文の課題に資する形で、対象者の歴史実践のライフス

トーリーという課題に必要な過去の歴史関係をあきらかにすることと、歴史の現場にリアリティと奥行きを

もたせることを目的として使用する。 

 もうひとつの資料は、この歴史過程を実際に生きた個人による口述資料（語り）と個人アーカイブ資料、

及び関連諸人物の語りである。対象者の口述資料については、2010年からはじめた聞き取りをもとに、戦争

がもたらした暴力的状況に対する人間のしなやかな可塑性・可能性をみることに主眼をおいて、すでにライ

フストーリーを2015年に発表している24。本論文では、これにその後の調査データを加えて中心的資料と

し、本論文の課題に資する形でまとめていく。 

 語りの質は、聞き手の経験、および語り手との関係性に大きく依存する。本論文の語りは、対象者の独特

の生命力と、研究者との2010年からの関係性によって得られ、この関係の構築そのものが、対象者の独自

の生命力の発露であり、本論文の重要な観察対象となる。同時に、研究者側の経験を含めて、この関係なし

には不可能な、語りの提供と解釈可能性をもつ資料であることを確認しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 日本側外交資料に対応するスペイン側外交資料は資料請求時点（2013, 14年）で公開停止。 
23 前掲書 
24 荒沢千賀子、(2015)「記憶を失った「たったひとりの生きのこり」六歳スペイン少女のその後―マニラ戦スペイン総

領事館襲撃 事件」、足羽與志子・中野聡・吉田裕(編)『平和と和解―思想・経験・方法』旬報社、p294-324 
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第一章「わたしはたった一人の生き残り」：スペイン総領事館襲撃事件まで 

  挿話①：ライフストーリーを紡ぐ現場－半開きの扉の内奥 

 バルセロナの夕暮れどき。午後６時がいつもアナ

さんの指定する面談の時間だった。 

 凱旋門にそって少し歩き市街地にそれると、小さ

な広場に出る。その広場に面したマンションのひと

つにアナさんは住んでいる。少し早めについて、約

束の時間きっかりに、エントランスわきの呼び鈴の

なかからアナさんの自宅の番号を選んで押す。 

   「チカコ？」 

   「入って」 

 アナさんの声がすぐにスピーカーから聞こえ、わ

たしの返答に合わせてエントランスドアが解錠され

る。  

  中間階を経て、そのひとつうえのアナさんの自宅

玄関まで階段をのぼっていくわたしを、アナさんは

いつも、半開きにした自宅ドアの内側の、外からは

見えないところでじっと見まもりながら待っている。 

   「チカコ！」 

   「元気だった？」 

 一歩中に入ると、たっぷりと温かくながい抱擁で迎えてくれる。 

 たくさんの想い出の品々が、こまやかな感性と工夫に仕切られて、屋内のかべを埋めつくしている。わた

しが贈った品々も、今では収まるべきスペースをちゃんと確保されて、アナさんの記憶に場を占めているよ

うだ。 

 

アナさんの自宅前の広場（同上） 

アナさんの自宅前広場へ通じる道：2010.3.23、荒沢

撮影 

 



19 

 

 アナさんは明快に思いを語る人で、意志がはっきりしている。アナさんの人生に関連する場所への同道を

お願いしても、「わたしは遠慮する」と明快である。だから、聞きとりが外で行われたことはほとんどな

い。一歩なかに入ると居ごこち良く温かなこの自宅、アナさんの想い出の内奥。ここが、アナさんのライフ

のストーリーが紡がれた現場であった。 
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１）アナさん①：はじめての聞きとり25 

 アナさんは1938年8月23日、フィリピン・セブ島で生まれた。アナさんの一族は、スペイン・バレンシ

ア（Valencia）のカステリョン（Castellón）の出身である。そこで手仕事の大工をしていた祖父が亡くなっ

たとき、祖母カルメン・ペリス=ビベス（Carmen Peris Vives）さんはまだ40代で、5人の子を養わなけれ

ばならなかった。祖母は、バルセロナで電話交換手であった妹をたよって1917年からバルセロナに出てき

たのだ。5人の子どもたちのうち、長男のサルバドール・アギレリャ=ペリス（Salvador Aguilella Peris）さ

んと、次男で末っ子であった、アナさんの父のプラシド=アントニオ・アギレリャ=ペリス（Plácido Antonio 

Aguilella Peris）さんが、バルセロナに本社を置く有力企業、フィリピン総合タバコ会社に就職した。 

 フィリピン総合タバコ会社のマニラ支店でポストが空くのを待って、先に兄のサルバドールさんがフィリ

ピンにおもむき、フィリピンで結婚して家庭をもち、そのあとを追って父のプラシド=アントニオさんが、遅

れてフィリピンに行った。それらは、内戦前のことだった。 

「父は独身のころ、“共和国（La República）”という名前の労働者用宿舎にいたのよ。おもしろいでし

ょ。そう、父が送った写真に書かれていたの」 

 アナさんはそう言って、その写真をさがしたのだが、見

つからなかった。 

 スペイン内戦に先立つ第二共和政期から内戦開始期に、

フィリピンでも共和国派と反乱軍派のどちらを支持するか

 
25 2010年3月23日、バルセロナのアナさんの自宅で。この日だけソリア記者同席。これ以降の聞きとりは、荒沢だけ

で、場所は同じであるので、以後日付など省略する。 

  

土産の衣装をつける父（アナさんの個人アーカ

イブより） 
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をめぐって、スペイン系の人びとのあいだで動きが

起こっていた26。だから、父のプラシド=アントニ

オさんも、共和国というのは父の住んだ宿舎の名で

はなく、父かかかわっていた当時の政治に関係のあ

る何かであった可能性もあるが、今となっては不明

である。 

  父は、何度か会社の手配でバルセロナにもどっ

てきていたのだが、そのたびに祖母や伯母たちに、

帰国船での経由地インドなどで買った、さまざまなめずらしい贈り物を持参したという。その際に、フィリ

ピン時代の写真もたくさん持参してくれた。ただし、アナさんと、姉マリア=デル=カルメン・アギレリャ=

リョンク（María del Carmen Aguilella Llonch）さん（8歳で没、フィリピン・セブ島1936年12月30日

生）の写真は残っているが、弟ジャイマ・アギレリャ=リョンク（Jaime Aguilella Llonch）さん（2歳で

没、フィリピン・レイテ島のタクロバン、1942年7月25日生）の写真は、誕生後はすでに戦中であり、父

 
26 深澤安博、(1995.6)「フィリピンのスペイン共和国派-上-」歴史評論542、歴史科学協議会編p79～92、および、

(1995.7)「フィリピンのスペイン共和国派-下-」歴史評論543、歴史科学協議会編p79～89 

 

アナさんと母：父が持参したフィリピンの写真（同上） 

 

内戦で疎開中の祖母や伯母と（同上） 
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もバルセロナにもどっておらず一枚もバルセロナにはなく、フィリピンの自宅に残っていたであろう写真も

マニラ戦でうしなわれてしまった。 

 アナさんが成長したあるとき、伯母さんが箱をわたしてくれた。なかには、いっぱい写真が詰まってい

た。父が送ってくれたものだった。ただし、そのときはすでに伯父さんも亡くなっていたので、どこの写真

であるか不明なものもある。アナさんの覚えているマニラは、戦後のこわれた家々の記憶だけである。 

「裕福な暮らしだったの。姉やわたしは、セブ島で生まれて、弟はタクロバンで生まれている。同時

に複数の家があったの。家のほかに別荘もあって、マニラにも家があった」 

 父の勤務がどのようになっていたのか、そのこととアナさん兄弟の出生地や写真とどういう関係があるの

か詳細は不明であるが、アナさんはこのように語っている。 

 実際に、アナさんが帰ったバルセロナの家庭では、戦争のことは話されなかった。そこで、子どもであっ

たアナさんは、いつも耳を澄ませて、ほんの少しばかりの会話のきれはしや手がかりから想像して、話を組

み立ててきた。アナさんが２５歳くらいになったとき、祖母や伯母が内戦中フィリピンに疎開していた話が

会話に出たのだが、アナさんに直接語ってくれたわけではない。伯母たちが言っていたので、こうしたこと

を今語っているが、自分では覚えていないのだという。 

 
フィリピンでの写真（同上） 
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 同席したソリア記者が事件に話題をもどしていく。こ

のとき、わたしが聞けないだろうと思って、敢えてその

ようにしたのだと、翌日会ったときに記者は説明した。 

「マニラを懐かしく思い出すことはないの？」 

 アナさんが答える。 

「一度もないわ。まったく記憶をうしなったの」 

ソリア記者「領事館のことで覚えているのは？」 

アナさん「ホールと、スペイン国旗は覚えている。サイ

レンが鳴って、防空壕に行ったの。戦争中は領事館に避

難していた子どもたちと遊んだ。子どもだったから何も

考えずに、遊んで、食べていることができた」 

「日本兵のことは覚えていない。たぶん急に入ってきたと思う」 

「自分が這って出たのは、覚えている。だれも呼ばなかった。頭にとどめをさされて、骨の一部が削

れたけれど、急所は外れていた」 

「死んだふりをして、ずっと隅にいた。そこは、ガレージかなにかだった」 

「這って出たときに、手袋もしていなかったから、爪にガラスがささっていた」 

「頭の傷が治るまでに一番長くかかったわね。バルセロナに来て、温暖な地中海の気候だったから早

く治ったの。そのとき残っていたのは、頭の傷だけ」 

「日本兵は、生きている人にとどめを刺した。動いていたから」 

 アナさんは「ガレージか、（領事館の）外にある住居」に逃げたのだが、どこなのか良く覚えていない。

上の方に上っていった。そのとき、領事館に火がついたのが見えた。 

 伯父は最初の妻を若くして亡くし、二度目の妻と子どもたちとともにマニラの山にある修道院サン・フラ

ンシスコ・デル・モンテ（San Francisco del Monte）に避難していた（その妻も、前年1944年10月16日

に結核で死去）。アナさん一家が領事館に避難したのを知っていたので、伯父さんはアナさん一家をさがし

 

    傷跡を示すアナさん：2010.3.23。荒沢 
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てくれて、赤十字に問い合わせたところ、アナさんが重傷ながらも助けられたのを知って引き取り、そのあ

とずっと保護してくれることになったのだ。 

 通過中に見えたマニラは、爆弾でこわされていた。病院！水！と、みんなが叫んでいた。 

「それで、修道院へ行って住んだの。そこにはたくさんの一家がいたけれど、だれのことも覚えてい

なかった。食べたのは、サーディン缶のサラダばかり」 

「覚えているのは、ブランコがあったとか細部について。医者には痛くないからって言われたけれ

ど、痛いので、我慢していた。砂糖は茶色くて固かった」 

 その後、アナさんたちは書類を用意して帰国船を待ち、翌年1946年４月に伯父一家とともに、プルス・

ウルトラ号（Vapor Plus Últra）でバルセロナに帰国することになる27。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Retorn dels trebelladers de la Companyia de les Filipines (1946). Vapor Plus Últra「フィリピンからのタバコ会社従

業員帰国(1946)。プルス・ウルトラ号」（ANC138-9920-03.01.05） 

 

帰国用のパスポート：７歳８ヶ月と記載（同上） 
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プルス・ウルトラ号の乗船券（同上） 
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２）国交回復交渉と「対日請求問題」①：マニラ戦とスペイン総領事館襲撃事件 

その１．在比スペイン国籍者とマニラ戦 

 16世紀からスペイン統治下にあったフィリピンは20世紀に米国が領有し、1935年からは独立を視野にお

いた自治植民地となった。そのもとで多くのスペイン国籍の人びとが居住し活動していた。1936年スペイン

で内戦が勃発した際には、内戦を避けてスペインから旧植民地フィリピンに疎開する人びとも多く、アナさ

んの祖母や伯母たちもバルセロナから疎開していたようだ。 

 1939年、スペイン内戦が終わって５ヶ月のちに第二次世界大戦がはじまったが、内戦で疲弊したスペイン

は大戦には加わらず中立の立場をとった。フィリピンは1941年12月の日米開戦によって戦争にまきこま

れ、翌1942年1月から日本の軍政下におかれた。 

 1945年2月3日から1ヶ月間にわたったマニラ戦28は、フィリピンでの戦争の最終局面で発生した。この

とき日本軍はほぼ全滅し、マニラの民間人約10万人が犠牲になったといわれている。その40％が米軍の空

爆により、60％が日本軍の殺害によるとされ、フィリピンの対日感情を決定的に悪化させる原因ともなっ

た。 

 マニラ戦ではフィリピン在住の外国籍者も被害を受け、なかでもスペイン国籍者は人的被害が大きかっ

た。スペインは日本との間に2018年には外交関係樹立150周年29を数える関係を築き、第二次世界大戦では

中立の立場を利用して日本の「利益代表すら引き受けた友好国30」であった。だが、フィリピンのマニラ戦

で在比スペイン国民が深刻な戦争被害を受けると、日本軍の残虐行為を非難した31スペイン政府は、在マニ

ラ・スペイン総領事館襲撃事件を主要な理由として、1945年４月12日日本との国交を断絶した。 

 
28 1942年１月から日本の軍政下にあったフィリピンの首都マニラで1945年２月３日より始まった約一ヶ月にわたるア

ジア太平洋戦争末期の戦い。日本軍はほぼ全減しマニラの民間人約10万人が犠牲になったといわれ、日本兵6,555人の

遺体が確認され、米軍は1010人の戦死者と5,565人の負傷者を出した。（中野聡、2009、「マニラ戦と南京事件」、『南京

事件七〇周年国際シンポジウムの記録―過去と向き合い、東アジアの和解と平和を』、日本評論社、p.153-162） 
29 1868年11月12日、日本スペイン修好通商航海条約を締結。 
30 1956年７月27日マ秘第191号「スペインの対日クレームに関する件」与謝野香特命全権大使より高崎達之助外務大

臣代理・国務大臣宛。（旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件「スペインのある種請求権解決取極関係」B’3. 1. 2. 

9-4、外務省外交史料館） 
31 Política、文書No.20、1945年４月12日東京発「Envia copia reclamación sobre atrocidades japonesas en 

Manila」：在日スペイン公使が４月４日日本側に申入れ。（AGA（ Archivo General de la Administración総合公文書

館：スペインのアルカラ・デ・エナーレス）資料、P-000464、54-15903-01「1945, Ruptura Relaciones con el Japón y 

Potencia Protectora」）。原文はスペイン語で訳は荒沢（以下、同じ）。 
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 マニラ戦による被害は、アジア・太平洋戦争におけるスペインの人的被害の大きな部分を占めている。そ

のときマニラには約2000人のスペイン国籍者がいた。この人びとがマニラ在住外国籍者のなかでも人的被

害を多く受けた理由として、当時の在マニラ・スペイン総領事デル=カスターニョ（José del Castaño y 

Cardona）があげているのは、多くが居住する地域が戦闘の中心地になったこと、戦闘が短時間で終わると

の予測から盗難を恐れてマニラにとどまったまま疎開しなかった人びとが多くいたこと、白人への一般的な

反感に加え当時高まりつつあった親米感情に同調するスペイン人への日本軍の反感などである32。 

 事件の７年後にあたる1952年2月12日、日本とスペインは覚え書きを交換してサンフランシスコ講和条

約発効と同時に国交を回復すると取り決め33、覚え書きには、スペイン総領事館襲撃事件に対する日本政府か

らの「遺憾の意」の表明、および国交回復後に被害についての交渉を行う文言が記された34。国交回復後に交

渉が始まった「対日請求権問題」は、「日西両国国交上の最大の障害となり、通商航海条約はもちろんその他

の条約の交渉もまったく不可能の状態35」となるほどの緊張を生み、「日西国交上からも国際信用上からもま

 
32 1954年4月21日澁澤大使発、マ秘第92号「比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第九号）（人的被害につ

いて）」（外務省外交資料館所蔵外交記録B'3.1.2.9-4「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件 スペインのある種

請求権解決取極関係」） 
33 1952年２月12日「外交関係の恢復に関する書簡について」（［A-S38（2）-189］外務省外交史料館、

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38（2）-189.pdf（2011. 12. 6閲覧）） 
34 1952年２月12日に覚書交換。Francisco J. del Castilloスペイン外交代表から吉田茂外務大臣への覚書には「the 

Spanish Government have the intention to enter into discussion with the Japanese Government, after the normal 

relations have been restored between our two countries, with a view to reaching an amicable settlement of the cases 

which involved the Spanish citizens in Manila and in other cities of the Philippine Islands at the time of the Japanese 

military occupation during the last war.」と国交回復後の被害についての交渉の記載、また、吉田外相からスペイン外

交代表への覚書には「I take this opportunity to express, in the name of the Japanese Government, our deep regrets 

for the sad incident which took place at the Spanish Consulate General at Manila on February 12th, 1945.」と、スペ

イン総領事館襲撃事件への「深甚なる遺憾の意」を表明する記載がある。（日本・スペイン間外交関係雑件、「１．外交再

開関係」、A’1. 3. 0. 2、外務省外交資料館資料） 
35 1957年1月8日、「スペインの対日クレームに関し閣議報告の件」、別添二（同前、B’3.1. 2. 9-4、外務省外交史料

館） 
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た人道上からも」「放置を許されざる」問題と認識されていく36。最終的に日本とスペインは1957年１月8

日に合意に達し37、日本はスペインの人的・物的被害に対し550万米ドルを支払った38。 

  

 

その２.「アメリカのプロパガンダ」：対日断交へ 

 スペインの対日断交と戦後の国交再開、および「対日請求権問題」の中心にあって影響を与えたのが、ス

ペイン総領事館襲撃事件であった。スペイン総領事館襲撃事件とアナさんの被害はどのように知られ、当時

の日本政府は、こうしたマニラ戦でのスペインの人びとの被害をどう受けとめたのか。 

 マニラ戦からスペインの対日断交までに至る経過について、日本の外交史料館公開資料を中心に、スペイ

ン側外交資料を補いながら、順を追ってみていこう。ここではまず、フィリピン・マニラでのスペイン総領

事館襲撃事件発生から対日断交の知らせが届き外交活動が停止にいたる直前の日西公信によって、その反応

の一端を拾い出してみることにする。 

 スペイン政府による国交断絶の決定を日本に伝えた資料として日本側に現存する39のは、対日断交の閣議

決定を報じた４月12日の各紙内容を伝える在スペイン日本公使須磨からの公信40である。スペイン政府が対

日断交を決定した当時、日本では激しさが増す東京への空襲などで公電の着信が遅れていた41ため、この公

 
36 1955年10月５日、外務省、「「サンフランシスコ平和条約の例外としての旧連合国及び中立国の対日クレイム」中の

主要案件資料説明」、「（６）スペインの対日請求問題」、（旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求問題雑件、B’3. 1. 2. 9） 
37 1957年１月８日「スペインのある種の請求権に関する問題の解決に関する日本政府とスペイン政府との間の取極（交

換公文）」、「スペイン外務大臣から日本国特命全権大使にあてた書簡（来簡）」（［A-S38（2）-190］外務省外交史料館、

http://www.mofa.go.jp/ mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38（2）-190.pdf（2011. 12. 6閲覧））：「日本政府は、第二次世界大

戦の間に日本国政府の機関がスペイン政府及びスペイン国民に与えた損害及び苦痛であって日本政府が国際法の規則に基

いて責任を有するものの賠償請求を満足させるため550万合衆国ドルに等しい金額をスペイン政府に支払う。」とされ、

これにより日本政府は「損害及び苦痛のすべての賠償請求のすべての責任を完全にかつ最終的に免れる」ことになった。 
38 1957年４月16日「スペインのある種の請求権の解決に関するわが国とスペインの間の協定に基く賠償金の支払いに

関する件」欧亜局長より大蔵省理財局長宛：２月19日送金の報告。（同前、B’3. 1. 2. 9-4、外務省外交史料館） 
39 日本に対するスペインから「断交の通告ありしを報告」した須磨公使の公電第359号、第360号は「見当たらな

い」。（外務省、2010、『日本外交文書』第二巻、p.1068、543「スペインの対日断交発表について」、編注） 
40 1945年４月12日須磨公使発、第357号「スペイン政府の対日断交発表に関する件」：スペイン政府の非公式発表に

基づいて、４月12日にスペイン各紙が、前日に政府が閣議で対日外交関係断交を決定したと報道しているとの打電。本

省４月22日着信。（第二次世界大戦関係雑件、「（22）対日断交関係」、A’7. 2. 0. 1、外務省外交史料館） 
41 電信No.36、1945年４月３日東京発。（同前、AGA資料） 
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信の日本着信は４月22日となっている。この公信で在西・須磨公使は、スペイン総領事館襲撃事件に言及

している42。 

「スペイン側ソースの情報にして且つ公式に立証せられたるものによれば日本軍は二月十二日在  

マニラ・スペイン領事館を襲撃館員及び同館にありしもの全員を殺戮せる後同館に放火せる事実並び

にその他多数のスペイン人を殺戮43しその財産を破壊せる事実確認せられたり」 

公使は、「かゝる類例なき重大なる事実」を「対日外交関係を断絶する」要因として伝え、さらに「日本政

府に提示せる損害賠償請求権ヲ依然留保」と賠償請求権にも触れている。 

当時日本政府は、この公電着信より先にマニラ戦でのスペインの人びとの被害報道を知っていたようだ。

当初の日本政府のとらえ方の一端が、スペイン側資料からうかがえる。３月25日に日本の広報担当者は、

「マドリードで報道されているマニラにおけるスペインの人びと、及びスペインの諸施設に対する日本の残

虐行為」に対し、「それらは全く根拠がなく、侵略アメリカ軍によってねつ造されたプロパガンダ」との認識

を、在日・スペイン公使に示した44。 

そのころスペイン公使のもとには、本国から「断固たる抗議」をするようにとの指示とともに「日本の残

虐行為」の報が続けて入っていた45。なかでも詳細に伝えられたのが、総領事館襲撃事件であった。 

「在比スペイン居留地において日本軍隊により引き起こされた言語道断の治安蹂躙の全てに対して、 

断固たる抗議を表明するよう強く要請する。日本軍による都市の組織的破壊が全面的に遂行される数

日前、全ての修道会に対する行為とまさに同じころ、民間人と領事館に対して日本軍による残虐行為

が始まっていた。領事館には数グループのスペイン人たちが避難していたが、そこへ日本軍が侵入

し、全ての避難民を殺害した。スペイン人ヘナロ・アルバダレホ（Genaro Albadalejo）だけが致命傷

 
42 1945年４月12日須磨公使発、第357号「スペイン政府の対日断交発表に関する件」：スペイン政府の非公式発表に

基づいて、４月12日にスペイン各紙が、前日に政府が閣議で対日外交関係断交を決定したと報道しているとの打電。本

省４月22日着信。（第二次世界大戦関係雑件、「（22）対日断交関係」、A’7. 2. 0. 1、外務省外交史料館） 
43 本資料「殺戮」と記載の部分、前記資料（外務省、2010、『日本外交文書』第二巻、 p.1068、543「スペインの対日

断交発表について」）では「殺傷」と記載。 電信No.31、1945年３月26日東京発、在日スペイン公使から本国宛。

（同前、AGA資料） 
44 電信No.31、1945年３月26日東京発、在日スペイン公使から本国宛。（同前、AGA資料） 
45 電信No.12、No.13、No.14、No.15、いずれも1945年３月23日マドリード発、３月28日東京着：在日スペイン公

使に、在マニラ・スペイン総領事館襲撃事件の詳報を伝え（No.12、No.13、No.14）、類似の事態が発生しているとし

て、日本政府に強い抗議を行うことを要請。（同上） 
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を負いながらも領事館を脱出したものの、事件を報告したのち死亡。避難民の家族である五歳の少女

…次に続く（電信No.12）」、「アギレリャ（Aguilella）は銃剣による刺傷を負いながらも救助されてい

る。領事館に居た人びとは、女性や子ども、領事館守衛も含め全て殺害された。アルバダレホの証言

によると、その数は五十人に上るとのこと。そののち日本兵らは故意に領事館に火をつけた。これら

は全て２月12日に発生。日本兵らによる火災で火傷を負いながらひとりの女性が近隣の家に逃れ、先

の人物と同じく情報を伝えたが、死亡。…次に続く（電信No.13）」 

公使は指示通り４月４日「マニラに於ける日本の残虐行為に関するクレーム（賠償請求）」を日本に申入れ

た。だが、外務省の沢田次官はやはり「アメリカのプロパガンダ」を口にした。そこで公使が、事件は総領

事の証言のほか「膨大な証言」を根拠とする事実であると反論した。すると次官が、スペイン人に被害が及

ばないように日本軍は指示されていたとしながらも再調査依頼46や信頼関係による解決への志向を示したた

め、公使は「悲観的」でない印象を受けたと打電している47。 

当時は、激しさが増す東京への空襲などで公電の着信が遅れ48、12日マドリード発の対日断交決定の口上

書が在日スペイン公使に届くのは４月19日であったので、公使は13日頃の米国のラジオで対日断交決定を

知った。翌14日、まだ日本側も正式な通知を受領していなかったが、日本側広報担当官は「フィリピンで

の日本軍の行為」とされるものは「米国ラジオ放送によって流布された軍事プロバガンダ、および根拠のな

い作り話にもとづいたマドリードの新聞報道」によるとの認識を繰り返し49、当時のスペイン政府の「非友

好的」な行動50に不快感を示した。スペイン政府による以下の対日断交の口上書が在日スペイン公使に届い

たのは、４月19日であった。 

「内閣は、つぎの通り口上書を発表する。スペイン人から直接提供され、且つ公的に証明された諸情

報に基づくと、日本の軍隊によって、２月12日に在マニラ・スペイン総領事館への襲撃が行なわれ、

 
46 電信No.37、1945年４月４日東京発、マドリード宛。（同上） 
47 電信No.38、1945年４月４日東京発、マドリード宛。（同上） 
48 電信No.36、1945年４月３日東京発。（同上） 
49 電信No.45、1945年４月13日東京発。（同上）、および、Política、文書No.21、1945年４月21日東京発「Ruptura 

de Relaciones Diplomáticas con el Japón」（同上） 
50 ロダオは「戦争中に最も日本を助けた国（p.415）」であったスペインがアメリカでの日本の利益保護を辞めた（1945

年３月22日）などこの期のスペイン政府の動きの裏に対日参戦の可能性の模索をみる。（同前、p.415）  
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総領事館のすべての職員とその場に居た人びとが殺害され建物が故意に放火されたことは、全く疑い

ようがない。そして、そのあとさらに多くの人びとが殺害され、スペイン市民の財産が意図的に破壊

された。これら類を見ない重大な事実を前にして、スペイン政府は、これらが両国の正常な友好関係

の維持とは両立し得ないものであると判断し、日本政府との外交関係を断絶することを決定した。し

かしこれとは別個に、すでに日本政府に提示済みの、スペイン国民が被った生命と財産の損失に対す

る賠償請求は維持されるものとする51。」 

当初からスペイン政府は、スペイン総領事館襲撃事件をはじめとするマニラでの「日本の残虐行為」と対

日断交を結びつけ、その賠償請求を強く主張していたのである。一方、日本側が「アメリカのプロパガン

ダ」「根拠のない作り話」として、これをなかなか受け容れようとしなかったことが、スペイン側の資料から

うかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 電信No.25及びNo.26：なお、上記文書No.21にこの口上書が1945年４月12日マドリード発、４月19日東京着で

あると記載。No.21には、日本の情勢悪化に伴う内閣交代等の政治危機を原因とする、スペインからの日本の残虐行為へ

のクレーム対処の遅れや、マドリードでの日本側への断交公式通告を日本各紙が４月21日に報道との記載もある。（同

上） 
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３）バルセロナで生きる①：フィリピン総合タバコ会社と戦争被害を受けた従業員  

 ここでは、アナさんの父と伯父が勤務し、日本政府とスペインの国交回復交渉および「対日請求問題」に

かかわるスペイン側資料提供源のひとつであるフィリピン・スペイン総合タバコ会社について、従業員の戦

争被害との関係でみておこう。  

 タバコは16世紀にアメリカ大陸からスペインにもたらされて広がり、スペイン領フィリピンでは18世紀

からタバコの専売が実施されていたが、国際競争力のある民間大企業創設をめざして、1881年フィリピン・

タバコの専売が廃止されてフィリピン総合タバコ会社（通称タバカレラ社）が創設され52、中央支店をマニ

ラに、本社をバルセロナ53においた。同社は、マニラの官営工場を貸与され操業を開始した54が、1898年の

米西戦争でフィリピンがアメリカに割譲されると、同社は本国の保護をうしなった。同社は、1909年最恵国

約款の期限が切れて55、国際競争にさらされたスペイン系企業が撤退していくなかで生きのびたスペイン系

企業の筆頭にあげられる56。製糖業にも進出した同社の工場は、1930年代後半にはフィリピンで最大級のサ

トウキビ圧搾能力をもつほどであった57という。 

 このフィリピン総合タバコ会社は、戦争で被害にあった従業員に、戦時中の行いや被害について、宣誓申

告書を提出させている58。 

 
52 フランス資本とカタルーニャ資本がベース（Martin Rodrigo y Alharilla, (2009), Del desestanco del tabaco a la 

puesta en marcha de la Compañía General de Tabacos de Filipinas (1879-1890), Boletín Americanista, Año LIX, nº 

59, Barcelona, 2009, pp.199-221）。 
53 カタルーニャ・ナショナル史料館（L’Arxiu Nacional de Catalunya（ANC））には厖大な同社資料が保存されてい

る。 
54 操業開始時点でマニラに117のタバコ工場と6,500人の工員、および280の加工作業場があった。後にコプラ、マニ

ラ麻、リュウゼツランの栽培もはじめた（Ramón Bastida, Antonio Somoza y Josep Vallverdú, (2015.6), Estudio 

económico y contable de la Compañía General de Tabacos de Filipinas: 1881-1922, en Revista Española de Historia 
de la Contabilidad, No.22）。 
55 1989年12月10日パリ条約調印。スペインはキューバの独立を承認し、領有するフィリピン群島、グアム島、プエル

トリコなどをアメリカに割譲。スペインには10年間の期限付最恵国約款が適用となる。 
56 Florentino Rodao, (1999), LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN FILIPINA, en 

1898: España y el Pacífico. Interpretación del pasado, realidad del presente, Madrid, Asociación Española de Estudios 

del Pacífico, en The Philippine Revolution and Beyond: Papers from the International Conference on the Centennial 
of the 1896 Philippine Revolution, Jacoby Pub. House, pp.557-566. 
57 永野善子、(1990)、『砂糖アシエンダと貧困―フィリピン・ネグロス島小史―』勁草書房、pp.121-122 
58 Declaracions jurades del personal sobre les seves activitats i ingressos durant l'ocupació japonesa「日本占領期にお

ける行いと収入に関する従業員の宣誓申告書」：ANC138-441-4074-03.02.02 



33 

 

 これら同社の宣誓申告書のなかに、アナさんの伯父サルバドール・アギレリャ=ペリス(Salvador Aguilella 

Peris)さんの申告書がある。なお、別資料にこれら申告書は1946年４月に作成されたと記載がある。伯父の

宣誓申告書に記載されている内容から、解放されたのが1945年2月3日であることがわかる。扶養家族と

して、バルセロナ在住の母と二人の息子（2人とも前妻の息子）と、マニラでともに住む6人の息子の名が

記されている。「戦争による損失」として、「家具、衣服、宝飾品、レコード、家、書籍、食器やガラス製品

類」があげられ、「レコード」との記載には、帰国後クラシック音楽好きの伯父がコンサートに連れて行って
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くれたことを、アナさんがクラシック音楽好きになった理由として、アナさんが語っていたことと符合す

る。 

 スペイン・フランコ政権とも関わりが深く、西比政財界に力を振るっていたフィリピン総合タバコ会社

は、戦後すぐアメリカ、日本、フィリピンで補償獲得に向けて積極的に動いた59。日本の外務省外交資料館

の所蔵文書には、「「タバカレラ」会社が提出した被害従業員リスト並びに被害状況報告書」として同社資料

に言及60があるが、その資料のひとつが、従業員のこの宣誓申告書であると考えられる。 

 日本政府とスペインの国交回復交渉および「対日請求問題」については次章以降であつかうが、このプロ

セスは同社とスペインの政権の関係に軸をおくと、異なってみえてくる。例えばスペイン側が、在マニラ・

スペイン総領事館襲撃事件を当初ではなく、交渉が思わしくなくなった時点で持ち出したことや、日本側の

外交官補償先決提案に応じようとしなかった意図に、民間の損害へのこだわりを見ることも可能である。日

本側も「物的損害中の大口は「タバカレラ」会社の分である。之に対する処理振り如何に拠って補償額は大

 
59 スペイン・フランコ政権の政治過程にマニラ戦とマニラの虐殺を位置づけるロダオは、独伊の援助で内戦勝利後数ヶ

月のちに勃発した第二次世界大戦で、枢軸寄りの中立の立場を取ったものの経済的苦境にあえぐスペイン・フランコ政権

には、枢軸の劣勢のなか、日本による被害は米国らの援助を得る政策転換の好機と捉えられたとする（Florentino Rodao 

García,（2002), Franco y el imperio japonés. Imágenes y propaganda en tiempos de guerra, Barcelona; Plaza & 

Janés.（深澤安博(訳者代表)・他(訳)、(2012)、『フランコと大日本帝国』晶文社）。また、フィリピン総合タバコ会社資

料には、タバコ会社副支配人の「西日委員会（日本の外務省外交史料館所蔵外交記録公開文書B3.1.2.9に記載のある

「日西混合委員会」）委員長」就任受諾の手紙があり、日西委員会に同社の人物が関わっていたことがわかる。資料には

「外務大臣の指名により委員会の長の地位に就く名誉を私は受諾しました。…西日委員会（La Comisión Hispano-

Japonesa）は先月の9月に始動し…」とある（タバコ会社Vice DirectorのDn.Charles H. Davies氏の手紙：1954年2

月19日（バルセロナ発、マドリードの「友人」Teodomiro de Aguilar Embajador氏宛）、原文は西語：荒沢訳、Retorn 

dels trebelladers de la Companyia de les Filipines (1946). Vapor Plus Últra「フィリピンからのタバコ会社従業員帰国

(1946)。プルス・ウルトラ号」：ANC138-9920-03.01.05）。 
60 1954年4月21日澁澤大使発、マ秘第92号「比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第九号）（人的被害につ

いて）」（外務省外交資料館所蔵外交記録公開文書B3.1.2.9.4） 

 

戦災を受けた後の在マニラ中央支店：同左 
 

戦前の在マニラ中央支店 
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幅に動く。会社側は当国外務省に対して種々運動していた模様である61」、「被害者中のあるもの特にタバカ

レラ会社は当国政府と密接な関係があり、之が政府当局をつっついているものと推定される62」などと見て

いた。タバカレラ社にとって日本からの補償実現と被害の認定は、アメリカとの関係で「対日協力企業」と

の見方を払拭し、戦後復興資金を獲得する重要な課題であった63。したがって、同社従業員の宣誓申告書

は、同社へのアメリカの補償獲得のために対日協力の疑いをぬぐい去るための被害の事実を、強く訴える根

拠を固めるもとにもなっただろう。 

 また、同社の被災従業員の未払い給与精算問題に関して、自ら被災した現地幹部がバルセロナ本社に送っ

た文書64から、被災大企業の事後処理のひと幕が覗え、未払い給与精算規定にあたって、従業員への個別の

状況への配慮が、給与算定方針の記載や、アナさんの伯父の給与算定についてのつぎの記載からうかがえ

る。 

      「１）1944-45年の給与未払い従業員は1944年1月1日からの手当支払いによって相殺する。 

    ２）1942-43年の給与未払い従業員にバランタインBallantyne基準を適用すると、結果として 

        全体では概算で624,596ペソになる。低給与者に配慮することをベースにして額面の約65%を 

        支払う。 

        ３）申告にもとづく額の35%は未支給のままとして、各自の行いと働きにより特別手当に値す 

        る従業員に、経営総務（Administración General）の裁量でボーナスを支給する。ただし 

    1942-43年の給与未払い従業員にバランタイン基準を適用した際の総額を越えないことを前提 

    とする。65」         

   「1947年8月16日  

        サルバドール・アギレリャ・ペリス 

        実際には、解放後スペインへ帰国していることから、会社規定では2,389ペソの支給となる。 

 
61 1954年４月19日、マ秘第89号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会に関する件」（同上） 
62 1955年４月18日、マ秘第99号、重光大臣宛、渋澤大使発、「比島事件補償問題に関する件」（同上） 
63 フィリピン総合タバコ会社の社史にLa Compañía ¿fue colaboracionista?「当社は対日協力企業であったか？」との項

（Emili Giralt Raventos, (1981), La Compañía General de tabacos de filipinas 1881-1981, Barcelona, p.202）。 
64 Liquidación haberes retenidos ocupación japonesa「日本占領期給与未払い者の精算」（バルセロナJosé Rosales氏

宛 マニラ発）ビジネス文書No.69：1947年8月16日（pp.12-40）、ANC138. 
65 同上、p.12（No.69-p.1） 
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       しかし、常日頃から大変優れた労働を提供した優秀な従業員であり、それに加えて、妻が病床 

       にあった後に亡くなっていることや子だくさんである家庭事情から戦中戦後を通じ出費が嵩ん 

       だことを考慮して、1,751ペソの特別支給を認定し、1942-43年の給与未払いに対して総額4,140 

       ペソを支払う。66」 

 

同

社

は

ま

 
66 同上、p.15（No.69-p.4）（従業員のひとりであった対象者の伯父への支給に関する部分） 

 
 

二行目がアナさんの父（1945.2.12没）、三行目がアナさんの伯父。生死に関わらず会社は未払給与に手当

（伯父にはバランタイン基準で3,278のところ会社規定では2,389、これにボーナス1,751がつき計

4,140。父にはバランタイン基準で3,103のところ会社規定では2,310、ボーナス3,249がつき計5,550と

ある。：Liquidación de los haberes retenidos durante la ocupación japonesa. (La Compañía General de 

Tabacos de Filipinas. Administración General)「日本占領期給与未払い者の精算（フィリピン総合タバコ

会社 経営総務）」No.69付：1947年8月16日（ビジネス文書No.69付属と上部手書き、p.1；全22

頁）、Esdeveniments extraordinaris. El personal i l'ocupació japonesa de les Filipines(1941-1945).「非常

事態。フィリピンにおける従業員と日本占領（1941年-1945年）」：ANC138-441-4075-03.02.02.  
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た、従業員と家族・遺族のスペイン帰国にも力をつくし、帰国に当たっては、生死に関わらず従業員と扶養

家族に手当を支給し有給休暇をあたえている。スペイン政府が派遣した二隻の帰国船のうち最初のプルス・

ウルトラ号（1946年4月16日マニラ発、6月5日バルセロナ着）に乗船した同社の従業員名簿のなかに、アナ

さんと伯父家族の名前がある。一覧表では、マニラから106名67が乗船し、居住予定はバルセロナ38名が最多

で、つぎがサンタンデール30名で、いずれも同社と関係が深い地方で、この地方で従業員を多く雇用してい

たと考えられる。 

 アナさんの父は、兄を追って、スペイン経済史の上でも画期をなした、当時のスペインを代表する特徴あ

る有力企業とかかわって、バルセロナからもと植民地フィリピンへおもむいた出稼ぎ移民であった。それ

が、アナさんが事件に遭遇させることになった。しかしまた、そのような企業とかかわったからこそ、従業

員への配慮にまもられたということができるだろう。 

 

 
67 18歳以上の男性36名、14歳以上の女性23名、14歳未満の女性20名、14歳未満の男性22名、15歳の男性2名、

氏名不詳の3名で、乗船者は合わせて106名。 

 

   
 

二行目が対象者の父（1945.2.12没）、三行目が伯父。両者とも「在比家族」欄に「妻と子どもたち」と記載。

父の居住地欄注（１）は欄外に「1944年7月タクロバンよりマニラに転居」と記載：Subsidios abonados al 

personal europeo durante 1944-1945「1944年-1945年欧系従業員支給手当」（マニラ発）一覧表、1947年

12月４日（p.1；全7頁）：同上 
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プルス・ウルトラ号（Plus Últra）で帰国する従業員の家族ごとのリストの筆頭に、サルバドールさんと6人の息

子、およびアナさん（Ana Mª. Aguilella Llonch）の8人の名前が、年齢と共に記載。1946年6月3日の日付：

ANC, Retorn dels trebelladers de la Companyia de les Filipines (1946). Vapor Plus Últra「フィリピンからのタバ

コ会社従業員帰国(1946)。プルス・ウルトラ号」：ANC138-9920-03.01.05 
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プルス・ウルトラ号（Plus Últra）で帰国する従業員と家族への支給金。上段が生存従業員で筆頭にサルバドール

（Salvador Aguilella Peris）さん、二段目が死亡従業員の家族で筆頭にアナさん（Ana Mª. Aguilella Llonch）の名

前が記載。（Indemnización「補償金」は家族人数に応じて1人1,000ペセタ、Sueld「給与」）、1946年6月5

日。：同上 
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プラシド=アントニオ・アギレリャ=ペリス（Plácido-Antonio Aguilella Peris：アナさんの父）さんの社内職務

歴の記録（Hoja del servicio）。最初の欄は1028年5月フィリピン勤務として採用。最後の欄は手書きで

「1945年2月12日、逝去」。：同上 

 

プラシド=アントニオ・アギレリャ=ペリス（Plácido-Antonio 

Aguilella Peris：アナさんの父）さんの入社履歴書。日付：「1928

年4月23日」。「独身」。住所：「エリザベッツ通り」祖母のマンシ

ョンの住所。出身」「バレンシア、カステリョン、オンダ」。扶養家

族：「母、3人の姉」、等：ANC138 



41 

 

第二章「わたしには記憶がないから」：困難と生存戦略 

挿話②：人間への問い 

  日本とスペインで資料館をめぐり、関連資料をさがした。 

 スペインのアルカラ・デ・エナーレスにある行政総合資料館68には、マニラからスペインへ家族と思われる

人びと宛てに送られた電信が大量に保管されていた。安否をつたえる文面、クリスマスを祝う文面。これら、

スペインの家族や知人に向けて送られた多数の電信は、マニラ戦が直後に待ち受けている時期に、そうとは知

らず、戦況への不安をにじませつつも相手への気づかいと愛情にみちていた。 

 これらの文面にさまざまな思いを託した人びとは、どうなったのだろう。生きのびることができただろうか。

これらが家族との最後の通信となった人びとも多かったのではないか。今、これら多数の薄紙の紙面には、「歴

史資料」として保管されることになった運命によって口を閉ざされた多くの生命の痕跡と、その不条理な生命

断絶の予感が、張りついてただよっているようにみえた。 

 片鱗を残す不安とともに電信文のなかにかいま見えている思いや感情。ここには、さまざまな人生のストー

リーが電信の枚数だけあったのだ。一枚一枚電信文を読みながら、わたしは胸が痛くなった。   

 もうひとつのわたしのフィールドであるスペイン・アストゥリアスの都市ヒホンに滞在していた 2014 年、

すぐ近くのマンションに、マニラからの帰国船名簿にあったと同じ名前の男性が住んでいることを偶然発見し

た。この男性名でウェブ上にアップされている多数の写真からはフィリピンとの関係がうかがえ、写真によっ

て推定される年齢も合致している。聞きとりの用意をして訪ねた。しかし、住居のエントランスからかけた電

話には、はじめ高齢の男性らしき声が何か答えてくれたのだが、意味を解しかねているうちに、家政婦らしき

年配の女性の声に替わり、男性が認知に関する問題をかかえてベッドに就いているため、そっとしておいてほ

しいと答えて、そのまま電話は切れた。 

 遅すぎたようだった。念のためアナさんにも聞いたが、知った名前ではないという。 

 アナさんのはじめて聞きとりの翌日、もうひとり存在が判明していたマニラ戦のスペイン被害者、故マリ

 
68 行政総合資料館 (Archivo General de la Administración)。訪問は2013年3月、および 2013年5月。 
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ア=エレナ・リサラガ（María Elena Lizarraga）さん69の親類の方がた

に話を聞いた。マリア=エレナさんの妹ビクトリア（ビッキー）・リサラ

ガ（Victoria Lizarraga）さんの娘ナディーネ=ボヒル・ガセット=リサラ

ガ（Nadine Bofill Gasset Lizarraga）さんには、一ヶ月半後にもお会い

した70。母のビッキーさんは、モレタ（Moreta）博士邸の事件71で日本軍

に発砲されて負傷し、両足を切断した。娘のナディーネさんは、母の義

足を「普通のこと」と思っていたし、「不平をいうこともなく、いつも

笑顔をたやさない人」であった。でも、母が「苦しくて、夜に眠れないことも多かった」。 

 二度目の聞きとりで、ナディーネさんは、鋭く問うのだった。母からは、元々日本人とは関係が良かった

し、庭師の在比邦人はとても優しく良い人であったと聞いているだけに、問わずにはいられなかったのだろ

う。 

   「どうしてなの。戦争になると、知り合いの日本人が軍服を着て現れて、急に変わるなんて。あんな、 

   残酷なことができるなんて。どうしてなの。正当化は聞きたくない。でも、理由が知りたいの」 

 母のビッキーさんは、身体の痛みに苦しんだだけでなく、人間としての信頼にも深い傷を負って苦しんで

 
69 Josep Maria Sòria, (2002.7.7), La última de Filipinas: Historias del siglo XX, en Magazine; La Vanguardia, pp.54-

61。マリア=エレナさんはこのとき79歳。妹のビッキー・リサラガ（Vicky Lizarraga）さんは記事の３年前に亡くなっ

ている。姉妹について、カルメン・グエルがルポルタージュを書いている（Carmen Güell, (2005), La última de 

Filipinas, Barcelona: Belacqva de Ediciones y Publicaciones）。 
70 2010年3月24日と５月５日。バルセロナの自宅で（荒沢）。 
71 1954年４月21日、マ秘第92号、重光大臣宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第９

号）人的被害について」に、「モレタ（Moreta）博士邸の件」として記載：事件については「本事件に関しては被害者

（重傷）の一人Prudencio Chicateと称するスペイン人の詳細な申告がある他、「カスタニヨ」西總領事もその報告書中

において特に凄惨な事件として本件経緯を特記している。之等によれば、四五年二月十四日米軍の砲火を避けてマニラ市

の「エルミタ」の「イザツク・ベラル」通りの「モレタ」博士邸に、スペイン人十四名（男子四名、女子六名、小児四

名）、比島人四十二名、中國人十名、葡萄人一名が避難した。翌二月十五日には米軍の砲撃が激化し、避難者中Vicente 

Julianの妻（西人）が砲弾で死亡するに至ったため、避難者は一層の安全を期して、日本歩哨に諮った上、同邸を出で

「ゼネラル・ホスピタル（General Hospital）」に向ったが、途中日軍の射撃を受け二名の者が負傷したため、再び「モ

レタ」邸に引返した。次で二月十七日約二十名の日本兵が同邸に侵入し、男子を凡て二階の浴室に監禁した上六発の手榴

弾を投じて多数の死傷者を生ぜしめた。婦女子は凡て階下のサロンに集合せしめられていたが、日本兵は之等の者を一名

宛別室に赴くことを命じ、その途中の廊下において背後より銃剣で刺殺し、總計十九名の女子と十四名の児童を殺害し

た。右の結果、スペイン人中には右の犠牲者を出した。」と記載。二人については「負傷者（100%日本側に責任のある

者）二名」として記載され、ビッキーさんについては「独身、「モレタ」邸より「ゼネラルホスピタル」に赴く途中、日

軍の射撃を受け重傷。」、マリア=エレナさんについても「既婚、同一事情で重傷」との説明付加（旧枢軸国及び中立国の

対日賠償要求関係雑件、「スペインのある種請求解決取極関係」、B’3. 1. 2. 9-4、外務省外交史料館、pp.49-53）。 

 

ナディーネさん（2010.3.24：荒沢撮影） 
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いたということに、気がついた。そして、その苦しみは娘のナディーネさんのものでもあった。 

 しかし、この人間への問いに、わたしはどう答えればいいのかわからなかった。 

 以下、本章では、アナさん個人の生活レベルで、そして、日本政府の政治関係レベルで、マニラ戦とスペイ

ン総領事館襲撃事件がその後どのような困難をもたらし、どう対処したのか、それぞれに分けてみていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（左）マリア=エレナさん。（中）左がマリア=エレナさん、右がビクトリアさん。（右）左端がマリア=エレナさん、

右端がビクトリアさん。（ソリア記者の「La última de Filipinas」から） 
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１）アナさん②：「いい子にしてなさい」「記憶がない」こと―「生」そのもの 

 記憶の喪失について、アナさんはくりかえし語る 

「わたしには記憶がないから、ほかの人よりつらくなかった」 

 「わたしには記憶がないから、これ以上語れない」 

 アナさんのこうした記憶の語りは、聞きとりをつづけるべきかどうかためらわせるものであると同時に、家

族と記憶の喪失がアナさんの人生にどのような意味をもったのかということに、わたしの関心を強く向けさせ

る力をもっていた。 

 アナさんの体験を特徴づけるのは、一家全員をうしなったこと、そして、家族や家族との生活の記憶のすべ

てをうしなったことである。６歳の少女であったアナさんは、記憶をうしなうという究極の方法によって、事

件の衝撃で心が壊れることから自らをまもった。アナさんの記憶喪失は、究極の自己防衛であった。幼いアナ

さんにとって、家族や友人・知人、そしてこれらの人びととの生活の場は、かけがえのない大切なものであっ

たにちがいない。その記憶は、事件の衝撃がよびおこした反応によってアナさんの心からうしなわれただけで

なく、戦争による破壊と翌年の帰国によって、物理的にもアナさんの生活からうしなわれてしまった。  

 家族とその記憶の喪失は、アナさんの人生にどのような意味をもつことになったのだろうか。そして、「わ

たしには記憶がないから」というアナさんの記憶の語りは、アナさんのなにを表しているのだろう。 

 まず、事件がアナさんにもたらした困難からみていくことにしよう。 

 事件は、アナさんの心身に多くの傷をのこした。アナさんの身体には十六カ所もの深い傷がのこり、その後

も長く不調がつづいた。また、記憶喪失という究極の自己防衛反応をえらぶほかなかったほど、深刻な破壊の

縁に立たされたアナさんの心にも、傷あとがのこった。今は何でもないが、日本男性と行きあっても、まとも

に相手を見ることができない状態が、一定の期間つづいた。 

「小さいときは、映画であっても（日本人を）まともに見ることが出来ませんでした。…男性にたいし

てだけです。日本女性にはこんな反応を感じたことはありません。 現在では、ただ無関心なだけです72」 

 アナさんの群衆にたいする恐怖やそこで殴打されるアナさんの恐怖は、消えずにつづいているという。 

 
72 Josep Maria Sòria, (2002.11.10) , La niña que sobrevivió al infierno, en Magazine, p.38 
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 このような直接心身にのこされた傷のほか、家族とその記憶の喪失がアナさんにもたらした困難はどのよう

なもので、アナさんはそれにどう対処したのか。アナさんの語りから考えていこう。 

 事件の翌年、伯父一家に連れられて帰国船に乗った。帰国船は石炭運搬用の船プルス・ウルトラ号（Vapor 

Plus Últra）で、1946年4月16日にマニラを出発し、6月5日バルセロナに着いた。約50日の船旅である。

そのときアナさんは7歳であった。アナさんに、その旅での印象的な思い出を訊ねた。すると、「お気に入り

のセーラー服を盗られたことがとても悲しかった」とアナさんは答えた。 

  アナさんはこの服の盗難について、よく覚えている。伯父が買ってくれた、白と赤の服と、青と白の服の２

着の服であった。そのときマドラスに船が着き、靴を買おうということになって、伯父といっしょにみんなで

下船した。船室にもどってくると、アナさんの２着の服はなく、石炭の跡がついていたという。 

 アナさんはこのとき、「わたしより、必要な人がいたのだ」と思ったのだが、くやしかった。  

 50日間の外国の船旅である。もっとも印象的であったのが「お気に入り」のものを喪失して「悲しかっ

た」ことだという７歳の記憶。まるで「お気に入りのセーラー服」が、アナさんの喪失した、愛する人びと

の代わりでもあったかのようである。本来なら嘆き悲しんだであろう、愛する人びとの喪失。だが、その人

びとにくわえられた暴力の衝撃は、自己防衛としての記憶喪失を発動させ、これによってアナさんは、嘆き

悲しむことさえできなくなっていた。つまり、事件の暴力性は、アナさんから愛する対象をうばっただけで

なく、それを悼む行為そのものもうばっていたのだ。 

 「７歳でゼロから人間関係をつくっていかなければならなかった」と語るアナさんは、いつも「だれが私を

保護してくれる人か」じっと観察し、自分に「いい子にしてなさい」と言いきかせていた。一方で、アナさん

の子ども時代の語りには、友だちが出てこない。同世代は「子どもっぽく見えた」からだという。 

 観察力を研ぎすませ、危険を遠ざけて保護をえることの可能な関係への感受性を、アナさんが最大限に高め

ていたことがうかがえる。これが、子どもひとりでは不可能な自らの生存の条件をととのえるために、小さな

アナさんが身につけた方法であり、最大限の能力をふりむけた生存の戦略であった。 

 だがこれは、保護をえる関係にしかふみだせなかったということでもある。信頼のかなめであり、安心して

育つための基地であるべき保護者を、アナさんはうしなった。そのため、ときには我を張ったりしながら思い
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きり自己の感情を生きたり、対立や葛藤をくぐってともに成長する、子どもたちのたくましい育ちかたからは、

遠ざけられた生きかたをするほかなかったのである。 

 安心につつまれて子どもらしく育つ生活は、アナさんの日常の土台にあるあたりまえのものではなく、つね

に最大の関心をふりむけてめざすべき目標として存在していた。したがって、子どもらしく育っていた同じ世

代は、その子どもらしさによってアナさんの生活からはほど遠く、アナさんの関心をわかちあう相手としては

「子どもっぽすぎる」存在でしかなかったのも、当然といえる。 

 そもそも記憶がなければ、その過去はないのか。そして、心は傷つかないのだろうか。アナさんの「わたし

には記憶がないから」という語りの意味を、あらためて考えてみよう。 

 アナさんの愛する対象の記憶は、向きあうことがとうていできない危険な過去の暴力の記憶とともに存在し

ていたために、自己コントロールの外におかれることになった。これが、アナさんの記憶の喪失である。しか

し、実はアナさんにとってこうした過去は、「記憶が存在しない」というかたちをとって、たえず自己ととも

にあった。つまり、自らの内に、ふれることのできないかたちで過去が存在しつづけている状態といえないだ

ろうか。だとしたら、アナさんの人生は、自己コントロールのきかない、いつどのように暴発するともしれな

い危険な過去を、内面の奥深くに押しこめて生きつづける人生であるといえる。 

 そうであるなら、アナさんがいつもくりかえす「わたしは記憶がないから、これ以上語れない」ということ

ばは、危険な過去がひそむ自己内部の深い領域には近づかないためのセーフティネットともいえる。また、「わ

たしは記憶がないから、他の人よりつらくない」ということばも、そのように言ってしまって割りきることに

よって、思考をとめ、より深い領域に立ち入らないための、やはりセーフティネットと考えることもできる。 

 心が傷ついたときに発揮されるべき人間の復元力は、そもそも六歳の少女であっては、まだ育まれようとし

ていた段階にすぎないだろう。しかし、その形成の基盤となる安心感や安全感の根本は、できごとによって傷

つけられただけでなく、家族や親しい人びとをその記憶ごとうしなったことによって、実際に愛情や援助をえ

ることも、心に思いえがいて支えや励みとすることも不可能となり、二重にゆるがされただろう。このように

して暴力は、立ち直りを支えるはずの人間関係をも、アナさんからうばい去った。だから、心の傷つきに対抗

する力は、発揮する基盤も、形成する土台も、支える関係も、すべてが破壊されてしまったのだ。これが、ア

ナさんを襲った暴力であった。 
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 しかし、そんな状態にあっても、まわりの人びとの支えをえて、小さいアナさんは自分のもつ能力や資源を

最大限発揮して、懸命に対処してきた。人への洞察力とするどい感性を発達させ、独自の勘にしたがって価値

を峻別する。したたかともいえる、このような鋭い観察力を最大の武器として、自分にとって危険となるもの

を遠ざけ、無視する能力を身につけた。しかしこれらは、いつもまわりをうかがい、わがままも対立もせず、

感情を全面的に発揮することもない、いわば子どもらしくないとも言える生きかたをえらびとることによっ

て、えた資源でもある。 

 ここに、暴力がアナさんの「育ち」のうえにくわえた、ある「変形」がうかがえる。自らを襲った暴力にた

いするとっさの対処であった、記憶の喪失。これにまもられながらも、アナさんはこれによって、人として育

つための資源・環境・能力のうえに、「変形」をくわえられてしまったのである。 

 しかし、アナさんは、「形を変えられた」土台に立って、この「変形」をひきうけ生きぬいてきた。だから、

アナさんにとって記憶の喪失とは、アナさんにくわえられた暴力がどのようなものであったかを明らかにする

ものであり、人生を生きぬいた労苦の出発点であり、土台であり、人生の闘いそのものでもあるのだ。 

 こう考えていくと、記憶の喪失をめぐるアナさんの語りは、ただの説明ではけっしてなく、アナさんの人生

をさまざまに物語る、アナさんの「生」そのものであると見えてくるのである。 
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２）国交回復交渉と「対日請求問題」②：「遺憾の意の表明」をめぐって 

その１.「一々遺憾の意を表さなければならない」のは「極めて辛い」：国交回復交渉の開始 

 日本政府がマニラ戦とスペイン総領事館襲撃事件にふたたび目を向け、調査に乗りださざるをえなくなっ

たのは、敗戦を経て、スペインとの国交回復が政治課題として具体的に浮上してからであった。ここでは、

日本政府は何を困難ととらえ、これにどのように対処しようとしたのか、以下にみていく。 

 戦後のスペインとの国交回復交渉では、当初からスペイン側が要求した「遺憾の意の表明」が問題となっ

た。はじまりは1951年10月22日、在京スペイン外交使節団のカスティーヨ代表が「国交を再開すべき時

期が到来した」として来訪したことであった73。これは、1951年９月８日サンフランシスコで日本に対する

平和条約が調印された翌月である。 

このときスペイン側は「友好関係の宣言」と「スペイン国民の損害の補償の問題」を提起し、後者について

は「国民を納得させるためにどうしても必要と考える」というのであった。外交関係の再開は「対日平和条

約の効力発生と同時に」と決められ、この点に問題はなかった。最大の問題は、スペイン側の交換公文案の

「深い遺憾の意deep regret」という字句にあった74。 

日本側は、「スペイン国との間には戦争状態はなかった」ということを理由として、「単に外交関係再開を

謳う」こと、スペイン国民の損害については「具体的に問題に言及することなく、単に戦争の結果生じた問

題の解決のため協定を結ぶ意向がある程度の、一般的記述に止める」との考えを表明した。しかし、スペイ

ン側は、差し当たっては「物質的な補償」を要求してはいないものの、「遺憾の意」の表明は「国民感情を納

得させるため」の「精神的補償」として必要であると主張し、譲らなかった75。 

日本側はスペインの「希望に沿って交渉を進める」としていたものの76、最初の日本案に表明されたのは

「遺憾の意regret」ではなく、「同情の意 sympathy」であった77。この日本案に、「カスティーヨ公使」は

「自分としては本国政府に取次ぐわけには行かない」と強い拒否感を示した。「日本政府による遺憾の意の

 
73 1951年10月22日付「外交関係再開関係国交回復に関する在京スペイン外交使節団長申入に関する件」（「日本・スペ

イン間外交関係」、「１．外交関係再開関係」、A’1. 3. 0. 1、外務省外交史料館） 
74 1951年10月31日、「Normas para tener presente（考慮すべき原則）」（同上） 
75 1951年10月31日：マルティン・アロンゾ一等書記官の来訪についての記録。（同上） 
76 1951年11月27日「高裁案」：「外交関係再開に関するスペイン政府及び日本政府間の往復書簡に関する件」（同上） 
77 1951年11月28日「Resumption of Normal Relationship between Japan and Spain（ Draft）」 

（同上） 
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表示」は、「自分としては絶対に譲ることはできない」もので、日本案の「同情の意」では「本国政府及び

在比スペイン人にとっては一顧の価値なしと言う外なく、日本政府は事件について何等遺憾の意を持ってい

ないという感じを受けるであろう」と言うのだった。日本側は、「中立国との最初のケース」であるスペイ

ンとの交換公文に「遺憾の意」を表すると、「全部の中立国との交換公文に当り日本政府は一々遺憾の意を

表さなければならない」こととなり、「日本側にとって極めて辛い」と主張したが、公使は「頑としてその

態度を改めなかった」78。 

  日本側内部で方針が再検討された。「国交再開は素々先方から申出て来た」のだから日本が「万難を排し

て迄即刻合意に到達しなければならない必要乃至理由はない」としつつも、「意見が一致しなかったという

理由だけ」で決裂させスペインとの国交だけが「断絶したまま」となるのも、「カスティーヨ代表に悪感情

を抱かせる」のも「得策でない」。こうして「支障のない範囲内でなるべく先方の希望にも應ずる」方向へ

と修正がなされていく。 

「遺憾の意regrets」の表明を避けた理由は、次の三点から説明されている。（１）「平和條約においても戰

争責任を認めるような字句は含まれておらず、連合国に対しても少なくとも表面上は頭を下げた形になって

いないこと」、（２）「スペインとの間に用いられた語」が今後の類似公文に影響し、「中立国には我方から陳

謝して国交を再開して貰った形となる虞れがあること」、（３）「regretsの表示は事件解決措置の一つ」であ

るので、まだ解決方法について話し合われていない現在には適当でないことである。だが、検討の結果、

「過去のこととして一切頬かむりで通すというつもりでもない」として、「同情の意 Sympathy」の表明に

かえて、イタリアの場合に倣い、国交回復後の話し合いに応じる用意があることを字句として入れる方向へ

と向かうことになる79。 

 
78 1951年11月28日「スペイン国との国交再開に関する件」。なお、問題は日本側提示案の「同情の意our heartfelt 

sympathy for the hardship」だけでなく、「heartily welcome the intention of the Spanish Government」の部分に「感

謝の意が表されていない点」にもあったことが、欄外の書き込みから知れる。（同上） 
79 日付記載なし「スペイン国との国交再開に関する件」：1951年11月28日の「カスティーヨ代表」との話合いを受け

て。（同上） 
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 こうして、スペインからの公文に関する次の日本案には、「先の戦争中の日本軍占領期にマニラ及び他の

フィリピン各地で発生した事件の友好的解決に向けて80」「話し合う意図81」などの字句が入った。また、日

本からの公文に関する日本案には「日本政府はスペイン政府に感謝する82」と、感謝の意を明示した。さら

に、公文交換の際には「口頭を以て遺憾の意を表明する用意がある」こともスペイン側に伝えた。これらに

よって日本側は、公使から「自分としてはこの案で結構」「できるだけこの案で本国政府の同意を得るよう

に努める」との言葉を引き出すことに成功したのであった83。 

 

その２.「肯定あるいは否定する資料を全く欠いている」：総領事館襲撃事件の浮上と日本側

調査 

 ところが、事態は急展開する。 

 12月27日と翌1952年１月４日、マドリードの日本在外事務所長に対してスペイン側から提案があっ

た。「マニラ事件」での「スペイン人一般居留民」の問題とスペイン総領事館の問題を別扱いとし、前者はス

ペイン側公文をわたす際に日本側が口答で遺憾の意を表明し、後者は日本側公文の中に遺憾の意を表明する

字句を入れるという内容であった84。日本でも公使が、１月４日に総領事館襲撃事件に言及した。そこで、

日本側が事件の詳細情報を要求すると、１月７日にスペイン側から文書で回答が届いた85。 

 ここに至って、ようやく日本側は、「之より先客秋スペインとの国交再開に関する覚え書き交換の問題が起

った時からスペイン側は比島における自国人の生命財産に対する日本軍の侵害を重要視していることが判明

した」と認識したのである86。 

 
80 訳文は荒沢による。原文は「with a view to reaching an amicable settlement of the cases which nvolved the 

Spanish citizens in Manila and in other cities of the Philippine Islands at the times of the Japanese military 

occupation during the last war.」1951年12月３日、「Resumption of Normal Relationship between Japan and Spain

（Draft - 3 December 1951）」（同上） 
81 同上。原文は「the intention to enter into discussion」。 
82 同上。原文は「the Japanese Government thank the Spanish Government」。 
83 1951年12月５日「スペイン国との国交再開に関する件」（同上） 
84 1952年１月５日普通第一号、「エリセ外交局長との會談に関する件」、および1952年１月５日普通第一号（乙号）、

「マニラ事件の処理」（旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件、「スペインのある種請求解決取極関係」、B’3. 1. 2. 

9-4、外務省外交史料館） 
85 Note Verbale、No.1、1952年１月７日、および「AIDE MEMOIRE」（同前、A’1. 3. 0. 1） 
86 1952年１月７日、「在マニラスペイン總領事館の被害に関する件」（同前、B’3. 1. 2. 9-4） 
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 日本側は自ら調査に乗りだした。だが、記録は「戦災のため焼失したか又は終戦時焼却せられたか」で現

存せず、関係者の聞きとり調査を実施する。しかし、外務省関係者は全員1945年１月中にマニラを離脱し

ているため詳細は不明であり、スペイン総領事館の事件については、誰も知らないと判明する。そこで、軍

関係者に聞きとりが行われ、１月４日にはマニラ派遣軍の参謀副長（渉外担当）宇都宮少將から次の回答を

得た。 

 「スペインに対するアトロシティー
（ママ）

は相当にあったものと思うが、その下手人と思われる人は殆ど

全部戦死したか又は生存はしていても名乗り出る人とてなく、一方的にスペイン側の言い分を承る以

外に反証の挙げようもない。自分達のマニラ滞在中はスペインに対しては特別の優遇をしたほどで特

別な不祥事件もなかったと記憶するが、山下裁判の時に検察側からたくさんスペインに対するアトロ

シティ
（ママ）

も持ち出されて自分たちも始めてそういうことを耳にした次第である。バギオに逃げてからマ

ニラのスペイン・クラブに日本兵が侵入し、スペイン人多数を殺害した事件を調査するよう東京から

の訓令を受けたので、現地部隊に調査せしめたことがある。それは四五年二月頃と記憶し、スペイン

人が比島人のゲリラをかくまったというのが口実であったらしいが、相当ひどいことをやったものの

ようである。然しスペイン總領事舘を侵犯したということは全然聞いていない。」 

 この時点では、スペインクラブの事件との何らかの関連が推測されたものの、「總領事舘以外のスペイン権

益侵犯に対しても残念乍らスペイン側から申し立てがあればこれに対し反駁を加え得る根據は殆どないもの

と思われる」と締めくくられている87。 

上記宇都宮参謀の脱出後もマニラ市に一番遅くまで留まった、比島陸軍準指令部の渉外係加納中尉にも、１

月16日に聞きとりを行った。 

 「自分がマニラを离脱したのは四五年二月五日であり、スペイン側申出の如き事件は今まで全然耳

にしたことはない。スペイン総領事館とスペインクラブとは隣であり、仝地域は米軍の砲擊爆擊の最

も苛烈な所であった為惨憺たる有様であった。当時マニラの防衛は海軍士官の指揮下に陸海両軍が従

っていたが、我が防衛軍の篭城している地点に対する米軍の侵入路上に丁度右スペインクラブ、総領

事館があったので、右総領事館では激戦が行はれたものと思はれる。但し右最后まで頑張った部隊員

 
87 同上 
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は数名を除き全滅したので、今更当時の情況を確める方法は先づないと思はれる。スペイン総領事館

以外のスペイン人生命財産に対する比島内に於ける不祥事件は何も聞いたことがない。」 

 ここに至って、「本件要するに日本側としては眞疑の調査が不可能なりと思はれる」との認識から、「スペ

イン側に対しては「若しあったとすれば」といふ前庭
（ママ）

の許に適当に対応する（仮定的陳謝、先方の出方によ

っては若干の見舞金支給等）より方法のないものと思はれる。」ということになった88。 

  さらに、第二復員局残務処理部にも調査協力を依頼し89、文書での回答（２月13日付）を得た。それによ

ると、保管する公文書からは事件を確認できるものはなく、同部はマニラ市街地の戦闘状況の調査を行っ

た。調査の結果、南北からマニラ市内に突入した米軍が２月11日頃合流して日本軍を包囲したため、それ以

降マニラ市内の日本軍は、外部と「僅かに無線連絡を保つ程度」となっており、このような事件の報告も存

在していない。そこで、マニラで米軍に包囲されながら戦後帰国できた人物にも調査したが、誰も事件を知

る者はいなかった。報告書の最後に「参考事項」として、永井隆著『長崎の鐘』（1949年出版）掲載の連合

軍総司令部諜報課の提供資料「マニラの悲劇」を紹介して90、同部は次のように結んだ。 

「事件の発生したといわれる二月十二日は日本軍が米軍に包囲された直後の事であり、約一万名の日

本軍が約二週間の内に殆ど全滅してしまった當時の戦況より見て極度の混戦乱戦状態にあったことは

推断に難くなく、拠ってかかる事件が絶對に発生しなかったとはいい得ないものと認められる。91」 

  この第二復員局の回答は、文書回答より先に口頭で伝えられていた。前述の調査に、1945年４月12日付

の在スペイン須磨公使の緊急打電92中の総領事館事件の報告も加えて、日西の資料を総合的に検討した日本

側は、スペイン総領事館襲撃事件についてこう結論した。「肯定あるいは否定する資料を全く欠いている」

 
88 1952年１月16日、「在マニラ スペイン総領事館の件」（同上） 
89 1952年１月17日、「いわゆる一九四五年二月十二日の在マニラ、スペイン総領事館襲撃の件」（同上） 
90 1952年２月13日、「いわゆる一九四五年二月十二日の在マニラ、スペイン総領事館襲撃の件について（回答）」：

1949年１月30日日比谷出版、永井隆著、『長崎の鐘』の後半、第一章「スペイン人居住民の蒙りたる被害」中、一九四

五年三月三日「マニラ」での僧正トマル・タスコン教父の陳述の引用部分：「コロラド街六二二番地にあるスペイン領事

館はスペイン国旗が悠然と掲げられていたにもかかわらず破壊された。領事舘に避難していたスペイン人若干を含む五十

名以上の人々は生きながらも焼かれ、または銃剣で刺し殺された。その中にはつぎの家族の人々が含まれている。―アギ

レイア・ベルランガ及びアバダレホ。屍体のうち身許の明らかになったものはわずか十五にすぎなかった（p.205）。」

（同上） 
91 1952年２月13日、「いわゆる一九四五年二月十二日の在マニラ、スペイン総領事館襲撃の件について（回答）」（同

上） 
92 1945年４月12日須磨公使発、第257号「スペイン政府の対日断交発表に関する件」（同前、A’7. 2. 0. 1） 
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が、「先方ないし関係者の申立ては大体一致しており、当時の同地の状況からしてもこの種事件は事実であっ

たか、又は大体類似の事件が発生したものと推定される93」。 

 

 

その３.スペイン総領事館襲撃事件への「深甚なる遺憾の意」：覚書の交換  

   それでも日本側は、スペイン側による「遺憾の意の表明」の要求に対して、国交再開の交換公文とは別の

公文による遺憾の意の表明を希望したり、「もしそれが事実ならば」という「留保を附ける」可能性に言及し

たりしていた94。日本側にとって総領事館襲撃事件は、１月４日に初めて提示されたものであり、「その前二

ヶ月余に亘り話合継続中、一度もメンションされたことがない」ため「日本側の方がむしろ驚いて直ちに調

査を行った」と認識される事件であった。 

 一方、これらの日本側の申し出を退けたスペイン側にとって、総領事館襲撃事件は「日西国交断絶の原因

になったもの」で、国交再開の交換公文の中に「日本側が自発的に遺憾の意を表することは国交再開の絶対

的条件」なのであった。 

 結局、「わが方としても、交換公文中に遺憾の意を表示する字句を入れることに大体同意する方向」に向か

ったと１月25日の文書に記されたのは、「本件が日西国交断絶の直接の原因であったことに鑑み」たからで

あった95。最終的には、「関係資料は全然なかったが、客観的に見れば何等かこの種の事件が起こったものと

考えられるので」として、遺憾の意の表明を日本側は受け容れた。 

 それでも、国交再開と遺憾の意の表明を切りはなそうとの最後の試みがあったことが、つぎの記述から見

てとれるが、スペイン側の固い意志に阻まれて断念したようだ。「本事件について遺憾の意を表明するが、国

交再開とは別個にこれを取扱いたい旨主張したところ、先方はどうしてもこれを承諾しなかったので覚書中

に入れることとした」96。 

 
93 1952年１月24日、「在マニラスペイン総領事館の被害に関する件」（同前、B’3. 1. 2. 9-4） 
94 1952年１月25日、「スペインとの国交再開に関する件」（同前、A’7. 2. 0. 1） 
95 同上 
96 1952年２月14日、政策四第三号、吉田大臣発、在マドリッド矢口所長宛、「スペインとの国交再開に関する件」（同

上） 
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 また、「一般スペイン人の被害」に関しても、すんなり決着したわけではない。先述のように、はじめ日本

側は「一般居留民の被害については覚書交換の際次官より口頭で遺憾の意を表明せんとのわが方の提案」を

出していた。これに対しスペイン側は「大臣自身これをなすべき」と主張し、さらに「被害の補償を将来研

究する意思を併せ述べることを要求したため覚書交換が遅れていた」という状況であった。ところが、「二月

八日に先方は口頭の遺憾の意の表明の条件全部を撤回し」とあり、その結果「二月一二日は単に覚書の交換

が行われたのみであった」97。スペイン側が急に「条件全部を撤回」したのは、総領事館襲撃の当日である

２月12日に覚書交換を実行することへの、スペイン側のこだわりの結果であったのかどうかは不明であ

る。 

 こうして「遺憾の意の表明」の問題は決着し、スペイン総領事館襲撃事件発生のちょうど７年目にあたる

1952年２月12日、日西両国は公文を交換した98。先述の通り、スペイン側覚え書きには外交関係再開後に

「先の戦争中の日本軍占領期にマニラ及び他のフィリピン各地で発生した事件の友好的解決に向けて」「話し

合う意図」が盛り込まれ99、日本側覚え書き100には1945年２月12日の在マニラ・スペイン総領事館事件に

対し、日本政府の「深甚なる遺憾の意を表明101」するとの字句が入った102。 

 「深甚なる遺憾の意」の表明を実現させた要因は、何であったのか。交渉経過からわかるのは、まず、ス

ペイン側の固い意志と在マニラ・スペイン総領事館襲撃事件のインパクトの大きさである。さらに、スペイ

ンが中立国であったことや、スペイン側被害の大半がマニラ戦に集中し、「約一万名の日本軍が約二週間の内

 
97 同上 
98 1952年2月12日、電報第912号、吉田大臣発、在マドリッド矢口所長宛、「スペインとの国交再開の件」、および、

同日、情報文化局発表、「スペインとの国交再開の件」（同上） 
99 1952年2月12日、「覚え書き」、フランシスコ・J・デル・カスティージョ（Francisco J. del Castillo）スペイン外交

代表より吉田茂外務大臣宛。（同上）  
100 1952年２月12日、「覚え書き（英文）」、吉田茂外務大臣よりフランシスコ・J・デル・カスティージョ（Francisco 

J. del Castillo）スペイン外交代表宛。（同上） 
101 1952年８月29日提案、９月５日決裁、「高裁案 マニラにおけるスペイン国外交官殺害事件に関する弔慰金支出の

件」（同前、B’3. 1. 2. 9-4） 
102 日比関係から日本軍の戦争犯罪をみる永井によると、この時期は、日本政府にとって「デリケートな問題」であった

フィリピン戦犯問題の転機である。フィリピンでの対日戦争裁判（1947年８月から49年12月）の死刑囚79名のうち

17人の処刑が1948年８月から1951年１月に執行されたのち、２月には賠償を要求してきたフィリピンの「反日感情」

を知る日本政府は、フィリピンに「誤解」されないよう「慎重姿勢」をとっていたが、講和間近の1952年２月になると

外相が戦犯への「同情」を語り、講和条約が発効（同年４月28日）すると、日本国内では戦犯を「「戦争犠牲者」とみ

て同情を寄せるムード」が広まっていた。（永井均、2013、『フィリピンBC級戦犯裁判』、講談社選書メチエ、 pp.183-

190） 
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に殆ど全滅」し「肯定あるいは否定する資料を全く欠いている」という戦いの最中であったというような事

情に拠るところも大きい。 

 いずれにせよ、ここで日本側が、交換公文により国交回復後スペイン人の被害に関して交渉に応じること

を約束し、スペイン総領事館襲撃事件について遺憾の意を表明したことは、この後の交渉で常に参照され、

交渉を方向づける役割を果たしていくことになる。 
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３）バルセロナで生きる②：「バリオだから」－爆撃と「防空壕」、「疎開」 

 アナさんは事件の翌年、バルセロナに帰って、現在までそこで暮らしてきた。アナさんを1946年に受け

いれたバルセロナは、どのような状況にあったのだろう。バルセロナは1936年7月から1939年3月末まで

つづいたスペイン内戦で、終盤まで共和国派の拠点でもありつづけた都市である。アナさんが帰ってきたの

は、内戦でたがいに争い空爆も受けたバルセロナが、その経験を内戦後どのように吸収した社会であったの

か。 

 当時のスペイン・フランコ政権は、第二次世界大戦と冷戦という二十世紀世界史と深く関わって生まれ、

生き延びた政権である。アナさんが帰国したスペイン史の大きな文脈を、ここで確認しておこう。 

 第二次世界大戦直前の複雑な国際関係と独伊の軍事支援が1939年スペイン内戦での反乱軍勝利とフラン

コ政権成立にあずかったことは知られている。大戦でフランコ政権は中立の立場を取った103が、大戦後国際

社会から孤立して104「緩やかな外交的経済封鎖」のもとにおかれ、「飢餓と苦難105」にあえいだ1940年代は

「配給品でさえ受け取れない飢餓の時代と記憶され106」る。これを救ったのは冷戦であった。アメリカは反

共のために対スペイン政策を転換し107、スペインは国際社会に復帰した108。こののちスペインはめざましい

高度成長をとげていく109。 

 
103 成立翌月に国連を脱退したフランコ政権は、大戦勃発当初は「中立」、翌年「非交戦国」を宣言し、独ソ戦が始まる

と義勇兵「青い師団」を送ってソ連と交戦し、枢軸国への便宜を提供した。連合国が優位に立つ1942年末からは姿勢を

変え、1943年には「中立」復帰を宣言して「青い師団」撤退に着手し、しだいに連合国寄りへと軸足を移した。ロダオ

は、対日断交の際フランコ政権が対日参戦の可能性をさぐったという。（フロレンティーノ・ロダオ著、深澤安博訳者代

表、八島由香利他訳、2012、『フランコと大日本帝国』、晶文社） 
104 国連は、第一回総会（1946年２月）で非難決議、第二回総会（同年12月）で排斥勧告を決議。 
105 楠貞義、ラモン・マタメス、戸門一衛、深澤安博、1999、『スペイン現代史―模索と挑戦の120年』、大修館書店、

p.216。この「自給自足（アウタルキー）時代（1939年から51 年）」には「農業の回復がはかどらないために1950年

代半ば近くまで深刻な食糧問題に悩むことになる」。（p.166） 
106 「疑いもなく独裁がもたらした」この飢餓のもと、「パンの配給制は52年３月まで続いた」。（関哲行、立石博高、中

塚次郎、2008、『世界歴史大系 スペイン史２―近現代・地域からの視座』、山川出版社、p.172） 
107 アメリカはスペインと軍事協定を結び、スペインによる軍事基地提供と引き換えに経済援助を行った。 
108 国連は1947年11月に非難決議を取り下げ、1950年11月には排斥決議を撤回。1955年にスペインは国連加盟。 
109 楠によると、フランコ政権を支えたのは、軍部、教会、大土地所有者や、「二〇〇～三〇〇家族」から成る金融・産

業ブルジョアジーで、適切な政治的・制度的紐帯の役割を果たすべきリベラルなブルジョアジーの未成熟が内戦をもたら

した根本にあった。アウタルキー・統制経済を脱したスペインは対外開放・自由化政策に踏みきり、1965年から10年

間で所得倍増の高度成長を達成し社会構造が急速に変化して、新中間層が勃興する一方でフランコ体制を支えていた大土

地所有者や一握りの金融・産業ブルジョアジーは政治的経済的影響力を失い、軍隊の近代化・専門職化、社会の世俗化と

相まってフランコ体制は内部から瓦解する方向へと向かった（楠貞義、1994、『スペインの現代経済』、勁草書房）。 
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 政治に深く関わる立場とはいえない人びとにとって、内戦はどのような経験であったのだろう。アナさん

の家族に関していうと、内戦では多くの人が疎開をこころみたのだが、アナさんの家族は1937年から1938

年にかけて、内戦を避けてバルセロナからフィリピンに疎開していた。だから、アナさんの姉が1937年

に、アナさんが1938年に生まれたころは、ちょうど親族が疎開中であった。 

 バルセロナでスペイン内戦を経験した人びとの語りを手がかりに、アナさんが家族を介して得た情報では

わからない、当時のバルセロナの雰囲気に近づいてみよう。 

 エミリア・ポルタ=フンコサ（Emilia Porta 

Juncosa）さん110は、1932年11月 7日に生まれ

 
110 2018.3.10（土）、自宅のマンションにて聞きとり（荒沢）。聞きとり時85歳。娘のリディア・レドンド=ポルタ

（Lidia Redondo Porta）さん同席。 

 

エミリア・ポルタ=フンコサさん（自宅で、右は、娘の

リディアさん。2018.3.10：荒沢撮影） 

 

エミリアさんの住んだMozart通りの名を記すプ

レート（2018.3.18：荒沢撮影） 
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た。住んでいたのはグラシア地区（Barrio de Gracia）と

よばれて今もかつての面影を残す歴史地区の一角

（Mozart通り）で、近くの広場（Plaza de la Villa）に

は時計塔があって知られている。 

 内戦中、銃撃されて倒れている人の遺体を遠くから目撃

して、袋のようにみえたと語る。内戦中、父は徴兵されて

従軍していた。配給手帳で食料を入手した内戦中はパンが

手に入ったが、戦後悪化し食糧事情は闇市が立った。内戦

中は小高い山の洞窟にかくれていたが、その後タラゴナの

祖父の家に疎開した。グラシアの広場（Plaza de la 

Revolución）には、防空壕があった。 

  タラゴナの村では、自給用の小さな畑があり、家畜も飼

っていた。グラシアではセルロイドの人形で遊んでいた

が、疎開先に人形はない代わりに、爆弾は落とされなかっ

たので、外の通りでゴム紐の縄跳びなどをして遊んだ。も

ともと、祖父がタラゴナ Tarragona からバルセロナへ出

稼ぎに来てガラス工場に勤め、アラゴン出身の祖母が工場

の料理人であったので、知り合って結婚した。祖母は若く

して（32か33歳で）1930年になくなり、祖父も50歳に

なる前に死亡している。祖父母には4人の子があり、その

ひとりが母である。内戦中母は、タラゴナとグラシアを行き来していた。 

 戦後、靴屋で働いていた父が、カタルーニャ旗を箱のなかに毛布に包んで隠していたのを覚えている。7、

8歳くらいから 13歳まで小学校に通った。先生はカトリック修道女で、校内ではスペイン語を話したが、一

歩街に出るとカタルーニャ語を使った。のち、ランブラス通りの靴屋で働き1957年、25歳で結婚した。  

 このようにふりかえるエミリアさんに、内戦から戦後で大変だったことは何か、訊ねた。すると、「バリオ

 

Mozart通り：上は時計塔のある広場を、下は逆に、

広場から通りを臨む（2018.3.18：荒沢撮影） 
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（Barrio）だから、人びとが助け合ってしのげた」ので、あまり大変だとは感じなかったという。 

 「バリオ」とは何か。 

 エミリアさんによると、せまい通路を挟んで住む地区で、それぞれが自宅の部屋や階段に出て声を出して呼

ぶと、すぐみんなに聞こえて、だれかが来て助けてくれる、そんな人びとの関係のある地区なのだという。今、

エミリアさんが住む、隣人のこともよくわからないマンションには、そんな関係はもう存在していないのだと

いう。 

 タバコ会社の社史111にも、内戦でタバコ会社の本社があった目の前のランブラス通りでバリケードが築かれ

ていた写真が、掲載されている。 

 エミリアさんの語りに出てくる防空壕は、バルセロナ各所につくられていたようだ。 語りに出てくる配給、

空爆、防空壕について、バルセロナの内戦の写真集112から、当時のようすをイメージしてみよう。  

 

 

 

 
111 Emili Giralt Raventos,(1981), La Compañía General de tabacos de filipinas 1881-1981, Barcelona 
112 写真集は、El periodico, (2008), La guerra civil a Catalunya：La postguerra: els primers anys d’una alta vida、同

La guerra civil a Catalunya：La vida sota les bombes. 

食糧配給にならぶ人びと 
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空爆 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防空壕 
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第三章「でも、母とは呼べなかった」：内戦後のバルセロナで 

挿話③：人として疼く 

 日本側のマニラ戦研究を参照した。 

 永井は、フィリピンでの戦争裁判と日本人戦犯の問題を、日本社会がとらえていった推移と重ねて考察し

ている113。永井はまた、フィリピンの人びとと、日本人捕虜やフィリピン在留邦人が、「日本軍による残虐

行為」によって複雑なかたちで分断されていった、戦後すぐのフィリピンでの人びとの心の現実をとらえ

て、「終戦直後の時期、フィリピンの地において日本とフィリピン両国民の「心」の隔たりは絶望的なほど

に大きかった」という114。 

 永井によると、フィリピン人と交流を深めていた在留邦人も含めて、大多数の日本人は敗北で「フィリピ

ン社会のどこにも身の置きどころがなく、フィリピン人から文字通り石をもって追われた」。こうした「フィ

リピン人の憤怒爆発」を「日本軍の圧政や残虐行為」と結びつけて考える日本人もいた一方で、多くは「罪

責感より、むしろ困惑や疑念、反発心」の方が強く「被占領者であるフィリピン人の気持ちにまで思いをは

せることは稀であった」。戦前からフィリピン人と親しくつきあってきたある在留邦人は「こんなにも贈し

みをあらわにするフィリピン人を見たことがな」く「頭を抱えてうずくまり、悲しみに身を震わせていた」

と吐露していることを、永井は紹介しているが、「少なからぬ日本人たちが「二度ともうフィリピンなんかに

来るものか」と、恨みに近い感情を抱いてフィリピンを後にした」115。 

 ここで永井は、「「心」の隔たり」のもとに「日本軍の圧政や残虐行為」があることをとらえている。前

章でみたように、被害者の人びとが、身体の痛みだけでなく人間としての信頼にも深い傷を負って苦しんで

いたとするなら、「日本軍の圧政や残虐行為」は、在留邦人や日本兵にとって、人間としての信頼という意

味で、どのような位置をしめていたのだろうか。 

 
113 永井均、2013、『フィリピンBC級戦争裁判』、講談社選書メチエ 
114 永井均、2010、『フィリピンと対日裁判』、岩波書店、p.57 
115 永井は、フィリピン人のこうした行為について、「怒りの置き場のないフィリピン人たちは、今や無力となった日本

人捕虜に投石し、罵詈雑言を浴びせるなど報復感情を直にぶつけることで、自らの怒りと悲嘆を和らげようとするかのよ

うであった」とみている。一方で、「多くの日本人をして被占領者(フィリピン人)の心情や立場にまなざしを向けさせる

のを妨げたのかもしれない」。その要因は、「戦争末期の自軍兵士の悲惨な末路や相次ぐ戦友の死」に直面し、「自分た

ちが犠牲を強いられ、その末に屈辱の虜囚の身に陥ったという被害者的な感情」にあるという。これら「強烈な原体験

(およびその記憶)と「被害者」的な意識」があったところへ、フィリピン人の罵声と投石にさらされたので「反発心さえ

覚えた」（同上、pp.55-57）。 
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 林は、日本軍文書や兵士の日記などから、つぎのような日本軍側の認識を観察している116。「住民は親米

であり、米軍のために誘導などをおこなっているとして、住民全体を敵視する傾向がマニラ戦の最初から出

ている」。「フィリピンは「独立国」であり、また日本の同盟国であるという認識は消えうせ、フィリピン

人を「敵国人」として扱うと判断している」。「ゲリラの人数もかなり過大評価され」「住民をみんなゲリラ

だと思い込むようにな」り、「日本軍の攻撃が失敗するのはゲリラ、あるいは住民たちが米軍に協力して日本

軍を妨害しているからだ」と理解され、そこから「これらのゲリラを除去しなければ、戦えないという認識

になっていく」。そのうえで林は、これらに、沖縄戦での「住民をスパイ視し住民虐殺が頻発」したこととの

類似をみている。 

 米軍は、マニラ他各地で日本軍関係の文書や兵士の日記を押収し、いくつかを林は紹介している。そのな

かで、ある兵士の日記（所属不明、ルソン島北東Lucabanで1945年5月23日に押収、1944年7月から

1945年5月22日まで記載）のつぎのような記載が、目を引く。 

   「1945年2月 

 毎日、ゲリラと原住民の討伐で過ごす。私はすでに100人以上を殺した。故郷を出るときに持って

いた素朴さはとっくに消えうせた。いま私は無情の殺人者であり、私の刀はいつも血でぬれている。

それは私の祖国のためだが、まったくの残忍さだ。神よ、私を許してください。おかあさん、許して

ください」 

 注目されるのは、この兵士が人としての疼きを感じ、それを書き記していたことである。 

 日本軍兵士たちは、林が述べているような認識を集団で強めていくなかで、人としての疼きをなくしてい

ったのか。そもそも、感じることさえなかったのか。あるいは、内心ひそかに苦しんでいたのだろうか。そ

れとも、疼くからこそ、逆に「無情の殺人者」になるべき正当な理由に固執していったのだろうか。 

 
116

 林は、マニラの日本軍への撤退命令が遅れて撤退の機会を逸した要因に、日本軍の指令系統内での「微妙な問題」や

「さや当て」の影響をみている。また、マニラ戦で「日米両軍の戦闘に巻き込まれて犠牲になった市民が多かった」一因

に、「軍の戦闘を第一と考え、民間人の生命安全を無視ないし軽視する日本軍の体質」をあげている。マニラ戦は1945

年2月3日に米軍がマニラに入ってから開始され、3月3日に終了したが、「日本軍による市民に対する残虐行為」につい

て、「集団的に大規模な虐殺は、8日にイントラムロスの男たちがフォートサンティアゴに連行されてから、あちこちで

頻発し」、「こうした残虐行為は21日ごろまでに集中」した。それ以後は、多くの市民が米軍によって解放され、日本

軍が確保している建物が狭い地域に限定されたため、住民の大量虐殺はほとんどなくなった。マニラ解放後、直ちに情報

収集、戦争犯罪捜査を行った米軍の捜査記録や体験記を読むと、日本軍の市民に対する行為の「残虐性は並大抵のもので

はない」（林博文、(2010.1)「資料紹介 日本軍の命令・電報に見るマニラ戦」、関東学院大学経済学部総合学術論叢

『自然・人間・社会』第48号）。 
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 人として疼くことはどのようにして可能であり、そこに立って行動する選択肢は、どのようにして見つけ

ることができるのだろうか。 
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１）アナさん③： 「でも、母とは呼べなかった」「12歳の私にはとてもつらかった」 

 アナさんはいつも、母代わりとなってくれた未婚の2人の伯母を「とてもよくしてくれた」と語る。しか同

時に、「でも、母とは呼べなかった」とも言う。 

 夫の母には、「母」とよんでと言われた。だが、アナさんにはできなかった。 

   「（母の語が）わたしのなかにないから、出てこない」 

 アナさんにとって、「母」とは「痛む」ことばであった。 

 アナさんには３人の伯母がいた。長女のコンセプシオン（Concepción）さんを「大きい伯母さん」、三女の

ロレト（Loreto）さんを「小さい伯母さん」とよんでいたという。もうひとりの伯母である次女のカルメン

（Carmen）さんは結婚してバレンシアにいたので、バルセロナでは同居しなかった。 

 アナさんの父と伯父、伯母たちの生没年を、ここで生年順に整理しておく。 

 安心感・安全感や自律の源として、子どもばかりでなく生涯にわたる人間発達に重要な愛着関係の形成には、

特定の母親的人物との情緒的きずなが意味をもつとされる117。この点からみて、アナさんの育った環境はどの

ようなものであったのだろうか。 

 アナさんと 6 人の息子をつれて伯父が帰ってきたのは、バルセロナのエリザベッツ通り（Elisabets）にあ

る祖母のマンションであった。広くないマンションは、13 人同居の大家族住まいとなって、いっそうせまく

なった。 

 アナさんは同居した家族について、つぎのように語っている。 

 
117 久保田まり(2006.10)「愛着研究はどのように進んできたか」、『そだちの科学No.7  特集 愛着ときず            

な』日本評論社、p.2-10 

1．長女：コンセプシオン（コンチャ）・アギレリャ=ペリス（Concepción Aguilella Peris、1895.12.19－ 

                                     1983.4.1：87歳で没） 

2．長男：サルバドール・アギレリャ=ペリス（Salvador Aguilella Peris、1897－1995.7.25：95歳で没） 

3．次女：カルメン・アギレリャ=ペリス（Carmen Aguilella Peris、1901－1982.7.11：81歳で没） 

4．三女：ロレト・アギレリャ=ペリス（Loreto Aguilella Peris、1905.1.11－1982.10.14：78歳で没） 

5．次男：プラシド=アントニオ・アギレリャ=ペリス（Plácido-Antonio Aguilella Peris、1908.6.10－ 

                                    1945.2.12：36歳で没） 
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 祖母は、曲がったことを嫌うはっきりした性格の人で近寄りがたく、伯母たちは言いつけに逆らうことはな

かったという。祖母は40代で夫を亡くし、5人の子どもを女手ひとりで養って生きるほかなかった。だから、

このような性格である必要があったのだと、アナさんは理解している。祖母はコンチャさんとカルメンさんに

刺繍を教え、2人はカルメンさんが結婚で越すまで、同じところで刺繍で身を立てた。 

 伯父サルバドールさんは、バルセロナに来ると、近くにあったタバコ会社本社にアナさんをつれて行き、配

給手帳やアナさんに支給される亡き父の遺族年金の手続きをしてくれた。それからはサルバドールさんが毎

月、2家族分の支給されるものを持ち帰り、伯母さんたちに渡していたという118。サルバドールさんは、あま

り優しさや愛情をしめす性格の人ではなかったという。だが、このサルバドールさんには、2人の伯母さんと

同様、本当に感謝していると、アナさんは強調する。 

 ところで、サルバドールさんは音楽が好きであった。タバコ会社の被害状況申告書119にも、「戦争による損

失」のなかに「レコード」がリストアップされていた。伯父さんはタバコ会社を退職してから、クラシック音

楽などのコンサートのチケットが手に入ると、息子たちはあまり音楽好きではなかったので、アナさんをつれ

 
118 Esdeveniments extraordinaris. El personal i l'ocupació japonesa de les Filipines(1941-1945).「非常事態。フィリピ

ンにおける従業員と日本占領（1941年-1945年）」：ANC-138-441-4075-03.02.02.。このうち、 

Liquidación haberes retenidos ocupación japonesa「日本占領期給与未払い者の精算」（バルセロナJosé Rosales氏宛 

マニラ発）ビジネス文書No.69：1947年8月16日（頁12-40）は、フィリピン総合タバコ会社の戦時の未払い給与精算

規定と個別従業員への対応についての資料で、被災従業員の未払い給与精算問題に関し、自ら被災した現地幹部がバルセ

ロナ本社に送った文書である。被災大企業の事後処理のひと幕が覗え、なかに対象者の伯父の項がある。（頁12：No.69-

頁1）には「１）1944-45年の給与未払い従業員は1944年1月1日からの手当支払いによって相殺する。 ２）1942-43

年の給与未払い従業員にバランタインallantyne基準を適用すると、結果として全体では概算で624,596ペソになる。

低給与者に配慮することをベースにして額面の約65%を支払う。 ３）申告にもとづく額の35%は未支給のままとして、

各自の行いと働きにより特別手当に値する従業員に、経営総務Administración Generalの裁量でボーナスを支給する。

ただし1942-43年の給与未払い従業員にバランタイン基準を適用した際の総額を越えないことを前提とする。」とある。

（頁15：No.69-頁4）は、1947年8月16日（従業員のひとりであった対象者の伯父への支給に関する部分）には「サ

ルバドール・アギレリャ=ペリス 実際には、解放後スペインへ帰国していることから、会社規定では2,389ペソの支給

となる。しかし、常日頃から大変優れた労働を提供した優秀な従業員であり、それに加えて、妻が病床にあった後に亡く

なっていることや子だくさんである家庭事情から戦中戦後を通じ出費が嵩んだことを考慮して、1,751ペソの特別支給を

認定し、1942-43年の給与未払いに対して総額4,140ペソを支払う。」と、細やかな個別の従業員への配慮がみえる。 
119 Declaracions jurades del personal sobre les seves activitats i ingressos durant l'ocupació japonesa「日本占領期にお

ける行いと収入に関する従業員の宣誓申告書」：ANC138-441-4074 

フィリピン総合タバコ会社資料の一部。バルセロナに本社を置く同社はスペイン・フランコ政権と関わり深く、西比政財

界に力を振るった。戦後すぐ補償獲得に向けて積極的に動いた同社は、対日協力の疑いをぬぐい去るためにも被害を強く

訴え、従業員に戦時中の行いや被害を申告させた。この申告書は、日本の外務省外交資料館所蔵外交記録公開文書

B3.1.2.9.4「比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第九回）(人的被害)」のなかに言及のある「「タバカレラ」会

社が提出した被害従業員リスト並びに被害状況報告書」に関連するとみられる。別資料に、これら申告書は1946年４月

作成と記載がある。対象者アナさんの伯父の申告書には、サルバドール・アギレリャ=ペリス(Salvador Aguilella Peris)

氏の宣誓申告書：氏が解放されたのは1945年2月3日。扶養家族はバルセロナ在住の二人の息子と母（前妻の別居中の

息子：本論文対象者の従兄弟と祖母）と、マニラ在住の6人の息子。「家具、衣服、宝飾品、レコード、家、書籍、食器

やガラス製品類」を「戦争による損失」に計上している。「レコード」と記載。 
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ていってくれた。アナさんは、この伯父の影響で、クラシック音楽が好きになったのだという。 

 2人の伯母には、母とよべなかっただけでなく、甘えることができなかったという。しかし、2人の伯母は

本当に「とてもよくしてくれた」のだと、アナさんはくり返す。日本から補償がでることになったときも、「ア

ナの好きなようにさせなさい」と言ってくれた。この日本からのお金は、アナさんの記憶喪失や身体の傷、そ

して家族の死によって、血であがなったお金であった。ビジネスのように受けとって使いたくなかったアナさ

んは、よくしてくれた伯母さんたちへのお返しの意味も込めて、暮らしを快適にするために必要なものを買う

ことにした。それは、アイスクーラーと、洗濯機、戸棚、壊れた椅子の買い換えなどであった。 

 6人のいとこたちは全員男の子で、物を投げるなどわんぱくであったため、アナさんとは「気があわなかっ

た」。祖母の家では、アナさんの部屋といとこたちの部屋は、それぞれ反対側にしつらえられて完全に隔てら

れていたという。アナさんには学校でも友人はできず、「悪い時期」だった。 

 アナさんがこのようにとらえる、当時の家族ひとり一人の性格や行動のあり方、人生観といったものに、マ

ニラ戦での出来事は、どれほど影響しているのだろう。さらに、スペイン・バルセロナ社会は、そこにどう影

響しているのか。アナさんが語る、これら当時の家族の描写に、大きな文脈を重ねて考えてみよう。 

  そのころスペインでは、内戦が終わった1939年からフランコ将軍の独裁体制がはじまり、アナさんが帰

国した1946年には、体制による内戦敗者への弾圧と、経済困難による生活苦や飢えが、全土にひろまってい

た。過去の内戦での、あるいは進行中の弾圧によるトラウマに満ちた記憶が、まだ生々しかったと思われる社

会で、人びとは大家族でせまい住居に身を寄せあい、権威ある者の顔色をうかがって生活苦に耐えていた。 

 「帰国」とはいえ、アナさんははじめて、この「ふるさと」にやってきた。一年間生活を共にして世話にな

ったサルバドールさんは別として、アナさんには祖母や伯母たちの記憶もなかった。しかも、そこはすでに傷

ついて疲弊し、迎えた家族も、それぞれが痛みを内向きにかかえて息をひそめ、生活に精いっぱいの状態であ

ったと推測できる。 

 帰国のとき、アナさんは、自らが唯一の生存者となった事件の反響の大きさから、バルセロナの港では注目

を浴びて、取材をうけた。しかし、そのときのことをアナさんは、「人がいっぱいいてこわくて、伯父さんに

しがみついていた」と語る。 
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 快適とはいえない住環境で、13 人で暮らした少女時代。事件について、家庭ではほとんどふれられること

はなかったとアナさんは語っている。悲惨な現場からひきあげ帰国したアナさんたちばかりでなく、家族はみ

な事件の遺族である。当時のアナさんに、どこかしら「甘えられなかった」と感じさせる空気がただよってい

た家庭のなかで、それぞれの家族が愛する対象の喪失とどう向きあっていたのか、それは想像するほかない。

だが、事件をひきがねとする家族の心のありかたが、当時のスペイン・バルセロナの社会状況とあいまって、

家庭内での情緒のきずな形成や修復に、影響をあたえていた可能性はある。 

 これが、アナさんの帰った「ふるさと」であった。とりあえずの保護はえられたにせよ、特定の母親的人物

とのあいだに、確固とした愛着のきずなを形成するうえで困難があったとしても、無理はない。これが「7歳

でゼロから人間関係をつく」るという、人生でもっとも重要な作業に、アナさんが着手した環境であった。 

 こんなアナさんを守ってくれたのは、学校の修道女たちだった。学校に通ったのは８歳から１２歳までの４

年間である。学校は、アナさんの住む祖母のマンションがあるエリザベッツ通りにあったので、学校からはマ

ンションにいる伯母たちが見えていた。辞書や百科事典で調べものをするのが好きな子どもだった。紙製の着

せかえ人形もよくつくった。「遊び」はしたことがなく、いつも血色がわるく疲れていた。学校が終わるとす

ぐ家に帰ったし、つきあっているのはいつも大人であった。年上の人でないと、アナさんを理解できないとい

う感覚があったようだ。 

 子ども時代アナさんがもっともつらかったできごとは、12 歳のときにおとずれた。病を患った祖母が、一

家の郷里カスティリョンのオンダにある、４階建てに屋根裏部屋がついている大きな自宅に、自分と二人でア

ナさんを住まわせた。上の伯母コンチャさんには、バルセロナに勤めがあった。家事を一手に引き受けていた

下の伯母ロレトさんも、伯父と6人の男の子を食べさせなければいけない。バルセロナから数時間かかる距離

にあった郷里オンダで看護と介護をするのは無理であった。そこで、病にたおれた祖母が人生の最期を郷里で

むかえようと決めたとき、その世話をするのはアナさんの仕事になったという。 

 祖母が亡くなるまでの2年間、アナさんは、病床にある祖母の看護と大４階建ての家で、買い物、掃除、ア

イロンがけ、洗濯、床磨きなどの家事をまるごと担当することになった。田舎の村では学校にも行けず、近よ

りがたい人であった祖母には、言いつけにしたがうばかりの生活であった。体も小さく、家事のやりかたさえ
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知らなかったアナさんは、「12歳の私にはとてもつらかった」とふりかえる。 

 アナさんは、この時のつらさをくりかえし語る。慣れない日々の仕事に召使いのように精出すアナさんを、

その苦痛から救ってくれる人はだれもいなかった。自分の感情をおさえ、耐えて生きるアナさんの生存戦略が、

ますます強められた経験であったかもしれない。  

 

 

9歳のアナさん：アナさんの個人アーカイブ 
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２）国交回復交渉と「対日請求問題」③：「三人の事務員が抱える程」の資料650件を八十数回精

査して 

その１．「「モラル」の問題」、「差別待遇」：スペイン総領事館「外交官」被害の先決提案 

サンフランシスコ講和条約が発効した1952年４月28日、日本はスペインとの国交を回復し、スペインと

の交渉の焦点は「対日請求権問題」に移った。 

 まだスペインから公式に交渉要求が来ていなかった1952年8月末に、まず動いたのは日本側であった。

スペイン総領事館の被害者の中で「外交官として取扱うことが妥当とみなされる」書記生と館員の二名だけ

を「他と切離して先に扱う」ことにして、この二名への「弔慰金支出」は、同年9月5日に決済を得て、

早々と予算が確保されている120。提案理由は、「同じマニラにおける中華民国総領事等殺害の損害補償121が近

く取り上げられることになったのに鑑み」とある。 

ところが、これに対してスペイン側の反応は、「喧しく云ってくる一般被害者の問題を後にするのは「モラ

ル」の問題であるのみならず、政府が役人だけを先に保護して差別待遇を行うとの感じを与えることにな

り、之は政府の政策として甚だ面白くない」ので、「同意しかねる」というものであった。これに対し日本側

は、「某国外交官」の同様のケースでは「一般の補償問題と切離し解決済み」であり、スペイン外交官の件に

ついてもその際に一定金額を特別留保してあるとまで示唆している。それでもスペイン側の意見は変わらな

い122どころか、「従来の主張を一層明確に且つ強く主張して外交官先議に反対の趣旨を重ねて明らかにした」

という。そこで日本側は「折角予算上の御配慮を得たことではあるが、本件は一般案件と同時に解決する」

ほかないと断念した123。 

 
120 同前 
121 1942年マニラ占領直後に日本軍が中華民国の総領事ら8名の領事館員を殺害、1945年には北ボルネオで在サンダカン

中国領事一名を殺害。日本と台湾の国民政府は1952年に日華平和条約を結んで国交樹立し賠償請求権は放棄されたが、

平和条約交渉中に台湾は日本の自発的な対応を求め、これに応じた日本政府は1953年台湾政府を通じ弔慰金を支払っ

た。総領事の遺族には9000ドル、在サンダカン領事の遺族には8000ドル、その他七名には各4000ドルであった（日本の

戦争責任研究資料センター事務局、「戦争中の個人補償に関する日本外交文書」、『季刊 戦争責任研究 第44号（2004

年夏季号）』p.74-83, 93）が、本件では「同地及びサンダカンに於ける中国外交官の例にならい被害者一名当り各一萬

弗、計二萬弗の邦貨相当額を支出」と記載。（同上） 
122 1953年3月12日、マ秘第八一号附属 別添甲、「「イトラルデ」政務局長との、マニラ事件、友好条約、及び文化協

定に関する会議録」（同上） 
123 1953年3月18日マドリッド発、第23号 岡崎大臣宛、渋澤大使発、「マニラ事件におけるスペイン外交官殺害事件

に関する件」（同上）、なお「渋澤大使」の姓の漢字表記には、資料により「渋澤」「渋沢」があるが、以下本論文では

「渋澤」に統一する。 
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 この一連の経過は、中立国であったかどうかを問わず戦後補償の経過が互いにかなり連動していたことを

示している。この経緯が何を意味するかについては、個別の研究成果に立ちながら、中立国もふくめた総合

的な見地で検討する必要があるだろう。 

 

 

その２.「100％日本側の責任」「50％日本側の責任」：日西合同委員会  

 スペインからの正式な要求は、1953年2月17日付口上書でもたらされた。日本側が要求額の根拠となる

資料の提供を求めると、スペイン側は「三人の事務員が抱える程」の膨大な量の資料を示し124、この資料検

討のため、「西日合同委員会」設置を提案してきた125。しかし日本側は、補償問題で多数の国から「クレー

ム」の要求が来ているので「他国との振合い」から「スペイン丈けを切離して特別扱い出来憎い」、「現段階

ではその時期でない」として、同意を渋った126。 

 これにスペイン側は強く反論し、日西合同委員会設置を譲らなかった。論拠とされたのは、スペインの要

求が通常の戦災補償とは異なり「国際法及び人類共同生活の原則の蹂躙行為」によること、旧交戦国間の問

題とは何の関係もない「日西両国間のみの問題」であること、そして、マニラ戦被害発生当時スペインと日

本は「正常且つ極めて友好的な関係」にあっただけでなく、「スペインは多数交戦諸国で日本のため利益代表

を行っていた重要事実」があることであった127。最終的に日本は、日西合同委員会を諮問的な性格で政府を

拘束しない機関とするということで設置に同意した128。 

 こうして日西合同委員会はマドリードで開かれ、1953年10月22日の第1回会合から129翌4月13日第

86回会合によって審議を終えるまで、精力的に活動した130。審議はまず物的被害から始められ、審議状況に

 
124 1953年2月23日、マ秘第51号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「「マニラ」事件の賠償に関する件」（同上） 
125 1953年4月10日、マ秘110号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件に関する混合委員会設置の件」（同上） 
126 1953年5月26日、マ秘第145号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件の補償問題に関する件」（同上） 
127 1953年6月18日、第59号、昭和二八 六一三九、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件の補償問題に対する西外務

省よりの口上書に関する件」、（同上） 
128 1953年7月17日、第57号、渋澤大使宛、岡崎大臣発、「比島事件に関する日西合同委員会に関する件」、（同上） 
129 1953年10月21日、マ普通第272号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件に関する日西合同委員会に関する件」：

スペイン側は大使と書記官の二名、日本側は在スペイン日本大使館員二名が参加。スペイン側アギラール大使は1946年

初代フィリピン大使で、在任中の1946年に実施した被害調査が委員会の主要な資料となっている。（同上） 
130 1954年4月13日、第19号、昭和二九 四二二四、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件に関する日西合同委員会審

議状況に関する件」、（同上） 
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ついてはその都度報告が出された131。審議では、物的損害検討に際して「被害原因の申告不十分なものにつ

いては交戦者間の責任を分担し、日・米各50％又は日・米・比各三分の一の責任」としたほか、基準を設け

て要求額を削減した132。 

  第一回の審議報告133は、10月22日からスペイン外務省にて行われた10回の会合で総計650件中65件の

審議を終えたことを報告している。スペイン側提出資料につい

て「一九四六年三月二十五日の在マニラ西総領事館の公示に対

して同年四、五月頃領事館に提出せられたもの」との説明があ

り、提出資料が「被害原因については通常可成り詳細な記述が

あり、火災、爆撃、略奪等の別と共に加害者についても日軍、

米軍、比島ゲリラ隊の何れかを明記したものが多い」と分析し

ている。この報告の「四、物的損害各件審議状況」の「第六四

件」で、アナさんの伯父サルバドールさんの物的損害がつぎの

ように記されている。 

「第64件Salvador Aguilella  被害原因、1945年2月

5日乃至12日に日軍により起された火事によりCalle 

M.de Comillas, Nº 170, の自宅が焼失した結果、11.830

ペソ相当の私財の損害を受けた。」 

 第85回会合では「人的被害」について審議され、死者330

名、負傷者61名の件がとりあげられた。この審議の結果、死

 
131 1953年10月30日、第107号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島問題日西合同委員会に関する件」：「物的損害より審

査を開始し、週五回各一時間半を当て現在まで六回の会合により総計650件中27件の調査を終了」と記載。（同上） 
132 1953年12月1日、マ秘第315号、渋澤大使発、岡崎大臣宛、「比島事件日西合同委員会に関する件（第三号）」（同

上） 
133 1953年11月7日、マ秘第285号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会審議状況報告（第一号）」：

11月5日までの十回の会合の報告。（同上） 

   
サルバドール・アギレリャ（Salvador 

Aguilella）さんの物的被害の記載：原資

料写し 
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者の235名が100％日本側の責任、45名が50％日本側の責任と認定され、負傷者は42名が100％日本側の

責任、11名が50％日本側の責任と認められたことが、110頁にわたる詳細な報告書に記載されている134。 

 審議を経て渋澤信一大使が、「本使の見解」を付記していることが注目される。そこには、「委員会がパス

した被害案件の大部分は公平な立場から見ると一応日本側の行為に起因すると認めざるを得ない。即ち被害

の起こった場所、時日、原因等についての各人の申立てが共通して居る所が多いからである」とある。その

うえで大使は、「人道的見地から人的被害については成可く補償を厚くしたい」と希望し、「被害者側も躍起

となって西当局に運動して居る」ことを指摘して、「日本側の誠意を示す」為にも早期の補償額提示を求めて

いる。 

 なかでも目を惹くのは、大使による最後の記述である。「何等反証となるべき資料を有さず」「八十数回の

奮闘を続けた」日本側の二名の委員の「努力」への充分な「アプリーシエイト」を本省に願っているだけで

なく、スペイン側を「無理なことを云うとの印象を与えぬ様日本側に対して凡て資料を示し公正な立場をと

るに努めた点は之を認むべきであらう」と評価する文言が、わざわざ記されている135。日西合同委員会の審

議の一端を垣間見せる記述であるというだけでなく、渋澤大使がこのような文言を練って打電した意図から

は、この委員会の審議が、担当した人びとにもインパクトをあたえるものであったことを推定させる。  

 
134 1954年4月21日、マ秘92号、重光大臣宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第9号）

人的被害について」：人的被害でスペイン側が提出した主資料は①在マニラ・スペイン総領事による被害報告（1945年

11月7日提出。60頁余りの詳細資料）で、ほかに②総領事による死亡者リスト公電（1945年4月17、18日付。日本

軍による殺害約140名、爆撃以外の原因による死者約40名）、③1946年4月総領事館の公示に応じて提出された本人や

遺族による被害申告書、④「タバカレラ」会社が提出した従業員による被害状況報告書、⑤殺害事件に関する証言記録

（スペイン人又はフィリピン人が総領事に行った）などがあった。（同上） 
135 1954年4月19日、マ秘第89号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会に関する件」、（同上） 
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 以下に、1954年4月21日付の重光大臣宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件

（第9号）人的被害について」の一部、総領事館襲撃事件とアナさん一家に関連する部分を写しておく136。 

 
136 原資料は縦書き。荒沢が横書きにして記載。一部読みとり不能箇所あり、「□」「（?）」と記す。 

比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第9号）人的被害について：1954年４月21日 

 「マ秘第九二号   昭和二十九年四月二十一日 

在スペイン日本国大使館 特命全権大使 澁澤信一 

      外務大臣 岡崎勝男 殿 

   比島事件日西合同委員会の審議状況報告の件（第9号） 

    （人的被害について） 

委員会は三月二日の第六十五回会合乃至四月十二日の第八十五回会合において人的被害につき審査した。 

各件審査状況については別添（一）の議事録をご参照相成りたいが、審査の結果を綜合すると右の通りであ

る。 

    （略） 

   三、西側資料 

人的被害に関して西側が提出した資料は 

（イ）「カスタニヨ」在マニラ西總領事の一九四五年四月十七日、十八日付死者リストに関する公電（日 
  本軍による殺害者として約一四〇名、爆撃以外の原因による死者として約四〇名の氏名を列挙） 

（ロ）「カスタニヨ」總領事が一九四五年十一月七日提出したマニラ戦に際しての日本軍の不法行為に関 
  する報告（六十余頁の詳細な報告でマニラ戦の経過とスペイン人の人的、物的被害を總括的に叙述。 
  但し死傷者については各所に随時現れるのみである） 

（ハ）一九四六年四月の在マニラ西總領事館の広告に從って被害者並びにその遺族等が提出した人的・ 
  物的被害申告書（物的被害の審査に際して使用せられたと同一資料） 

（ニ）在マニラ西總領事館で、各種の証人の申告に基づき作成した死傷者カード 

（ホ）「タバカレラ」会社が提出した被害従業員リスト並びに被害状況報告書 

（ヘ）日本軍による殺害事件に直接間接関係したスペイン人又は比島人の西總領事に対する証言記録 
 等である。右の中（ロ）の資料中に最も詳細な被害状況の記述があるため、委員会では被害者の過半数に 
 つきこの資料により審査した。 

   被害状況 

   （一）死傷者氏名は四月十四日付電信第八七号に別添送付した最終議事録中に列擧せられた通りである 
     が、その大部分は一九四五年二月のマニラ戦に際して被害を蒙ったもので、特にスペイン總領事館、 
     イントラムロスの「サンチアゴ」要塞、「モレタ」博士邸、「プリセ」館、ドイツ倶楽部、「サンマ 
     ルセリーノ」修道院等数個の場所に集中避難（「サンチアゴ要塞の場合は日本により集結せられた） 
     していた際に日本軍の襲撃を受けた者が多い。 
     マニラ在住の外国人の中ではスペイン人の間に特に多くの犠牲者が生じたものであるが「カスタニ 
     ヨ」西總領事はその理由として 
   （イ）当時マニラは約二千人のスペイン人居留民が存したが、その大部分はマニラ戦中、日米戦闘の 
       中心地帯となったマニラ市南部のマラテ、エルミタ、イントロムロス、パコ等の地区に居住して 
       いたため特に被害を蒙ることになったこと。 
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     （ロ）而も之等の者はマニラ戦のあることは予想はしていたが、日本軍主力部隊は約二ヶ月以前にル 
       ソン島の中央部に撤退し、マニラには約一万二千の日本軍が残留するのみであったため、マニラ 
       戦は短時間乃至は一、二日の間に終結するものと一般に予想していたと共に当時比島人の浮浪者 
       が頻りに横行したため住居を退去して盗難に遭うことを恐れてマニラに留まったため殺害を蒙 
       ったこと。 

     （ハ）又日本軍は白人に対し一般的な反感を有していたが、その外に戦争の末期には比島人が親米的 
       となりつつあり、スペイン人もこの比島人の親米感情に同調していたため、特にスペイン人には 
       反感を抱いていたと見られること。 

（二）日本側の責任を□□□死傷者を被害場所より類割すれば次の通りである。又、各々の場所における被害状 
     況並びに被害者氏名・性別・年齢・○○等は左の通りである。 

被   害   場   所 
死   者 負  傷  者 

100％日本側

の責任の者 

100％日本側

の責任の者 

100％日本側

の責任の者 

50％日本側

の責任の者 

在マニラスペイン總領事館 18名 ― 1名 ― 

イントラムロス・サンチャゴ要塞（四五年二月一九日） 67名 ― 3名 ― 

イントラムロス（二月一九日以外） 7名 8名 2名 1名 

モレタ博士邸 9名 ― 2名 ― 

プリセ館 12名 ― 3名 ― 

ドイツ倶楽部 17名 ― ― ― 

サン・マルセリーノ修道院 10名 ― ― ― 

其他の場所 95名 37名 31名 10名 

合  計 235名 45名 42名 11名 

  １.在マニラ西總領事館の襲撃 

    本事件については「カスタニヨ」總領事の報告中に最も詳細な記述がある。被害当日の一九四五 
    年二月十二日には同總領事は領事館を退去して家族と共に「コンコルヂア」學院に避難していた 
    が、領事館も日本軍の襲撃を受けたとの報を得たため、数日後領事館に赴き、実地検分を行う 
    と共に隣家の目撃者の陳述を聴取した。被害当日領事館には一九名のスペイン人の外約五十名の 
    比島人及び中國人一家族が避難していた。 

     日本軍の襲撃後三名の者が脱出したが、その中二名は隣家に辿りつき事件の経過を若干物語っ 
    たが重傷のため数時間後共に死亡した。他の一名は「アナ・マリア・アギレリヤ」と称する五才 
    のスペイン人幼女で、重傷を受けていたが米軍の介抱により生命を取り止め、結局本事件唯一の 
        生存者となった。「カスタニヨ」總領事の報告も主としてこの幼女の説明に基づき、それに隣家 
        の目撃者の証言、屍体検証の結果等を補足して行われたものである。右報告によれば、同日午後 
        二時頃日本軍兵士数名が領事館に押し入ろうとしたが避難者は扉を固く閉ざして之に應じなかっ 
        たため、日本兵は入り口にあった避難者の一人の荷車に放火し、偽って、所有者は消火のため外 
    出する様勧めた。領事館使用人の「リカルド・ガルシア・ブツク」がスペイン國旗を掲げて外出 
    した処、日本兵は同人を射殺した上、領事館内に闌入し、内部の者を銃剣にて次々と殺傷した上 
    放火して引揚げた。 

    右の結果比島人は全員死亡し、スペイン人中にも次の犠牲者を生じた。 
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  右の結果比島人は全員死亡し、スペイン人中にも次の犠牲者を生じた。 

                （イ）死者（100％日本側の責任による者）十八名 

（1）Aguilella Llonch, Jaume Luis Manuel（三才、Aguilella, Plácidoの子息） 

（2）Aguilella Llonch, María del Carmen（九才、Aguiella, Plácidoの息女） 

（3）Aguilella Peris, Plácido（既婚、男子、三十九才） 

（4）Albadalejo Ibañez, Pedro（既婚、男子） 

（5）Albadalejo Veguillas, Fuensanta（独身、女子、四十一才） 

（6）Albadalejo Veguillas, Jenaro（独身、男子、四十一才） 

（7）Berlanga, Clodoaldo（既婚、男子） 

（8）Berlanga Riepe, Clodoaldo（Berlanga, Clodoaldoの子息、未成年） 

（9）Berlanga Riepe, hija Augusta （Berlanga Clodoaldoの息女） 

（10）Berlanga Riepe, María Araceli（Berlanga, Clodoaldoの息女） 

（11）Berlanga Riepe, María Cruy（Berlanga, Clodoaldoの息女） 

（12）Berlanga Riepe, Sonia María（Berlanga, Clodoaldoの息女） 

（13）Domenech Venavent, Josefa（独身、西總領事館の家政婦） 

（14）García Buch, Ricardo（独身、男子、西總領事館使用人） 

（15）Llonch Prats de Aguilella, Aurora（Aguilella, Plácidoの妻） 

（16）Martínez de Bujanda, Ángel（独身、男子、三十八才） 

          （17）Riepe, Augusta（Berlanga, Clodoaldoの妻） 

          （18）Veguillas de Albadalejo, Petra（Albadalejo, Pedroの妻） 

                （ロ）負傷者（100％日本側の責任のある者）一名 

            （1）Aguilella, Ana María （五才、Aguilella, Plácidoの息女） 
            （以下が、原資料の写し） 
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３）バルセロナで生きる③：宗教のふところ、多様性、相対化と自己選択  

 アナさんは帰国後エリザベッツ（Elisabets）通りの祖母宅に住んだ。この通りには、独特の歴史ある宗教

団体がある。アナさんはすぐ前の学校に通い137、学校か

らは自宅にいる伯母さんたちが見えていたし、カトリッ

ク修道女のあたたかく見まもられたことを語っている。

そこからは、学校に通った子ども時代に、アナさんにと

って重要な安心がどのようにはぐくまれたのかがうかが

える。 

 もと祖母宅の真向かいには、エリザベッツ通りをはさ

んで、カトリック系学校エスコラ・ラボウレ（Escola 

Laboure）がある。敷地にはカザ・ダ・ミザリコルディエ

財団バルセロナ（Fundació Casa de Misericòrdia de 

Barcelona）の女性用ホームなどもある。ここを訪問した

のだが、学校では取材を認めてもらえなかったので、カ

ザ・ダ・ミザリコルディエ財団バルセロナ女性ホームで取材をおこなった138。HPによると財団の創設は

1581年で、400年の歴史がある。1984年からは慈善・福祉活動をおこなう宗教法人となっている。 

 シスター・バシリサ・オラバリエタ（Sor Basilisa Olabarrieta）さんは、ラ・リオハのログローニョ出身

の76歳の修道女で、この女性向け施設の長である。現在は低廉な料金で入所している27名の6歳から16

歳までの少女を3人のシスターが世話し、敷地内の幼・小学校（就学年齢は合わせて5歳から11歳）で学

ぶ援助をしている。放課後にもどると、スポーツインストラクターや宿題指導チューターなどが加わって指

導する。 

 外国からの移民の娘がふえてきている。南米、フィリピン、ギニア人が今は多く、スペイン人は12歳の

 
137 エリザベッツ通りに並ぶカトリック修道会ドミニコ会ラ・アヌンシアータの学校（el colegio de las Dominicas de la 

Anunciata）で、現在は女子大生向けの寮Residencia Universitaria Elisabets （Carrer d'Elisabets, 19）。 
138 シスター（ソル）・バシリサ・オラバリエタ（Sor Basilisa Olabarrieta）さん、秘書Núrda Gaecda Muñozさん、歴

史アーカイブ担当Gemma Beren Guer Gaecdaさんに、荒沢が2018年3月16日（金）聞きとり。 

 

左はNúrda Gaecda Muñozさん, 右はGemma 

Beren Guer Gaecdaさん（Fundació Casa de 

Misercordia de Barcelonaの入り口、もとアナ

さん祖母宅から学校への入り口）：2018.3.18、

撮影荒沢 
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少女1人である。月曜から金曜まで預かり、週末は両親のもとに帰宅する。入所には信者である必要はな

く、経済的困窮が条件である。料金支払いがあるのは、両親が娘を忘れないようにするためだという。 

 シスターに、入所している子どもたちを育てるうえで大事なことは何か訊ねた。 

   「ベッドの整え方や、食器道具の扱い方などを教えていますが、大事なのは愛してあげること、優し 

   く接することです。しかし、あきらめず辛抱強く面倒を見ないといけません。叱ってはうまくいきま 

   せん。子どもたちは良書を読む習慣をもつことが大事です。そうすれば教養が身につきます」 

 秘書のムニョス（Núrda Gaecda Muñoz）さんと、その娘で歴史アーカイブ担当のグエル（Gemma 

Beren Guer Gaecda）さんは、バルセロナと財団についてつぎのように説明する。バルセロナの旧城壁の外

側には、かつて貧しい人びとがあつまったので、病院や救貧施設ができた。それが財団創立のもとでもあ

る。この財団には、生んで育てられない赤ん坊を預ける丸穴が、通りを入った別の入り口の脇にある。 

 この日、わたしは10時50分に訪問したのだが、ミサ中なので待つようにと言われて休憩室に通された。

20分ほど待つあいだ、休憩室の中央におかれたテーブルの向かい側では、具合が悪くて授業に出られないと

いう、アフリカ系らしい低年齢の少女が、顔も上げず熱心にスケッチブックに絵を描いている。休憩室には

テレビがあって、アニメが上映されていた。それは、10匹くらいの小ダヌキたちが山小屋の中で踊っている

と、大きなクマが現れて、外から押し入ろうとするシーンであった。そこへシスターが入ってくる。する

  

(左)Fundació Casa de Misercordia de Barcelonaの別の入り口。(中)左右の遠景。(右)子どもを入れる丸穴：

2018.3.8、撮影荒沢 
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と、見ていたようにはみえなかったその少女が、顔を上げないまま、お絵描きの手もとめずに、シスター

に、テレビアニメのシーンを説明して言う。 

   「...この子たち、お家がなくて難民収容所にいるの。だから…」 

 幼い少女とはいえ、アナさんのように、すでにさまざまな経験をしてきているのだろうか。 

 宗教団体には公的政策の不備をおぎなって、ふところ深くいろいろな人びとを受けいれてきた歴史があるよ

うだった。アナさんを支えたひとつが、このようなバルセロナの歴史が築いてきた、宗教のふところであった

のかもしれない。 

 アナさんが、少女期を内戦後と独裁期のバルセロナですごしたことには、どのような意味があったのだろう。

さまざまな人が移入して形成されたバルセロナには、その多様で複雑な歴史過程がある。それら全体から、人

びとの生活をとらえることは容易ではない。そこでここでは、写真資料や、少し年代のずれはあるが、国内の

他地域からバルセロナに移入した人の語りなどを手がかりにイメージし、考えてみることにする。 

 ポンシアーノ・ディアス=ペレス（Ponciano Díaz Pérez）さん139は、1954年3月30日に、父と同じくス

ペイン・ガリシアのオウレンセにあるベリン（Verín）で生まれた。父方の祖父母はサンタンデールの出身で、

母方の祖父母はオウレンセのパソス（Pazos）出身である。ポンシアーノさんの父は、1959年にカタルーニャ

に出稼ぎに来た。ポンシアーノさんの母は、1970年に弟ハイメ（Jaime）さんをつれて、そして、ポンシアー

ノさんは1971年に、母方の叔父とバルセロナに来た。兄のグレゴリオ（Gregorio）さんはガリシアで奨学金

をもらって勉強していたので、バルセロナに来たのは、さらにあとであった。 

 
139 ポンシアーノ・ディアス=ペレス（Ponciano Díaz Pérez）：聞きとり当時63歳。Barcelonaの自宅で2018年3月12

日に聞きとり（荒沢）。 
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 バルセロナに来て驚いたのは、水道がでる

ことであった。ガリシアでは井戸水を汲んで

いたからだ。また、ガリシアではカンテラの

ろうそくで生活していたので、電灯があるこ

とにも驚いた。ガリシアに電気が通ったのは

1958年であった。郷里の村では、牛が荷車を

引いており、車も信号もエレベーターもなく、

店もほとんどないほぼ自給の生活で、４、５

歳のころは母と畑に通う生活をしていたポン

シアーノさんは、ガリシアは「半野生」であ

ったと、バルセロナの豊かさへの驚きを語る。 

 物がなく飢えた時代といわれるが、地域差が大きかったと考えられる。だから、バルセロナが国内の人びと

をひきつけた時代であったのだろう。ポンシアーノさんが住んだ地区は、新しい工業団地であったようで、国

内移民が多かった。ポンシア

ーノさんは、家ではガリシア

語（gallego）を使い、母はず

っとガリシア語を使ってい

た。学校や生活ではカスティ

ーリャ語（castellano：スペ

 
：J・アロステギ・サンチェス他著、立石博高監訳、竹下和亮他

訳、（2014）『スペインの歴史－スペイン高校歴史教科書』明石

書店、p.343 

 

ポンシアーノさんの出身地オウレンセは図の西北（左上）。バルセロナは東北

（右上）：同上（「国内移住者の移出入」の図より） 
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イン語140）で、友人とも同じであったカスティーリャ語だったけれど、なかにはカタルーニャ語で話す友人も

いた。フランコの死までは、あまりカタルーニャ語文化は出てきていない。 

 バルセロナの人びとに聞きとりをすると「言語」の話になっていくことが多い。フランコ独裁期には地域言

語は禁じられていたことから、独裁や圧迫への反発、あるいは地域主義的な心情や主張を象徴させるものとし

て、「言語」が語られているように感じる。聞いていると、実際の生活場面での言語使用にはバリエーション

があったようだ。アナさんは、バルセロナの家庭内やフィリピンでは「バレンシア語（valenciano）」をつか

い、結婚してからは「カタルーニャ語（catalán）」をつかったという。聞きとりでは、わたしにあわせてカス

ティーリャ語で語っている。ある人びとは、家庭の内と外で線引きし、ある人びとは学校内も家庭と同じカテ

ゴリーにふくめて、「外」とのちがいを語る。 

 こうした点で、ポンシアーノさんの語りの最後は、興味深いものであった。妻のリディア（Lidia）さんと

の出会いは、1972年ごろ、まだフランコ独裁期に、バルセロナ内の規模は小さいが公的な期間が催した「カ

タルーニャ語クラス」であったという。 

 だが、ポンシアーノさんの妻リディア・レドンド=ポルタ（Lidia Redondo Porta）さん141は、前章で内戦の

体験を聞いたエミリアさんの娘で、1957年にバルセロナで生まれたカタルーニャ語ネイティブである。カタ

ルーニャ語ネイティブがなぜ、「カタルーニャ語クラス」に行ったのか。しかも、まだフランコ期であるのに

公的な機関が「カタルーニャ語クラス」を開催していたという。これにも驚いた。 

 リディアさんは、母エミリアさんのころは校内ではカスティーリャ語、校外に一歩出るとカタルーニャ語と

いう時代だった。リディアさんは、カトリック系の学校で修道女に教わっている。これは宗教的理由からでは

なく、リディアさんが学校教育をうけたころはカトリック系の学校の方が良い教育を受けられるということで

あったからなのだが、校内ではカタルーニャ語が使われていた。フランコの死は18歳の時で、その後公教育

でカタルーニャ語の正書法と文法が学ばれるようになったのだが、それは 5 歳年下の年代の人びとからであ

った。リディアさんは自らを、正規にカタルーニャ語教育を受けなかった最後の世代なのだという。だから、

 
140 スペインでは、地域主義の観点から「言語」の位置づけや呼称は言語政策と関わる重要なテーマである。その主張か

ら、カタルーニャ地方では、「スペイン語español」ではなく「カスティーリャ語castellano」と呼ぶ。「言語」と「方

言」の線引きも、その主張の一部であり複雑である。 
141 リディア・レドンド=ポルタ（Lidia Redondo Porta）：聞きとり当時61歳。Barcelonaの自宅で2018年3月11日

に聞きとり（荒沢） 
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カタルーニャ語を自分で学ぶ必要があって、二年間教室に通った。 

 しかし、２人はカスティーリャ語で話している。わたしへの気づかいからではなく、2人はカスティーリャ

語で出会ったので、これが習慣になっているのだという。こんな2人も、子どもたち142がいる場では、カタル

ーニャ語をつかう。カタルーニャ語ネイティブである子どもたちに、ポンシアーノさんはいつも、「お父さん

のカタルーニャ語、変だよ」と笑われているという。 

 そんなポンシアーノさんに、最後に訊ねた。 

   「あなたはカタルーニャ人なのか、スペイン人なのか、それともガリシア人なのか、あなたのアイデン 

   ティティはどこにあるの」 

 するとポンシアーノさんは、即答しなかった。１、２秒であったと思うが一瞬考えて、そして、きっぱりと

答えた。 

   「カタルーニャ人だ。リディアと出会っちゃったから」 

 ポンシアーノさんの応えかたが、わたしには印象的だった。ポンシアーノさんは、選びとってカタルーニャ

人であろうとしている。人生の伴侶の選択とともに、受けいれたアンデンティティ－なのだ。 

 バルセロナは多様であり、全体像がとらえにくい。しかし、そこに意味があるのではないだろうか。かつて

は経済的に文化的にも大きな開きがあったスペイン各地方から、今は諸外国から移民をひきつけているバルセ

ロナは、多様である。それだけに、自分のあり方をたえず選んでいるし、選ぶ必要がある。ときには使い分け

るのかもしれない。それは、同一化の困難でもありうるが、自分であることの意味を相対化する足場をもって

いるということでもある。 

 アナさんがバルセロナで生きたことには、どんな意味があったのだろう。アナさんは、事件とは地理的に離

れたところに生活の拠点を置くことが出来た。帰国当初はともかく、内戦の痛みと生活の困難のうずまくバル

セロナでは、自らの生活にせいいっぱいの人びとが、アナさんに注目しつづけたとは思えない。それは、事件

のインパクトがさほど大きな意味をもちつづけることがない距離を保つことができた、ということでもある。 

内戦後の生活の困難とはいっても、バルセロナは他の地方にくらべれば経済的にもずっと余力があって、飢え

 
142 2人には、1980年生まれの息子ヘクトル（Hector）さんと、1987年生まれの娘アレクサンドラ（Alexandora）さん

がいる。 
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たわけでもないし、タバコ会社の強い支援があった。、また、中央政府の公的な命令はあっても、バルセロナ

には独自の文化的よりどころがあることから、

それぞれが自らの生活に応じて線を引いて言語

をつかい、それも年を追って変わっていくとい

うような、相対化の視点をもって自己定義する

ことが可能な社会の雰囲気があったのだ。他地

方や諸外国からの移民の流入は、多様な視点を

提供するという意味で、相対化に貢献してきた

のだろうし、新しい生活を築く人びとの活気が

可視化される社会にもなる。 

 地理的、心理的、社会的な距離と、その経済力。

これにくわえて、独自の地域メンタリティーの

存在や流入する人びとの多様性が、生活のなか

で提供しつづけてきた、相対化のなか

の選択という視点。このような、バル

セロナのあり方が実現した「ふところ

の深さ」にくわえて、カトリックがそ

の宗教観の原点でたもちつづけた弱

者救済のまなざしの、たまたま真正面

にあった祖母の自宅の位置。 

 これらが、アナさんに影響した、バ

ルセロナとアナさんの関係であった

のではないだろうか。 

 

 

1960年代のスペイン農村。当時は国内総生産の22％が農業により、生

産人口の42％が従事していたと注にある：（同上） 

 

 
戦後直ぐのころのスペイン農村。地方は不明：Fundación 

Triptolemos, Ministerio de agricultura, pesca y 

alimentación (2007), Como vivíamos：alimentos y 

alimentación en la España del siglo xxより 
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第四章「四倍の愛情があふれた」：夫との生活 

挿話④：プロ級写真機と手しぼりのオレンジジュース 

  いったいどれほどの手間をかけて、わたしを迎えてくれているのだろう。 

 アナさんはいつも、わたしにちょっとした飲み物やデザートを用意して待っていてくれる。代わりにわた

しが何かをたずさえていくと、しかられてしまう。アナさんのもてなしを喜んで受けいれることが、一番な

のだろう。だが、あるとき、手しぼりのオレンジジュースが出た。バルセロナでオレンジジュースは定番の

飲み物であるとはいえ、そのとき用意してくれていたのは、半端な量ではなかった。 

 手しぼりといっても、オレンジしぼり用の器具がある。アナさんに訊ねると、アナさんが使ったのは、当

時わたしが滞在していた家の台所にあるのと同じ器具であった。そこで翌日、自宅近くのスーパーで普通、

キロ売りのオレンジを買い込んだ。そして、アナさんが前日用意してくれていた量になるまでしぼりつづけ

た。慣れないせいもあったかもしれないが、汗ばみながら小一時間かけて、しぼったオレンジはやっとその

量にとどいた。 

 こんなことで少しは、アナさんの気持ちに近づくことができたのかどうか、わたしにはわからなかった。 

 わたしは新たにバルセロナを訪問するたびに、アナさんの写真とアナさんとの写真を撮っていた。はじめ

アナさんは、何も言わずにわたしの言うとおりカメラに収まってくれていた。ある日、あまりにも手際が悪

いわたしの様子に、アナさんがさりげなくアドバイスをしてくれた。そして、旧式であるとはいえ、写真を

撮るためのかなり専門的な機器がいろいろと現れた。 

 なぜこのようなものが所有されているのか。アナさんは、アマチュアながら相当の腕前の写真愛好家であ

ったのだ。きっかけは、18歳のとき伯母さんが写真機を買ってくれたことであった。20歳でコダックを買

い、それが愛機となった。アナさんが保管するアルバムには、同じように写真を愛好していたという、亡夫

フェルナンドさんとの思い出があふれるほど詰まっていた。 
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１）アナさん④：「行き場のなかった四倍の愛情があふれた」－夫との生活 

 14歳のときに祖母が没すると、アナさんはバルセロナにもどって学校を終え、16歳で事務職に就いた。趣

味の写真とハイキングの活動をつうじて、のちの夫フェルナンド・フェルナンデス=メセゲル（Fernando 

Fernández Meseguer）さんと知りあい、1968年に結婚する。このときアナさんは28歳、1922年6月18日

にバルセロナで生まれた夫フェルナンドさんは44歳であった。 

 2 人の出会いのきっかけは、当時のハイキングブーム

だった。みんなでネームのはいったおそろいのリュック

を背負い、サンドイッチを用意して、毎月一回、50人く

らいでバスに乗ってバルセロナの郊外の山に出かける。

バルセロナには、月会費制のカタルーニャ・ハイキング

連合（UEC：Unió Excursionista de Catalunya）があっ

て、アナさんも夫フェルナンドさんもそこに所属してい

た。１年つきあってから、結婚した。 

 結婚式は1968年4月23日にサンタ・アナ教会で、友人・家族など65人の参加でおこなった。翌1969年

6月に長女エステル（Ester）さん、つづいて1970年12月には長男ジャウマ（Jaume）さんが生まれ、2人

の子どもにも恵まれた。 

 アナさんにとって、夫との生活はどのようなものであったのだろう。 

 アナさんは夫への愛情をこう表現する。 

   「行き場のなかった（亡き家族４人分の）四倍の愛情があふれた」 

 夫は「君は僕にとって完璧なひとだよ」と、「女性にとって最高のほめことば」をくれた。アナさんのすべ

てをそのまま受け入れ、評価してくれたのだ。伯母2人が母親的存在になってくれたが、父親的存在がいなか

ったアナさんには、いつも「父」が欠けていた。16 歳の年齢のちがいにもかかわらず、「心は双子」であっ

た。 

   「いつも夫が第一。子どもは大きくなると出ていくんだから」 

 

18歳のアナさん：アナさん個人アーカイブ 
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 旅行好きな夫に連れられて、

車で夫婦旅行に出かけては、ふ

たりで写真をとった。また、20

組の夫婦でつくる長年の交流

グループ143にも連れだって参

加し、充実した社会生活のよき

パートナーでありつづけた。 

 アナさんとちがって、夫は

「思い通りに生きる人であっ

た」。これと反対に、アナさん

自身は徹底して「自分の気持ちをおさえて」「夫にあわせた」。そして、結婚と同時に、経済力のある夫に望

まれるとおりに仕事を辞め、主婦として家事につくすのである。 

「夫はわたしに何も言わなかったけれども、わたしは彼が気に入るっていうことをわかったうえで、や

ってあげるの。…で、夫は気づいて言うのよ。ああ、それ気に入ったよって」 

 観察し、相手が気に入ることをちゃんと見通したうえで、それを行う。これがアナさんの言う「したがうこ

と」であった。 

   「したがうということばは、わたしの場合にはすべてを意味しているの…独立、生存。すべてなのよ」 

 観察は、アナさんが保護者をみつける生存戦略の主要な手段であったし、家事は、12 歳による祖母介護と

いう新しい事態を生きぬくために、いやおうなく覚えた技術であった。生存のために身につけたこれらの技術

を全面的に動員して、アナさんが愛情を表現した方法、それが夫に「したがう」ということであった。少女期

に、生存のために鍛えるほかなかった技術の最良の部分が、アナさんのすべてを受け入れる相手との生活を豊

かにし、しあわせを実現する手段となった。 

 「観察」によって保護者を見つけ、「いい子」でいることを生存戦略とせざるをえなかった、少女期のアナ

さんには、つきまとって離れない不安がつねにかたわらにあったことが推測できる。そんなアナさんが、夫を

 
143 30年ほど前に20組の夫婦40人ではじめ、聞きとり時点も交流がつづく。アナさんにとっては社会への扉ともいえ

る大切な役割を果たしているグループである。 

 

フェルナンドさん(左)とアナさん(右)の結婚式での写真と婚姻証明書：同上 
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「思い通りに生きる人」と表現するとしたら、それは夫が、アナさんとは対極にある「思い通り」の生きかた

を可能にする、安心や自己信頼をしっかりともつ人物であったことを、アナさんが感じとっているからではな

いだろうか。だからこそ、そんな夫から「君は僕にとって完璧」と無条件に受容されることが、大きな意味を

もった。 

 アナさんは夫にだけ、事件について語っている。繊細なアナさんには、ときどき神経が高ぶってしまうとき

があった。そんなとき、夫は「なにも言わなくていいから」「泣くといいよ。そうしたら、楽になるから」と

じっと抱きしめていてくれた。 

 不安と隣りあわせに生きるほかなかった生活によって研ぎすまされた、アナさんの感性が見いだした安心の

懐、それが夫にあったのだ。だまって理解し受容する、安定した人格のもち主である夫との生活。これによっ

て、アナさんはようやく、安心と信頼の基地をえたといえる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

２）国交回復交渉と「対日請求問題」④：「マニラ戦の被害をいかに算定するかにかかっている」 

その１.「供述を警戒する念」「讒言」「絶望的な、かつ異常な心理状態」：「わが方の調査」 

 日西合同委員会の結果に基づいて、スペイン政府は1954年6月に正式な請求額を提示してきた。一方、

スペインでの動きとは別に、日本側は独自の事実調査に着手している。その際、次のような困難に直面した

と記録されている。クレームの大半は1945年2月のマニラ戦に関連するものであるが、「当時マニラ附近の

戦に従事した日本軍人の殆どが戦死乃至は戦争犯罪人として処刑144」され、しかも、僅かな生存者がいて

も、「マニラ関係の旧軍人には未だ戦時中の事件に関する供述を警戒する念が消えず、証人を忌避する傾向」

があって「適切な証人」を得るのに時間がかかった145。しかも、こうした遅れは「スペイン側当局は我方調

査の遅延について不満の色強く」という状況につながっていく146。 

 このような状況で「合同事実調査会」が実施されたのは、ようやく翌1955年5月（第一回）147、6月

（第二、三回）148である。この調査について見ていこう。 

 調査対象には「軍関係責任者」と書かれているほか、詳細は記載がない。調査方法については、「物的資

料」もなく「直接間接にして生存しているものも皆無に近い」ため「作戦状況、一般治安状況を聴取し」「具

体的損害事実の有無を推測」する方法をとったと記されている149ものの、どのような状況を知る人物に、何

人くらい聴取し、どのように推測されていったのか不明である。 

 第一回合同事実調査会ではマニラ戦について取り上げている。要旨報告文書でまず注意を引くのは、項目

である。全五項目で構成されているが、「一、日本軍の兵力」「二、米軍の攻撃」でマニラ戦での戦力状況を

概観し、そのあと「三、ゲリラ・暴徒の横行」「四、我が軍の軍紀」「五、フィリッピン人の讒言」と続き、

 
144 永井によると、対日戦争裁判での死刑判決は有罪の60％の79名であったが、刑が執行されたのはそのうち20％の

17人にとどまり、1953年7月に恩赦で終身刑に減刑されて日本に生還し、同年12月のさらなる恩赦によって特赦・釈

放されている。（永井、同前、p.210） 
145 1955年6月3日、欧米局第五課、「スペインの対日クレームに関する件」、（同前） 
146 1955年6月1日、第23号、昭和三〇 六七六五、重光大臣宛、渋澤大使発、「スペインの対日クレームに関する

件」、（同上） 
147 1955年5月22日付文書、於外務省、「第一回合同事実調査会要旨（マニラ戦）」、（1956年1月19日 別添（二））

（同上） 
148 1956年6月20日、21日付文書、「第二、三回合同事実調査会要旨」（同上別添（三））、（同上） 
149 1955年6月29日付文書、「在比島スペイン人の被害に対する補償問題」（同上）：わが方の調査は「当時の軍関係責

任者にして生存している者又は、身をもって戦線を離脱した者から作戦状況、一般治安状況を聴取し」「具体的損害事実

の有無を推測」する方法に拠った。 
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全五項目のうち二つがフィリピン人に言及するものであるからである。「三、ゲリラ・暴徒の横行」には、マ

ニラ戦開始とともに蜂起した「フィリッピン人のゲリラ」が「掠奪・暴行等をほしいまヽにした」とある。  

 「五、フィリッピン人の讒言」には、「当時の強い反日感情及び本人の利欲」から「平気で事実に反するよ

うな証言」をする「フィリッピン人の讒言」によって、「一方的且つ出鱈目なもの」もあるのに、「明らかに

米軍の砲爆撃」によるものが日本軍による破壊とされ、金銭目当てに「日本軍により殺害」と「申告」する

等が、「戦犯裁判」で起こったとされている150。ここには、フィリピン人への強い不信がうかがえる。 

  「四、我が軍の軍紀」では、日本軍による「掠奪暴行」と「一般家庭の破壊放火」について説明がある。

日本軍は「極めて貧弱な装備」であったので「劣勢を補うべく軍紀の厳正保持に留意した」、圧倒的優勢の米

軍に抵抗していたので「掠奪暴行を加える余裕も意欲もなかった」と、気持ちのあり方を理由にこれらが日

本軍の行為であることを否定している。また、「少くとも1945年二月中旬までは殆ど発生しなかった」とあ

るが、「1945年二月中旬」の根拠や、その後については記載がない。また、日本軍による破壊は「作戦の必

要上」「極めて限られた特定建造物」であり、「一般家庭の破壊放火などは全然発生していない」うえ、スペ

インなど「中立国人一般の生命・財産の保証」には「厳重に注意するよう末端まで指令が行き渡っていた」

とあるが、「指令」が実行されたとする根拠や検証については説明がない。 

 「第二、三回合同事実調査会要旨」でも、人的損害も物的損害も米軍の爆撃とフィリピン人暴徒によると

いう基調は、第一回と同じである。新たに「住民の退去命令」、「日本軍による接収・徴発」の項目が加わ

り、海軍が「戦争直前」に「一部地区」で避難命令を出していたとの記載や、接収・徴発では「正当なる補

償措置」がとられ「特に開戦当初においてはすべて補償済みのはず」との記載がある。ただし、現実に補償

が実施されていたのかについての説明はない。 

 個別の人的損害では、在マニラ・スペイン総領事館襲撃について、「2月12 日頃総領事館附近の治安は十

分保たれており、まして中立国人の生命財産の保護については特に注意するよう末端まで司令が徹底してい

たので、白昼堂々と日本軍が放火殺人をやったとは考えられない」とある。イントラムロス・サンチャゴ要

塞の事件について、「米軍の砲撃による死亡者の遺体を日本軍が防空壕等に集めて埋葬したため、これが戦後

 
150 前記1955年5月22日付文書、「第一回合同事実調査会要旨（マニラ戦）」 
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発掘されて日本軍による集団虐殺と誤認されるに至ったものではないかと考えられる」との見方が示されて

いるが、そう推測する根拠や説明は書かれていない。 

 これらから、どのような「具体的損害事実の有無を推測」したのだろう。上記「第二、三回合同事実調査

会要旨」の直後に出された「在比島スペイン人の被害に対する補償問題（1955年６月29日付）」は、これ

までの全ての経緯の記載とスペイン側要求の分析の上に立って、「わが方の査定方針」の基本と査定額の案を

具体的総合的に示した重要な文書である。このなかに「わが方の調査」との項目で「軍関係責任者につき調

査した結果、明らかにされた状況」の記載がある。これが、上記三回の「合同事実調査会」から導かれた解

釈であり、「わが方の査定方針」を練りあげる根拠になったと考えられる。 

「（４）マニラ防衛部隊は視界清掃のため不要の民家、倉庫等を焼却し戦闘に入ったが、勝敗の数は最

初から明らかであり、死を目前にして絶望的な、かつ異常な心理状態にあった。 

（５）日本軍の秩序は戦争の進行とともに失われ、又比島人がにわかに敵対的行動に出るに至ったた

め、異常な心理状態は一層昂進し、平常状態において想像し得ない行動があったことは充分考えられ

る。」 

 「事実調査会」で述べられたであろう内容を、そのまま事実判定の材料としてはいないことがわかる。む

しろ証言から、「勝敗の数は最初から明らか」で「死を目前にして」いたという「状況」を拾い出し、そこか

ら日本兵士の「絶望的な、かつ異常な心理状態」を「推測」している。それだけでなく、さらに日本兵たち

を追い込む作用をもった「比島人がにわかに敵対的行動に出るに至った」という「状況」にまでていねいに

目を行き届かせていることが、印象的である。事実調査会で、「軍関係責任者」には「ゲリラ化したフィリッ

ピン人暴徒」と見え、そう証言したのであろう、その証言の意味をむしろ、「異常な心理状態は一層昂進し、

平常状態において想像し得ない行動があった」との、日本兵の心理を「推測」する鍵を提供するものととら

えている。この視点は、（４）に加えて（５）に書かれた「状況」を拾い出すことなしには、見えてこない。

文書は、「事実調査」の要旨報告文書の関心からは抜け落ちていたようにみえる、現場の日本兵士たちの心の

現実に近づこうとのこころみたのだろうか。  
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その２.「人的被害大部分事実であったと認定」：物的損害補償の大幅圧縮方針 

 上記「状況」を「推測」した1955年６月29日付文書は、さらに「わが方の査定方針」の提案へと進んで

いる。人的損害の殆ど全部、物的損害の大部分はマニラ戦中に発生しているのだが、人的損害は333件「全

てについて先方の要求をそのまヽ認め」、物的損害は「大幅に圧縮」し、マニラ戦中の物的損害は「戦闘行為

中の損害であるとの立前」から「要求額の30％程度」、その他比島各地での物的損害は「信憑性」や「疑

義」を「立前」にして「要求額の60％程度」を認めるというのである。 

 この査定方針には、どのような意図があったのか。「スペインの対日クレームに対する補償額の査定」

（1956年３月７日付151）には、つぎのような説明がある。人的損害の333件については、「日西混合委員

会」の検討で「すべて日本軍の不法行為によるもの」との結論に達し、その後の「我方の事実調査の結果」

でも、「在マニラスペイン総領事館の襲撃事件を始め各件について先方の主張に高度の信憑性を認め得る」に

いたったと、まず明確に認めている。そして、「先方の主張を反駁することが至難」であること、「交渉上の

タクティックとしても人道的見地に立」てること、また「比較的要求額が少な」いこと、さらに「スペイン

政府が最も重要視」していること等を理由として、「人的損害を全面的に認めることにより、物的損害を大幅

に削減」させるべく交渉することが「有利」であるから、「原則的にわが方の責任を認めることとする」とい

う。補償額については、「被害者の中に多数のカトリック神父及び在マニラスペイン総領事館員等が含まれて

いることを考慮」し、「全面的に日本側の責任が認められる二七七件」と「其の他の五六件」に分けながら

も、合計して「先方の要求額のほぼ100％を補償152」するというのであった。 

 
151 1956年３月７日付文書、欧米局第五課、「スペインの対日クレームに対する補償額の査定」、上欄外に「大蔵省提出

用」との記載あり。（同上） 
152 査定額は、「被害者の中に多数のカトリック神父及び在マニラスペイン総領事館員等が含まれていることを考慮し、

全面的に日本側の責任が認められる277件に対しては、昨年春妥結した対スイス補償の場合（死者1名あたり16,000ド

ル、重傷者6,400ドル）を参考として、死者1名あたり7,000ドル、同未成年者3,000ドル、廃疾者5,000ドル、負傷

者1,000ドルと査定し、其の他の56件については右額のそれぞれ50％を当て、合計180万4,000ドル、すなわち先方

要求額のほぼ100％を補償することとする」。（同上） 
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 問題は、どのようにして物的損害補償額の「大幅削減」を実現するかであった。マドリードで、スペイン

の正式要求を検討する「日西会談153」が開催されることが決まり、日本側はこの査定方針に基づいて会談に

臨むことになった。 

 日西会談では、日本側がまず、「アトロシティーに基く人的被害の件については比較的容易に解決し得る」

が、「物的損害は多岐に亘り」主張に開きが出ると、人的損害と物的損害に線を引いた。ここで、人的損害と

物的損害を分ける根拠に「アトロシティー」を挙げていることが注目される154。そして日本側は、物的損害

をマニラの「戦場化」による「戦闘行為の結果」であると主張した。「損害が火災に基く」としても、それが

「日本軍のおこしたもの」だとしても、その火災が「不法」に起した火災かどうかは「大部分について全く

立証されていない」ため「日本側に補償の責任なし」というのである。 

 しかしスペイン側は、日西合同委員会で「不正行為に基づかぬ事件は全く除外してある」と、納得しなか

った。「現に日本側がスペイン人を殺戮し日本政府もこれに対し責任を認めているではないか。同様の事情の

下に行われた物的損害については責任がないとゆうのは納得出来ない」と、日本側の人的損害と物的損害の

扱いのあいだに存在する矛盾を突いてくる。こうして、しだいに「討議は感情的」にさえなって、「事実の認

定について双方水掛け論となり結論を得ず」という状態に陥っていく（第三回「日西会談」1956年１月18

日）。そうしたなかで、スペイン側はくりかえし政治的解決を示唆してくるのであった。 

 結局日西会談は、「戦闘行為による損害であるか不法行為による損害であるか」で「意見対立のまま」四回

で終わった155。 

 

 

その３.「責任をわが国が負うべきであるとの考え」の国内適用は不可能：政治的解決へ 

 日西会談で日本側とスペイン側が対立を深めるのを見て、在マドリード・渋澤大使が意見を具申して軌道

修正をもとめた。大使は、「今日までの会談を通じて得た印象」として、「政治的解決」を強く示唆する自ら

 
153 マドリードで四回開催。スペイン側はアギラール大使とアラネギ経済政策局次長、日本側は渋澤大使と服部書記官

が参加。（「日西会談」の各報告文書による。第一回1955年12 月27日、第二回1956年１月14日、第三回１月18

日、第四回１月24日。この他「服部・アラネギ会談」を１月９日と20日に開催） 
154 1955年12月26日、マ秘第386号、重光大臣宛、渋澤大使発、「比島クレームに関する件」（同上） 
155 1956年3月5日、欧米五課、「スペインの対日請求権問題の経緯」（同上） 
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の見解を本省に送っている。そのなかで大使は、「マニラ事件に関する会議では相当云い合いはあったが、先

方として特に意地悪い態度に出たことはない」とわざわざ説明し、討議が「感情的」にさえなった背景に

は、かつての日西合同委員会の「審議を蒸し返し一つ々々の案件を繰返し討議」することに対しての、スペ

イン側の納得しかねる「気持ち」があったことに触れている。これは、かつて日西合同委員会を支え、力を

尽くした大使自身の経験と無関係ではないだろう。 

 それだけでなく大使は、「秩序立ってことを取り運ぶことは不得手」で「ともすれば感情的に」なり「体面

を重んじ自己の言い分はなかゝ撤回しない」スペイン人の「性向」にまで触れて、「これ以上当方が一つ々々

の件に当り重箱の隅をほじるような細かい穿鑿をする様なことになっても、解決に資する処はない」と直裁

に述べている。そして、「現場の事情に対し兎も角も証人を持つのは先方」であり、「資料不備の点は多少見

過しても、この辺で政治的解決に赴くのが良策」として、「データについて十分掘り下げ」ることよりも、補

償金額の「数字」交渉に入ることを提言したのである。 

 このあと日本は「政治的解決」へと向かっていく。そこには、上記のようなスペイン側の状況だけでな

く、当時の日本の社会状況に対するつぎのような認識もあった。「わが国が加害者であると信じる余地のない

事件」であっても「わが国が何らかの責任を負うこと」は「少なくとも国内的には承認される可能性が全く

ない」。「責任をわが国が負うべきであるとの考えを国内に適用せしめることは不可能な事情にある156」。 

そして、つぎのような点があげられて、日西親善の観点による早期解決の必要性が強調されていく。（１）

「現在わが国の対西関係は、本件未解決のため、すべて円滑を欠き」「先方は先ずクレーム問題の解決をほの

めかし」てくること、（２）「日西関係を親善に導きうる」こと、（３）スペインは第二次世界大戦争中日本の

「利益代表」をつとめた「友好国」で「対日感情は良好」だが、「感情的」な国民性からして「万一本件がつ

まづけば、逆に反作用を起こす可能性が充分にある」こと、（４）対西関係は「中南米諸国」にも連動し「軽

視し得ない」こと、（５）同種クレームであった「対比戦債が解決」した等157である。 

 最終的に、スペインが額面と条件を受け容れたとの報が入ったのは1956年12 月17日であった。こうし

て、「スペイン国民が蒙った人的及び物的損害」に対して、「総額五五〇万ドル」米貨に相当する金額を日本

 
156 1956年６月29日付電信、重光外相発、在スペイン渋澤大使宛「スペインの対日クレームに関する件」（同上） 
157 1956年７月27日、在スペイン与謝野大使発、高崎外相宛「スペインの対日クレームに関する件」（同上） 
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が「スペイン政府を通じて被害者に支払う」ことで、両国は合意した。ようやく戦争中からの「懸案」は

「円満解決158」を見た。翌1957年１月８日に公文が交わされ159、２月19 日に支払いが実行された160ので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 1956年12月18日付電信、在スペイン与謝野大使宛、高碕大臣発「スペインの対日クレームの件」（同上） 
159 1957年１月８日交換公文、「スペインのある種の請求権に関する問題の解決に関する日本国政府とスペイン政府と

の間の取極」、［A-S38（2）-190］、http://www.mofa.go.jp/ mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38（2）-190.pdf（2011年12月

６日閲覧） 
160 1957年４月16日電信、第584号、大蔵省理財局長宛、欧亜局長発、「スペインのある種の請求権の解決に関するわ

が国とスペインとの間の協定に基く賠償金の支払に関する件」 

（同前） 

 

朝日新聞1957年１月９日付朝刊 第一面：朝日新聞縮刷版より 
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３）バルセロナで生きる④：「よく人のことを観察している、頭のいい人」－見まもられて 

 アナさんの娘エステル・フェルナ

ンデス =アギレリャ（ Ester 

Fernández Aguilella）さんとはじ

めて会ったのは、2011年 2月であ

った。アナさんと地下鉄の駅で待ち

合わせ、息子ジャウマさんの自宅に

行った。すると、ジャウマさんとそ

のパートナーのロシ（Rosi）さん、

エステルさんがそれぞれの娘をつ

れて待っていた。一家で、わたしの

歓迎パーティを開いてくれたのだ。 

 ジャウマさんの娘で6歳のマルティナ（Martina）さんと、エステルさんの娘で13歳のアルバ（Alba）さ

んが、2人でつくった、妖精の歌と踊りの寸劇を披露してくれた。 

 この少女たちが、アナさん手製の段ボールのドールハウス161の女主人であったのだ。 

 2018年3月、アナさんの自宅で聞きとりをしていたときのことである。トイレを借りて出てくると、アナ

さんがにっこりして言った。 

   「象（エレファンテ：Elefante）」 

 意味をとりかねてきょとんとしているわたしに、アナさんは吹き出しそうになって言う。 

     「トイレットペーパーよ。戦後は、このブランドだけだったの。 

   ごわごわしてるから、ちぎったらまず、手でくしゃくしゃっとこうやって、柔らかくしてから…」 

と、手を動かしてやってみせてくれた。 

 
161 第五章を参照。 

 
ジャウマさんの自宅で：2012.2.21 



96 

 

 2018日3月20日、この年のフィールドワーク最終日の夕刻、わた

しは娘のエステルさん宅を訪れた。エステルさんに聞きとりをおこな

うのは二度目だった162。前回は2012年9月に、弟ジャウマ・フェル

ナンデス=アギレリャ（Jaume Fernández Aguilella）さんの家で２人

いっしょに聞きとりをした163。今回は、エステルさんの自宅のマンシ

ョンで、パートナーのタクシー運転手クリストバル・デルガド=カラ

スコ（Cristóbal Delgado Carrasco）さんがいっしょであった。 

 質問をはじめようとして、ふとアナさんの「象（エレファンテ）」の件を思い出し、エステルさんに訊ねた。 

   「象（エレファンテ）って、ご存じですか？」 

 エステルさんは、なかば懐かしそうに、なかば笑い出しそうになった。 

   「ああ、それ、トイレットペーパーなの。 

   ごわごわしてるから、ちぎったらまず、手でくしゃくしゃっとこうやって柔らかくしてから…」 

 エステルさんは、アナさんとまったく同じ表現で答えて、これもまた同じ仕草で手を動かしやってみせてく

れる。わたしの方が吹き出しそうになる。母と娘なのだと納得する。 

 クリストバルさんが横から言う。 

   「この人はすごく細かいんだぞ。パ

ソコンのフォルダーなんて、完璧に整理し

てあるよ」 

 エステルさんが笑いながら応じる。 

  「母ゆずりの性格なの。きちんとして

るのが好きなのよ」 

 細かく緻密に整理するのは、アナさんの、

そして、エステルさんにも共通する性格であったのだ。 

 
162 2018年3月20日。バルセロナのエステルさんの自宅にて聞きとり（荒沢）。 
163 2012年9月29日。バルセロナのジャウマさんの自宅にて（同上）。 

 
アナさん作成の家族親類一覧図：アナさんの個人アーカイブ 

 
「象」のトイレットペーパ－：エス

テルさんがインターネットで検索し

た画像：2018.3.20 
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 はじめての面談では、アナさんの手でつくられた家族関係図や個人アーカイブの目録の細かさと緻密さに、

驚かされた。翌日、ソリア記者に会ったとき、記者がそれを指して、アナさんの記憶の喪失がアナさんにそう

させていると言ったことを思い出す。その指摘が必ずしも当たっていないとはいえないが、それは性格であっ

たからなのかもしれない。 

 エステルさんは、小さいころの母アナさんをこう表現した。 

    「母はいつも、弟のあとを追いかけてたわね」  

 アナさんが、姉のエステルさんを女性らしく

優しい細やかな落ち着いた性格の子で人形遊び

が大好きだったと言う一方で、弟のジャウマさ

んを一時もじっとしておらず、石を投げたりす

るいたずらっ子であったと言っていたのと符合

する。アナさんはこれにつけ加えて、息子ジャウ

マさんは小さいときからいつも姉のあとをつい

てまわり、子ども好きの姉のエステルさんは弟

の世話をよくしてくれて、2人ともとてもいい子だったと語っていたのだ。 

 エステルさんは父のことをあまり宗教的な人ではなかったという。そのため父は、アナさんとはちがい、子

どもたちに宗教色の強い教育を受けさせたくなかった。そんな父の選択で、エステルさんは、非カトリック系

の私立学校に通った。小さいけれどリベラルで、校内ではカタルーニャ語が学ばれ使われていたという。 

 アナさんは、一歳半違いの2人の子どもがつづいて通ったその学校を、小さいけれど家族的で、でも子ども

たちは先生に敬意をはらって接していた学校で、とても良い教育をしてくれたので夫婦とも満足していたと語

っている。 

 これまでわたしは、ほぼアナさんとばかり話してきた。だから、なんでもないことであっても、このような

エステルさんの子ども側からのことばは、アナさんの語ったなかみを、立体的でリアリティあるものにしてく

れる。相対化・客観化してとらえる視点をもらうことができた。 

 
アナさん作成の写真リスト：同上 
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 クリストバルさんは警官の子でバルセロナ育ちだが、母が1969年にスペイン・マラガ（Malaga）のロンダ

（Ronda）に帰郷して生んだので、生後すぐに母とバルセロナにもどったのだが、マラガ生まれということに

なる。エステルさんもクリストバルさんも 1969年生まれであるから、1975年の独裁者フランコの死以降ス

ペインが大きく変わりはじめた時期に教育をうけている。 

 話題は教育にむかった。クリストバルさんは、子どもにはきびしく接することも必要なのだという。警官の

子であったので、通うことになったのはカスティーリャ語だけで教育するきびしい学校で、下校時も校門前で

並びひとり一人先生にあいさつをしてから校門を出なければならなかった。あるとき、それをしないで校門を

走り抜けようとした生徒がいたのだが、追いかけられてつかまり、最後尾に並ばせられたのを見たという。警

官の父にきびしく育てられ、反抗ばかりしていたクリストバルさんであったけれども、そのように育ててもら

ったことを今は感謝しているという。そのことばに、エステルさんは大きくうなずいていた。 

 クリストバルさんがエステルさんのパートナーになって、まだそれほど長くはない。エステルさんの一人娘

アルバ（Alba）さんはもう18歳から19歳になろうとしていて、ひとり暮らしを望むようになった。これが、

クリストバルさんと住まうきっかけになったようだ。だから、いつもクリストバルさんが、陽気なジョークで

アナさんの気を引き立てようとこころみるのだが、アナさんはまだ、どことなく警戒して心を開いていなよう

だと、そんな2人の距離を、興味津々の様子でエステルさんが語る。そんな風にアナさんに近づくタイプの人

は、まわりにいなかったのかもしれない。 

 クリストバルさんは、じつはアナさんをよく観察している。そしてこう評する。 

   「あの人は、よく人のことを観察している。本当に頭のいい人だ」 

 このようにアナさんを評するクリストバルさん自身の感性に、むしろ敬服した。同時に、ながく生活をとも

にしてきた家族ではないながら、アナさんと家族を内側から見る、クリストバルさんの立ち位置とその観察が、

わたしには興味深く思えた。 

  この訪問の何日か前のこと、2018年3月のある日だった。アナさんがふと、言った。 

   「チカコが帰ると、いつも子どもたちから電話があるのよ。 

   お母さん、今日はチカコと、なに話したのって」 
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  わたしはようやく気づいた。わたしの訪問は、家族に見まもられて、つづいてきていたのだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エステルさん（左）とクリストバルさん（右）：2018.3.20荒沢撮

影 
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第五章「わたしには記憶がないから」：日本の研究者と出会う 

 わたしがアナさんに出会うきっかけとなったのは、2002年『マガ

ジン』誌のソリア記者によるアナさんの記事である164。アナさんとの

聞きとりをつづけるうち、わたしは、アナさんの語る自己のイメージ

とアナさんの現在のあいだに、ずれがあるように感じはじめた。アナ

さん自身は語っていないけれども、現在のアナさんに生じている重要

な変化が、そこにみえているのではないだろうか。鍵となるのは、

「偶然」というアナさんのことばである。アナさんは、人生の「偶

然」を「運命」として、意志ともいえる強い気持ちをもって積極的にひきうけているようであった。そし

て、その意志の向かう先には、これまで封印してきた自らの過去の歴史経験があった。 

 そこでつぎに、アナさんの現在について、わたしとの関係を切り口にみていこう。 

 

 

１）アナさん⑤：工夫にあふれたお茶目な人－はじめ

ての聞きとり、そのあとで 

  『マガジン』誌のアナさんの記事をきっかけに、ソリア

記者に話を聞くだけのつもりで連絡をとったわたしに、ア

ナさんと直接話すよう熱心に勧めてくれたのは、記者自身

であった。はじめての聞きとりは、2010年3月23日であ

る。夢中で話をうかがい、はじめ同席したソリア記者が2

時間ほどで退席したあと、気がつくと6時間以上もお宅に

滞在していた。 

 
164 Josep Maria Sòria, (2002.11.10) “La niña que sobrevivió al infierno”, en Magazine, pp.32-38. 

アナさんのマンションのエントランスでベルを

押すソリア記者（同上）

 

 

ソリア記者：ラ・バングアルディ

ア紙面談室にて（2010.3.23：荒沢

撮影） 
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 はじめは緊張していたわたしであったが、二時間ほどでひととおりアナさんの語りが終わると、ソリア記

者は退席した。わたしはアナさんがどういう人な

のか、興味があった。アナさんは家じゅうを案内

してみせてくれた。アストゥリアスを本来の調査

フィールドとしていたわたしは、年配の女性のお

宅を訪ねると、おしゃれなインテリアでセンス良

く飾られた家じゅうを案内してくださることが多

かったので、アナさんが家じゅうを連れて見せて

くださったときも、興味津々であった。 

 アストゥリアスのお宅よりも比較的こじんまり

としていたものの、アナさんの家はどのお宅より

も個性的であった。ていねいに整理された思い出の品々がならび、トイレに通じる廊下にまで、装飾品がず

らりと並んでいる。驚いたのは、段ボール製の人形の家であった。小さな孫娘が二人居たアナさんは、人形

と一緒に子どもが入って遊べる特製のドールハウス

を、手作りしてあったのだ。 

 ほかにもベランダからトイレの中まで、工夫のつま

ったアナさんのお宅は、このうえなく居心地良さそう

にみえた。知れば知るほど驚くわたしに、アナさんも

得意げに、そして、お茶目でコミカルなしぐさをまじ

えて、楽しそうに案内してくれる。 

 この人は、どういう性格の人なのだろう。知れば知

るほど、アナさんには不思議な魅力があった。 

 案内していただいているうち、気がつくと０時を過ぎていた。

訪問は午後６時であった。ソリア記者が２時間で退席した午後８ 

トイレ前廊下の壁にならぶ想い出の品々

（同上） 

 

装飾品で埋まる寝室の壁（同上） 

 

ドールハウス。左に立つのはアナさん（同上） 
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時までは時間を記録していた。だが、夢中で過ごしていたその後は、あっという間に時間が経っていたの

だ。 

 急いでお礼を言って退出しようとした。すると、アナさんが引き留めて、タクシーで帰りなさいと言う。

大通りをまっすぐ歩けば、ホテルまではそれほど遠い距離ではな

かったのだが、アナさんがそれで安心するのならと、わたしは素

直にしたがって、アナさんが呼んでくれたタクシーを待った。 

 下のマンションの出口まで降りて、アナさんといっしょにタク

シーを待った。わたしは、アナさんとふたりの写真をとっていな

かったことが心残りであった。アナさんに言い出せないうちに、

タクシーが来てしまった。二人の写真を撮る最後のチャンスが、

消えるかもしれない。 

 思い切ってアナさんにお願いすると快諾してくれる。そこで、運転手に頼んで、急いで二人で写真におさ

まると、その日は帰途についた。 

 

 

２）「写真を撮りたがった…それがうれしかった」：関係への意志   

 翌日、ソリア記者と会った。 

 「昨日彼女が 君に話したことは、かつて彼女がわたしに話したことと一字一句同じだった」と言われ

て、とまどった。前日は、アナさんが「記憶がないから、これ以上語れない」とくり返してもいた。では、

わたしの聞きとりには、どんな意味があったのだろう。記事を引用すれば、それですむことであったのか。

そして、聞きとりはこれで終わるのだろうか。 

  また、アナさんからさっそく電話報告をうけたというソリア記者の伝えるアナさんの感想にも、とまどっ

た。前夜、聞きとりを終えて退去するとき、わたしが「アナさんと写真を撮りたがった」こと、アナさんに

は「それがうれしかったようだ」と言う。二人の写真を取りたがったことがうれしいとは、どういうことだ

ろう。 

 

アナさんと二人で（同上） 
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 そのとき、ようやく気づいた。わたしは、アナさんが事件後はじめて知りあった日本の人間である。わた

しとの関係そのものへのアナさんの意志が、そこに存るのではないか。聞きとりはまだ終わってはいない、

そう思えた。 

 それでもわたしには、ためらいがあった。バルセロナでアナさんの聞きとりを行ってから、本来のフィー

ルドであるスペイン・アストゥリアスへ行った帰途、バルセロナ経由便で渡西していたわたしは、日本へ帰

国する前日をバルセロナで過ごした。アナさんへのお土産は何がいいだろう。日本の土産が気に入ってもら

えるとは思えなかったわたしは、アストゥリアスで小さな手土産を手に入れることにしていた。迷いに迷っ

て用意したものだった。事情を知るアストゥリアスで友人に、「日本からのお土産じゃなくて、チカコからの

お土産なんだから」と励まされてようやく決めた、アストゥリアスの土地に伝わるお守りである。 

 アナさんは、喜んでくれるだろうか。 

 手紙も用意して、アナさんの自宅の前に来た。でもそこで逡巡したわたしは、結局呼び鈴を押せずに引き

あげ、近くの郵便局から手紙と一緒に郵送して、そのまま帰国したのだった。 

 

 

３）「パーソナリティへの興味に感謝」：手紙へ 

 ２ケ月ほどたつと、アナさんから「手紙」が来るようになった。とはいっても、本当の手紙ではない。ア

ナさんが「手紙」とよぶ、息子ジャウマさんのメールアカウントを使った電子メールである。アナさんから

とどいた最初の「手紙」には、二人で撮った写真をアナさんに送ったお礼に添えて、こんなことばがあっ

た。 

「…  インタビューの後で、あなたにマンションを案内しましたね。そのとき、孫の人形の家やバル

コニーまで写真をとりながら、あなたが熱心に見てくれていることに気づきました…あなたが、わた

しの人間性に興味を示してくれたことに感謝しています…（2010.5.31. アナさんの最初の「手紙」）」 

 手紙には、アナさんによる、わたしへの観察がうかがえた。ここにも、アナさんができごとの証言者であ

ることをこえる、関係への意志がしめされていると、わたしには読めた。そして、この関係への意志は、ア

ナさんのわたしへの観察にもとづくものであったのだ。 
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 それから一年半後、2012年2月18日バルセロナを再訪したわ

たしの前で、アナさんは赤いフォルダーをとりだした。そこに

は、わたしたちが交換した30通以上の「手紙」が印刷されて、

綴じられてあった。ていねい読んでくださった跡が、そこにうか

がえた。 

「一週間かけてゆっくり「解釈」するのよ。語学みたい

に。… 元気がわくの。必要とされてるって感じるのよ。」 

  興味深いのは息子さんが間に立っていることで、「手紙」のや

りとりは、わたしたちだけでなく家族をまきこんだ人間関係づく

りともなっていた。 

  では、このわたしたちの交流は、アナさんにとってどんな意味

があるのだろうか。 

 

 

４）「日本で今起こっていることを心配しながら」：日本に思いをひろげる 

 あるとき、ラジオから聞こえてきたピアノの奏者が日本人であったという、「偶然」を強く意識したアナさ

んが、そのピアニストのCDをわたしに送ってくれた。同封の手紙の

「偶然」を強調する文面から、「運命」的なものへのアナさんの強い意

志が感じとれた。 

   「わたしの人生は偶然に満ちています。だから今日、偶然はわた 

   しに耳を傾けさせて…そのピアノ・ソリストは…日本人だったの 

   で、貴方のことが頭に浮かびました」 

 2011年3月11日、日本で地震と津波が発生したとき、アナさんとそ

の息子ジャウマさん、妻のロシさん三人の連名でとどいた安否確認メールは、スペインの友人知人のなかで

最も早いものであった。 

アナさんからのCD    

        

 
赤いファイルの背に「Chikako」の

文字：2012.2.18、荒沢撮影。 
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「バルセロナから僕らは、日本で今起こっていることを心配しながら見ています。 そちらで君たちが

みんな無事であるようにと願っています…」 

  そのとき、アナさんが、わたしという具体的な日本の人物を知人にえて、家族とともに日本に思いをひろ

げていることが感じられた。 

  アナさんにとって、わたしという日本の人物との出会いは、日本とのさらなる「偶然」の出会い、そして

過去へとつながるものであった。わたしは、いわば日本への扉であるのかもしれない。この「偶然」をポジ

ティブにひきうけたアナさんは、日本との関係を新しくつくり直し、それをとおして過去に向きあい直して

いた。  

 

 

５）「ちがった体験」を伝える：過去に向きあう実践者 

 そもそも、アナさんが過去の事件と再会したのは、2002年に『マガジン』誌がもたらした「偶然」によ

る。そこには自分とは別の、バルセロナ在住のマニラ戦被害女性マリア・エレナさんの記事165が掲載されて

いたのだ。これを読んだアナさんは、さっそく記者に電話をした。 

   「別の体験を聞きたくありませんか」 

 このときの気持ちを、アナさんは「ちがった体験もあることを知らせなくてはいけない」と思ったからと

語る。同時に、この「偶然」がなければ「名のり出ることはなかった」とも言う。これがきっかけで、アナ

さんは記者のインタビューを受け、四ヶ月後の2002年11月、こんどはアナさん自身の体験が、同誌に載っ

た166。 

 記事は、アナさんへのインタビューと当時の報道などにもとづいている。事件の概要とアナさんの被害の

ありようにくわえて、出生から帰国・結婚にいたるアナさんの簡単な経歴がまとめられ、「記憶をなくした被

害者」としてのアナさんが紹介されている。 

 
165 Josep Maria Sòria, (2002.7.7), La última de filipinas, en Magazine, pp.54-61 
166 Josep Maria Sòria, (2002.11.10), La niña que sobrevivió al infierno, en Magazine, pp.33-38 
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 しかしアナさんは、インタビューで語ったその時点で、すでに自らが記者に語った自己イメージをこえる

新しい自己を生きていた。だからこそ、アナさんは名のりでて、インタビューを受けた。記事掲載は、「偶

然」をポジティブにひきうけて過去に向きあう新しい生きかたの実践であり、生きかたの変化の結果であっ

た。わたしとの関係そのものが、アナさんのこの新しい生きかたによって導かれたものであるから、過去に

向きあうアナさんの道のりの途上での、いわば必然でもあったともいえる。 

 こうして、わたしとの関係からみえてきたのは、「過去に向きあう実践者」という、新しい生きかたにふみ

だしているアナさんであり、「偶然」に意味をみいだす強い意識と意志が、その背中を押しているようであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソリア記者によるアナさんの記事Josep Maria Sòria, (2002.11.10),“La niña que sobrevivió al infierno, en 

Magazine, pp.32-38,（タイトル：「地獄を生きぬいた少女』）：最初の頁（p.32） 



107 

 

第六章「そう、それがわたしである」：生存の力に根を張って 
 

１）アナさん⑥：「これを読んで」―シリュルニックの記事 

 このフィールドワーク最後の聞きとり（2014年3月）でのことである。アナさんに特別にお願いをして、

予定をこえてもう一日時間を割いていただいたその日、アナさんは私のために一枚の新聞記事の切りぬきを

用意してくれていた。 

 日頃は雄弁に自分を語るアナさんが、この日は「これを読んで」とだけ言って、記事を渡してくれたまま

何も言わない。記事は、レジリエンス研究で知られるフランスの精神科医ボリス・シリユルニック（Boris 

Cyrulnik）のインタビユーであった。記事から目を上げたわたしの問いかけるようなまなざしにも、「読め

ばわかるから」と、解説しようとはしない。 

 前日の聞きとりの最後に、わたしはアナさんに問われるまま自分の思春期の苦しかった心情を語ってい

た。「わたしは、自分には生きる価値がないと思っていたんです」アナさんはこれにたいして特に何も言わず

にわたしを見つめていた。そのあと帰宅してから、アナさんに電話をして「もう一日」の時間をいただける

ようお願いした。この日「自分らしいありかた」と語ったアナさんの言葉についてもう少し聞きたいと思っ

たからだ。電話では、質問したいことがあるとだけ言って内容にはふれなかったが、その機をとらえてアナ

さんは、この記事を用意したのだろう。 

 この日、もう一日の聞きとりでは、記事の内容について直接話題になることはなかった。まずは読んでじ

っくり考えるべき大事なものへとつながる何かが記事に在るように思えて、わたしの方からも訊ねなかっ

た。 

 アナさんがまだ語ってこなかった何か。それを今、わたしにつたえようとしているのではないだろうか。

それは、アナさんにとって特別な意味があるけれども、まだ雄弁に語るストーリーにはなり切っていない何

か。たやすくは表現できない心の琴線にふれるような何か。そして、これまでアナさんが生きてきた核心に

関わる何かであるように思われた。 

 前日の会話に、アナさんに何か決意させるものがあったのかもしれない。わたしは、前日最後の自分のこ

とばを思い返していた。 
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記事のコピー：アナさんの個人アーカイブより 

(Ima Sanchís, (2002.3.13), “La familia tradicional está en decadencia”: Psiquiatra, psicoanalista, neurólogo 

y etólogo, Boris Cyrulnik, en La Contra; La Vanguardia, p.84.) 
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２）「わたしは生きたいと思ってきた」―レジリエンス 

 六歳以降の人生最大の危機といえる夫の死ののち、アナさんの「生存」が目覚めたのは二年数ヶ月後であ

った。「生きなくてはいけない」という内なる声が聞こえたのだ。アナさんはいつも、生きたいと思ってき

た。死にたいと思ったことは一度もない。夫が亡くなったときでさえ、生きたいという気持ちがむしろ強ま

ったという。  

   「わたしはいつも、生きることをのぞみつづけてきた。わたしは生きたいのよ」 

 過去を思い喪失の痛みを生きる日々を、アナさんは「自分らしいありかた」との「行ったり来たり」と表

現していた。それが、わたしの注意をひいたのだ。「自分らしいありかた」という表現でアナさんが心にえが

いている「自分らしさ」とは、なにをさすのだろう。 

 この問いにたいして、アナさんからかえってきた答えは、「生存すること、生きぬくこと」であった。そし

て、「そう、それがわたしである。この記事を読んだときにそう思ったの 」と、「生きぬくこと」が「自分ら

しさ」で、アナさんの「レジリエンス」であると意識したことを、つけくわえた。 

 この記事についてあとで調べると、2002年2月13日付『ラ・バングアルディア』紙の84面の記事で、

これはアナさんが自ら名のりでた四ヶ月前にあたっている。アナさんが名のりでたことと、関係があるのだ

ろうか。 

 記事は、トラウマに満ちたできごとを経験した子どもにかんするシリュルニックの「レジリエンス」理論

を紹介し、「レジリエンス」を「われわれが自ら（の限界）をのりこえ、愛情に満ちたネットワークを確立す

る能力」と説明している。シリュルニックはユダヤ人一斉検挙で両親を亡くし、自らも六歳のときに、強制

収容所への移送から逃れて生きのびた経験をもつ。アナさんは、さらに著書『みにくいあひるの子（邦題は

『壊れない子どもの心の育て方』）』を購入して読んでおり、そこでは「人の心が編み出す癒やしの過程」と

して「レジリエンス」が紹介されている167。 

 「生きたいというのは、むしろレジリエンスと言うべきね。生きたいこと、レジリエンス、生存する  

 
167 ボリス・シリュルニク、斉藤学監修、柴田都志子訳、(2002)『壊れない子どもの心の育て方』KKベストセラーズ、

p.14、（スペイン語版：Boris Cyrulnik, (2002), Los Patitos Feos, GEDISA、原著：フランス語 (2001), Les Vilains 

Petits Canards, ODILE JACOB） 
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 こと、生きぬくこと。わたしは、レジリエンスという用語なんて、なにも知らなかった。でも、この 

 ことばを知る前から、わたしは生きたいと思ってきた。だから、このことばはそれを意味しているの 

 よ」 

 「ここにすべてがうまく説明されていたから。そう、それがわたしである。この記事を読んだときに 

  そう思ったの」  

 「人は、自分らしくある必要があるのよ。自分らしくあるというのは、自分自身の（培ってきた）生 

  きるシステムに沿うありかたを意味しているの…わたしらしさ、わたしらしさ…そうよね、したがう 

  以外に方法がないわね、戦争のなかにいたんだから」 

 アナさんの「自分らしいありかた」とは、「生存」なのである。アナさんの「生」のありかたを根本から方

向づけた「偶然」の暴力、この歴史経験を生きぬいた自分のありかた、それが「生存」であり、アナさんの

「自分らしさ」であったのだ。惨劇のさなかで自らを生きさせた「生存」への強い意志。身体の奥深くに埋

めこまれたこの意志に「したがう」ことが、アナさんの「自分らしさ」であり、「自分自身の（培った）生き

るシステム」に沿うありかたで、シリュルニックの言う「レジリエンス」なのだと解釈する。アナさんが言

う「したがう」ことは、生命に身をゆだねる、まさに「すべて」であったのだ。 

 アナさんは今、夫の死をめぐって、自分が「行ったり来たり」していると感じている。対立や葛藤を通し

たたくましい育ちをうばわれたアナさんが、夫の死がもたらす葛藤をどう生きぬくのか、まだわからない。

だが、アナさんはこの「行ったり来たり」を経て、夫の死に際しても生きたいと感じる自分を確かめ、そん

な自らのなかに存在する生存への強い意志をあらためて意識している。つまり、この「行ったり来たり」

は、アナさんが「自分らしいありかた」について確信をふかめるプロセスとなっているのだ。そこに還って

自分を確かめ、あゆみだすための場、いわばアナさんの「生存」の基地となっているから、たびたび「行っ

たり来たり」するのだといえる。そうであるなら、これも、夫との生活が遺してくれた、アナさんの「生」

のありかたなのかもしれない。 

 「レジリエンス」理論と出会ったことは、アナさんにどのような意味があったのだろう。 

 記事に「それがわたし」と思えるほど深く共感したアナさんは、表現がないまま身のうちに存在していた

感覚に、「レジリエンス」ということばをえた。「レジリエンス」ということばと出会ったアナさんは、すで
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に感覚的に気づいていた自らのうちにある「生存」への意志を、あらためて「自分らしさ」として自覚し、

「自分らしいありかた」への確信を深めた。また、それまでの「生」が孤独たたかいではなかったことを知

って励まされ、大きな安心をえたにちがいない。 

 アナさんの「生存」をめぐる「偶然」の訪れを、時系列でみてみよう。夫の死から二年数ヶ月後に内なる

「生存」の声を聞いたアナさんは、そのおよそ一年後に「レジリエンス」理論と出会ってシリュルニックの

著書も読んでいたところ、四ヶ月後に別のマニラ戦被害女性マリア=エレナ・リサラガさんの記事168と出会

った。この「偶然」を受けとめて、アナさんは名のりでた。 

 アナさんはこれらの「偶然」の連なりを、自らの「生存」が誘う「運命」と受けとって、「偶然」に「した

がう」道をえらんだ。つまり、これらはアナさんのなかで、「生存」にたいする確信の深まる過程として、直

線的につながっていったとみることができる。この「偶然」がなければ「名のりでることはなかった」と、

アナさんは言う。それは、この「偶然」を引きうけることが、身体に深くきざまれた「生存」の選択と意志

に「したがう」ことであったからだろう。 

 その先に、自らがかつて回避した、危険をふくむもうひとつの過去があると知りつつ、新しい道にふみだ

せたのは、自らの「生存」の力への深い信頼があるからである。そして、その「生存」の力は、夫との生活

によって豊かになり、夫の死によっていっそう鍛えられた。「行ったり来たり」の葛藤は、あらためて自己を

問い、肯定的に自己を再発見し、確立する過程であるといえる。「ゼロから」の生存戦略に、つきまとう不安

が透けて見えたかつての七歳の少女は今、「生存」という「自分らしいありかた」を土台として、強い自己信

頼をうち立てた。 

 事件のむき出しの暴力性を前にして、全力で自己防衛に立ちはだかった、幼いアナさんの「生存」の力。

このとき立ちあがった「生存」の力に導かれる、自らの「生」への強い肯定を核として、事件を自らの「生

存」の根源的体験とみる視点が、現在のアナさんに意識されている。だからこそ、暴力的でいまだ危険をは

らむ記憶ではあるものの、アナさんにとって事件は、自らの「生存」の根源にある体験として、語るべき

「ちがった体験」と感じられたのではないだろうか。語るべき「ちがった体験」と言うアナさんのことばを

 
168 Josep Maria Sòria, (2002.7.7), La última de Filipinas: Historias del siglo XX, en Magazine; La Vanguardia, pp.54-

61   



112 

 

通して、その感じかたを核心で支えている「自分らしさ」としての「生存」への、ゆるぎない信頼がみえる

ように思われた。 

 わたしがアナさんのなかに感じとった「偶然」に向きあう姿勢、「偶然」をひきうける意志、そして、その

一途な強さとは、自らの「生存」へのアナさんのゆるぎない確信をあらわすものであったのだ。 

 

 

 

３）「自分自身の（培った）生きるシステムに沿う」―心の「傷つき」と日本社会をめぐって 

 アナさんがわたしに伝えようとしたものは、アナさんのライフ全体の根幹にかかわるものであった。それ

は、アナさんばかりでなく、人がさまざまな困難に向き合って生きる核となるものでもあるだろう。 

 だが、ここに、まだ何かがあるように思われた。アナさんがシリュルニックのレジリエンス論と出会い、

「そう、これがわたしである」と感じたことは、アナさんにとってというだけでなく、わたしにとってどの

ような意味があるのか。それが気になった。 

 わたしがそのように感じるのは、日本の歴史と文化社会に基盤をおいて生きるわたしと、日本と歴史によ

って強く枠づけられて第二の人生をはじめざるをえなかったアナさんとの関係に、特別な性質があることと

かかわっているのだろう。アナさんの生き方の根本が見えたように思われる今、ここにたどり着いたわたし

たちの関係の意味をもう一度歴史に返し、アナさんの生き方が、わたしという個人を通して、歴史にたいし

て何を実現しつつあるのか、その意味を明らかにする必要があると思えた。 

 まず、シリュルニックとアナさんには、人生の出発点と自ら認める共通した境遇があることを確認してお

こう。ユダヤ人であるシリュルニックは６歳半のとき、自分を殺そうとする人びとを目前に見た。この経験

を「第二の誕生」と書いている。これは「わたしは二度生まれた」という、冒頭のシリュルニックの印象的

な文169 につながっている。シリュルニックは、「「私の」トラウマは、自分では気づかないうちに、私を個性

的にしたのである」「自分のアイデンティティでもあるその心の傷」という表現で、自らのトラウマを語って

 
169 Boris Cyrulnik, (2013), Sálvate, la vida te espera, DEBATE, p.13.（ボリス・シリュルニク、林昌宏訳、(2014)『憎

むのでもなく、許すのでもなく ユダヤ人一斉検挙の夜』吉田書店、P.5） 
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いる170。ここには、心の傷に対して、ネガティブな一般的イメージとは明らかに異なった距離と暖かい包容

の感覚があり、ここに至るまでの心の軌跡に裏打ちされた確からしさが伝わってくる。  

 誰かが自分の死を望んでいるという、突然の不条理にアナさんが直面したのも、シリュルニックと同じ６

歳。「わたしは二度生まれた」という同じ文を、アナさんがドキュメンタリー171の撮影の際に語ったのも、重

なる思いがいくつもあったからだろう。 

 アナさんが特に強調して枠線で囲っていたのは、記事のつぎの部分であった。   

 子どものときに苦しんだトラウマをのりこえた人びととは、非常に高い共感能力をそなえた、より人間的

な人びとであって、創造力を発揮して回復していく。  

 

 愛情をもって育てられなかった子どもは通常、うわべは無関心に見えても、愛情を重要なものと考える大

人になる。このような子どもは、他者理解に心をくだく、より感性豊かな子どもなのである  

 

 トラウマを負った子どもは不幸せになることが決まっているとこれまで言われてきたし、このような決定

論は不自然とさえ言えるのに、わたしたちはずっと信じてきた。…（略）…ボリス・シリュルニックはかつ

て、孤児として愛情を得られずさまよう生き方をする境遇に置かれたが、今やヨーロッパが誇る人物とな

り、わたしたちにこう言ってくれている。みなさん、心配しなくてもいいですよ。トラウマを負った子ども

であってもボロくずのような大人にはなりませんから。 

 記事でアナさんが注目した部分からは、シリュルニックが、「トラウマを負った子どもは不幸せになること

が決まっている」との「決定論」的みかたに強く反対していることがわかる。 

 ここでは、アナさんとシリュルニックのレジリエンス論に着想を得ながら、視野を広げて、子どもの心の

傷つきと、愛情や人格形成など成長発達にかかわる関連分野の文献によって、現在の日本社会との接点をさ

ぐってみよう。 

 
170 同上p.120.（p.66） 
171 Ramon Vilaró Giralt, (2014), De Aliados a Masacrados. Los últimos de Filipinas, (coproducido con TVE) 、

http://www.dealiadosamasacrados.com/ 2017.6.18閲覧、（英語版：(2015), From Allies to Massacred） 
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 日本では、20001年ごろからレジリエンス研究が増えている172。子どもの心の傷つきとレジリエンス論に

関する現在の主流は、子どもの成長への諸リスク要因は「個人の属性」ではなく「環境とのダイナミックな

相互作用のプロセスとしてあらわれる」という見方であり、「長い時間軸」で発達を見ることや、愛情や信頼

関係の源となる「周囲の人々」の存在が重要であるとわかってきた173。一方で、危惧されているのは、「すべ

ては本人次第」「立ち直れないのは本人のせい」との犠牲者非難174や、ビジネス社会での「競争に適した人材

育成ツール」として「強さ」育成が目的となり、強いばかりでなく「ときには落ち込み思い悩む経験」が

「他者に対する思いやり、共感性」を育むのに、逆の方向へ向かう傾向があること175などである。 

 人の成長発達と心の傷つきとの関係について、現場では今何が問題になっているのだろう。 

 発達心理分野での現在の大きなテーマは、子どもの不適応行動や生きづらさは親の愛情不足のせいか、愛着

問題は世代間伝達するかという、愛着ときずなをテーマとする二つの問題である176という。これらについて、

「成人してからの愛着の安定」や「愛着問題の世代間伝達」は、「愛着に関わる過去の外傷的経験」の有無や

「親自身の過去の愛着の経験そのもの」にではなく、現在「過去の葛藤や現在の問題を統合して客観的に見る

ことができているか」、「自分の人生物語として統合し意味づけしているか」に関わっていることが、調査でわ

 
172 仁平義明によると日本では20001年ごろからレジリエンス研究が増えている。1954年からの「カウアイ島３０年追

跡調査」では、子どもが「発達初期のマイナスは後の時期であっても取り返しができる」という結果が示され、これま

での見方をくつがえした。レジリエンス「resilience」の日本語表記にはバリエーションがあるが、日本の精神医学界で

は「レジリエンス」がほぼ定着しており心理学会もそれにならう傾向がある。また現在の文献では、レジリエンスが

「心の健康の回復現象や過程」と「心の回復の能力や特性」の双方に使われるのに対し、「レジリエンシーresiliency」

はほぼ「能力や特性」の意味で使われている。レジリエント（リジリアント）はそのような人を指す （仁平義明 

(2014.8)「レジリエンス研究の現在」、『児童心理 No.989 特集 子どものレジリエンス』金子書房 p.13-20 (909-916)）。 
173 松嶋秀明によると、「カウアイ研究」以来、学習上の問題や非行、精神障害の発症など、さまざまな子どもの成長へのリ

スク要因は、「個人の属性」ではなく「環境とのダイナミックな相互作用のプロセスとしてあらわれる」とみる立場が、現

在の研究の主流である。成功事例であれ、失敗事例であれ、短い時間軸で見いだされたものは最終的な結果ではなく、人

生はそのあとも長く続くのだから「長い時間軸」で発達を見ること、そして、愛情をあたえ信頼関係をつくって子どもの

能力を伸ばそうとする「周囲の人々」が存在することが重要であるとわかってきた。（松嶋秀明(2014.8)「リジリアンスを

培うもの―ハワイ・カウアイ島での六九八人の子どもの追跡調査から」、『児童心理 No.989 特集子どものレジリエンス』

金子書房、p.40-45 (936-941) ） 
174 木村美也子によると、「精神」「こころ」の病の治療・研究が、以前の「なぜ発症するのか」という「脆弱性」から、

現在「なぜ回復できるのか」「なぜ発症しないのか」という「レジリエンス」への着目に変化している。ただし、レジリ

エンスの存在や困難から立ち上がることができるということには希望があるものの「一種のヴィクティム・ブレーミング

（victim blaming）」を生み出しかねないと危惧する（木村美也子 (2012.9)「脆弱性とレジリエンス」、『こころの科学 

165 号 特別企画トラウマ』日本評論社  p.16-21）。 
175 岡田努 (2014.8)「”自分”のとらえ方（自己概念）とレジリエンス」、『児童心理 No.989 特集 子どものレジリエン

ス』金子書房 p.21-26 (917-922)  
176『そだちの科学 No.7  特集 愛着ときずな』日本評論社、p.2-10）雑誌『そだちの科学 No.7』（2006.10）は「愛着と

きずな」を特集として組み「児童虐待」と「発達障害」の問題への注目から「愛着」が関心を集めているとを巻頭言にあ

る（p.1）。 
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かった177。 

 しかし、子どもの心の傷つきへの注目が高まって専門書などが増える一方で、その情報が「この方法をしな

かったからまずかった」「将来こうなるのか」と自分を責め自信を失うことや子どもへの烙印づけ、あるいは

「専門家の治療がないとトラウマ化する」とか「異常になる」ということにつながって、「情報の副作用」が

起こっている178。そのため、養育者を支援する現場では、「愛着形成についてあえて問題をみつける必要はな

い」「ありもしない理想論に向かって家族を追い立てるはめになる」「ちょっとでも、自信を回復してもらうこ

とが大切である」との指摘もあり、愛着と心の傷つきをめぐる言説が、母親の不安と緊張ばかりか、その傍ら

で父親も母子の間に入る居場所を見失い不安に陥る構造を強めている179という。 

 社会での心の傷への注目の高まりが、「情報の副作用」や「ありもしない理想論に向かって家族を追い立て

る」現場での状況につながっていく背景には、何があるのだろう。 

 滝川一廣は、「心的外傷論の通俗的な流布」が社会全体に「「こころの傷」への過敏性や忌避」を助長してい

ることに、現代の深刻な問題があると指摘する。「「無疵な子ども」はどこにもいない」し、「痛みを通してこ

ころを成熟させたり、歓びや愉しみの享受によってこころを豊かにしたり」するのが精神発達のプロセスであ

る。それなのに「こころの傷を過剰に恐れて、傷つくリスクを過度に回避」するために、「成熟の糧をみずか

ら失う」結果になり、かえって「心理失調」を引き寄せているケースも少なくない。ここには「一般的な精神

発達のプロセスに深甚なつまずきが起きている事実」がある。いったん心的外傷論を離れて「発達的な支援」

がしっかりなされた土台の上でこそ、心的外傷治療も実を結ぶという。これを滝川は、「私たちの間でこころ

が傷つくことへのレジリエンス（しなやかな耐性）」が低くなっていると表現している180。 

 
177 久保田まりは、愛着を「ある特定の他者との間に形成された情緒的なきずなであり、人生早期に限らず、生涯にわた

る人間発達において重要な心理的意味をもつ関係性」と定義し、「母親的人物との愛着関係は、「心理的安心感・安全感の

保証」とともに「最適な自立」を可能にしてくれる関係性」という（久保田まり(2006.10)「愛着研究はどのように進ん

できたか」、『そだちの科学 No.7  特集 愛着ときずな』日本評論社、p.2-10）。  
178 大山みち子 (1999)「第６章 トラウマを受けた子どものケア」、藤森和美編『子どものトラウマと心のケア』誠信書房 

p.101, 110  
179 青木紀久代は、「子どもの親へのアタッチメント（愛着）型を測定したからといって、特定のタイプの親子には愛情

関係が薄いなどとは、結論づけられようはずはない」「愛着行動とは、これまでも、これからも連綿と続く親子関係の一

場面を物語っているのでしかなく、その原因が過去のある一場面に限定されるようなものでもない」「いま、目の前の親

子の関係の取り方に不具合が起こっているなら、因果論的に確かめられもしない家族のこまかな事情まで詮索する前に、

…（略）…親子を丸ごと受け止めてみることが先決である。それが結局、その家族への援助の第一歩になる」という（

青木紀久代 (2006.10)「家族のなかでの愛着ときずな」、『そだちの科学 No.7  特集 愛着ときずな』日本評論社、p.43-

48）。 
180 滝川一廣 (2017.10)「こころの傷と心的外傷」、『そだちの科学 No.29 特集 発達障害とトラウマ』日本評論社、p.2-7  



116 

 

 生島浩も、「機能不全家族」のなかで育つことによる「家族トラウマ」」という見方や、これを大人になって

からの「不適応行動」と強く関連付ける「家族トラウマに傷ついた被害者としての子ども」との言説にたいし

て疑問をなげかける。「素朴な疑問として、「家族関係に傷つかない」ということはあり得るのだろうか」と問

い、「〈理に合わない〉体験の重要性」を主張する。人の成長発達には「真に落ち込む経験」が不可欠で、「不

安や不愉快を味わうことが、自分自身の心の容量を拡げ」、「何事も一筋縄ではいかないことを子どもに繰り返

し身をもって体験させること」が、むしろ大人の債務だ181とさえ言う。   

 アナさんに導かれるまま、シリュルニックのレジリエンス論から日本の社会に眼を向けたところ、心の傷

つきや「心のケア」に関心が高まっているのに、むしろ社会での「「こころが傷つくこと」へのレジリエン

ス」が低くなって、「こころの傷を過剰に恐れて、傷つくリスクを過度に回避」することにつながり、心の発

達の深刻なつまずきから、自信をうしなって心の不調が生まれていく現状がみえてきた。「落ち込む経験」や

「不安や不愉快を味わう」ことによって「自分自身の心の容量を拡げ」るような、成長発達の機会がすりへ

っている社会の関係のありかたの方に問題があるということになる。 

 宮地尚子は「「心のケア」とは、いったい誰が、何をすることなの」かと問い、必要なのは「「心のケア」

＝「メンタルヘルス」を被災者に提供することよりも、「メンタリー・ヘルシー」な対応や施策を、社会全体

が心がけること」だと、視点を転換する。むしろ、「トラウマ」が「人間の弱さと不完全さを認識させてくれ

る」し、「人間の持つ復元力（レジリエンス）への信頼と尊重も学ばせてくれ」る182。レジリエンスへの信頼

と尊重は、社会での「「こころが傷つくこと」へのレジリエンス」を高める土台になり得るし、岡田のいう

「強い人も弱い人も、外交的な人も内向的な人も、それぞれが居場所を得て互いに尊重し支え合い共存でき

る社会183」を展望するもとにもなり得る。 

 レジリエンスへの信頼と尊重は、どのように可能になるのだろう。 

  シリュルニックは、「（トラウマとその回復に関する研究についての）これからの課題は、観察期間を長期

にし、ライフサイクルの各ステージの中で人の発達を見ていくこと184」であるという。実際には「多くのレ

 
181 生島浩 (1999)「子どものトラウマと家族」、藤森和美編『子どものトラウマと心のケア』誠信書房  
182 宮地尚子 (2013)『トラウマ』岩波新書、pp.vi-viii, pp.224-226 
183 岡田努（同前） 
184 ボリス・シリュルニック (2002)『壊れない子どもの心の育て方』KK ベストセラーズ、p.30-32（スペイン語版：

2002, Los Patitos Feos, GEDISA）（原著：フランス語(2001), Les Vilains Petits Canards, ODILE 
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ジリエンスのストーリーは一度も語られず分析されてこなかった」のに、専門家は問題のあるケースだけを

観察して理論を練りあげてきた。ここから「専門家のバイアス」が生まれている。だから、専門家は「研究

所を出て、フィールドワークを行う必要がある」という185。実際に生きた人にフィールドで出会い、長い人

生のストーリー全体に耳をかたむけることからはじめるべきだという主張には、自らの経験が土台にある。 

 アナさんは、シリュルニックと同じく、「レジリエンスのストーリー」を自ら生きてきた。 もう一度、ア

ナさんのことばにもどってみよう。アナさんは、「人は、自分らしくある必要がある」と言い、それは「自分

自身の（培ってきた）生きるシステムに沿うありかたを意味している」。アナさんの「わたしらしさ」とは、

「戦争のなかにいた」のだから「したがう以外に方法がない」ものであった。 

 「わたしは二度生まれた」と語っているとはいえ、シリュルニックとはちがって記憶に一度目の人生が存

在しないアナさんにとって、たった一度の人生は、マニラ戦という歴史の惨劇が心身深く刻印した「スペイ

ン総領事館襲撃事件の唯一の生存者」「日本の被害者」「戦争孤児」として、はじまった。しかし、そこで、

自らを生きさせた「生存」の力に遭遇したアナさんは、その「生存」のあり方を受けいれ、全面的に信頼し

た。他の人びとの生き方や、他のどのような基準によっても比べることなく、「戦争のなかにいた」のだから

「したがう以外に方法がない」「わたしらしさ」として、これを「自分自身の（培ってきた）生きるシステム

に沿うありかた」と認識している。「生きたいこと、生存すること、生きぬくこと」は、アナさんにはみな、

同義である。 

 アナさんは、自らを定義づける歴史がつくった枠のその下に、人間の生命の力をひろげ展開させて土台と

し、そこから「わたし」を定義しなおすという行為をやってのけた。だから、歴史の偶然がもたらした、わ

たしという日本の研究者との出会いも、受けいれた。歴史が規定する存在のあり方からではなく、人間の生

命の力をもとにした位置から、アナさんはわたしと関係を築きふくらませてきてくれた。そうであったか

ら、わたしのなかでアナさんが、人として良く生きることについて考えるうえで、なくてはならない人とし

て位置をしめ、濃く示唆の多い会話が可能になってきたのだ。 

 
185 Boris Cyrulnik, (2009), Resilience How Your Inner Strength Can Set You Free From The Past, PENGUIN 

BOOKS, p.112-113. 
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 つまり、アナさんの「レジリエンス」は、歴史とアナさんの関係だけでなく、わたしを通して、日本とア

ナさんの関係についても、人間の生命の力をもとに定義しなおし、関係を書きかえつつあるといえるのかも

しれない。そして、アナさんの人生のあゆみが体現するこの「レジリエンスのストーリー」が、社会で「「こ

ころが傷つくこと」へのレジリエンス」が低いと表現されるような日本の現状にたいして、意味ある影響を

およぼすならば、それは、日本の「被害者」という受け身の関係からスタートしたアナさんが、人として良

く生きることについて示唆を提供することができる存在という新たなあり方を、日本との関係に書きくわえ

ていく行為ともなるだろう。 

 アナさんが、歴史をとらえ返して自らを定義し直したこと、過去の自らへの加害国との関係にたいしても

人間らしさの方向で示唆をあたえ得るような生き方をしているということ、これらは、「歴史」によって自

らのあり方を強く枠づけられた個人が、生涯をかけて実践する、「歴史の本質の問い直しと再定義」という意

味で、歴史実践186なのだと思う。 

 アナさんは、かつてアナさんを紹介したソリア記者にふたたびインタビューを受けた。2014年のその記事

は、2002年の同記者の記事と同じようにアナさんの身に起こったことを紹介しているが、最後は、つぎのよ

うな「日本の女性歴史家との友情」でしめくくられていた。 

「偶然はつぎのように望み、実現させた。1945年のマニラの事件を調査する日本の女性歴史家が、彼

女のことを知った。この歴史家が彼女に会いたいと申し出たことから、二人が知り合って５年が経

つ。未だにアナは、恨みはまったくないと明言しているものの、日本男性とは、たまたま行きあって

もぞっとして平静ではいられない。しかし、この日本の女性歴史家、荒沢千賀子は、アナと友情を得

ることに成功し、その後も訪問を重ねて手紙のやりとりを長くつづけている187」 

 アナさんはやはり、わたしたちの「友情」がどのような意味をもつか、よくわかっており、自らの意志で

 
186 ここでは、「歴史」によって自らのあり方を強く枠づけられた個人が、人生のさまざまな局面で自らと「歴史」の関

係を逆に問い直す主体として力を発揮していく、そのあゆみの総体を「歴史実践」とよんでいる。なお、大門正克は、保

苅実が2004年に「歴史は誰のものかという問い」を立てて「歴史と歴史学を再検討」するため「日常的実践において歴

史とのかかわりをもつ諸行為」を「歴史実践」と呼んだことを引き合いに、2001年から2015年の歴史学の動きを総括

し「歴史と歴史学をあらためて問い直す」用語として「歴史の研究や教育に携わる人びとが歴史にかかわる諸行為を「歴

史実践」とする」と定義している（大門正克、(2017)、「歴史学の現在―2001年から2015年」、歴史学研究会編『第４

次現代歴史学の成果と課題、第1巻新自由主義時代の歴史学』、績文堂出版、p.1-16）。 
187 Josep Maria Sòria, (2014.7.19), El trauma de Manila: Qúe fue de …, Anna Aguilella, en QUÍEN Protagonistas de 
la semana; La vanguardia, p.12.  
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関係を育んできたのだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソリア記者の2014.7.19記事「マニラのトラウマ」：ラ・バングアルディア紙web頁より 

（Josep Maria Sòria, (2014.7.19), El trauma de Manila: Qué fue de …, Anna Aguilella, en QUÍEN 

Protagonistas de la semana; La vanguardia, p.12.） 
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おわりに 

１）アナさん⑦：「（主語としての）わたし、それはすべてのうえに（”Yo, encima de todo”）」 

  2018年3月、バルセロナに４年ぶりにおもむいた。着いてすぐアナさん宅に向かう。しかし、アナさんは

どこか以前とは様子がちがう。年齢のせいで、思ったことがすぐにことばとなって出てこないようにみえ

た。かみ合わない会話は、「チカコはわたしには関心のないことばかり言っている」という、いらだちをかく

さないアナさんのことばで終わった。 

 ４年前に、説明のないまま受けとったシリュルニックの記事。これについてさまざまに考える時間を得た

わたしは、ようやくアナさんとこれを話題にする機が熟したと思ってバルセロナにきたのだ。 

 遅かったのだろうか。アナさんから答えを得る機会はもう、うしなわれてしまったのか。 

 いつものとおり夕刻に訪問した帰途、バルセロナの旧市街をあてもなく歩くうち、涙さえ出てくる。そん

な、どこか絶望的な気持ちであったにもかかわらず、ふと、迷路のような旧市街を、自分が迷うことなく歩

いているということに気づいた。４年ぶりのバルセロナであった。2012年にはアナさんへの聞きとりのため

に３ヶ月あまり住んだ街でもある。短期であるとはいえ、わたしはここの住人であり、その経験はわたしの

なかで生きていた。 

 自らの生命の声に耳をかたむけ、目の前にやってきた偶然をそのまま受けいれて進む。これが、アナさん

から学んだ生き方である。アナさんとの関係が変わりつつあるなら、それを受けいれよう。このあたらしい

状況は、わたしがアナさんに、日本に育まれて生きる普通のひとりとして、自分を語るときがやって来たと

いうことであるのかもしれない。 

 つぎの訪問を約束した。アナさんはこころよく受けいれて、待っていてくれた。わたしは、自分にかかわ

ったさまざまな日本の人びと、とくに、わたしの人間観に決定的な影響をあたえてくれた、中高教員時代に

出会った生徒たちについて、懸命にアナさんに語った。 

 アナさんはすぐに、このわたしの変化を了解した。 

  「あなたが語りなさい。わたしは聞くから」 
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 こう言うと、こんどは居心地よさそうに、ふんふんと耳をかたむけてはコメントを返してくれる。ときお

り、なにか感想をのべようとして、でもことばが見つからない失望の色を顔にうかべたようにみえるときも

ある。そんなときアナさんは、わたしの方に手をふって、話をつづけるようにと合図をする。 

 こうしてまた、充実した会話の時間がわたしたちにもどってきた。 

 そんなある日、ふと、４年前にアナさんに語った自分の思春期の思い、「わたしは、自分には生きる価値が

ないと思っていたんです」ということが、そのあとどのように推移したのか、アナさんは覚えていたかどう

かはわからないものの、語ってみようと思いたった。 

 あのころのある日、いつものようにこの思いにとらわれたとたん、いつもとはことなる声が自分のなかか

ら立ちあがって、わたしに問うた。「それじゃあ、死ぬの」と。するとすぐに、別の声が応えたのだ。「いい

や、どんな汚い手をつかってでも、わたしは生きてやる」と。 

 これが、わたしには気に入った。この自分がいてくれるなら生きていける、そんな思いが、なぜかずっと

自分の支えでありつづけてきたのだ。これが、何を意味するのかわからないままずいぶん年月がすぎた。 

 しかし、アナさんはこのエピソードをわたしが語るやいなや、まだ最後の文を言い切っていないのに、す

ぐに応えを返してくれた。 

  「（主語としての）わたし、それはすべてのうえに（Yo, encima de todo.）」 

 この、アナさんの短いスペイン語のフレーズの真髄を、どのように適切に訳せるのか、いまだにわからな

い。しかし、はじめて得た、思春期のあの思いの本質にふれることばであった。 

 生命の本質にあるものと、生涯かけて向きあってきたアナさんの、磨かれた感性がとらえた、わたしを生

かしてきてくれたもの。わたしもあのとき、自らを生かそうとする生命の声を耳にしたのだろうか。 

 わたしはアナさんのことばに圧倒されて、心のなかでそのフレーズを何度も反芻していた。そんなわたし

を、アナさんは、満足そうな表情で見ていたのだった。 
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２）人間の生命の力をもとに「尊厳ある生を生きる」 

 アナさんが発することばには、その深い含蓄に感心させられることが多い。 

 「アナさんって、本当に生活の哲学者なのね」 

 わたしのことばに、アナさんはうれしそうな顔を見せる。 

 「それ、気に入ったわ」 

 

 「尊厳ある生」「良く生きること」をめぐるわたしたちの会話は、アナさんが「自分らしさ」「レジリエン

ス」とよぶ、アナさんの「生存」への姿勢と人間的感性に、わたしを近づかせてくれた。そして、アナさん

が、そのあゆみのなかで磨いた深い感性は、わたしが自分の過去の経験や社会を理解するうえで、示唆にと

む手がかりをあたえてくれる。「アナさん流」でいくとこんなときはどうすべきか、などといつのまにか考え

ている自分に気づくこともふえた。 

 本論文は、アナさんの生き方の意味をとらえるライフストーリーである。アナさんのライフに、外交文書

から知れる事件をめぐっての日本側の認識と対応を、並置するかたちで重ねてえがいた。そこには、ふたつ

の目的があった。 

 ひとつは、アナさんのライフを枠づけた出来事が、公的にどのように位置づけられたのかを示すためであ

る。これは、アナさんと日本のわたしたちの公的な関係を示している。もうひとつは、過去の日本によって

被害をうけた無数の人びとの１人であるアナさんの、ライフを通した行為の意味とそこにふくまれる問いか

けを、いっそう明確にするためである。 

 外交交渉資料からうかがえるのは、つぎのような経緯である。１）まず、マニラ戦での日本軍による「ア

トロシティー」発生当初、日本が事実を正面からうけとめなかったこと、２）戦後、国交回復交渉がはじま

っても、断交の主因であるスペイン総領事館襲撃事件は「一度もメンションされたことがない」ため「日本

側の方がむしろ驚いて直ちに調査を行った」と認識され、スペイン側からの指摘でようやく日本は、スペイ

ンとの国交再開「問題が起った時からスペイン側は比島における自国人の生命財産に対する日本軍の侵害を

重要視していることが判明した」という状態であったこと、３）650件の個別被害について日本とスペイン

の委員が八十数回の会合で検討するという、被害の現実に近づこうとするプロセスが存在したこと、４）そ
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うでありながら、最終的に「わが国が加害者であると信じる余地のない事件」であっても「わが国が何らか

の責任を負うこと」は「少なくとも国内的には承認される可能性が全くない」、「責任をわが国が負うべきで

あるとの考えを国内に適用せしめることは不可能な事情にある」との日本の政治社会状況への文言を記し

て、「政治的解決」に向かったことである。 

 この政治過程を、被害者であるアナさんが、まわりの人びとや環境に助けられながら活き活きと「自分ら

しさ」を確立していくライフに対応させ、第一章から第四章で、１）事件との遭遇、２）事件のインパクト

と対処、３）変化のきざし、４）今につづく結果という、四つの段階に分けてえがいた。４）では、政治過

程と個人のライフの進んだ方向が大きくわかれたことがわかる。これは何を示唆しているのか。アナさんの

ライフの意味と、本論文の問題意識との関係で、とらえるために、第五章、第六章と本章をおいた。 

 第五章、第六章と本章では、観点を三つに分けてしだいにひろげていきながら、アナさんのライフの意味

を重層的にとらえようとこころみた。まず、第五章では、アナさん自身と過去の関係において、第六章で

は、わたしたち日本社会の現在に視野をひろげ、心の傷つきの観点から、そして最後に本章で、アナさんの

ライフの問いかけの意味を、本論文の問題意識に対応させてしめくくった。 

 さらに、ここでとりあげた政治過程と個人のライフという二つの軸をつなぎ、構成の意図を効果的にえが

くため、本論文ではもうひとつ、人としてのわたし自身の感性を第三の軸として配し、三つの軸の流れによ

って記述を進行させた。 

  本調査をとおしてわたしは、かつて戦場で追いつめられた生を生きた人びとと、現在を生きるわたした

ちとのあいだに、どれほどの距離があるかくりかえし考えさせられた。攻撃がもつ加害性は、被害をうける

人びとだけでなく、加害の側にある人びと自らにもおよび、外にたいしてだけでなく、自らの内にも向かう

のだろうと思う。そんななかをどのように、人として生きることができるのだろう。そんな生の現実に向け

て、応えが返ってこない「人間としての問い」を向けつづける被害者やその遺族のすがたが、胸を去らな

い。「人として疼く」ことそのものはどう存在し得たのか。それさえ不可能な生に追いやられた現実があった

のか。 

 アナさんのことばがうかぶ。 

   「耳をかたむけることが、まず大事なのよ。まずは、耳をかたむけるということができなくては」。 
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 日本が「政治解決」に向かったとき、「人として疼く」こと、あるいは「人間としての問い」をめぐる生の

現実に耳をかたむけることにも、背が向けられてしまったのではないだろうか。 

 わたしたちはだれでも、歴史や社会による強い枠づけをはなれて生きることはできない。しかし、そうし

た枠の下にもうひとつ平面を設定して、そこに人間の生命の力をおいて自らを枠づける歴史や社会そのもの

を問うこと。そして、「自分自身の（培ってきた）生きるシステムに沿うありかた」、「自分らしくある」生き

方を展望すること。このようなアナさんの生き方は、わたしたちの社会が果たさないまま過ぎた、人間の生

命に立って社会、歴史を問い直すという課題に、あらためて光をあてている。 

 「わたしには記憶がないから、ほかの人よりつらくなかった」というアナさんが、その希有な生命の力へ

の信頼に立って「偶然」を引きうけたことによって、本論文は生まれた。日本の過去が生んだおびただしい

数の心身の傷つきを思うとき、アナさんの生涯をかけての実践は、そのものが人間にとって「希望」なのだ

と思う。 
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度～2013年度科学研究費補助金（基幹研究Ｂ）研究代表者：中野聡）の助成をいただいて深く感謝している。 

  本論文の完成に時間がかかった要因のひとつは、スペイン・アストゥリアスにもうひとつのフィールドを

もち、本論文の研究と平行して調査を継続していたためである。しかし、その経験が、本テーマの調査の際

に有効に働いただけでなく、オーラル・ヒストリーを専門とするルベン・ベガ=ガルシア（Rubén Vega García）

教授をはじめとするオビエド大学の研究者の方がたやアストゥリアスの友人の皆さまには、多くの有益な示

唆や励ましをいただいた。心より謝意を表する。 

 人を信頼することの要を、わたしは教員として出会った生徒や学生の皆さんからいただいてきた。これも、
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アナさんとの会話によって、自覚することのできた重要な発見であった。この幸せな巡り合わせに深謝する。 

 何よりも、生きる達人ともいえる勇気ある女性、アナさんと知り合えたことは、わたしにとって、このうえ

ない幸せであった。この出会いには感謝のことばがない。アナさんとご家族のお幸せを心から願いたい。 

  最後に、中途退職して研究を志して以来、わたしの選択を見まもり応援しつづけてくれた家族の援助なし

に、本論文の完成はなかった。ここに記して謝意に替えたい。 
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-Martin Rodrigo y Alharilla, (2000.11), Hegemonía, consenso y conflicto: una historia social del  

           poder en la restauración, en EspaiMarx, pp.1-18. 

      (2009), Del desestanco del tabaco a la puesta en marcha de la Compañía General de  

          Tabacos de Filipinas (1879-1890), en Boletín Americanista, Año LIX, nº 59, Barcelona, 2009,  

          pp.199-221.  

４）歴史教育関係： 

 -荒沢千賀子、(2019.8.4) レポート、「スペイン語学科4年講読「スペイン内戦元女性民兵」の自伝を読む 

              100歳の著者に手紙を書いて – 受け取った命のバトン」、歴史教育者協議会第71回全国 

               大会埼玉大会大学分科会 

       (2012)「わくわく探訪「加藤実践の生まれる現場」」、加藤公明・和田悠(編)、『新しい歴 

        史教育のパラダイムを拓く』地歴社 

- 小川輝光、(2017)「教育の現場から」、歴史学研究会(編)、『第４次現代歴史学の成果と課題 第３巻歴 

       史実践の現在』、績文堂出版、pp.277-288 
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５）ライフストーリー、質的調査関係： 

-大門正克、(2009)「オーラル・ヒストリーの実践と同時代史研究への挑戦―吉沢南の仕事を手がかり 

            に」、法政大学大原社会問題研究所(編)、『人文・社会科学研究とオーラル・ヒストリー』 

            御茶の水書房、pp.21-46 

           (2008)『歴史への問い / 現在への問い』校倉書房 

-小倉康嗣、(2013)「ライフストーリー 個人の生の全体性に接近する」、藤田結子・北村文(編)『現代 

      エスノグラフィー』p.96-103 

-北澤毅・古賀正義(編)、(2008)『質的調査法を学ぶ人のために』 

-倉敷伸子、(2009) 「女性史研究とオーラル・ヒストリー」、法政大学大原社会問題研究所(編)、『人文・ 

      社会科学研究とオーラル・ヒストリー』御茶の水書房、pp.47-68 

-小林多寿子(編)、(2010)『ライフストーリー・ガイドブック―ひとがひとに会うために』嵯峨野書院 

-桜井厚・石川良子、(2015)『ライフストーリー研究に何ができるか 対話的構築主義の批判的継承』 

      新曜社 

-桜井厚、(2012)、『ライフストーリー論』弘文堂 

-桜井厚・山田富秋・藤井泰、(2008)『過去を忘れない―語り継ぐ経験の社会学』せりか書房 

-桜井厚・小林多寿子(編)、(2005)『ライフストーリー・インタビュー 質的研究入門』せりか書房 

-桜井厚、(2002)『インタビューの社会学―ライフストーリーの聞き方』せりか書房 

-谷富夫、(2008)『新版ライフヒストリーを学ぶ人のために』世界思想社 

-ポール・トンプソン、酒井順子、(2002)『記憶から歴史へ―オーラルヒストリーの世界』青木書店 

-中野卓・桜井厚(編)、(1995)『ライフヒストリーの社会学』 

-日本文化人類学会(監修)、鏡味治也・関根康正・橋本和也・森山工(編)、(2011)『フィールドワーカー 

      ズ・ハンドブック』世界思想社 

-歴史学研究会(編)、(1988)『オーラル・ヒストリー体験史 本多勝一の仕事をめぐって』青木書店 

          (1988)『事実の検証とオーラル・ヒストリー 澤地久枝の仕事をめぐって』青木書店 

６）新聞記事・雑誌 

 - (1946.6.6.), Fondea en el puerto de Barcelona el《Plus Ultra》. Impresionante recibimiento  

               tributado a los repatriados de Filipinas, en ABC (Madrid), p.13. 

         El número de religiosas llegadas. Relato de los sucesos en Manila, en ABC (Madrid), p.13. 

     La odisea de la colonia española en Filipinas, en ABC (Madrid), p.13. 

 - (1947.4.13.), Llega a Barcelona el buque filipino《Haleakala》. Emocionado mensaje del  

                 vicepresidente de Filipinas, en ABC (Madrid), p.25. 

 - (1947.4.13.), Llega a Barcelona un grupo de repatriados españoles en un buque filipino,  

                 en ABC (Sevilla), p.10.  

 - (1964.12.22), Hace ya 83 años. Fue fundada en Barcelona la Compañía General de Tabacos de  

               Filipinas, en ABC (Madrid), p.148. 

- (1957.1.9.), Canje de notas en el palacio de Santa Cruz, La vanguardia, p.3. 

- Josep Maria Sòria, (2014.7.19), El trauma de Manila: Qué fue de …, Anna Aguilella, en QUÍEN  

               Protagonistas de la semana; La vanguardia, p.12. 

             (2002.11.10), La niña sobre vivió al infierno: Historias del siglo XX, en Magazine; La Vanguardia,  

               pp.32-38. 

             (2002.7.7), La última de Filipinas: Historias del siglo XX, en Magazine; La  

               Vanguardia, pp.54-61.   

- Ima Sanchís, (2002.3.13), “La familia tradicional está en decadencia”: Psiquiatra, psicoanalista, neurólogo y  

                etólogo, Boris Cyrulnik, en La Contra; La Vanguardia, p.84.         

７）写真集 

-El periodico, (2008), La guerra civil a Catalunya：La postguerra: els primers anys d’una alta vida. 

                   La guerra civil a Catalunya：La vida sota les bombes.                   
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＜資料＞ 

１）聞き取り資料：全員バルセロナ在住者で、聞きとりは荒沢による。（詳しくは、別記） 

a. アナ=マリア・アギレリャ=リョンク Ana María Aguilella Llonch：2010.3.23から 2018年まで複数 

    回、自宅にて。  

b. エステル・フェルナンデス=アギレリャ Ester Fernández Aguilella：2012.9.29、弟ジャウマさんの 

  自宅にて。2018.3.20、エステルさんの自宅にて。 

c. ジャウマ・フェルナンデス=アギレリャ Jaume Fernández Aguilella：2012.9.29、自宅にて。  

d. ジヨゼップ=マリア・ソリア Josep María Soria：2012.3.23、新聞社面談室にて。 

e. ナディーネ=ボヒル・ガセット=リサラガNadine Bofill Gasset Lizarraga：2010.3.24と 5.5、自 

  宅にて。 

f. マリア=フォン・ボフィル=ガセットMaría Fon Bofill Gasset：2010.3.24、ナディーネさんの自 

  宅にて。  

g. クリストバル・デルガド=カラスコ Cristóbal Delgado Carrasco：2018.3.20、自宅にて。 

h. エミリア・ポルタ=フンコサ Emilia Porta Juncosa：2018.3.10、自宅にて。 

i. リディア・レドンド=ポルタ Lidia Redondo Porta：2018.3.11、自宅にて。 

j. ポンシアーノ・ディアス=ペレス Ponciano Díaz Pérez：2018.3.12、自宅にて。 

k.ソル・バシリサ・オラバリエタ Sor Basilisa Olabarrieta：2018.3.16、カトリック施設 CMCB   

    (Fundació Casa de Misercordia de Barcelona 内にて。 

h.上記施設の秘書および、歴史アーカイブ担当者（Núrda Gaecda Muñózと Gemma Berenguer  

  Gaecda）：同上。 

２）映像資料 

a.ドキュメンタリー：Ramon Vilaró Giralt, (2014), De Aliados a Masacrados. Los últimos de  

          Filipinas, (coproducido con TVE) 、（英語版：(2015), From Allies to Massacred）  

       ドキュメンタリーHP： http://www.dealiadosamasacrados.com/ 2017.6.18閲覧、 

       監督 HP：http://www.ramonvilaro.com/aliadosamasacrados/ 2017.5.22閲覧）       

３）写真資料：荒沢撮影の写真、対象者の個人アーカイブの写真資料、その他。 

４）文書資料：  

４）－１. スペイン：西語 

a. 行政総合資料館 AGA (Archivo General de la Administración), (2013.3, 2013.5.16複写) 

 a-1. Documentos sueltos： 

  -54-05131, 54-05161-00001, 54-05171, 54-15897-00002~4, 54-15898-00001~4, 54-15900,  

     54-15901, 54-15902, 54-15922-01~099,     

 a-2. Documentos completos： 

    -54-05161-00001, 54-15897-00001, 54-15897-00002, 54-15897-00004, 54-15903-00001~2,  
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b. カタルーニャ・ナショナル資料館 ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), Fons138, Tabacos de  

   Filipina, (2012.9.21, 2014.3.11複写) 

 b-1. UI.441,UC.152, Codi.03.02.02, Expediment de declaracions jurades sobre ingresos i activitats  

                                   del traballadors de l’empresa durant l’ocupació japonesa 

            UC.386, Codi.03.01.05, Dossier de declaracions jurades sobre ingresos i activitats del  

                                   personal durant l’ocupació japonesa 

            UC.400, Codi.03.01.05, Declaracions jurades del personal sobre les seves activitas i  

                                   ingresos durant l’ocupació japonesa 

            UC.4074, Codi.03.02.02, Esdeveniments extraordinaris. El personal i l’ocupació  

                                    japonesa de les Filipines 1941-1945.               

            UC.4075, Codi.03.02.02, Esdeveniments extraordinaris. El personal i l'ocupació  

                                    japonesa de les Filipines 1941-1946. 

            Codi.10.02, Aguilella Peris, Plácido Antonio 1928-1945 

 b-2. UI.1041, UC.9895, Memorándums sobre l’ocupació japonesa de les Illes Filipines 

 b-3. UI.1133, Danys de Guerra. Instancias presentades devant les autoritats españoles. 

 b-4. UC.9917, Codi.03.01.05, Retorn dels treballadors de la Companyia des de les Filipines (1946).  

               Vapor Haleakale; relació de passatgers. 

     UC.9919, Codi.03.01.05, Retorn dels treballadors de la Companyia des de les Filipines (1946).  

                            Vapor Haleakale: notes diverses. 

     UC.9920, Codi.03.01.05, Retorn dels treballadors de la Companyia des de les Filipines (1946). 

                            Vapor Plus Ultra. 

c. バルセロナ市歴史資料館 AHCB (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona) 

 c-1. 新聞記事（Anaさんの帰国と当時受けたインタビュー掲載関連記事） 

 - (1946.3.16.), El trasatlántico《Plus Ultra》, en Manila. Fue objeto de un apoteósico    

         recibimiento, en ABC (Madrid), P.16. 

  - Antonio-Carlos Vidal Isern, (1946.6.5.), Barcelona ha dispensado una efusiva acogida a los  

                 repatriados de Filipinas,en El Noticiero Universal, P.2. 

  - (1946.6.5.),《Plus Ultra》en aguas de Barcelona. El《Plus Ultra》entró en el puerto a la una 

                de la tarde, en El Noticiero Universal, P.2. 

           Los periodistas en bordo, en El Noticiero Universal, P.3. 

           Relato de la niña Ana Aguilella, superviviente de las matanzas de Manila, en El  

                Noticiero Universal, P.3. 

           Un ilustre misionero español, en El Noticiero Universal, P.3. 

           El recibimiento, En El Noticiero Universal, P.3. 

           Llegada de dos deportistas, en El Noticiero Universal, P.3. 

           Hablando con unas religiosas, en El Noticiero Universal, P.3.  

           Las autoridades acuden a dar bienvenida, en El Noticiero Universal, P.3. 

   - (1946.6.5.), Barcelona recibió con gran emoción a los repatriados de Filipinas, en La Prensa,  

                P.1, 3. 
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   - (1946.6.6.), Emocionante recibimiento a los repatriados de Filipinas, en Diario de Barcelona, P.1 

          Barcelona tributo un caluroso recibimiento a los repatriados de Filipinas, en Diario de 

               Barcelona, P.2 

          Usted dirá… Anita Aguilella, en Diario de Barcelona, P.3 

d. Ana María Aguilella Llonchさん個人アーカイブ所蔵資料： 

・出生証明、家族死亡証明、パスポート、渡航券、手紙類、新聞記事、写真、その他 

   

４）－２. 日本：日本語及び、一部スペイン語 

a. 外交資料館資料： 

 - 000100328,「賠償並びに戦後処理の一環としてなされた経済協力及び支払い等」 

                     http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000100328.pdf. （2011.7.13閲覧） 

 - A-S38(2)-190,「スペインのある種の請求権に関する問題の解決に関する取極（交換公文）1957.1.8」   

            www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38(2)-190 （2011.6.20閲覧） 

 - A-S38(2)-189,「外交関係の回復に関する 1952.2.12の西書簡について」 

          www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38(2)-189 （2011.7.14閲覧） 

 - A’-0443, A7.2.0.1：「第二次世界大戦関係雑件 (22)対日断交関係」 

 - A’-0127, A1.3.0.1：「日本・スペイン間外交関係雑件 外交再開関係」 

 - B’-0087, B3.1.2.9：「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件」 

 - B’-0088, B3.1.2.9-4：「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件 スペインのある種請求解決取極 

                     関係」 

b. 防衛資料研究所戦史研究センター 

 - 比島 全般 315、森川資料「マニラ市街図一万一千分一」（複写範囲：2681-2690） 

c. 新聞記事 

 - 朝日新聞 1957年１月 9日付朝刊、第一面「約２０億に決る スペインへの賠償」  
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資料の詳細：以下西語訳は全て荒沢、資料内の敬称略 

＜対象者アナ=マリア・アギレリャ=リョンクAna María Aguilella Llonchさん（1938年8月23日比セブ生）の家族＞  

○父：プラシド=アントニオ・アギレリャ=ペリスPlácido Antonio Aguilella Peris、1908年6月10日生（西カステリョン、オ

ンダ）、36歳で没（1945年2月12日比マニラ、スペイン総領事館で。母姉弟も同じ）、タバコ会社勤務 

○母：アウロラ・リョンク=プラッツAurora Llonch y Prats、1912年5月8日生（比セブ）、33歳で没（同上） 

  ※母の両親、すなわち対象者の祖父母は西セルダンニョラ出身だが移住し、フィリピンで母が誕生。 

  ※両親は1935年に結婚。結婚時、一人娘であった母はすでに両親を亡くし、親戚もいなかった。 

○姉：マリア=デル=カルメンMaría del Carmen、1936年12月30日生（比セブ）、8歳で没（同上） 

○弟：ジャイマJaime、1942年7月25日生（比レイテ、タクロバン）、2歳で没（同上） 

○夫：フェルナンド・フェルナンデス=メセゲルFernando Fernández Meseguer、1922年生(バルセロナ)、1998年没 

○娘：エステル・フェルナンデス=アギレリャEster Fernández Aguilella、1969年生（バルセロナ） 

○息子：ジャウマ・フェルナンデス=アギレリャJaume Fernández Aguilella、1970年生（バルセロナ） 

１）フィールド資料 

＜聞きとり資料：すべて荒沢による＞ 

  a. アナ=マリア・アギレリャ=リョンクAna María Aguilella Llonch：バルセロナ在住。 

   ・初回2010.3.23, 18:00 - 01:30、自宅にて：20:00まで記者同席。その後2018年まで複数回聞きとり。 

  b. エステル・フェルナンデス=アギレリャEster Fernández Aguilella：バルセロナ在住。 

   ・本論文対象者の娘。2012.9.29、ジャウマさんの自宅にて、弟との同席にて。 

      ・2018.3.20、エステルさんの自宅にて、パートナーのクリストバル・デルガド=カラスコさん同席 

  c. ジャウマ・フェルナンデス=アギレリャJaume Fernández Aguilella：バルセロナ在住。 

   ・本論文対象者の息子。バルセロナ在住。2012.9.29、ジャウマさんの自宅にて、姉との同席にて。 

  d. ジヨゼップ=マリア・ソリアJosep María Soria：バルセロナ在住。 

   ・ラ・バングアルディアLa Vanguardia紙記者。2012.3.23 12:10-13:00バルセロナ、新聞社面談室で。 

  e. ナディーネ=ボヒル・ガセット=リサラガNadine Bofill Gasset Lizarraga：バルセロナ在住。 

   ・対象者が名乗り出たきっかけの他の被害者マリア・エレナ・リサラガMaría Elena Lizarragaの妹 

    ビッキー・リサラガVicky Lizarraga（いずれも故人）の娘。2010.3.24と5.5、自宅にて。  

  f. マリア=フォン・ボフィル=ガセットMaría Fon Bofill Gasset：Nadineさんの従姉妹。2010.3.24。 

  g. クリストバル・デルガド=カラスコCristobal Delgado Carrasco：バルセロナ在住。 

   ・本論文対象者の娘エステルさんのパートナー。タクシー運転手。2018.3.20、自宅にて。 

    h. エミリア・ポルタ=フンコサEmilia Porta Juncosa：バルセロナ在住。 

   ・バルセロナでのスペイン内戦経験者。2018.3.10、自宅にて。 

  i. リディア・レドンド=ポルタLidia Redondo Porta：バルセロナ在住。 

   ・エミリアさんの娘。2018.3.11、自宅にて。 

  j. ポンシアーノ・ディアス=ペレスPonciano Díaz Pérez：バルセロナ在住。 

   ・ガリシア生まれ。内戦後の国内移民。2018.3.12、自宅にて。 

    k.ソル・バシリサ・オラバリエタSor Basilisa Olabarrieta：バルセロナ在住。 

   ・カトリック施設CMCB(Fundació Casa de Misercordia de Barcelona修道女。2018.3.16、施設にて。 

    h.上記施設CMCBの秘書および、歴史アーカイブ担当者（Núrda Gaecda MuñózとGemma Berenguer  

    Gaecda）：バルセロナ在住。 

   ・2018.3.16、同施設にて。 

＜写真資料：撮影は荒沢＞ 

    （略）      

２）Ana María Aguilella Llonchさん個人アーカイブ所蔵資料：文書資料の撮影は荒沢（2010.3.23） 

＜個人アーカイブ資料＞ 

①各種証明書：アナ=マリア・アギレリャ=リョンクさんと家族 

〇洗礼証明：セント・ロサリオ教区；セブ市ジョーンズ街56；1968年2月20日付 

     ・1938年9月11日、セブ市セント・ロサリオ教区教会にて 

〇国籍証明：（マニラ・スペイン総領事館；1945年4月13日付） 
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     ・職業：学生、住居：サン・フランシスコ・デル・モンテ修道院 

〇外国人登録証明書：フィリピン共和国労働省移民局、マニラ；1945年9月4日付 

〇結婚証明：教会婚1968年4月23日付 

〇出生証明書：スペイン領事館市民登録係；1957年5月29日付 

     ・1938年8月23日、セブ市の母の家にて 

〇死亡証明書：マニラ1946年3月18日付 

     ・死亡地：マニラ、スペイン領事館コロラド街とエラン通り（現Pedro Gil）の角 

     ・住所；マニラ、コミーリャス170M 

     ・死亡地居住年数：9年 

     ・フィリピン居住年数：17年 

     ・届出人：S・アギレリャ（ヴェガラ1223）、※SはサルバドールSalvador 

     ・聖アウグスティン教会（1946年2月12日埋葬（平和葬儀社：マニラ） 

     ・医学死亡証明書：死亡原因；日本兵による銃剣貫通による傷（サンティアゴ・スペイン病院） 

②手づくり文書資料  

  ○家族親類の一覧図：アナ=マリア・アギレリャ=リョンクさん作成         

    ○写真解説リスト：アナ=マリア・アギレリャ=リョンクさん作成        

③写真資料 

  ○土産の衣装をつける父、○フィリピン時代①、 ○フィリピン時代②（内戦疎開の祖母や叔母と）、    

  ○父が持参したフィリピンの写真、 ○七歳（パスポートより）、 ○九歳、  ○十八歳、    

  ○1968年結婚証明書付（二十四歳：新夫フェルナンドさん（四十歳）と）、      

3)フィリピン総合タバコ会社社史より （参考文献に記載）  

4）スペインの資料館資料： 

＜ANC（Arxiu Nacional de Catalunyaカタルーニャナショナル文書館）：138（archivo de tabacosタバコ会社アーカ

イブ）所蔵＞                    （なお、資料は全て西語、アーカイブ名はカタルーニャ語） 

①Declaracions jurades del personal sobre les seves activitats i ingressos durant l'ocupació japonesa「日本占領期にお

ける行いと収入に関する従業員の宣誓申告書」：ANC138-441-400-03.01.05- 

※資料概要： 

ANCには在比スペイン企業「フィリピン総合タバコ会社（現オランダ企業）」資料がある。バルセロナに本社を置く同

社はスペイン・フランコ政権と関わり深く、西比政財界に力を振るった。戦後すぐ補償獲得に向けて積極的に動いた同

社は、対日協力の疑いをぬぐい去るためにも被害を強く訴え、従業員に戦時中の行いや被害を申告させた。この申告書

は、日本の外務省外交資料館所蔵外交記録公開文書B3.1.2.9.4「比島事件の日西合同委員会の審議状況報告書(人的被

害)」のなかに言及のある「「タバカレラ」会社が提出した被害従業員リスト並びに被害状況報告書」に関連するとみら

れる。次の③にこれら申告書は1946年４月作成と記載。対象者アナさんの伯父の申告書がある。 

  ○サルバドール・アギレリャ=ペリスSalvador Aguilella Peris氏の申告書（概要）：氏が解放されたのは 

   1945年2月3日。扶養家族はバルセロナ在住の2人の息子と母（前妻の息子たちで対象者の従兄弟と、祖 

   母）と、マニラ在住の6人の息子。「家具、衣服、宝飾品、レコード、家、書籍、食器やガラス製品類」 

   を「戦争による損失」に計上しているが、「レコード」との記載が、帰国後クラシック音楽好きの伯父が 

   コンサートに連れて行ってくれたことが、クラシック音楽好きになった理由だと対象者が語っているこ 

   とと符合する。 

②Esdeveniments extraordinaris. El personal i l'ocupació japonesa de les Filipines(1941-1945).「非常事態。フィリピ

ンにおける従業員と日本占領（1941年-1945年）」：ANC-138-441-4075-03.02.02. 

※資料概要： 

同社の未払い給与精算規定と個別従業員への対応。被災従業員の未払い給与精算問題に関し、自ら被災した現地幹部が

バルセロナ本社に送った文書。被災大企業の事後処理のひと幕が覗え、対象者の伯父の項がある。 

 ○Liquidación haberes retenidos ocupación japonesa「日本占領期給与未払い者の精算」（バルセロナJosé  

      Rosales氏宛 マニラ発）ビジネス文書No.69：1947年8月16日（頁12-40） 

   （頁12：No.69-頁1） 

     「１）1944-45年の給与未払い従業員は1944年1月1日からの手当支払いによって相殺する。 

      ２）1942-43年の給与未払い従業員にバランタイン基準を適用すると、結果として全体では概算で 
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            624,596ペソになる。低給与者に配慮することをベースにして額面の約65%を支払う。 

           ３）申告にもとづく額の35%は未支給のままとして、各自の行いと働きにより特別手当に値する従 

      業員に、経営総務の裁量でボーナスを支給する。ただし1942-43年の給与未払い従業員にバランタ 

      イン基準を適用した際の総額を越えないことを前提とする。」 

   （頁15：No.69-頁4）1947年8月16日（従業員のひとりであった対象者の伯父への支給に関する部分） 

      「サルバドール・アギレリャ=ペリス 

     実際には、解放後スペインへ帰国していることから、会社規定では2,389ペソの支給となる。しか 

     し、常日頃から大変優れた労働を提供した優秀な従業員であり、それに加えて、妻が病床にあった 

     後に亡くなっていることや子だくさんである家庭事情から戦中戦後を通じ出費が嵩んだことを考慮 

     して、1,751ペソの特別支給を認定し、1942-43年の給与未払いに対して総額4,140ペソを支払う。」 

SALVADOR AGUILELLA PERIS 

En realidad, por haber marchado a España después de la liberación y según las citadas regulas generales, solo le correspondería percibir P. 

2.389; pero como se trata de un empleado muy bueno que siempre nos ha prestado excelentes servicios y que, además, ha tenido muchos 

gastos durante la guerra y después de la liberación debido a la enfermedad de su difunta esposa y a su numerosa familia, le abonamos P. 

1.751 como concesión extraordinaria, con lo que percibirá los P. 4.140 a que ascienden sus haberes retenidos durante 1942 y 43.  

○Liquidación de los haberes retenidos durante la ocupación japonesa. (La Compañía General de  

    Tabacos de Filipinas. Administración General)「日本占領期給与未払い者の精算（フィリピン総合タバ 

    コ会社 経営総務）」No.69付：1947年8月16日（ビジネス文書No.69付属と上部手書き、頁1；全22頁） 

  ※二行目が対象者の父（1945.2.12没）、三行目が伯父。生死に関わらず会社は未払給与に手当（伯父には 

  上記の通りバランタイン基準で3,278のところ会社規定では2,389、これにボーナス1,751がつき計4,140。 

  父にはバランタイン基準で3,103のところ会社規定では2,310、ボーナス3,249がつき計5,550とある。）  

    

 

 ○Subsidios abonados al personal europeo durante 1944-1945「1944年-1945年欧系従業員支給手当」 

  （マニラ発）一覧表：1947年12月４日（頁1；全7頁） 

   ※二行目が対象者の父（1945.2.12没）、三行目が伯父。両者とも「在比家族」欄に「妻と子どもた 

    ち」と記載。父の居住地欄注（１）は欄外に「1944年7月タクロバンよりマニラに転居」と記載。   
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③Retorn dels trebelladers de la Companyia de les Filipines (1946). Vapor Plus Últra「フィリピンからのタバコ会社

従業員帰国(1946)。プルス・ウルトラ号」：ANC-138-9920-03.01.05 

※資料概要： 

同社は従業員と家族・遺族のスペイン帰国に尽力した。政府が派遣した二隻の帰国船のうち最初のプルス・ウルトラ号

（1946年4月16日マニラ発、6月5日バルセロナ着）の乗船名簿に対象者と伯父家族の個人名記載がある。また同資

料には、タバコ会社副支配人の西日委員会（日本の外務省外交史料館所蔵外交記録公開文書B3.1.2.9に記載のある「日

西混合委員会」）委員長就任受諾の手紙が含まれ、スペインの「人的損害」「物的損害」に関する「ある種の請求権」の

「解決」に、同社の人物が関わっていたことがわかる。 

 ○従業員のプルス・ウルトラ号乗船・帰国関係文書： 

 ※帰国に当たって同社は生死に関わらず従業員と扶養家族に手当を支給し有給休暇を与えた（支給額と同社 

  関係乗船者一覧表あり：マニラでのPlus Ultra号乗船者（氏名のみ）は18歳以上の男性36名、14歳以 

  上の女性23名、14歳未満/以下の女性20名、14歳未満の男性22名、15歳の者2名（男性名）計103名 

  に加え、氏名他不詳3名の計106名が乗船。居住予定はバルセロナ38名が最多でサンタンデール30名。 

 ○タバコ会社Vice DirectorのCharles H. Davies氏の手紙：1954年2月19日（バルセロナ発、マドリード 

  の「友人」Teodomiro de Aguilar Embajador氏宛、西語資料） 

  「外務大臣の指名により委員会の長の地位に就く名誉を私は受諾しました。…西日委員会（La Comisión  

   Hispano-Japonesa）は先月の9月に始動し…」 

＜AHCB (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona) バルセロナ市歴史資料館＞ 

 ・新聞記事（1946年Anaさんの帰国当時のインタビュー掲載関連記事）その他 

＜AGA（Archivo General de la Administración総合公文書館）所蔵：P-000464 ＞ 

※資料の概要：スペイン外務省文書館（Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores）所蔵の該当文書が国立 

 歴史資料館（Archivo Histórico Nacional）へ移動となり閲覧停止となったため、事件の政治過程関連スペイ 

 ン側所蔵文書で入手できたのはこれだけとなっている。マニラからの電信その他、東京のスペイン公使館が 

 所蔵していたデータが保存されており、日本語文書もあるが、保存状態悪化のため閲覧停止となっている文 



 

138 

 

 書も多い。スペイン・フランコ政権の政治過程にマニラ戦と「マニラの虐殺」を位置づけるロダオは、独伊の援助で

内戦勝利後数ヶ月のちに勃発した第二次世界大戦で、枢軸寄りの中立の立場を取ったものの経済的苦境にあえぐスペイ

ン・フランコ政権には、枢軸の劣勢のなか、日本による被害は米国らの援助を得る政策転換 の好機と捉えられたとす

る(2002-2012)。日本による中立国被害と補償に関する先行研究はないが、以下の文書はいずれも、背景にある政治的文

脈を充分考慮する必要がある。 

－AGA：事件の報告関連文書資料（全て西語資料）― 

①54-15903-01 (1945. Ruptura Relaciones con el Japón y Potencia Protectora)  

 ○在マニラ「スペイン総領事館襲撃事件」に関する電信 

  No.31 （1945.3.26発：東京スペイン公使  マドリード、外務大臣宛）p.2 

「情報部長は、マドリードで報道されたマニラにおけるスペイン人及びスペイン諸団体に対する日本の残虐行為

（atrocidades japonesas）に関し、公式に次のように述べました。それらの報道は、日本の政策や、状況について政府

がもつ情報との間に矛盾があるが、指摘されているような非難に何らかの真実がありうるのか、フィリピンにおける日

本軍の残虐行為についての情報が求められた。そして、次のように付言しました。調査の結果では、それらは全く根拠

がなく、侵略アメリカ軍によってねつ造されたプロパガンダにすぎない。本信は次に続く。」 

  No.32 （1945.3.26発：東京スペイン公使  マドリード、外務大臣宛）p.1 

「前の電信より続く。マニラとの通信は全く断絶し、打電の通り私には意見を表明するための資料はありませんが、マ

ニラにおける日本軍占領の過酷さから私が持つにいたった意見は、前述の主張に賛意を表すると言えるものではありま

せん。本件に関して、僭越ながら、私からの連絡や電信、とくに1944年第62信、63信、64信、65信を閣下に思い出

していただきたく存じます。」 

  No.12（1945.3.23発：マドリード、外務大臣  3.28着：東京スペイン公使）p.3 

「在比スペイン居留地において日本軍隊により引き起こされた言語道断の治安蹂躙の全てに対して、断固たる抗議を表

明するよう、強く要請する。日本軍による都市の組織的破壊が全面的に遂行される数日前、全ての修道会に対する行為

とまさに同じころ、民間人と領事館に対して日本軍による残虐行為が始まっていた。領事館には数グループのスペイン

人たちが避難していたが、そこへ日本軍が侵入し、全ての避難民を殺害した。スペイン人ヘナロ・アルバダレホ

（Genaro Albadalejo）だけが致命傷を負いながら領事館を脱出したものの、事件を報告したのち死亡。避難民の家族で

ある五歳の少女…。次に続く。」 

  No.13（1945.3.23発：マドリード、外務大臣  3.28着：東京スペイン公使）p.4 

「先の電信より続く。 

アギレリャ（Aguilella）は銃剣による刺傷を負いながらも救助されている。領事館に居た人びとは、女性や子ども、領

事館守衛も含め全て殺害された。アルバダレホの証言によると、その数は五十人に上るとのこと。そののち日本兵らは

故意に領事館に火をつけた。これらは全て2月12日に発生。日本兵らによる火災で火傷を負いながらひとりの女性が

近隣の家に逃れ、先の人物と同じく情報をもたらしたが死亡。次に続く。」 

  No.14（1945.3.23発：マドリード、外務大臣  3.28着：東京スペイン公使）p.5 

「先の電信より続く。 

目撃者らの証言は、事件当時領事館に居なかったカスターニョ領事にもたらされ、現地検分が可能となったが、それは

ようやく二日のちのことで、僧侶一名と数名のスペイン人の立ち会いのもとで実施された。検分では、浅く埋められた

いくつかの遺体のほか、完全に焼け焦げた他の遺体が、領事館内や中庭で発見された。- - - - （以下略）。」   

②54-05131-001（1948, Telegramas del Ministerio del Asuntos Extranjeros 1948-51）： 

 ○在マニラ「スペイン総領事館襲撃事件」に関する電信 

  No.1 （1948.1.8発：マドリード、外務大臣、 東京スペイン公使宛） 

   「Su１．1945年2月11日複数の日本兵によって、領事館侵犯の後、扉のところでマニラ・スペイン総 

   領事館使用人リカルド・ガルシア・ブッケロ（Ricardo García Buchquero）が殺された。A--- 領事館は 

   襲われ、そこに避難していた23人のスペイン人、27人のフィリピン人と中国人が殺害された。」 

―AGA：国交回復関連文書資料― 

③54-05171-0007, 0008 (1952. Tratados entre España y el Japón「1952年、スペインと日本の諸条約」) 

 ○1952. Tratado entre España y el Japón （資料は和文、右上隅に「外務省」朱の公印の押印あり） 
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４）日本の資料館資料 その1． 

＜外務省外交資料館資料：Web Download資料、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S38(2)-189、190

（2011.12.6閲覧）＞ （全て和文資料）                     

 ○スペイン政府の決定（書簡）（[A-S38(2)-189]）： 1952年2月12日 

「スペイン政府は、在本邦スペイン外交代表から日本国外務大臣にあてた1952年2月12日付けの来簡をもって、サン・

フランシスコで署名された日本国との平和条約の最初の効力発行の日に日本国とスペインとの間における正常な外交関

係を回復することに決定した旨通報してきた。これに対し、日本国政府は、日本国外務大臣から在本邦スペイン外交代

表にあてた往簡をもって、前記の外交関係の回復に完全に同意する旨回答した。」 

 ○スペインのある種の請求権に関する問題の解決に関する日本国政府とスペイン政府との間の取極（交換公   

文）[A-S38(2)-190]：1957年1月8日  
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 ○スペイン外務大臣から日本国特命全権大使にあてた書簡（来簡）（[A-S38(2)-190]同上）：1957年1月8日  

 

 ○「賠償並びに戦後処理の一環としてなされた経済協力及び支払い等」  

   スペイン（請求権解決に関する取極：1957年1月発効） 550万ドル（ 19億8,000万円）  

         http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/pdfs/shiryo_07.pdf  (2011.12.6 閲覧) 

＜私的請求権問題等の解決のための支払い（計2,383万7,261ドル：85億8,141万4,246円）＞ 

（１）連合国に対する支払い＝小計1,027万7,777ドル（ 37億円） 

   -オランダとの私的請求権解決に関する議定書（1956年3月13日／1956年6月1日） 

     損害賠償請求権1000万ドル（36億円） 

-オランダ、オプテンノール号問題解決に関する取極：1978年10月30日／1979年3月1日） 27万7,777ド 

 ル（1億円） 

（２）旧枢軸国に対する支払い小計120万ドル（ 4億3,200万円） 

 -イタリアとの請求権解決に関する取極（1972年7月18／即日発効） 

      無償供与120万ドル（4億3,200万円） 

（３）その他各国に対する支払い＝小計1,235万9,484ドル（ 44億4,941万4,246円） 

①スイスとの請求権解決に関する取極（1955年1月21日署名／1955年3月26日発効） 

    無償供与1225万フラン（102,9245,000円：285万9,014ドル） 

      在スイス日本資産242万6693フラン（1949年2億389万746円：56万6,363ドル） 

②スペインとの請求権解決に関する取極（1957年1月8日／即日発効） 

    無償供与550万ドル（19億8,000万円） 

③スウェーデンとの請求権解決に関する取極（1957年9月20日／1958年5月2日） 

    無償供与725万クラウン（5億452万7,500円：140万1,465ドル） 

④デンマーク、ｸﾞﾚｰﾄ･ﾉｰｻﾞﾝ･ﾃﾚｸﾞﾗﾌ株式会社の請求権解決取極（1955年9月20日／即日発効） 

    30万ポンド（3億273万9,000円:84万942ドル） 

デンマークとの請求権解決に関する取極（1959年5月25日／即日発効） 

    無償供与117万5000ドル（4億2,300万円） 

⑤オーストリアとの請求権解決に関する取極（1966年11月29日／即日発効） 

    無償供与16,700ドル（601万2,000円） 

 尚、換算レートは1ドル＝360円、1955年の1ポンド＝1,009.13円、1960年の1ポンド＝1,008円、1955年の   1ス

イス・フラン＝84.02 円、1959年の１スウェーデン・クラウン＝69.59円。ポンド、スイス・フランﾝ、スウェーデン・クラ

ウンの各レートは、大蔵大臣裁定相場による。 

４）日本の資料館資料 その2． 

＜外務省外交資料館所蔵一外交記録公開文書：第18回公開以後はCD-R、それ以前はマイクロフィルムMF＞ 

Ⅰ．本論文テーマに関する各外交記録公開文書の概要                                                                         

①A’ 044(第20回公開CD-R )：A7.2.0.1「第二次世界大戦関係雑件、（22）対日断交関係」 

資料の概要： 

 西政府の断交発表の新聞報道を在マドリードの須磨公使が本省に緊急打電（昭和20年4月12日）した資料がある。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/shiryo/pdfs/shiryo_07.pdf
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②A’ 0127(第9回公開MF)：A1.3.0.1「日本・スペイン間外交関係雑件外交再開関係」   

資料の概要： 

 資料は、外交関係再開、スペイン政府要人との会談、スペイン情勢報告などを含む。このうち外交関係再開の資料か

らは、1951年10月22日スペイン側「カスティーオ公使」が日本に国交再開の件:を持ちかけ(「国交回復に関する在京

西班牙外交使節団長申し入れに関する件」)、マニラ戦での西領事館での殺害問題を重要な条件としていことがわかる

（なお、④MF-B’ 0088は本MF所収の交渉の続きとなる）。中立国との国交再開の最初の例として他への影響を懸念。

「…戦争中同様の被害を受けたのはスペイン国民に止まらずおそらくはほとんどの中立国民におよびものと想像され

る。従つて中立国との最初のケースであるこの交換公文に遺憾の意を表することとなると全部の中立国との国交再開に

当り日本:政府は一々遺憾の意を表さなければならないこととなり、これは日本側にとつて極めて辛いことであるので…

(略)…説明したが「力」公使は頑としてその態度を改めなかつた。… (1951年11月28日付資料)」などとある。 

③B’ 0087(第14回公開MF)：B3.1.2.9「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件」 

資料の概要： 

 旧枢軸国・中立国のクレームの処理方針と国別の処理状況をまとめた基本的な資料として重要である。スペイン関係

では「国交回復後文書において本件を遺憾とし、国交回復後本件クレームに関して交渉に応ずる旨を約した」という経

過が既にあり、1953年10月22日からマドリードで「日西混合委員会」が開かれて翌1954年4月13日までに85回

の会合で「事実調査」をしただけでなく、さらに日本側でも独自調査を行い「奇跡的に生きのこつた軍関係者その他の

資料につき詳細調査の結果、前期スペイン人の人的損害は大部分事実であつたと認定せらるるに至つた」。この解決なし

に日西友好通商条約を結べない状況が日本側にあつた。「日西国交上」「国際信用上」「人道上」の理由から「放置を許さ

ざるに至っている」と認識している。  

④B’ 0088(第14回公開MF)： 

  B3.1.2.9.4「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件 スペインのある種請求解決取極関係」 

資料の概要： 

 上記②A’ 0127の続きで、マニラ戦でのスペイン人被害をめぐる詳しい交渉経過の資料がある。1952年1月4日カス

ターニョ在京コミッション首席の来訪に始まる経過を詳細に示す資料がある。1954年４月21日の日西委員会の審議状

況報告書 (人的被害)は特に重要で、事件ごとに個人名を挙げ日本側の責任を100%と50%の二段階に分け認定した）の

筆頭に「在マニラ西總領事館の襲撃」の記載があり、対象者とその一家の氏名が記されている。 

Ⅱ．外交記録公開文書所収資料（以下、CD-R及びMFから荒沢が作成。和文横書きは縦書きから変換。不明箇所あり）  

①A’ 044(第20回公開CD-R )所収資料：A7.2.0.1「第二次世界大戦関係雑件、（22）対日断交関係」より 

 ○1945年4月12日、緊急打電、東郷外相宛、須磨公使発、「スペイン政府の対日断交発表に関する件」 
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②A’ 0127(第9回公開MF)所収資料：A1.3.0.1「日本・スペイン間外交関係雑件外交再開関係」より  

1．1951年10年22日、西外交代表カスティーオ公使とマルティン・アロンゾ一等書記官、井口次官訪問 [003-007]  

2．1951年10年31日、マルティン・アロンゾ一等書記官、島参事官訪問 [008-0012] 
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3. 英文書①[0013-0014] ：1956年10月31日、スペイン側の提示案（1）「考慮すべき原則(Narmas para tener presentes)」 

（※以下原文への下線・太字の加工は荒沢による） 

Normas para tener presentes 

a.  Your Excellency, 

    Following the preliminary conversations that I have had the honour to maintain with Your Excellency 

concerning the future re-establishment of normal diplomatic relations between Spain and Japan ........ 

b.  Confirming the preliminary conversations that we have had with respect to the re-establishment of normal 

diplomatic relations between Spain and Japan ............ or between our two countries ....... 

c.  With respect to the preliminary conversations that we have had concerning the future re-establishment of 

normal diplomatic relations between Spain and Japan .......                           

 

a. ........ and with the purpose to show the sincerity of my Government and in its name I have also the 

honour to express to Your Excellency with the request to convey                                              

them to the Spanish Government our deep regret for the unhappy events, which took place with the 

Spanish citizens in Manila and other cities of the Philippine Islands at the time of the Japanese 

Military Occupation. 

b.  "regret in the name of the Japanese Government for the unhappy events with the Spanish Citizens, 

etc." 

c.  It is also the sincere purpose of the Japanese Government that previously to the re-establishment of normal 

diplomatic relations, to arrive to an understanding with the Spanish Government about the qualifications and 

estimations of the damages and losses suffered by the Spanish citizens and which can be a matter of 

study and consideration between our Representatives. 

 

4．1951年11月16日起案・11月27日決裁「高裁案」[0015－0017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高 

裁 

案 
 
 
 
 
 

昭
和
二
六
年
一
一
月
一
六
日
起
案 

                        
 
 

昭
和
二
六
年
一
一
月
二
七
日
決
裁 

    

外
交
関
係
再
開
に
関
す
る
ス
ペ
イ
ン
政
府
及
び
日
本
政
府
間 

 
 

の
往
復
書
簡
に
関
す
る
件 

 

先
般
、
在
本
邦
ス
ペ
イ
ン
外
交
使
節
団
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
、
対
日 

平
和
条
約
の
効
力
発
生
と
同
時
に
、
日
本
政
府
と
の
外
交
関
係
を
再
開
し
、 

且
つ
、
そ
の
後
な
る
べ
く
す
み
や
か
に
大
使
を
交
換
す
る
こ
と
及
び
こ
れ
に
先 

立
ち
こ
の
趣
旨
の
書
簡
往
復
を
両
政
府
間
に
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
を
申 

し
入
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
ス
ペ
イ
ン
側
は
、
右
の
往
復
書
簡
の
中
で
、
日
本
政 

府
が
、
別
紙
英
文
案
に
記
載
し
た
趣
旨
に
よ
っ
て
、
日
本
軍
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
占 

領
時
代
に
お
け
る
同
地
在
住
の
ス
ペ
イ
ン
人
に
対
す
る
事
の
取
扱
に
つ
き
遺
憾 

の
意
を
表
明
さ
れ
た
い
こ
と
を
要
請
し
、
こ
の
意
思
表
示
は
、
純
粋
に
道
義
的
の
も 

の
で
充
分
で
あ
る
と
伝
え
た
。 

 
(

こ
の
後
に
手
書
き
メ
モ
：
も
っ
と
も
個
々
の
被
害
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
国
交 

                       

再
開
後
日
本
と
交
渉
す
る
意
図
は
も
っ
て
い
る
由) 

よ
っ
て
、
今
後
外
交
局
と
も
打
ち
合
わ
せ
の
上
、
右
の
希
望
に
沿 

っ
て
交
渉
を
進
め
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。 

 

右
高
裁
を
仰
ぐ
。 

 



 

144 

 

5．1951年11月28日、島参事官、在京スペイン国外交使節団長カスティーヨ公使訪問 [0018-0022] 

           ※文書中の(注)につき上欄外に次の解説あり：「特に用語が"heartily welcome the interess than of ..."になってお 

                                                           り感謝の意が表されていない点」 

6．英文書②：1956年11月28日、日本側の提示案（1） [0023-0026]  

（0023-0024）：「I have further ～ last war.」のパッセージ全体が存在しない他は、最終合意案0076と同じ。 

Resumption of Normal Relationship  

between Japan and Spain 

 (Draft) 

(A) Letter from the Spanish Diplomatic Representative in Japan to the Minister for Foreign Affairs of Japan.  

Monsieur le Ministre: 

     Confirming the preliminary conversations that we have had concerning the future reestablishment of normal 

diplomatic 
relations between Spain and Japan, I have the honour, on behalf of my Government, to inform Your Excellency 

that, in view of the traditional amity and friendship which had existed between our two countries, the Government 

of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with the Government of Japan on and after the date 

of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, signed at the city of San Francisco on September 

8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as practicable thereafter. 
     I trust that the relations now decided to be resumed will forever remain cordial and friendly and that the two 

nations henceforth will        

                                                                                  co-operate 

  His Excellency 

      Monsieur Shigeru Yoshida, 

            Minister for Foreign Affairs  

                  of Japan 
 

co-operate for their mutual benefit and for the preservation of the peace of the world.     
     I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance of my 

highest consideration.                                      

                               (Signed)  

                                                            Spanish Diplomatic Representative  

                                                                       in Japan.   

 

 
 

ス
ペ
イ
ン
国
と
の
国
交
再
開
に
関
す
る
件 

昭
和
二
六
・
一
一
・
二
八 

 
一
、
二
十
八
日
午
後
三
時
。
同
日
朝
外
交
局
に
内
示
し
て
そ
の
同
意
を
得
た
別 

 
紙
交
換
公
文
に
つ
い
て
話
合
い
を
開
始
す
る
た
め
、
島
、
在
京
ス
ペ
イ
ン
国
外 

 

交
使
節
団
長
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
公
使
を
往
訪
し
て
右
案
文
を
示
し
た
と
こ
ろ
、 

 

同
公
使
は
一
読
の
上
、
こ
の
案
で
は
自
分
と
し
て
は
本
国
政
府
に
取
次
ぐ 

 

わ
け
に
は
行
か
な
い
。
本
国
政
府
の
訓
令
し
て
来
た
事
項
は
、(

イ)

大
使 

 

の
交
換
、(

ロ)

日
本
政
府
に
よ
る
遺
憾
の
意
の
表
示
、
及
び(

ハ)

国
交 

 

再
開
前
に
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
事
件
解
決
の
た
め
日
西
双
方
が
問
題
を 

 

検
討
し
て
解
決
の
方
式
及
び
基
礎
に
つ
い
て
同
意
に
達
す
る
こ
と
、
の 

 

三
点
で
あ
る
、
と
述
べ
た
の
で
、
島
か
ら
、
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
到
底
日
本 

 

 
 

政
府
と
し
て
国
交
回
復
前
に
そ
こ
ま
で
漕
ぎ
付
け
る
こ
と
は
物
理
的
に 

 

不
可
能
で
あ
る
所
以
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
「
カ
」
公
使
は
、
日
本
政
府
の 

 

立
場
は
よ
く
分
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
自
分
か
ら
で
き
る
だ
け
本 

 

 
 

国
政
府
を
説
得
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
し
よ
う
、
し
か
し
な
が
ら 

 

 

第
二
点
に
関
し
て
は
自
分
の
方
は
絶
対
に
譲
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
貴
案 

 

の
「
同
情
の
意
」
で
は
本
国
政
府
及
び
在
比
ス
ペ
イ
ン
人
に
と
っ
て
は
一
顧
の 

 

価
値
な
し
と
言
う
外
な
く
、
日
本
政
府
は
事
件
に
つ
い
て
何
等
遺
憾
の 

 

意
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。 

二
、
よ
っ
て
島
か
ら
、
戦
争
中
同
様
の
被
害
を
受
け
た
の
は
ス
ペ
イ
ン
国
人
に 

 

止
ま
ら
ず
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
全
部
の
中
立
国
民
に
及
ぶ
も
の
と
想
像 

 

さ
れ
る
。
従
っ
て
中
立
国
と
の
最
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
の
交
換
公
文
に 

 
 

遺
憾
の
意
を
表
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
全
部
の
中
立
国
と
の
国
交
再
開
に 

 

当
り
日
本
政
府
は
一
々
遺
憾
の
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な 

 

り
、
こ
れ
は
日
本
側
に
と
っ
て
極
め
て
辛
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
で
き
る
な
ら
ば 

 

 
 

原
案
を
マ
ド
リ
ー
ド
へ
伝
達
し
て
戴
き
た
い
、
と
わ
が
方
の
立
場
を
説
明 

 

し
た
が
、
「
カ
」
公
使
は
頑
と
し
て
そ
の
態
度
を
改
め
な
か
っ
た
。 

三
、
島
か
ら
、
こ
の
案
は
外
務
省
関
係
官
の
間
で
十
分
考
慮
し
た
結
果
で
あ
り 

 

井
口
次
官
の
同
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は 

 
 

極
め
て
困
難
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
貴
公
使
が
字
句
の
変
更
を
絶
対
に 

 

譲
歩
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
本
件
全
体
の
結
果
が
ど
う
な
る 

 

か
予
測
で
き
な
い
が
、
と
に
か
く
お
話
の
次
第
は
上
司
に
報
告
す
る
こ
と
に 

 

し
よ
う
、
と
述
べ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

注) 

四
、
更
に
、
ス
ペ
イ
ン
側
が
申
出
を
行
い
、
わ
が
方
が
こ
れ
か
ら
受
け
る
点
に
つ
い 

 

 

て
も
多
少
難
色
を
示
し
た
が
、
こ
の
点
は
も
し
他
国
と
日
本
と
の
国
交
再
開
の 

 

交
換
公
文
の
先
例
が
あ
る
な
ら
ば
強
い
て
異
存
は
な
い
模
様
で
あ
っ
た
。 

 
                                                  

 



 

145 

 

（0025-0026）：下線部の太字が最終合意案0077とは異なる。 

(B)Letter from the Minister for Foreign Affairs of Japan to 

the Spanish Diplomatic Representative in Japan. 

Monsieur le Ministre, 

  I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of today's date informing me, on behalf 

of Your Excellency's Government, that in view of the traditional amity and friendship which had existed between 

our two countries, the Government of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with the 

Government of Japan on and after the date of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, signed 

at the city of San Francisco on September 8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as practicable thereafter. 

    On behalf of my Government, I have the honour to state in reply that the Japanese Government heartily 

welcome the intention of the Spanish Government and are in full agreement with their decisions as mentioned 

above. It is my pleasure to share Your Excellency's view that the relations now decided to be resumed will forever 

remain cordial and friendly and  

                                                                                                that 

His Excellency 

   Monsieur Francisco J. del Castillo, 

       Spanish Diplomatic Representative 

                in Japan. 
 

that the two nations henceforth will cooperate for their mutual benefit and for the preservation of the peace of the 

world. 

     I have further the honour to express to Your Excellency, in the name of the Japanese Government, our 

heartfelt sympathy for the hardship which the Spanish citizens in Manila and in other cities of the Philippine 

Islands suffered at the time of the Japanese military occupation during the last war. 

    I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance to my high 

consideration. 

                                                                   (Signed) 

                                                                       Minister for Foreign Affairs  

                                                                                 of Japan. 

7．1951年（日付不明：1951年11月28日の話合いを受けて）[0027-34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ペ
イ
ン
国
と
の
国
交
再
開
に
関
す
る
件 

1

，
十
一
月
二
十
八
日
在
京
ス
ペ
イ
ン
国
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
代
表
と
の
話
合
概 

 

要
別
紙
の
通
り
。 

二
、
同
国
と
の
国
交
再
開
は
素
々
先
方
か
ら
申
出
て
来
た
の 

 

で
あ
り
、
我
方
と
し
て
は
万
難
を
排
し
て
迄
即
刻
合
意
に 

 

到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
乃
至
理
由
は
な
い
も 

 

の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
問
題
の
点
に
つ
い
て
は
意
見 

 

が
一
致
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
一
旦
開
始
さ
れ
た 

 

会
談
を
決
裂
さ
せ
、
同
国
と
の
国
交
だ
け
が
断
絶
し
た
ま 

 

ま
の
状
態
に
お
か
れ
る
の
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
カ
ス
テ
ィ 

 

ー
ヨ
代
表
に
悪
感
情
を
抱
か
せ
る
の
も
得
策
で
な
い
の 

 

で
、
我
方
と
し
て
も
他
国
と
の
振
合
上
支
障
の
な
い
範
囲
内
で 

 

な
る
べ
く
先
方
の
希
望
に
も
應
ず
る
よ
う
検
討
し
て
見
る
の
が 

 

至
当
で
あ
ろ
う
。 

三
、
我
方
がre

g
re

ts

を
避
け
た
の
は
主
と
し
て 

 
(

一) 

平
和
條
約
に
お
い
て
も
戰
争
責
任
を
認
め
る
よ
う
な
字 

 
 
 

句
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
連
合
国
に
対
し
て
も
少
な
く
と
も
表 

 
 
 

面
上
は
頭
を
下
げ
た
形
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。 

 
(

二) 

ス
ペ
イ
ン
と
の
間
に
用
い
ら
れ
た
語
は
恐
ら
く
今
後
の
類 

 
 
 
 
 

似
公
文
に
も
用
い
る
こ
と
を
相
手
方
か
ら
要
求
し
て
く
る
こ
と 

 
 

 
 

が
想
像
さ
れ
、
中
立
国
に
は
我
方
か
ら
陳
謝
し
て
国
交
を 

 
 
 
 
 
 

再
開
し
て
貰
っ
た
形
と
な
る
虞
れ
が
あ
る
こ
と
。 

 
(

三) 
 
re

g
re

ts

の
表
示
は
事
件
解
決
の
際
執
る
措
置
の
一
つ 

 
 
 

で
あ
り
、
解
決
方
法
に
つ
い
て
の
話
合
が
未
だ
將 

 
 
 

来
の
問
題
で
あ
る
今
日
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
こ
と 

 
 
 

は
適
当
で
な
い
こ
と
。 

 

の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
我
方
と
し
て
も 

 

本
件
は
過
去
の
こ
と
と
し
て
一
切
頬
か
む
り
で
通
す
と 
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（左は7．の続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

8．英文書③[0035-0036] ：1951年12月5日、日本側の提示案（2） 

（0035）：下線部が挿入され、最終合意案0076と同じ文面になる。 

Resumption of Normal Relationship between 

 Japan and Spain 

 (Draft - 3 December 1951) 

(A)  Letter from the Spanish Diplomatic Representative in Japan to the Minister for Foreign Affairs of Japan. 

Monsieur le Ministre: 

     Confirming the preliminary conversations that we have had concerning the future reestablishment of normal 

diplomatic relations between Spain and Japan, I have the honour, on behalf of my Government, to inform Your 

Excellency that, in view of the traditional amity and friendship which had existed between our two countries, the 

Government of spain(ママ) have decided to resume normal diplomatic relations with the Government of Japan on 

and after the date of the first coming into force of the  

Treaty of Peace with Japan, signed at the city of San Francisco on September 8th, 1951, and to exchange 

ambassadors as soon as practicable thereafter. 

    I have further the honour to inform Your Excellency that the Spanish Government have the intention to 

enter into discussion with the Japanese Government, after the normal relations have been restored between 

our two countries, with a view to reaching an amicable settlement of the cases which involved the Spanish 

citizens in Manila and in other cities of the Philippine Islands at the times of the Japanese military occupation 

during the last war. 

    I trust that the relations now decided to be resumed will forever remain cordial and friendly, and that the two 

nations henceforth will co-operate for their mutual benefit and for the preservation of the peace of the world.     

    I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance of my highest 

consideration. 

                                                                       (Signed)  

                                                                      Spanish Diplomatic Representative 

                                          in Japan 

His Excellency Monsieur Shigeru Yoshida, 

    Minister for Foreign Affairs  

      of Japan. 

（0036）：下線部が0025の下線部と差し替えられ、最終合意案0077との違いは「I take～1945．」がないこと。 

 (B) Letter from the Minister for Foreign Affairs of Japan to the Spanish Diplomatic Representative in Japan 

Monsieur le Ministre: 

  I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of today's date informing me, on behalf 

of Your Excellency's Government, that in view of the traditional amity and friendship which had existed between 

our two countries, the Government of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with the 

Government of Japan on and after the date of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, signed 

at the city of San Francisco on September 8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as practicable thereafter, 

  

い
う
つ
も
り
で
も
な
い
譯
で
あ
る
か
ら
、
先
方
が
受
諾
す
る 

 

な
ら
ばSym

pathy

の
表
明
に
か
え
て
、
伊
太
利
の
場
合
に
倣
っ
て 

 

問
題
解
決
の
た
め
將
来
の
話
合
に
應
ず
る
意
向
が 

 
                  

(

註) 

 

あ
る
旨
を
表
現
す
る
字
句
を
附
け
加
え
る
こ
と
ヽ 

 

し
て
も
支
障
な
か
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
  

（
註
）
例
え
ば 

  --- to state that the Japanese G
overnm

ent is w
illing  

  to enter into discussion w
ith the Spanish G

overnm
ent 

  for the settlem
ent of the m

atter after the norm
al 

  relations have been restored betw
een our tw

o  
  countries. 

 

四
、
右
趣
旨
の
字
句
を
入
れ
る
場
合
の
方
法
と
し
て
次
の
各
種 

 

が
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

(

一) 

先
方
公
文
中
に
挿
入
し
て
我
方
が
同
意
す
る
方
法 

 
 
 

（
伊
太
利
の
場
合
） 

 
 

（
二) 

我
方
回
答
文
に
だ
け
入
れ
る
方
法 

 
 
 
(

三) 

我
方
か
ら
同
情
の
意
を
表
し
た
後
で
加
え
る
方
法 

 
 
 

我
方
と
し
て
は(

一)

が
望
ま
し
い
が
、
先
方
が
日
本
側
の
誠 

 
 
 

意
の
披
厂
と
い
う
意
味
で
強
く
主
張
す
る
と
き
は(

三)

の 

 
 

方
法
迄
譲
る
こ
と
も
考
慮
し
て
お
く
方
が
よ
か
ろ
う
。 

五
、
本
件
は
差
当
り
前
記
各
項
の
趣
旨
で
交
渉
を
續 

 

け
る
こ
と
ヽ
し
、
現
段
階
で
はre

g
re

ts

の
表
示
は
出
来
る
丈 

 

避
け
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
ヽ
致
し
た
い
。 

 
 
 

（
上
欄
外
に
書
き
込
み
：
「
公
文
交
換
の
時
口
頭
に
て
遺
憾
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
を
表
示
す
る
○
と
差
○
○
る
べ
し
」
） 
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and also that the Spanish Government have the intention to enter into discussion with the Japanese Government, 

after the normal relations have been restored between our two countries, with a view to reaching an amicable 

settlement of the cases which involved the Spanish citizens in Manila and in other cities of the Philippine Islands 

at the time of the Japanese military occupation during the last war. 

  On behalf of my Government, I have the honour to state in reply that the Japanese Government thank the 

Spanish Government for their kind communication and are in full agreement with its contents. It is my 

pleasure to share Your Excellency's view that the relations now decided to be resumed will forever remain cordial 

and friendly and that the two nations henceforth will co-operate for their mutual benefit and for the preservation of 

the peace of the world. 

   I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance to my high 

consideration. 

                                               (Signed) 

                                                                          Minister for Foreign Affairs  

                                          of Japan. 

His Excellency 

  Monsieur Francisco J. del Castillo, 

       Spanish Diplomatic Representative  

        in Japan 

9．1951年12月5日、島参事官、在京スペイン国外交代表カスティーヨ公使訪問 [0037-0041] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．英文書④[0042-0044]：195年1月7日、在日スペイン使節団より提示の文書（2） 

 （0042）：在日スペイン使節団からの「覚え書き(Aide Memoire)」、 

     日付について欄外に「昭和二七、一、七 ララコエチア書記官持参、次官に提出（島）」との記載がある。 

      内容 a)西→日への公文（（A）文書）については日本側提示の最終案（Draft 1951.12.3：0035）を受諾。 

         b)フィリピンでのスペイン人被害の特殊性に鑑み、日本側の口頭陳謝は外相自身によってほしい。  

          c)マニラ・スペイン総領事館襲撃については、スペイン側の覚書では言及しないことを受け容れるが、 

           日本政府からの返書には遺憾の意を表明することが必須である。 

MISIÓN DIPLOMÁTICA 

  EN EL JAPÓN    
AIDE MEMOIRE 

a) Spain accepts and is ready to sign as her own the last text proposed by the Japanese themselves for the initial 

 Note for the reestablishment of normal diplomatic relations between Spain and Japan. 

b) Concerning the verbal manifestations offered by the Japanese about the reparations for damages to Spanish 

 subjects established in the Philippines, and having count of its special character, the Spanish Government 

  

ス
ペ
イ
ン
国
と
の
国
交
再
開
に
関
す
る
件 

 

昭
和
二
六
・
一
二
・
五 

一
、
四
日
午
前
十
一
時
、
島
、
在
京
ス
ペ
イ
ン
国
外
交
代
表
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
公
使 

 

を
往
訪
し
て
、
昨
日
ア
ロ
ン
ゾ
書
記
官
に
わ
が
方
修
正
案
の
要
点
を
抜 

 

書
き
し
た
も
の
を
お
渡
し
し
て
お
い
た
が
、
本
日
は
そ
の
全
文
が
出
来
上
っ
た 

 

 

の
で
持
参
し
た
、
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
「
カ
」
公
使
は
、
「
ア
」
書
記
官
か
ら 

 

抜
書
き
は
受
取
っ
た
が
ま
だ
話
を
聞
い
て
い
な
い
か
ら
、
修
正
案
に
つ
い 

 

て
の
説
明
を
伺
い
た
い
、
と
述
べ
た
。 

二
、
よ
っ
て
島
か
ら
、
修
正
し
た
部
分
の
概
要
は
、 

 

（
イ
）
「
同
情
の
表
示
」
に
代
え
て
、
国
交
回
復
後
問
題
解
決
の
た
め
の
討
議
に
応
ず
る 

 
 
 
 

用
意
の
あ
る
旨
を
表
明
す
る
字
句
を
以
て
し
た
こ
と
。 

 

（
ロ
）
そ
の
場
合
日
本
側
か
ら
一
方
的
に
意
思
表
示
し
た
だ
け
で
は
不
完 

 
 
 
 

全
な
の
で
、
貴
方
か
ら
の
来
翰
中
に
も
そ
の
趣
旨
を
𧦅
っ
た
こ
と
。 

 
 

（
ハ
）
そ
の
結
果
案
の
内
容
は
先
般
の
日
伊
交
換
公
文
に
極
め
て
類
似 

 
 
 
 

し
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
。  

 
で
あ
り
、
な
お
本
案
が
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
同
意
を
得
ら
る
ヽ
場
合
に
は
、 

 
公
文
交
換
の
際
井
口
次
官
が
わ
が
方
往
翰
を
貴
公
使
の
許
に 

 

持
参
し
て
、
そ
の
際
口
頭
を
以
て
遺
憾
の
意
を
表
明
す
る
用
意
が
あ
る 

 

こ
と
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
「
カ
」
公
使
は
、
自
分
と
し
て
は
こ
の
案
で
結
構 

 

と
思
う
か
ら
こ
れ
を
マ
ド
リ
ー
ド
へ
取
次
ぐ
こ
と
と
す
る
。
或
は
本
国
政
府
か
ら 

 

日
本
政
府
が
事
件
の
円
満
な
解
決
に
到
達
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
誠 

 

意
を
披
瀝
す
る
趣
旨
の
字
句
を
加
え
る
こ
と
を
命
じ
て
来
る
か
も
知
れ 

 

な
い
が
、
で
き
る
だ
け
こ
の
案
で
本
国
政
府
の
同
意
を
得
る
よ
う
に 

 

努
め
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
述
べ
た
。 

三
、
右
会
談
の
際
「
カ
」
公
使
は
、
本
件
に
関
す
る
本
国
外
務
省
か
ら
の 

 

訓
令
は
、
そ
の
時
そ
の
時
に
よ
っ
て
か
な
り
相
違
が
あ
り
、
お
そ
ら
く 

 

何
人
か
の
係
官
が
十
分
連
絡
せ
ず
に
起
案
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ 

 

る
が
、
今
回
は
外
務
大
臣
自
ら
こ
の
案
文
を
十
分
に
検
討
す
る
で
あ 

 

ろ
う
か
ら
、
そ
の
点
は
大
丈
夫
と
思
わ
れ
る
、
旨
を
附
言
し
た
。
（
同
公
使 

 

の
口
振
か
ら
察
す
る
と
、
従
来
よ
り
か
な
り
態
度
を
緩
和
し
た
訓 

 

令
が
新
た
に
到
達
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
た
。
） 

  



 

148 

 

considers that they will be made by His Excellency the Foreign Minister himself. 

c) Concerning the attack of the Spanish Consulate General in Manila and the singular character of this official 

 offense, the Spanish Government accepts not to make any reference in its Note giving occasion to the Japanese 

 Government to express spontaneously its sentiments of regret in the answering Note which is considered 

necessary.  

 （0043-0044）：在日スペイン使節団からの「口上書(Note Verbale) No.1」、総領事館襲撃の情報。被害者の実名がある。 

N.V./No.1                             Note Verbale 

    Reference is made to the assault and looting of the Spanish Consulate General in Manila about 

which facts and subsequent circumstances the Japanese Ministry of Foreign Affairs has expressed to the Spanish 

Diplomatic Mission its desire to receive the most accurate information as possible. 

    The Spanish Diplomatic Mission has consequently requested immediately its Government to send a telegraphic 

report, which has been received yesterday and which says as follows: - 

The assault, pilferage and destruction of the Spanish Consulate General by the Japanese troops took place on 

February 12th, 1945. The Japanese soldiers violated the entrance without considering nor respecting the Spanish 

National Flag nor the official Coat of Arms, which were both uprooted, tread and destroyed. Continuing its 

destruction throughout the building, the Japanese soldiers attacked and killed in their own office the Chancellor 

Ricardo Garcia Buch1 and the official of the Chancellery Angel Origlangaj 2was also brutalized and killed the 

housekeeper Josefa Benavent3 and completely annihilated three whole families who were living in the Consulate; 

The Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo.   
 

the family of Pedro Albaladejo4, his wife and three children; 

the family of Clodoaldeo Berquedaga5, his wife and five children 

and the family of José Aguilella6, his wife and two children. 

The total member of the victims assassinated in the Consulate amounts to fifty. After the killing and looting, the 

Japanese troops put fire to the Consulate, which was completely destroyed including the total archives and Consular 

Protocol, with furniture and material, with a tremendous loss of property. 

    The Spanish Diplomatic Mission takes this occasion to renew to the Japanese Ministry of Foreign Affairs the 

assurance of its high consideration.                                         

                                                                              Tokyo, January 7, 1952..- 

11．1952年1月17日、儀典課長、カステイヨ公使と会談 [0045-0046] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ricardo García Buch氏。（外交資料B’ 3.1.2. 9.1-4：1954.4.21「日西合同委員会審議状況報告書」の「四、被害状

況」の「①、在マニラ西總領事館の襲撃」の「（イ）死者（100%日本側の責任のある者）一八名」） 
2 Ángel Martínez de Buyanda(?)氏として記載のある男性とみられる。（同上資料） 
3 Josefa Domenech(?) Venavent氏として記載あり。（同前資料） 
4 Pedro Albadalejo Ibañez氏。妻と２人の息子１人、娘１人の名も記載されている。（同前資料） 
5 Clodoaldo Berlanga氏とみられる。妻と息子１人、娘４人の名も記載されている。（同前資料） 
6 Plácido Aguilella Peris氏とみられる。併せて、妻と息子１人、娘１人の名も記載されている。（同前資料） 

日
西
国
交
再
開
に
関
す
る
件 

 

             

昭
、
二
七
、
一
、
一
七
、 

儀
典
課
長 

 

昨
十
六
日
カ
ス
テ
イ
ヨ
公
使
と
の
会
談
要
旨
左
の
と
お
り
。 

一
、
国
交
再
開
に
関
す
る
交
換
公
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
日 

 

西
双
方
に
異
存
が
な
い
。 

二
、
マ
ニ
ラ
事
件
に
関
す
る
日
本
側
陳
謝
の
方
法
に
関
し
、 

  

ス
ペ
イ
ン
政
府
と
し
て
は
吉
田
大
臣
の
来
訪
を
要
求
す
る
こ
と
は 

  

適
当
で
な
い
と
了
承
す
る
が
、
そ
の
代
り
、
カ
ス
テ
イ
ヨ
公
使
が 

 

吉
田
大
臣
を
往
訪
し
、
そ
の
際
吉
田
大
臣
か
ら
遺
憾
の
意
が 

 
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
れ
は
本
国
政
府
の
訓
令 

 

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
（
こ
の
点
田
村
か
ら
上
司
に
報
告
し
追
て 

 

回
答
す
る
旨
返
答
し
て
置
い
た
。
） 

三
、
陳
謝
の
項
を
別
個
の
書
簡
と
し
た
い
と
の
日
本
側
提 

 

案
は
、
尤
も
だ
と
思
う
か
ら
早
速
本
国
政
府
に
請
訓
す
る
。 
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12．英文書⑤[0047-0048]：1952年1月21日、在日スペイン使節団からの「口上書(Note Verbale) No.2」 

（0047-0048）：スペイン総領事館襲撃事件の追加情報。事件を証言した被害者や隣人、総領事らの実名が挙がっている。 

MISIÓN DIPLOMÁTICA ESPAÑOLA 

          EN EL JAPÓN 

 No.2                                      Note Verbale 

 

    Reference is made by Note Verbale No.1 of the 7th instant of this mission regarding the assault and looting of 

the Spanish Consulate General in Manila to which respect the following complementary informations (ママ) have 

been received:- 

    In the Spanish Ministry of Foreign Affairs there are declarations of many witness who confirmed that the 

assault of the Spanish Consulate General in Manila was on the 12th February 1945 in the first hours of the 

afternoon by a group of Japanese troops in uniform. The troops, on their arrival, were received by the Officer of the 

Consulate, Ricardo Garcia Buen7, with a big Spanish flag in his hand to show that the office was an official foreign 

Mission but the Japanese troops shot his to death and destroyed the Spanish flag, starting to kill and burn 

everything inside the building. Some hours later when the Spanish Consul General, Mr. José del Castaño, with the 

Secretary, Mr. Ferrer, arrived to the place that was their office, everything was destroyed and they only found a big 

number of corpses and charred parts of human bodies. 

    The Spanish citizens, Pedro Albaladejo,8 who was mentioned in the previous Note, and one woman named 

Berlanga9, notwithstanding that they were seriously wounded, took refuge in the houses of a Mrs. Cottrell, next to 

the Consulate, who assisted them until their end and who was also a witness and testified to the Spanish Consul 

General.  

    The Spanish Diplomatic Mission takes this occasion to the Japanese Ministry of Foreign Affairs the assurance 

of its high consideration. 

                                                                           Tokyo, January 21, 1952. - 

The Japanese Ministry of Foreign Affairs,  

         Tokyo. - 

13．1952年1月21日、島参事官と田村儀典課長、カスティーヨ公使訪問 [0049-0051] 

  1952年1月25日、ララッコエチア書記官、島参事官訪問 [0051 -0054] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ricardo García Buch氏。（同前資料） 
8 Pedro Albadalejo Ibañez氏。 （同前資料） 
9 Clodoaldo Berlanga氏の妻か、４人の娘のうちの誰かとみられる。（同前資料） 
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昭
和
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七
・
一
・
二
五 

一
、
一
月
二
十
一
日
、
田
村
儀
典
課
長
同
道
、
他
用
を
以
て
在
京
ス
ペ
イ
ン
ミ
ッ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

シ
ョ
ン
往
訪
の
際
、
先
方
の
求
め
に
よ
り
カ
ス
テ
ィ
ー
ヨ
公
使
に
面
談 

 
 

し
た
処
同
公
使
は
同
月
十
六
日
の
田
村
課
長
と
の 

 

会
談
に
言
及
し
て
、
在
マ
ニ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
襲
撃
事
件
に
対 

 

す
る
日
本
政
府
の
遺
憾
の
意
の
表
示
は
、
国
交
再
開
の
公
文
で
な
く
、 

 

別
の
公
文
と
し
た
い
と
の
希
望
御
申
出
は
、
早
速
本
国
政
府
に
取
次
い
だ 

 

と
こ
ろ
、
マ
ド
リ
ー
ド
か
ら
は
、
本
件
は
日
西
国
交
断
絶
の
原
因
に
な
っ
た 

 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
交
再
開
に
際
し
て
交
換
せ
ら
る
べ
き
公
文
中
に
日
本 

 

側
が
自
発
的
に
遺
憾
の
意
を
表
す
る
こ
と
は
国
交
再
開
の
絶
対
的
条 

 

件
で
あ
る
旨
厳
重
に
訓
令
し
て
き
た
旨
述
べ
た
。
よ
っ
て
島
か
ら
、
わ
が 

 

方
が
別
な
公
文
を
希
望
し
た
の
は
、
国
交
再
開
に
関
す
る
交
換
公
文
は 

 

他
の
諸
国
と
の
振
合
い
も
あ
る
の
で
、
な
る
べ
く
型
破
り
と
な
ら
な
い
こ
と
を 

 

希
望
し
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
右
に
同
意
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ 

 

れ
ば
そ
の
旨
上
司
に
報
告
し
て
日
本
側
の
態
度
を
決
意
す
る
こ
と
に 

 

 
 

し
よ
う
、
と
述
べ
て
お
い
た
。 

二
、
然
る
に
二
十
五
日
、
同
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
ラ
ラ
ッ
コ
エ
チ
ヤ
書
記
官
、
島
を
来
訪 

 

し
て
、
先
日
の
会
談
で
ス
ペ
イ
ン
側
の
申
出
に
応
じ
ら
れ
た
の
で
「
カ
」
公
使
は 

 

吉
田
総
理
を
往
訪
し
た
い
希
望
を
も
っ
て
い
る
旨
述
べ
た
の
で
、
島
か
ら 

 

先
日
の
会
談
で
わ
が
方
が
貴
方
申
出
を
承
諾
し
た
事
実
は
な
い
、 

 

そ
の
点
は
同
席
し
た
田
村
課
長
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
、
但
し
本
日
は 

 

そ
の
後
部
内
で
研
究
し
た
結
果
、
本
件
が
日
西
国
交
断
絶
の
直
接
の 

 
 

原
因
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
わ
が
方
と
し
て
も
、
交
換
公
文
中
に
遺
憾
の 

 
 

意
を
表
示
す
る
字
句
を
入
れ
る
こ
と
に
大
体
同
意
す
る
方
向
に
向
っ
て 

 

い
る
旨
お
知
ら
せ
す
る
。
但
し
本
件
に
つ
い
て
は
極
力
調
査
し
た
に
拘
ら
ず 

 

わ
が
方
と
し
て
は
何
ら
の
記
録
も
な
く
、
又
証
人
も
現
存
し
て
い
な
い
の
で
、 

 

右
字
句
に
は
「
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味
の
留
保
を
附 

 

け
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
「
ラ
」
書
記
官
は
、
そ
れ
で
は
本 

 

国
政
府
は
絶
対
に
承
諾
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
の
で
、
島
か
ら 
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（左は13．の続き） 

 

 

14．1952年1月30日、電話の内容報告 井口次官、カステイヨ公使

へ[0055] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．195 年 1 月 31 日、ララコエチヤ書記官、土屋局長訪問（1 月 30 日）、中川氏、カスチーヨ公使訪問（1 月 31 日） 

[0056－0067] 

 

 

 

  
 
 

日
西
交
換
公
文
に
関
す
る
件 

 
 
 
 

昭
二
七
・
一
・
三
〇 

  
 

日
本
側
書
簡
中
條
件
付
き
で
遺
憾
を
表
明
す
る
点
に
関
し 

 
 

條
件
付
き
の
点
を
削
除
し
て
も
よ
い
と
の
次
官
の
御
意
見
を
カ
ス 

 

テ
イ
ヨ
公
使
に
内
報
し
、
更
に
大
臣
に
お
か
れ
て
も
次
官
と
同
様
の 

 

御
見
解
で
あ
る
と
の
昨
夜
の
御
電
話
の
趣
旨
を
今
朝
重
ね
て 

 

同
公
使
に
電
話
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
井
口
次
官
の
御
配
慮
に 

 

対
し
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
旨
述
べ
て
居
り
ま
し
た
。 

ス
ペ
イ
ン
と
の
国
交
再
開
と
、
総
理
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
関
す
る
件 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
二
七
、
一
、
三
一 

 
 

在
京
ス
ペ
イ
ン
ミ
ッ
シ
ョ
ン
「
ラ
ラ
コ
エ
チ
ヤ
」
書
記
官
に
、 

 

一
月
三
十
日
午
后
土
屋
局
長
の
許
に
来
訪
を
求
め
（
中
川 

 

陪
席
）
別
紙
案
文
（
別
紙
甲
乙
）
の
如
き
書
翰
交
換
を
行
い 

 

た
い
旨
述
べ
た
処
、
ラ
は
早
速
「
カ
ス
チ
ー
ヨ
」
公
使
に
提
出 

 

す
べ
く
、
其
の
后
に
て
何
分
の
返
答
を
し
た
い
と
答
え
た
。 

 

尚
そ
の
際
ラ
は
「
カ
ス
チ
ー
ヨ
公
使
が
總
理
を
（
国
交
再 

 

開
の
文
書
を
持
っ
て
）
来
訪
す
る
際
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る 

 

一
般
ス
ペ
イ
ン
人
の
生
命
財
産
の
損
害
に
対
す
る
コ
ン
ペ
ン
セ
イ 

 

シ
ョ
ン
に
関
し
て
、
日
西
間
に
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
を
結
び
た
い
と 

 

い
う
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
を
頂
き
た
く
、
旦
一
応
本
件
に
関
し
日 

 

本
側
の
内
諾
を
得
て
い
る
旨
本
国
政
府
に
電
報
し
た
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

が
、
右
支
障
な
い
か
、
自
分
の
諒
解
す
る
所
で
は
本
件
は
既 

 

に
カ
ス
チ
ー
ヨ
公
使
と
総
理
の
間
に
合
意
が
出
来
て
い
る 

 

と
思
う
。
」
と
述
べ
た
の
で
、
土
屋
局
長
よ
り
「
總
理
が
カ
ス
チ
ー
ヨ 

 

公
使
に
如
何
な
る
話
し
を
せ
ら
れ
た
か
我
々
は
分
か
ら
な
い
が 

 

兎
に
角
貴
方
申
し
出
で
は
早
急
に
次
官
及
び
大
臣
に
取 

 

り
次
い
だ
上
、
何
分
の
返
事
を
す
る
。
」
と
答
え
て
お
い
た
。 

 

右
に
関
し
ラ
ラ
コ
エ
チ
ヤ
は
總
理
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
書
き
物
に 

 

し
て
貰
い
た
い
と
述
べ
た
の
で
、
当
方
か
ら
従
来
の
諒
解
で
は 

 

口
頭
に
よ
る
も
の
と
思
う
と
答
え
た
処
、
右
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト 

 

の
内
容
を
書
い
た
物
を
事
前
に
頂
き
た
い
と
か
、
相
談
し
た
い
と 

 

か
で
返
答
は
っ
き
り
せ
ず
、
旁
々
そ
の
英
語
が
要
領
を
得 

 

な
い
の
で
三
十
一
日
晝
右
照
会
旁
々
中
川
ス
ペ
イ
ン
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン 

 

に
、
カ
ス
チ
ー
ヨ
公
使
を
往
訪
し
た
。
中
川
の
質
問
に
対
し 

 

公
使
は
「
国
交
再
開
に
関
す
る
交
換
公
文
案
は
、
昨
夕 

 

頂
い
た
も
の
で
結
構
で
あ
り
、
マ
ド
リ
ッ
ド
か
ら
も
右
で
支
障 

 

な
い
旨
既
に
返
電
に
接
し
た
。
總
理
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
関 

 

し
て
は
、
事
前
に
も
事
後
に
も
書
き
物
を
頂
く
必
要
は
全
然 

 

な
い
。
然
し
、
『
日
西
友
好
関
係
に 

 

鑑
み
、
比
島
在
住
ス
ペ
イ
ン
人
の
蒙
っ
た
生
命
財
産
の
損
害 

 
に
つ
い
て
は
日
本
政
府
は
将
来
之
を
研
究
し
、
貴
国
と
合
意
に
達
す
る
様
に
努
め 

 

る
こ
と
を
貴
公
使
に
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
す
る
』
と
い
う
こ
と
は
總
理 

 

が
遺
憾
の
意
を
表
さ
れ
る
時
に
是
非
言
っ
て
頂
き
た
い
。
之 

 

は
ス
ペ
イ
ン
本
国
か
ら
の
嚴
重
な
訓
令
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た 

 

の
で
、
中
川
よ
り
「
貴
方
御
申
出
で
は
早
速
上
司
に
報
告
」 

 

 

ス
ペ
イ
ン
側
の
主
張
を
疑
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
問
題
を
公
に
取
上
げ
て 

 

公
文
中
に
日
本
政
府
の
遺
憾
の
意
を
表
示
す
る
と
な
れ
ば
、
貴
方
の 

 

一
方
的
言
い
分
だ
け
に
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
わ
が
方
自
身
の 

 

証
拠
が
な
い
限
り
あ
る
程
度
の
留
保
が
つ
く
の
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ 

 

で
あ
る
、
と
強
く
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
「
ラ
」
書
記
官
は
、
今
日
は
吉
田
総
理
と 

 

「
カ
」
公
使
と
の
面
会
に
つ
い
て
御
相
談
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な 

 

新
し
い
問
題
を
提
起
さ
れ
た
の
は
意
外
で
あ
る
と
述
べ
た
。
よ
っ
て
島 

 
 

か
ら
、
新
し
い
問
題
と
い
え
ば
、
貴
方
が
本
件
を
提
示
さ
れ
た
の
は
一
月
四
日 

 

「
カ
」
公
使
が
井
口
次
官
を
往
訪
さ
れ
た
時
が
初
め
て
で
あ
り
、
そ
の
前 

 

二
ヶ
月
余
に
亘
り
話
合
継
続
中
、
一
度
も
メ
ン
シ
ョ
ン
さ
れ
た
こ
と
が
な
い 

 

の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
側
の
方
が
む
し
ろ
驚
い
て
直
ち
に
調
査
を
行
っ
た 

 

次
第
で
あ
る
旨
応
酬
し
て
お
い
た
。 
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（15．の続き） 

16．1952年2月12日、情報文化局発表 [0069] 和文タイプ文書 

 

 

 

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
致
す
べ
き
も
、
損
害
の
賠
償
は
物
的
な
も
の
を
考
え
て
お
ら
れ
る 

 

の
か
、
そ
れ
と
も
精
神
的
な
も
の
か
、
客
秋
ア
ロ
ン
ゾ
書
記
官
は 

 

島
参
事
官
に
右
賠
償
は
物
質
的
な
も
の
で
な
く
、
精
神
的 

 

な
陳
謝
で
よ
い
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
總 

 

理
が
陳
謝
せ
ら
れ
れ
ば
、
も
う
そ
れ
以
上
將
来
に
尾
を
引
く
様 

 

な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
假
令
口
頭
で
あ
っ
て
も
大
臣
が
な
さ
れ
な
く
て 

 

も
済
ま
せ
る
訳
に
は
い
か
な
い
も
の
だ
ら
う
か
。
平
和
条
約
で
も 

 

比
の
種
請
求
権
は
抛
棄
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
他
国
と
の
振
合
か
ら 

 

見
て
も
、
貴
方
の
御
満
足
の
行
く
様
に
は
仲
々
運
び
に
く
い 

 

 

と
思
う
。
」
と
答
え
た
。 

 

カ
公
使
は
「
ア
ロ
ン
ゾ
の
説
明
は
誤
り
で
あ
り
、
補
償
は 

 

物
質
的
な
も
の
で
な
く
て
は
意
味
が
な
い
。
然
し
、
之
は
必
ず 

 

し
も
日
本
か
ら
シ
ャ
ニ
ム
ニ
賠
償
を
取
り
立
て
よ
う
と
い
う
の
で
は 

 

な
く
、
方
法
と
し
て
は
全
く
自
分
一
個
の
私
案
で
あ
る
が
、
東
京
に 

 

ス
ペ
イ
ン
系
の
図
書
館
を
建
て
る
と
か
、
学
校
を
建
て
る
と
か
、
又
は 

 

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
日
本
か
ら
取
る
賠
償
の
中
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
分
も 

 

含
ま
せ
る
と
か
、
種
々
の
手
が
考
え
ら
れ
る
。
自
分
は
唯
將
来 

 

本
件
に
関
し
、
日
本
政
府
が
考
慮
し
て
く
れ
る
と
い
う 

 

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
最
小
限
頂
き
た
い
の
で
あ
る
。
国
交
恢
復 

 

の
交
換
公
文
の
中
に
あ
る
日
本
側
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
取
り
よ 

 

に
よ
っ
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
側
の
申
し
出
で
は
尤
も
だ
と
い
う
だ
け 

 

で
あ
っ
て
、
本
件
解
決
に
関
し
て
日
本
側
が
進
ん
で
努 

 

力
し
よ
う
と
い
う
意
味
に
は
必
ず
し
も
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」 

 

と
述
べ
た
。
尚
カ
公
使
は
本
件
の
実
施
に
つ
い
て
は
、 

 

他
の
国
に
対
す
る
悪
い
先
例
に
な
ら
な
い
様
に
、
ス
ペ
イ
ン
側 

 

と
し
て
は
そ
の
点
も
充
分
に
留
意
す
べ
き
旨
を
述
べ
て
い 

 

た
の
で
、
中
川
よ
り
、
上
司
に
貴
方
御
申
し
出
を
伝
え
た
上 

 

何
分
の
御
返
事
を
す
べ
き
旨
述
べ
て
お
い
た
。 

 

就
て
は
、
本
件
ス
ペ
イ
ン
側
に
対
し
、
先
方
申
出
を
大
臣 

 

も
諒
承
せ
ら
れ
た
旨
返
答
致
し
て
刺
傷
な
き
や 

 

何
分
の
御
指
示
を
乞
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次
官
は
『
「
政
府
が
研
究
し
よ
う
」
と
い
ふ
位
の
こ
と
で
あ
れ
ば
例
へ
ば
岡
崎
大
臣
が 

 

口
頭
で
云
っ
て
も
い
ヽ
し
、
岡
崎
大
臣
又
は
次
官
か
ら
交
換
書
翰
の
イ
ン 

 

タ
ー
プ
リ
テ
イ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
そ
う
い
ふ
ラ
イ
ン
の
手
紙
を
出
し
て
も
よ
い
が 

 

総
理
に
又
陳
謝
せ
し
め
る
と
か
、
又
は
先
方
の
希
望
す
る
様
な 

 

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
さ
せ
る
と
か
要
す
る
に
総
理
に
色
々
荘
言
し
て
貰 

 

う
こ
と
は
、
日
本
側
で
は
ア
ク
セ
プ
ト
出
来
な
い
』
と
述
べ
ら
れ
た
。 

  
 

情
報
文
化
局
発
表 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
七
年
二
月
十
二
日 

  
 
 

ス
ペ
イ
ン
と
の
外
交
関
係
の
再
開
に
つ
い
て 

 
 
 
 

  
 

わ
が
国
と
ス
ペ
イ
ン
と
は
、
昭
和
二
十
年
四
月
十
一
日
の
ス
ペ
イ
ン
の
対
日 

 
断
交
通
告
以
来
断
交
状
態
に
あ
る
が
、
平
和
条
約
の
最
初
の
発
効
の
日
以
降
両 

 

国
の
間
に
正
常
の
外
交
関
係
を
復
活
す
る
こ
と
に
話
合
い
が
ま
と
ま
り
、
本
日 

 

午
前
十
一
時
こ
の
趣
旨
の
覚
書
が
外
務
大
臣
と
デ
ル
・
カ
ス
テ
イ
ヨ
在
京
ス
ペ 

 

イ
ン
使
節
団
長
と
の
間
に
交
換
さ
れ
た
。 

 
 
 

日
西
両
国
の
間
に
伝
統
的
に
存
在
し
た
友
好
関
係
の
復
活
の
基
礎
が
今
回
の 

 

措
置
で
固
ま
っ
た
わ
け
で
真
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。 
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17．1952年2月15日（1952年2月12日起草）、電報、在マドリッド矢口所長宛、吉田大臣発 [0070-0075] 

 

18．英文書⑥[0076-0077]：日本側からの提示案（3）（最終的に合意に達した案） 

（0076） 

Resumption of Normal Relationship between Japan and Spain 

(12 February 1952) 

(A) Letter from the Spanish Diplomatic Representative in Japan to the Minister for Foreign Affairs of Japan 

Monsieur le Ministre: 

     Confirming the preliminary conversations that we have had concerning the future reestablishment of normal 

diplomatic 

relations between Spain and Japan, I have the honour, on behalf of my Government, to inform Your Excellency 

that, in view of the traditional amity and friendship which had existed between our two countries, the Government 

of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with the Government of Japan on and after the date 

of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, signed at the city of San Francisco on September 

8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as practicable thereafter. 

     I have further the honour to inform Your Excellency that the Spanish Government have the intention to enter 

into discussion with the Japanese Government, after the normal relations have been restored between our two 

countries, with a 

view to reaching an amicable settlement of the cases which involved the Spanish citizens in Manila and in other 

cities of the Philippine Islands at the times of the Japanese military occupation during the last war.   

     I trust that the relations now decided to be resumed will forever remain cordial and friendly and that the two 

nations 

henceforth will co-operate for their mutual benefit and for the preservation of the peace of the world.     

     I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance of my 

highest consideration.           

                                                                       (Signed)  

                                                                     Spanish Diplomatic Representative  

                                         in Japan                                        

 His Excellency 

   Monsieur Shigeru Yoshida, 

      Minister for Foreign Affairs of Japan 

(0077) 

   (B)Letter from the Minister for Foreign Affairs of Japan to the Spanish Diplomatic Representative in Japan 

Monsieur le Ministre: 

      I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of today's date informing me, on behalf 

of Your Excellency's Government, that in view of the traditional amity and friendship which had existed between 

 
 
 
 

文
書
課
発
送
日 

昭
和
廿
七
年
貳
月
拾
五
日 

 

 
欧
米
四 

第
三
号 

 

昭
和
廿
七
年
貳
月
拾
四
日 

 
 

受
信
人
名 

 

在
マ
ド
リ
ッ
ド 

 
 
 
 

発
信
人
名 

 

吉
田
大
臣  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢
口
所
長 

 
 

ス
ペ
イ
ン
と
の
国
交
再
開
に
関
す
る
件 

 
 

本
件
に
関
し
て
は
既
に
電
報
を
も
っ
て
通
報
し
た
が
二
月 

 
 

十
二
日
本
大
臣
と
在
京
ス
ペ
イ
ン
使
節
団
長
と
の
間
に 

 
 

別
添
甲
、
乙
の
通
り
の
覚
書
を
交
換
し
た
。 

 
 

右
覚
書
文
案
に
関
す
る
使
節
団
と
の
協
議
に
当
り
、 

 

先
方
は
客
秋
交
渉
開
始
以
来
在
比
島
ス
ペ
イ
ン
人
、
生
命
財
産 

 

の
損
害
に
対
す
る
賠
償
と
友
好
関
係
宣
言
の
二
点 

 

を
問
題
と
し
て
い
た
。
後
者
は
勿
論
問
題
な
か
っ
た
が 

 

前
者
に
関
し
て
は
交
換
覚
書
中
に
お
い
て
本
件
へ
の 

 

政
府
の
同
情
を
表
示
せ
ん
と
す
る
わ
が
方
の
案
に
対
し
、 

 
 

先
方
は
こ
れ
を
も
っ
て
す
こ
ぶ
る
不
満
足
と
し
た
の
で
円
満 

 

な
合
意
に
達
す
べ
く
彼
我
係
官
の
間
に
屢
次
折
衝 

 

を
重
ね
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
年
早
々
ス
ペ
イ
ン
側
は
突
然 

 

在
マ
ニ
ラ
総
領
事
館
事
件
を
提
起
し
、
こ
の
事
件 

 

に
つ
い
て
わ
が
方
よ
り
遺
憾
の
意
を
表
明
す
る
こ
と
を
要 

 

求
し
て
来
た
。
更
に
客
年
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
一
般 

 

居
留
民
の
被
害
に
つ
い
て
は
覚
書
交
換
の
際
次
官
よ
り 

 
 

遺
憾
の
意
を
表
明
せ
ん
と
の
わ
が
方
案
に
対
し
大
臣
自 

 
 

身
こ
れ
を
な
す
べ
き
旨
（
貴
信
普
通
第
一
号
（
２
号
）
の 

 

通
り
）
を
主
張
し
た
。
よ
っ
て
当
方
に
お
い
て
は
総
領
事
館
事 

 
 

件
の
眞
疑
に
つ
き
極
力
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
関
係
資
料 

 

は
全
然
な
か
っ
た
が
、
客
観
的
に
見
れ
ば
何
等
か
こ
の
種
の 

 

事
件
が
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
（
別
添
丙
参 

 

照
）
、
本
事
件
に
つ
い
て
遺
憾
の
意
を
表
明
は
す
る 

 
 

が
、
国
交
再
開
と
は
別
個
に
こ
れ
を
取
扱
い
た
い
旨
主
張
し 

 

た
と
こ
ろ
、
先
方
は
ど
う
し
て
も
こ
れ
を
承
諾
し
な
か
っ
た
の
で 

 

覚
書
中
に
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
カ
ス
テ
イ
ヨ
は
、
一
般 

 

ス
ペ
イ
ン
人
の
被
害
に
関
す
る
口
頭
の
遺
憾
の
表
明
に 

 

当
り
右
被
害
の
補
償
を
將
来
研
究
す
る
意
思
を
併
せ
述 

 

べ
る
こ
と
を
要
求
し
た
た
め
覚
書
交
換
が
遅
れ
て
い
た
が 

 

（
こ
の
間
貴
地
に
お
い
て
は
日
西
国
交
再
開
決
定
が
発
表
さ
れ 

 
 

た
）
、
結
局
二
月
八
日
先
方
は
口
頭
の
遺
憾
の
意
の
表
明
の 

 

条
件
全
部
を
撤
回
し
、
二
月
十
二
日
に
は
単
に
覚
書 

 

の
交
換
が
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
な
お
カ
ス
テ
イ
ヨ
は
二
月
十 

 

 
 

二
日
早
速
新
大
使
と
し
て
の
ア
グ
レ
マ
ン
を
要
求
し
て
来
た
の 

 

で
こ
れ
を
承
認
し
た
。
以
上
貴
官
御
含
み
迄
。 
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our two countries, the Government of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with the 

Government of Japan on and after the date of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, signed 

at the city of San Francisco on September 8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as practicable thereafter, 

and also that the Spanish Government have the intention to enter into discussion with the Japanese Government, 

after the normal relations have been restored between our two countries, with a view to reaching an amicable 

settlement of the cases which involved the Spanish citizens in Manila and in other cities of the Philippine Islands 

at the time of the Japanese military occupation during the last war. 

      On behalf of my Government, I have the honour to state in reply that the Japanese Government thank the 

Spanish Government for their kind communication and are in full agreement with its contents. I take this 

opportunity to express, in the name of the Japanese Government, our deep regrets for the sad incident which took 

place at the Spanish Consulate General at Manila on February 12th, 1945. 

    It is my pleasure to share Your Excellency's view that the relations now to be resumed will forever remain 

cordial and friendly ant that the two nations henceforth will co-operate for their mutual benefit and for the 

preservation of the peace of the world. 

   I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance to my high 

consideration. 

                                                                               (Signed) 

                                                                            Minister for Foreign Affairs of 

Japan. 

His Excellency 

   Monsieur Francisco J. del Castillo, 

       Spanish Diplomatic Representative in Japan 

19．英文書⑦[0078-0080]：1952年2月12日に交換された覚書 

 （0078）         

                                                                                 Tokyo, February 12, 1952 

MISION DIPLOMATIC ESPAOLA   

EN EL JAPON 

Monsieur le Ministre, 

    Confirming the preliminary conversations that we have had concerning the future reestablishment of normal 

diplomatic relations between Spain and Japan, I have the honour, on behalf of my Government, to inform Your 

Excellency that, in view of the traditional amity and friendship which had existed between our two countries, the 

Government of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with the Government of Japan on and 

after the date of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, signed at the city of San Francisco on 

September 8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as practicable thereafter. 

    I have further the honour to inform Your Excellency that the Spanish Government have the intention to enter 

into discussion with the Japanese Government, after the normal relations have been restored between our two 

countries, with a view to reaching an amicable settlement of the cases which involved the Spanish citizens in Manila 

and in other cities of the Philippine Islands at the times of the Japanese military occupation during the last war. 

   I trust that the relations now decided to be resumed will forever remain cordial and friendly and that the two 

nations henceforth will co-operate for their mutual benefit and for the preservation of the peace of the world. 

   I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance of my highest 

consideration. 

                                                         (Signed) F. Castillo 

                                                             Spanish Diplomatic Representative 

                                                                            in Japan 

His Excellency 

     Monsieur Shigeru Yoshida, 

        Minister for Foreign Affairs of Japan 

（0079-0080） 

                                                                            February 12, 1952 

Monsieur le Ministre: 

   I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of today's date informing me, on 

behalf of Your Excellency's Government, that in view of the traditional amity and friendship which had existed 

between our two countries, the Government of Spain have decided to resume normal diplomatic relations with 

the Government of Japan on and after the date of the first coming into force of the Treaty of Peace with Japan, 

signed at the city of San Francisco on September 8th, 1951, and to exchange ambassadors as soon as 

practicable thereafter, and also that the Spanish Government have the intention to enter into discussion with 

the Japanese Government, after the normal relations have been restored between our two countries, with a 

view to reaching an amicable settlement of the cases which involved the Spanish citizens in Manila and in 
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other cities of the Philippine Islands at the time of the Japanese military occupation during the last war. 

   On behalf of my Government, I have the honour to state in reply that the Japanese Government thank 

the Spanish Government for their kind communication and are in full agreement with its contents. I take this 

opportunity to express, in the name of the Japanese Government, our deep regrets for the sad incident which 

took place at the Spanish Consulate General at Manila on February 12th, 1945. 

                                                                                             It 

His Excellency 

      Monsieur Francisco J. del Castillo, 

         Spanish Diplomatic Representative 

                        in Japan 
 

    It is my pleasure to share Your Excellency's view that the relations now to be resumed will forever 

remain cordial and friendly ant that the two nations henceforth will co-operate for their mutual benefit and 

for the preservation of the peace of the world. 

    I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance to my 

high consideration.                        

                                                         (Signed) Shigeru Yoshida 

                                                            Minister for Foreign Affairs  

                                   of Japan. 

 

20．1952年2月18日、吉田茂外相宛、在マドリッド在外事務所矢口所長発 [0081-0082] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

マ
第
二
十
五
号 

 
 

昭
和
二
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

在
マ
ド
リ
ッ
ド
在
外
事
務
所 

 

矢
口
所
長 

 
 

外
務
大
臣 

吉
田
茂 

殿 

 
 
 

西
國
の
親
日
的
論
調
の
件 

 
 

当
國
人
が
一
般
に
親
日
的
傾
向
を
有
す
る
次
第
は
機
會
あ
る 

 
 

毎
に
報
告
の
通
り
で
あ
る
が
、
（
往
信
第
一
四
号
、
第
一
六
号
一
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（
５
）
及
び
第
二
〇
号
参
照
）
最
近
新
聞
、
雑
誌
等
は
屢
々 

 

事
務
所
の
開
設
、
日
西
國
交
恢
復
の
公
文
交
換
等
に
関 

 

連
し
「
日
本
は
再
び
立
ち
上
が
っ
た
」
「
日
本
の
代
表
は
西
國
に
戻 

 

っ
て
来
た
」
と
の
趣
旨
の
記
事
を
掲
げ
一
般
の
注
意
を
惹
い
て 

 

居
る
が
、
十
七
日
の
「
ヤ
」
紙
（
朝
日
、
毎
日
に
相
当
す
る
）
は
特
に
戦
後 

 

日
本
の
行
き
方
を
柔
道
の
要
領
に
な
ぞ
ら
え
、
「
日
本
は
占
領 

 

開
始
以
来
最
も
従
順
に
占
領
軍
の
命
に
服
し
て
き
た
が
、 

 

今
や
能
動
的
活
動
の
好
き
機
會
が
来
た
と
見
、
す
ば
し
こ
く 

 

立
ち
上
が
り
つ
つ
あ
り
」
と
の
趣
旨
の
興
味
あ
る
記
事
を
掲 

 

載
し
た
。
御
参
考
迄
別
添
原
文
を
送
付
す
る
。
翻
訳 

 

の
上
関
係
局
課
に
御
回
覧
願
い
た
い
。 
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21．1953年2月9日、岡崎大臣宛 渋沢大使発 [0084-0085]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22．1953年1月31日、マ秘第26号、岡崎勝男外相宛、渋沢信一在西日本大使発 

        「島参事官、西外務省政務局長会談（フィリピン問題）の件」（1953年1月20日会談の報告書）(0096-0098) 

 

 

 

 

 

 

 

欧
米
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
昭
和
二
八
、
二
、
九 

受
） 

 

マ
普
通
第
二
十
八
号 

 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
八
、
二
、
二 

付 

 
 
 

岡
崎
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン 

 

渋
沢
大
使 

 

カ
ス
テ
ィ
リ
ョ
大
使
の
動
静
に
関
す
る
件 

カ
ス
テ
ィ
リ
ョ
駐
日
ス
ペ
イ
ン
大
使
は
一
月
十
二
日
賜
暇
着
西
し
、
同 

 

二
十
九
日
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
お
い
て
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
紙
に
対
し
日
西
関
係
に
つ
き 

 

左
の
通
り
語
っ
た
旨
同
紙
に
報
道
さ
れ
た
。 

 

『
日
本
は
異
常
な
復
興
ぶ
り
を
示
し
て
居
る
。
ス
ペ
イ
ン
と
の
関
係
で
は
日 

 
 

西
文
化
並
び
に
通
商
協
定
が
近
く
調
印
さ
れ
る
筈
で
あ
り
、
ま
た
自
分
は 

 
 

日
本
で
最
も
充
実
し
た
宗
教
団
体
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
人
宣
教
師
団
の
事
業 

 
 

を
後
援
す
る
一
つ
の
仕
事
と
し
て
こ
れ
等
宣
教
師
訪
日
直
後
の
ン
気
を
図 

 
 

る
為
め
、
東
京
に
「
ス
ペ
イ
ン
宣
教
師
の
家
」
を
設
立
し
度
い
と
考
え
て 

 
 

居
る
。
な
お
日
本
外
務
省
の
努
力
に
よ
り
東
京
に
「
ス
ペ
イ
ン
図
書
館
」 

 
 

が
創
設
せ
ら
れ
た
。
』 

 
 

追
て
同
大
使
は
そ
の
私
有
財
産
管
理
の
為
め
一
月
三
十
日
モ
ン
テ
ヴ
ィ 

 

デ
オ
向
け
出
発
し
た
が
、
四
月
中
に
は
帰
西
す
る
筈
の
由
。 

      

マ
秘
第
二
六
号  

昭
和
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在
西
日
本
国
大
使
館   

特
命
全
権
大
使  

渋
沢
信
一 

     

外
務
大
臣 

岡
崎
勝
男 

 

殿 

   
 
 

島
参
事
官
、
西
外
務
省
政
務
局
長
会
談
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
問
題
）
の
件 

   

一
月
二
十
日
島
欧
州
参
事
官
来
西
の
折
先
方
の
要
望
も
あ
り
西
外
務
省
「
イ 

 

ト
ラ
ル
デ
」
政
務
局
長
と
会
談
し
た
。 

一
、「
イ
」
局
長
は
予
ね
て
本
使
に
対
し
近
く
フ
ィ
リ
ピ
ン
問
題
討
議
の
意
向 

 

を
示
し
て
居
た
関
係
も
あ
っ
た
の
で
先
づ
同
席
の
矢
口
よ
り
本
問
題
に
触 

 

れ
た
と
こ
ろ
政
務
局
長
は
ス
ペ
イ
ン
外
務
省
は
予
ね
て
ー
在
西
大
使
館
再 

  

開
後
は
一
層
強
く
ー
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
の
被
害
者
よ
り
対
日
損
害
賠
償
交 

 

渉
の
要
求
を
受
け
困
却
し
居
る
と
前
置
き
し
た
後
、
最
近
日
本
で
は
フ
ィ
リ 

 

ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
と
賠
償
支
払
い
交
渉
を
進
め
居
る
由
で
も
あ
る
か 

 

ら
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
も
こ
の
機
会
に
予
ね
て
の
懸
案
た
る
対
日
賠
償
問
題 

 

を
提
起
し
度
く
、
而
し
て
之
等
要
求
額
中
現
在
ま
で
調
査
の
結
果
先
づ
間 

 

違
い
な
い
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、 

 

（
イ
）
一
般
人
の
物
的
損
害
は
六
四
八
件
、
西
貨
六
千
万
余
ペ
セ
タ
（
内
二
一 

 
 
 
 

一
件
に
つ
い
て
は
明
確
な
「
ウ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
」
あ
り
） 

 

（
ロ
）
人
的
賠
償
と
し
て
は
日
本
軍
の
爆
撃
等
に
依
り
死
亡
し
た
と
看
做
さ
れ 

 
 
 
 

る
も
の
三
九
名
（
請
求
額
未
定
） 

 

（
ハ
）
外
に
在
マ
ニ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
事
件
に
つ
い
て
は
米
貨
四
千
万 

 
 
 
 

弗
の
賠
償
を
要
求
し
度
い
。 

 
 

と
の
趣
旨
を
述
べ
た
。 

二
、
右
に
対
し
島
参
事
官
よ
り
日
本
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
と
の 

 
 

賠
償
交
渉
は
未
だ
何
等
解
決
し
居
ら
ず
、
自
然
本
件
要
求
に
つ
い
て
も
何 

   

と
も
申
し
上
げ
兼
ね
る
が
、
充
分Seriously

且earnesly

に
考
慮
せ
ら
る 

   

べ
き
旨
を
答
え
、
更
に
取
敢
え
ず
同
参
事
官
限
り
の
私
見
と
し
て
は
本
件 

 
 

交
渉
は
公
的
性
格
を
有
す
る
在
マ
ニ
ラ
総
領
事
館
員
の
殺
傷
事
件
よ
り
始 

   
む
る
こ
と
然
る
べ
き
や
に
思
量
さ
れ
る
旨
述
べ
た
処
「
イ
」
局
長
は
公
的 

   
性
格
の
も
の
を
先
に
取
上
げ
、
公
私
の
間
に
差
等
を
つ
け
る
こ
と
は
本
件 

   

被
害
者
の
み
な
ら
ず
ス
ペ
イ
ン
人
一
般
に
対
し
面
白
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え 

   

る
惧
れ
も
あ
り
之
を
避
け
度
く
、
何
れ
よ
り

ヽ

ヽ

正
確
な
数
字
を
取
纏
め
の
上 

 
 

渋
沢
大
使
あ
て
公
文
を
以
て
正
式
要
求
を
提
出
し
度
い
意
向
で
あ
る
旨
を 

   

述
べ
た
。 

三
、
次
い
で
島
参
事
官
よ
り
ス
ペ
イ
ン
を
中
心
と
す
る
欧
州
政
情
に
触
れ
両
者 

   

間
に
種
々
意
見
の
交
換
あ
り
会
談
丁
度
一
時
間
の
長
き
に
亘
っ
た
。（
当 

   

国
外
務
省
幹
部
が
外
交
使
節
の
随
員
と
の
会
見
に
三
十
分
以
上
を
費
す 

   

こ
と
は
特
別
の
場
合
を
除
き
最
も
稀
で
あ
る
）        

 
 
  (

以
上) 
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③B’ 0087(第14回公開MF) 所収資料：B3.1.2.9「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件」より 

1．1954年10月14日 (推定)「欧四関係 各国別クレーム処理状況（表紙に極秘の印）」（作成者：欧米局第四課） 

 本文に作成日時の記載はないが、附表には「昭和二九年十月十四日現在」と記載。     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

目
次 

 

概
観 

 
一
、
オ
ラ
ン
ダ 

 
二
、
ギ
リ
シ
ア 

 

三
、
イ
ラ
ク 

 

四
、
ス
イ
ス 

 

五
、
ス
エ
ー
デ
ン 

 

六
、
デ
ン
マ
ー
ク 

 

七
、
ス
ペ
イ
ン 

 

八
、
イ
タ
リ
ア 

 

九
、
ポ
ル
ト
ガ
ル 

 

附 

欧
米
四
課
関
係
ク
レ
ー
ム
一
覧
表 

概
観 

 
 
 
 
 
 
 

中
立
国
の
対
日
ク
レ
ー
ム 

一
、
戦
争
中
中
立
国
で
あ
っ
た
諸
国
か
ら
今
迄
正
式
に
提
示
し
要
求
せ
ら
れ
た
ク
レ
ー
ム
は
、
総
件
数
二
、 

 

二
八
三
件
、
要
求
総
額
四
三
九
億
三
三
八
四
万
一
一
五
四
円
八
〇
銭
（
全
部
円
価
換
算
）
に
上
り
、
な 

 

 

お
今
後
各
国
か
ら
新
た
な
要
求
が
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
特
に
そ
の
内
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
三
〇
〇
万 

 

ポ
ン
ド
の
要
求
を
な
す
べ
く
準
備
中
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

二
、
従
来
戦
争
に
関
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
の
事
務
処
理
方
針
は
、 

 
 

（1

）
先
ず
平
和
条
約
に
基
づ
く
条
約
上
の
義
務
を
履
行
し
、 

 
 

（2

）
戦
後
債
務
処
理
（
対
米
） 

 
 

（3

）
中
立
国
を
含
む
諸
国
か
ら
の
請
求
権
処
理 

 
 
 

の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ―

に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、（
五
二
、
一
一
、
一
九
対
蘭
エ
ド
メ
モ
ア
ー
ル
、
岡
崎 

 
 
 

大
臣
在
京
テ
ッ
ペ
マ
大
使
会
談
録
、
五
三
、
六
、
四
、
島
参
事
官
、
在
京
蘭
ロ
イ
ヒ
リ
ン
大
使
会
談
録 

 
 
 

）
ク
レ
ー
ム
処
理
は
賠
償
其
他
の
条
約
に
基
くfinancial obligation

の
見
通
し
を
え
、
か 

 
 
 

つ
各
国
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
出
尽
し
財
政
負
担
の
全
貌
が
明
確
に
な
る
ま
で
待
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

 
 
 

（
五
二
、
二
、
一
五
、
吉
田
外
相
発
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
蘭
外
相
宛
書
簡
） 

三
、
従
っ
て
現
在
は
、
各
国
か
ら
提
示
せ
ら
れ
た
ク
レ
ー
ム
の
内
容
に
つ
い
て
日
本
政
府
の
責
任
の
範
囲 

 

を
日
本
側
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ら
し
う
る
た
め
、
鋭
意
事
実
調
査
を
実
施
中
で
あ
る
。 

四
、
し
か
る
に
平
和
条
約
締
結
後
相
当
の
相
当
の
日
時
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
が
こ
れ
ら
ク
レ
ー
ム 

 

問
題
に
つ
き
い
つ
ま
で
も
解
決
を
遷
延
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
の
気
運
が
関
係
国
に
高
ま
り
つ
つ
あ 

 

り
、
ま
た
平
和
条
約
第
十
六
条
問
題
解
決
の
前
提
と
し
て
対
ス
イ
ス
ク
レ
ー
ム
解
決
を
必
要
と
す
る
事 

 

態
を
生
じ
、
こ
の
た
め
他
の
国
の
ク
レ
ー
ム
の
早
期
解
決
要
求
が
一
層
強
化
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ 

 

る
す
う

ヽ

ヽ

せ
い

ヽ

ヽ

に
あ
り
、
従
来
の
方
針
を
続
け
る
こ
と
は
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
る
。 

五
、
各
国
別
ク
レ
ー
ム
の
内
容
を
略
述
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。 

 

（
七
） 

 
 
 

ス
ペ
イ
ン
の
ク
レ
ー
ム 

 
 
 
 

要
求
額 

一
四
一
億
（
約
三
九
三
〇
万
ド
ル
） 

人
的
損
害 

二
五
〇
件 

物
的
損
害 

六
四
八
件 

一
、
一
九
五
三
年
二
月
十
七
日
付
ス
ペ
イ
ン
外
務
省
発
在
ス
ペ
イ
ン
日
本
大
使
館
宛
口
上
書
第
九
号
を 

 

も
っ
て
戦
時
中
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
於
て
日
本
軍
に
よ
り
蒙
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
の
損
害
の
補
償
要
求
額  

  

と
し
て
人
的
損
害
二
五
〇
件
、
物
的
損
害
六
四
八
件
に
つ
き
、
総
額
一
四
、
一
三
八
、
九
二
〇
、
四
二
二
・ 

 

八
〇
円
（
三
九
、
二
七
四
，
八
〇
六
・
七
三
ド
ル
）
を
通
知
支
払
要
求
越
す
と
共
に
右
額
に
つ
き
両
國
の 

  

交
渉
開
始
を
提
案
し
た
。 

二 

之
に
対
し
在
ス
ペ
イ
ン
日
本
大
使
館
よ
り
右
金
額
の
基
礎
資
料
提
出
を
求
め
た
所
ス
ペ
イ
ン
側
は 

  

本
ク
レ
ー
ム
の
各
件
に
つ
き
具
体
的
な
審
議
を
行
う
為
マ
ド
リ
ッ
ド
に
日
西
混
合
委
員
会
を
設
置
し 

  

た
い
と
の
強
い
意
向
を
押
し
出
し
て
来
た
為
種
々
折
衝
の
末
同
年
七
月
二
十
七
日
付
在
西
日
本
大
使 

  

館
口
上
書
第
七
十
三
号
及
び
同
八
月
一
日
付
ス
ペ
イ
ン
外
務
省
発
同
館
宛
口
上
書
第
四
十
一
号
の
交 

 

換
に
よ
り
本
ク
レ
ー
ム
の
各
件
審
議
に
関
し
、
諮
問
的
性
格
を
も
っ
た
委
員
会
を
設
置
す
る
事
に
決  

  

定
し
、
本
委
員
会
で
審
議
し
た
結
果
を
両
國
政
府
に
報
告
す
る
と
、
こ
れ
に
よ
り
両
國
政
府
が
拘
束 

  

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
了
解
に
達
し
た
。 

三
、
右
を
も
っ
て
一
、
九
五
三
年
十
月
二
十
二
日
、
日
西
混
合
委
員
会
が
開
催
さ
れ
改
め
て
ス
ペ
イ
ン
側 

  

の
提
出
し
た
人
的
損
害
二
〇
六
件
、
物
的
損
害
六
五
〇
件
約
百
四
億
四
千
万
円
（
約
二
十
九
百
万
ド 

  

ル
）
を
基
礎
と
し
て
日
・
西
各
二
名
の
委
員
を
も
っ
て
（
日
本
側
委
員
は
在
西
日
本
大
使
館
の
横
山 

  

二
等
書
記
官
、
内
藤
官
補
）、
本
年
四
月
十
三
日
迄
八
十
五
回
の
会
合
を
も
っ
て
各
件
に
つ
き
審
議 

  

を
行
い
左
記
金
額
に
ま
で
査
定
し
た
。 

 

物
的
損
害 

 
 

五
七
八
件 

 
 
 

六
、
〇
七
〇
、
八
七
四
、
五
五
四
・
八
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
六
、
八
六
三
、
五
四
〇
・
四
三
ド
ル
） 

 

人
的
損
害 

 
 

三
三
三
件 

      

内
死
者
二
八
〇
名
に
対
し
て
暫
定
的
に
五
五
三
、
三
三
二
、
六
八
〇
円
を
便
宜
上
の
数
字
と
し
て 

      

算
出
） 

四
、
以
上
の
経
過
に
対
し
本
年
六
月
二
十
九
日
在
京
ス
ペ
イ
ン
代
理
大
使
書
簡
を
も
っ
て
左
記
金
額
の 

承
認
及
び
支
払
い
を
要
請
越
し
て
来
た
。 

 

物
的
損
害 

 
 

五
七
八
件 

 
 
 

六
、
〇
七
〇
、
八
七
四
、
五
五
四
・
八
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
六
、
八
六
三
、
五
四
〇
・
四
三
ド
ル
） 

 
 

 
 
 
 

人
的
損
害 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
五
〇
、
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
、
八
〇
七
、
〇
〇
〇
ド
ル
） 

 
 
 
 

利
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
〇
四
、
九
二
五
、
五
〇
六
・
八
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（
一
、
六
八
〇
、
三
四
八
・
六
三
ド
ル
） 

 
 
 
 
 
 
 

（
人
、
物
的
要
求
総
額
に
対
し
年
一
％ 

單
利
九
カ
年
の
意
味
を
も
っ
て
） 

 
 
 
 

合
計 

 
 
 
 
 
 
 

七
、
三
二
六
、
三
二
〇
、
〇
六
一
・
六
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
〇
、
三
五
〇
、
八
八
九
・
〇
六
ド
ル
） 

五
、
本
ク
レ
ー
ム
に
関
し
て
は
他
の
中
立
国
の
場
合
と
異
な
り
各
ケ
ー
ス
毎
に
資
料
が
完
備
し
て
い
な
い
。 

  

即
ち
資
料
と
し
て
は
、
日
西
混
合
委
員
会
議
事
録
、
被
害
者
の
ス
ペ
イ
ン
政
府
に
対
す
る
被
害
申
告 

  

書
（
共
に
ス
ペ
イ
ン
文
）
及
び
右
を
補
足
し
た
在
西
日
本
大
使
館
公
信
が
あ
り
事
実
調
査
を
行
う
為 

  

に
は
各
件
に
つ
い
て
議
事
録
と
大
使
館
公
信
を
参
照
し
て
資
料
作
成
の
必
要
あ
り
。
本
九
月
末
議
事 

  

録
の
翻
訳
を
完
了
し
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
わ
が
方
資
料
に
基
く
調
査
を
開
始
し
た
。 
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2．．1955年10月5日「サンフランシスコ平和条約の例外としての旧連合国及び中立国の対日クレイム」中の「主要案件 

資料説明、（6）スペインの対日請求問題」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
６
）
ス
ペ
イ
ン
の
対
日
請
求
問
題 

 

 
 

（
一
）
一
九
四
五
年
二
月
米
軍
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
上
陸
及
び
マ
ニ
ラ
攻
防
戦
に
際
し
マ 

 
 

ニ
ラ
市
街
主
要
部
は
破
壊
炎
上
し
、
海
軍
陸
戦
隊
を
主
力
と
す
る
わ
が
守
備 

 
 

隊
は
悉
く
玉
砕
し
た
。
攻
防
戦
は
約
三
週
間
に
わ
た
っ
た
が
そ
の
間
に 

 
 

日
本
軍
の
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
襲
撃
事
件
を
は
じ
め
多
数
の
ス
ペ
イ
ン
人 

 
 

殺
害
事
件
に
よ
る
死
者
二
百
八
十
名
重
傷
者
五
十
三
名
及
び
日
本
軍
の
組 

 
 

織
的
放
火
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
財
産
の
焼
失
約
六
百
件
を
生
じ
た
。 

 
 

（
二
）
ス
ペ
イ
ン
は
右
事
件
を
理
由
と
し
て
わ
が
国
と
国
交
を
断
絶
し
、
戦
後
わ
が 

国
は
国
交
回
復
文
書
に
お
い
て
本
件
を
遺
憾
と
し
、
国
交
回
復
後
本
件
ク
レ 

ー
ム
に
関
し
て
交
渉
に
応
ず
る
旨
を
約
し
た
。 

 
 

（
三
）
一
九
五
三
年
以
来
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
右
の
損
害
を
中
心
と
し
て
戦
争
中
比
島 

に
お
け
る
他
の
日
本
軍
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
と
と
も
に
総
額
約
七
三
億 

円
（
約
二
千
万
ド
ル
）
の
補
償
を
要
求
し
て
き
た
。 

 
 

（
四
）
よ
っ
て
一
九
五
三
年
末
以
来
マ
ド
リ
ッ
ド
に
お
い
て
事
実
確
認
の
た
め
の
両 

国
混
合
委
員
会
を
設
置
し
、
事
実
調
査
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
後
わ
が
方
の 

み
で
マ
ニ
ラ
戦
で
奇
跡
的
に
生
き
残
っ
た
軍
関
係
者
そ
の
他
の
資
料
に
つ
き 

詳
細
調
査
の
結
果
、
前
記
ス
ペ
イ
ン
人
の
人
的
被
害
は
大
部
分
事
実
で
あ
っ 

た
と
認
定
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
。 

 
 

（
五
）
ス
ペ
イ
ン
は
中
立
国
で
あ
り
、
日
本
軍
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
に
対
し
相 

当
の
補
償
を
考
慮
す
べ
き
は
止
む
を
得
な
い
が
わ
が
方
は
調
査
未
完
了
を
理 

由
と
し
て
今
日
ま
で
解
決
を
延
期
し
て
き
た
。
し
か
し
ス
ペ
イ
ン
政
府
は 

戦
後
十
年
を
経
過
せ
ん
と
し
て
な
お
本
件
の
解
決
を
見
な
い
こ
と
に
大
な
る 

不
満
を
抱
き
、
先
般
わ
が
方
は
日
西
友
好
通
商
航
海
条
約
締
結
を
希
望
せ
る 

も
本
件
の
解
決
な
き
限
り
こ
の
種
条
約
締
結
は
困
難
で
あ
る
と
拒
否
さ
れ
て 

い
る
。
日
西
国
交
上
か
ら
も
国
際
信
用
上
か
ら
も
ま
た
人
道
上
か
ら
も
本
件 

は
放
置
を
許
さ
ざ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。 
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④B’ 0088(第14回公開MF) 所収資料： 

    B3.1.2.9.4「旧枢軸国及び中立国の対日賠償要求関係雑件 スペインのある種請求解決取極関係」 

1．1952年1月6日、吉田外相宛、矢口所長発「エリセ局長との會談に関する件」 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．1952年1月5日、普通第1号（甲号）、「在外事務所の権限及び大使館設置問題」 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3．1952年1月5日、普通第一号（乙号）、「マニラ事件の処理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

普
通
第
一
号 

 

 

昭
和
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

在
マ
ド
リ
ッ
ド
日
本
政
府
在
外
事
務
所 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢 

口 

所 

長 

 

外
務
大
臣 

吉
田
茂 

殿 

  

エ
リ
セ
外
交
局
長
と
の
會
談
に
関
す
る
件 

十
二
月
二
十
八
日
、
一
月
四
日
の
両
日
、
本
官 

エ
リ
セ
（Erice

）
外
交 

局
長
を
往
訪
、
在
外
事
務
所
権
限
、
マ
ニ
ラ
事
件 

問
題
等
に
関
し
會
談
し
た
。
要
旨
別
信
甲
号
、 

乙
号
の
通
り
報
告
す
る
。 

 
 
 
 
 

普
通
第
一
号
（
甲
号
） 

 
 

昭
和
二
十
七
年
一
月
五
日 

 
 

 

在
外
事
務
所
の
権
限
及
び
大
使
館
設
置
問
題 

 

一
、
本
官
よ
り
日
本
政
府
は
在
マ
ド
リ
ッ
ド
在
外
事
務
所 

 

の
設
置
に
関
し
西
國
政
府
の
執
ら
れ
た
急
速
な
る
措
置 

 

を
是
と
し
居
る
旨
を
述
べ
た
後
、
所
謂
外
交
特
権 

 

の
認
許
、
そ
の
他
今
後
の
支
援
を
要
請
し
た
。 

 

右
に
対
し
「
エ
」
局
長
は
西
國
政
府
は
日
西
関
係
の
恢
復 

 

の
熱
意
を
有
し
在
外
事
務
所
の
円
滑
な
る
活
動
は 

 

そ
の
望
む
と
こ
ろ
な
り
と
し
、
儀
典
局
長
と
も
連
絡 

 

の
上
、
講
和
条
約
発
効
の
時
期
迄
各
国
外
交
代
表 

 
と
同
様
の
待
遇
を
與
え
る
こ
と
を
認
め
、
旅
券
の 

 
発
給
、
暗
号
の
使
用
等
に
つ
い
て
は
直
ち
に
関
係
方 

 

面
に
連
絡
、
必
要
の
措
置
を
と
っ
て
く
れ
た
。 

 

二
、
次
で
本
官
よ
り
日
本
政
府
は
西
國
政
府
の
要
望 

 

に
應
じ
講
和
条
約
発
効
後
大
使
館
を
設
置
す 

 

る
こ
と
に
ほ
ゞ
内
定
し
居
る
旨
述
べ
た
処
「
エ
」
局
長 

 

は
現
在
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ビ
ア
諸
國
、
ス
イ
ス
、
中
南
米
の 

 

少
數
諸
國
を
除
き
大
部
分
の
國
が
西
國
に
大
使
を 

 

派
遣
し
居
る
次
第
で
も
あ
り
、
日
西
國
交
再
開
の 

 

機
會
に
○
○
○
大
使
館
を
設
置
す
る
こ
と
は
西
國
の
為
結 

 

構
な
る
べ
し
と
謂
っ
た
。 

 
 

 
 

 

普
通
第
一
号
（
乙
号
） 

昭
和
廿
七
年
一
月
五
日 

  
 

マ
ニ
ラ
事
件
の
処
理 

 

エ
リ
セ
局
長
よ
り
日
西
國
交
恢
復
に
際
し
西
國
政 

府
が
特
に
関
心
を
有
す
る
問
題
と
し
て
マ
ニ
ラ
事
件
に 

触
れ
、 

 

西
國
政
府
は
本
事
件
を
日
本
軍
の
犠
牲
に
な
っ
た
ス
ペ 

 

イ
ン
人
一
般
居
留
民
の
問
題
と
マ
ニ
ラ
總 ○

領
事

○

○

館
内

○

○ 

 

に
於
て
同
軍
の
犠
牲
に
な
っ
た
書
記
生
一
名
外
館
台
を 

 

含
む
ス
ペ
イ
ン
人
九
名
の
問
題
の
二
つ
に
分
け
て
処
理 

 

す
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
る
。 

 

前
者
に
つ
い
て
は
在
東
京
西
國
外
交
代
表
者
が
日
西 

 

国
交
恢
復
の
正
式
公
文
を
日
本
側
に
手
交
す
る
際 

 

日
本
政
府
の
最
高
外
交
当
局
が
口
答
を
以
て
遺 

 

憾
の
意
を
表
明
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
と
引
換
え 

 

に
西
國
外
交
代
表
者
に
手
交
せ
ら
る
べ
き
国
交
恢
復 

 

の
日
本
側
公
文
の
中
に
遺
憾
の
意
を
表
明
す
る 

 

文
字
を
挿
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
解
決
す
る
の
が 

 

 

最
も
妥
当
な
り
と
考
え
る
が
如
何 

 

と
述
べ
、
右
実
現
方
に
つ
き
当
時
西
本
國
の
実
情 

 

を
承
知
す
る
本
官
の
協
力
を
強
く
要
望
し
た
。 

 

尚
賠
償
の
問
題
に
つ
い
て
は
追
て
考
慮
す
る
や
も 

 

知
れ
な
い
が
、
国
交
恢
復
の
措
置
の
中
で
は
何
等
触 

 

 

れ
な
い
こ
と
と
し
度
い
と
述
べ
た
。 

 
 

（
終
り
） 
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4．1952年1月7日「在マニラスペイン總領事館の被害に関する件」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
九
五
二
、
一
、
七
、 

 
 

政
四 

 

中
川 

記 

  
 
 

在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
總
領
事
館
の
被
害
に
関
す
る
件 

  

カ
ス
テ
ィ
ヨ
在
京
ス
ペ
イ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
首
席
が
一
月
四
日
午
前 

 

井
口
次
官
を
来
訪
し
、「
マ
ニ
ラ
に
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
總
領
事
舘
は
戦
時 

 

中
日
本
兵
に
よ
り
侵
入
せ
ら
れ
、
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー
某
及
び
来
客
数
名
は 

 

其
の
場
で
殺
害
せ
ら
れ
、
且
西
班
牙
国
旗
は
焼
却
せ
ら
れ
云
々…

」 

 

と
述
べ
た
の
で
同
日
午
後
係
官
よ
り
ス
ペ
イ
ン
側
に
対
し
本
件
○
○
の 

 

日
時
そ
の
他
詳
細
な
る
情
報
提
出
方
要
求
し
て
お
い
た
処
一
月 

 

七
日
午
後
ス
ペ
イ
ン
側
か
ら
別
紙
書
面
を
提
出
し
て
来
た
。 

 

之
よ
り
先
客
秋
ス
ペ
イ
ン
と
の
国
交
再
開
に
関
す
る
覚
書
交
換
の 

 

問
題
が
起
っ
た
時
か
ら
ス
ペ
イ
ン
側
は
比
島
に
お
け
る
自
国
人 

 

の
生
命
財
産
に
対
す
る
日
本
軍
の
侵
害
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と 

 

 

が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
先
ず
本
省
の
記
録
に
つ
い
て
当
時
の
模
様
を 

 

調
査
し
た
が
。
此
の
種
記
録
は
戦
災
の
た
め
焼
失
し
た
か
又
は 

 

終
戦
時
焼
却
せ
ら
れ
た
か
の
為
に
現
在
は
全
然
存
在
し
な
い
（
ス
ペ
イ
ン 

 

関
係
の
部
門
も
比
律
賓
関
係
の
部
門
も
）
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、 

 

当
時
マ
ニ
ラ
に
在
っ
た
人
々
の
記
憶
に
基
い
て
調
査
す
る
よ
り
方
法 

 

が
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

外
務
省
関
係
者
（
福
島
、
黒
崎
、
増
沢
、
中
沢
）
の
記
憶
で
は
「
比
島
全
般
に 

 

亘
り
ス
ペ
イ
ン
の
生
命
財
産
に
対
す
る
損
害
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
詳
細
は 

 

不
明
で
あ
る
。
然
し
マ
ニ
ラ
の
ス
ペ
イ
ン
總
領
事
舘
が
侵
犯
せ
ら
れ
た
件 

 

は
全
然
承
知
し
て
い
な
い
」
と
い
ふ
事
に
一
致
し
て
い
る
。（
尤
も
外
務
省 

 

関
係
者
は
全
部
四
五
年
一
月
中
に
マ
ニ
ラ
を
離
脱
し
た
由
） 

 

マ
ニ
ラ
派
遣
軍
の
参
謀
副
長
（
渉
外
担
当
）
宇
都
宮
少
將
に 

 
 

 
 

 
 

     

 

就
き
一
月
四
日
午
後
確
め
た
処
、「
ス
ペ
イ
ン
に
対
す
る
ア
ト
ロ
シ
テ
ィ
ー
は 

 

相
当
に
あ
っ
た
も
の
と
思
う
が
、
そ
の
下
手
人
と
思
わ
れ
る
人
は
殆
ど
全
部 

 

戦
死
し
た
か
又
は
生
存
し
て
い
て
も
名
乗
り
出
る
人
と
て
な
く
、
一
方
的
に 

 

ス
ペ
イ
ン
側
の
言
い
分
を
承
る
以
外
に
反
証
の
挙
げ
よ
う
も
な
い
。
自
分 

 

達
の
マ
ニ
ラ
滞
在
中
は
ス
ペ
イ
ン
に
対
し
て
は
特
別
の
優
遇
を
し
た
程
で 

 

特
別
な
不
祥
事
件
も
な
か
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
山
下
裁
判
の
時
に 

 

検
察
側
か
ら
沢
山
ス
ペ
イ
ン
に
対
す
る
ア
ト
ロ
シ
テ
ィ
も
持
ち
出
さ
れ
て 

 

自
分
達
も
始
め
て
そ
う
い
う
こ
と
を
耳
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
バ
ギ
オ
に 

 

逃
げ
て
か
ら
マ
ニ
ラ
の
ス
ペ
イ
ン
・
ク
ラ
ブ
に
日
本
兵
が
侵
入
し
、
ス
ペ
イ
ン 

 

人
多
数
を
殺
害
し
た
事
件
を
調
査
す
る
よ
う
東
京
か
ら
の
訓
令 

 

を
受
け
た
の
で
、
現
地
部
隊
に
調
査
せ
し
め
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
四
五 

 

年
二
月
頃
と
記
憶
し
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
比
島
人
の
ゲ
リ
ラ
を
か
く
ま 

 
っ
た
と
い
う
の
が
口
実
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
相
当
ひ
ど
い
こ
と
を
や
っ
た
も
の 

 
の
よ
う
で
あ
る
。
然
し
ス
ペ
イ
ン
總
領
事
舘
を
侵
犯
し
た
と
い
う
こ
と
は 

 

全
然
聞
い
て
い
な
い
。」
と
述
べ
た
。 

 

目
下
海
軍
関
係
者
に
つ
き
調
査
方
二
復
に
依
頼
し
て
あ
り
、
又 

 

宇
都
宮
参
謀
脱
出
後
も
マ
ニ
ラ
に
残
っ
た
陸
軍
渉
外
係
加
納 

 

中
尉
に
つ
い
て
も
本
人
旅
行
よ
り
帰
京
後
更
に
確
め
る
積
り
で 

 

あ
る
が
、
以
上
を
綜
合
す
る
に
、
恐
ら
く
戦
災
の
た
め
本
来
の
ス
ペ 

 

イ
ン
總
領
事
舘
が
焼
失
し
た
か
、
又
は
便
宜
の
た
め
か
で
、
領
事
舘 

 

事
務
所
を
ス
ペ
イ
ン
・
ク
ラ
ブ
（
カ
ザ
・
イ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
て 

 

い
た
由
）
に
移
し
て
い
た
所
へ
、
日
本
兵
が
踏
み
こ
ん
だ
の
か
又
は
右
ス
ペ
イ
ン
ク
ラ
ブ 

 

の
事
件
と
い
う
の
は
總
領
事
舘
事
件
の
間
違
い
か
の
何
れ
か
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
更
に
右
總
領
事
舘
以
外
の
ス
ペ
イ
ン
権
益
侵
犯
に 

 

対
し
て
も
残
念
乍
ら
ス
ペ
イ
ン
側
か
ら
申
し
立
て
が
あ
れ
ば
こ
れ 

 

に
対
し
反
駁
を
加
え
得
る
根
據
は
殆
ん
ど
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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7．1952年1月24日「在マニラスペイン総領事館の被害に関する件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
九
五
二
、
一
、
十
六 

 
 

政
四 

 
 
 
 

 
 
 

在
マ
ニ
ラ 

ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
の
件 

 
 
 
 

 

マ
ニ
ラ
市
に
一
番
遅
く
ま
で
留
っ
た
、
比
島
陸
軍
指
令
部
の
渉
外
係 

 

加
納
中
尉
に
つ
き
一
月
十
六
日
確
め
た
所
左
の
通
り
。 

自
分
が
マ
ニ
ラ
を
离
脱
し
た
の
は
四
五
年
二
月
五
日
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
側 

申
出
の
如
き
事
件
は
今
ま
で
全
然
耳
に
し
た
こ
と
は
な
い
。
ス
ペ
イ
ン 

総
領
事
館
と
ス
ペ
イ
ン
ク
ラ
ブ
と
は
隣
で
あ
り
、
仝
地
域
は
米
軍
の 

砲
擊
爆
擊
の
最
も
苛
烈
な
所
で
あ
っ
た
為
惨
憺
た
る
有
様
で 

あ
っ
た
。
当
時
マ
ニ
ラ
の
防
衛
は
海
軍
士
官
の
指
揮
下
に
陸
海
両
軍 

が
従
っ
て
い
た
が
、
我
が
防
衛
軍
の
篭
城
し
て
い
る
地
点
に
対
す
る 

米
軍
の
侵
入
路
上
に
丁
度
右
ス
ペ
イ
ン
ク
ラ
ブ
、
総
領
事
館
が
あ
っ
た 

の
で
、
右
総
領
事
館
で
は
激
戦
が
行
は
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
但
し
右
最
后
ま
で
頑
張
っ 

た
部
隊
員
は
数
名
を
除
き
全
滅
し
た
の
で
、
今
更
当
時
の
情
況
を 

確
か
め
る
方
法
は
先
づ
な
い
と
思
は
れ
る
。 

ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
以
外
の
ス
ペ
イ
ン
人
生
命
財
産
に
対
す
る
比
島 

内
に
於
け
る
不
祥
事
件
も
別
に
何
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。 

 

本
件
要
す
る
に
日
本
側
と
し
て
は
眞
疑
の
調
査
が
不
可
能
な
り
と 

 

思
は
れ
る
の
で
、
ス
ペ
イ
ン
側
に
対
し
て
は
「
若
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
」
と
い
ふ 

 

前
提
の
許
に
適
当
に
応
対
す
る
（
仮
定
的
陳
謝
、
先
方
の
出
方
に
よ
っ 

 

て
は
若
干
の
見
舞
金
支
給
等
）
よ
り
方
法
の
な
い
も
の
と
思
は
れ
る
。 

 
 

昭
和
廿
七
年
壹
月
拾
七
日 

 
 

 

欧
州
参
事
官 

 
 
 

欧
四
課
長 

 
 
 

昭
和
二
十
七
年
一
月
十
七
日
起
草 

 
 

欧
米
四
課 

 

一
六 

号 
 

昭
和
廿
七
年
壹
月
拾
七
日 

附 
 

（
受
信
人
名
）
第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
長 

 
 
 

（
発
信
人
名
）
欧
米
局
長 

  
 

い
わ
ゆ
る
一
九
四
五
年
二
月
十
二
日
の
在
マ
ニ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
襲
撃
の
件 

  

本
件
に
関
し
、
在
京
ス
ペ
イ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
一
月
七
日
付
を
も
っ
て
、
別
添 

寫
の
と
う
り
の
口
上
書
を
受
領
し
た
が
、
本
件
の
眞
偽 

は
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
国
交
回
復
に
当
り
微
妙
な
関
係
を 

持
っ
て
い
る
の
で
、
貴
方
に
お
い
て
本
件
の
眞
偽
並
び
に
事 

実
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
評
価
に
つ
き
至
急
御
調
査
の
上
結
果 

何
○
の
御
開
示
を
煩
ら
わ
し
た
い
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
二
七
、
一
、
二
四
、
欧
四 

 
 
 
 

「
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
の
被
害
に
関
す
る
件
」 

 

一
、
カ
ス
テ
ィ
ヨ
在
京
ス
ペ
イ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
首
席
の
一
月
四
日
井
口
次
官 

 
 

に
対
す
る
訪
問
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
一
月
七
日
付
口
上
書
（
別
添 

甲
） 

 
 

及
び
同
一
月
二
十
二
日
付
口
上
書
（
別
添 

乙
）
を
総
合
す
れ
ば
、
先
方
言 

 
 

い
分
に
よ
る
本
件
概
要
は
左
の
如
く
で
あ
る
。 

 
 

（
１
）
一
九
四
五
年
二
月
十
二
日
午
後
軍
服
の
日
本
軍
兵
士
の
一
団
が
在
マ
ニ 

 
 
 
 
 

ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
に
来
て
、
大
き
な
ス
ペ
イ
ン
の
国
旗
を
手
に
持 

 
 
 
 
 

つ
て
同
建
物
が
外
国
公
館
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
館
員
リ 

 
 
 
 
 

カ
ル
ド
・
ガ
ル
シ
ア
・
ブ
エ
ン
を
射
殺
し
、
国
旗
及
び
ス
ペ
イ
ン
国
紋 

 
 
 
 
 

章
を
破
壊
し
た
。 

 
 

（
２
）
つ
い
で
右
兵
士
は
同
建
物
を
破
壊
す
る
と
共
に
、
書
記
官
リ
カ
ル
ド
・ 

 
 
 
 
 

ガ
ル
シ
ア
・
ヴ
ッ
チ
及
び
同
館
員
ア
ン
ジ
ェ
ル
・
オ
リ
グ
ラ
ン
ガ
を
事 

 
 
 
 
 

務
室
に
お
い
て
殺
害
し
、
更
に
雇
人
ホ
セ
フ
ァ
・
ベ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
及
び 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

（
※
欄
外
上
部
記
載
）（
注
）
カ
ス
テ
ィ
ヨ
公
使
の
話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
よ
る
と
こ
れ
が
即
ち
前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

掲
「
ブ
エ
ン
」
で
あ
る
ら
し
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

館
内
に
滞
在
し
た
ペ
ド
ロ
・
ア
ル
バ
ラ
デ
ホ
、
妻
、
三
子
及
び
ク
ロ
ド 

 
 
 
 
 

ア
ル
デ
オ
・
ベ
ル
ク
エ
ダ
ガ
、
妻
、
五
子
並
び
に
ホ
セ
・
ア
ギ
レ
ラ
、 

 
 
 
 
 

妻
、
二
子
そ
の
他
を
殺
害
し
、
同
総
領
事
館
内
で
殺
害
さ
れ
た
者
は
五 

 
 
 
 
 

十
名
に
上
っ
た
。 

 
 

（
３
）
右
兵
士
は
、
殺
害
、
略
奪
の
後
に
同
館
に
放
火
し
、
同
館
は
す
べ
て
の 

 
 
 
 
 

文
書
、
書
類
、
家
具
、
家
財
と
共
に
焼
失
し
こ
の
た
め
の
損
害
は
莫
大 

 
 
 
 
 

な
額
に
達
す
る
。 

 
 

（
４
）
事
件
の
数
時
間
後
総
領
事
ホ
セ
・
デ
ル
・
カ
ス
タ
ー
ニ
ョ
は
秘
書
フ
ェ 

 
 
 
 
 

レ
ル
を
伴
い
同
館
に
戻
っ
た
が
総
領
事
館
は
既
に
一
物
も
止
め
ず
死
体 

 
 
 
 
 

が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。 

 
 

（
５
）
被
害
者
ペ
ド
ロ
・
ア
ル
バ
ラ
デ
ホ
及
び
ベ
ル
ラ
ン
ガ
は
重
症
を
負
っ
た 

 
 
 
 
 

後
隣
家
コ
ッ
ト
レ
ル
夫
人
宅
で
手
当
を
受
け
た
が
後
死
亡
し
た
。
右
コ 

 
 
 
 
 

ッ
ト
レ
ル
夫
人
は
事
件
目
撃
者
と
し
て
総
領
事
に
証
言
し
た
。 

 
 

（
６
）
事
件
に
関
す
る
目
撃
者
の
証
言
は
多
数
ス
ペ
イ
ン
外
務
省
に
記
録
さ
れ 

 
 
 
 
 

て
い
る
。 

   



 

161 

 

（7の続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．1952年2月13日「いわゆる一九四五年二月十二日の在マニラ、スペイン総領事館襲撃の件について（回答）」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧
州
参
事
官 

 

欧
四
課
長 

 

復
二
第
一
〇
〇
九
號 

 
 
 

昭
和
二
十
七
年
二
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

引
揚
援
護
復
員
局
第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
長
（ 

 
 
 

外
務
省 

欧
米
局
長 

殿 

 
 

 
 
 
 

い
わ
ゆ
る
一
九
四
五
年
二
月
十
二
日
の
在
マ
ニ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン 

 
 
 
 
 

総
領
事
館
襲
撃
の
件
に
つ
い
て
（
回
答
） 

  

一
月
十
七
日
附
欧
米
四
第
一
六
號
を
以
て
照
會
の
あ
っ
た
標
記
の
件
に
つ
い
て 

當
部
に
お
い
て
調
査
し
た
結
果
は
左
の
通
り
で
あ
る
か
ら
し
か
る
べ
く
処
理
さ
れ 

た
い
。 

一
、
當
部
保
管
の
公
文
書
中
に
は
照
會
さ
れ
た
よ
う
な
事
件
の
あ
っ
た
こ
と
を
確 

 

認
で
き
る
も
の
は
な
い
。 

二
、
マ
ニ
ラ
市
街
地
の
戦
闘
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
米
軍
は
一
九
四
五 

 

年
二
月
三
日
に
北
方
よ
り
四
日
に
南
方
よ
り
夫
々
マ
ニ
ラ
市
内
に
突
入
し
二
月 

 

十
一
日
頃
南
北
両
部
隊
が
マ
ニ
ラ
市
東
南
方
の
「
ユ
ー
ル
ソ
ン
」
飛
行
場
附
近 

 

で
合
同
し
日
本
軍
を
包
囲
す
る
態
勢
を
と
り
爾
後
マ
ニ
ラ
市
内
の
日
本
軍
と
外 

 

部
の
日
本
軍
と
は
僅
か
に
無
線
連
絡
を
保
つ
程
度
と
な
っ
た
が
同
日
以
後
照
會 

 

さ
れ
た
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
の
電
報
報
告
の
あ
っ
た
事
実
は
な
く
従
っ
て
事 

 

件
が
発
生
し
た
と
い
わ
れ
る
二
月
十
二
日
頃
の
状
況
に
つ
い
て
は
二
月
十
一
日 

 

以
後
マ
ニ
ラ
市
内
に
お
い
て
米
軍
に
包
囲
さ
れ
、
終
戦
後
帰
国
し
た
者
に
つ
い 

 

て
調
査
を
進
め
る
以
外
に
知
る
方
法
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。 

三
、
よ
っ
て
前
項
後
段
に
該
當
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た 

 

が
何
れ
も
本
事
件
の
発
生
に
つ
い
て
は
全
然
承
知
し
て
い
な
い
。 

四
、
當
部
に
お
け
る
調
査
の
結
果
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
事
件
の
発
生
し
た
と 

 

い
わ
れ
る
二
月
十
二
日
は
日
本
軍
が
米
軍
に
包
囲
さ
れ
た
直
後
の
事
で
あ
り
、 

 

約
一
万
名
の
日
本
軍
が
約
二
週
間
の
内
に
殆
ん
ど
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
當
時
の 

 
戦
況
よ
り
見
て
極
度
の
混
戦
乱
戦
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
推
断
に
難
く
な
く
、 

 
拠
っ
て
か
か
る
事
件
が
絶
對
に
発
生
し
な
か
っ
た
と
は
い
い
得
な
い
も
の
と
認 

 

め
ら
れ
る
。 

五
、
参
考
事
項 

 

 
 

昭
和
二
十
四
年
一
月
三
十
日
日
比
谷
出
版
社
（
東
京
都
港
區
芝
今
入
町
八
） 

 

よ
り
刊
行
さ
れ
た
永
井
隆
著
「
長
崎
の
鐘
」
の
後
半
に
は
連
合
軍
総
司
令
部
諜 

 

報
課
の
提
供
に
よ
る
資
料
と
し
て
「
マ
ニ
ラ
の
悲
劇
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載 

 

さ
れ
て
い
る
が
同
記
事
の
第
一
章
「
ス
ペ
イ
ン
人
居
住
民
の
蒙
り
た
る
被
害
」 

 

の
中
に
一
九
四
五
年
三
月
三
日
「
マ
ニ
ラ
」
に
お
い
て
僧
正
ト
マ
ス
・
タ
ス
コ
ン 

 

教
父
が
陳
述
し
た
も
の
と
し
て
左
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。（
同 

 

書
二
〇
五
頁
） 

 

「
コ
ロ
ラ
ド
街
六
二
二
番
地
に
あ
る
ス
ペ
イ
ン
領
事
館
は
ス
ペ
イ
ン
国
旗
が
悠 

 
 

然
と
掲
げ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
壊
さ
れ
た
。
領
事
舘
に
避
難
し 

 
 

て
い
た
ス
ペ
イ
ン
人
若
干
を
含
む
五
十
名
以
上
の
人
々
は
生
き
な
が
ら
も
焼
か 

 
 

れ
、
ま
た
は
銃
剣
で
刺
し
殺
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
つ
ぎ
の
家
族
の
人
々
が 

 
 

含
ま
れ
て
い
る
。―

ア
ギ
レ
イ
ア
・
ベ
ル
ラ
ン
ガ
及
び
ア
バ
ダ
レ
ホ
。
屍
体 

 
 

の
う
ち
身
許
の
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
は
わ
ず
か
十
五
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
終
） 

 

 

二
、
当
該
係
官
は
右
ス
ペ
イ
ン
側
申
し
入
れ
を
重
視
し
、
直
ち
に
調
査
を
開
始
し 

 
 
 

た
が
、
本
省
に
は
ス
ペ
イ
ン
及
び
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
関
係
の
こ
の
種
記
録
は 

 
 
 

今
現
存
せ
ず
、
同
地
に
あ
っ
た
本
省
関
係
者
は
い
ず
れ
も
四
五
年
一
月
中 

 
 
 

に
同
地
を
離
脱
し
て
お
り
、
総
領
事
館
侵
犯
の
如
き
事
件
は
全
然
知
ら
な 

 
 

 
 
 

か
っ
た
。 

 
 
 
 

当
時
の
軍
隊
関
係
者
宇
都
宮
元
マ
ニ
ラ
防
衛
軍
参
謀
副
長
及
び
元
比
島 

 
 
 

陸
軍
司
令
部
渉
外
係
加
納
中
尉
に
つ
き
事
実
確
め
た
と
こ
ろ
、
前
者
は 

 
 
 

自
分
が
バ
ギ
オ
に
逃
げ
た
後
確
か
四
五
年
二
月
頃
罪
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
ク 

 
 
 

ラ
ブ
に
日
本
兵
が
侵
入
、
ス
ペ
イ
ン
人
を
多
数
殺
害
し
た
と
い
う
事
件
に 

 
 
 

つ
き
調
査
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
る
旨
、
又
後
者
は
四
五
年
二
月
五
日
に
マ 

 
 
 

ニ
ラ
を
離
脱
し
た
が
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
は
日
本
軍
防
衛
地
点
に
対
す
る 

 
 

 
 
 

米
軍
の
侵
入
路
上
に
あ
っ
た
旨
を
述
べ
た
が
本
件
の
如
き
事
件
は
関
知
し 

 
 
 

し
て
い
な
い
。
た
だ
両
名
共
、
本
事
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
当
時
の
関
係

将 

 
 
 

兵
は
殆
ん
ど
全
員
死
亡
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
わ
が
方
と
し
て 

 
 
 

は
真
偽
調
査
の
手
段
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
意
見
を
述
べ
た
。 

 
 
 
 

他
方
当
時
の
マ
ニ
ラ
の
防
衛
は
海
軍
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
鑑

み
、 

 
 
 

第
二
復
員
局
に
対
し
本
件
調
査
方
を
公
信
を
も
っ
て
依
頼
し
て
お
い
た
と 

 
 
 

こ
ろ
、
今
○
本
件
に
関
す
る
資
料
は
全
然
な
く
、
関
係
者
に
つ
い
て
の
調 

 
 
 

査
も
全
く
不
可
能
で
あ
る
旨
口
頭
連
絡
が
あ
っ
た
。 

三
、
昭
和
二
十
年
四
月
十
二
日
在
ス
ペ
イ
ン
須
磨
公
使
の
公
電
に
よ
れ
ば
同
十 

 
 

一
日
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
対
日
断
交
を
決
定
し
次
の
非
公
式
発
表
を
行
っ
た 

 
 

由
。 

 
 
 

（
須
磨
公
使
の
一
九
四
五
年
四
月
一
二
日 

公
電
引
用 

（
省
略
）） 

四
、
永
井
隆
著
「
長
崎
の
鐘
」
に
つ
い
て
記
載 

（
省
略
） 

五
、
以
上
で
明
ら
か
な
如
く
、
わ
が
方
と
し
て
は
本
事
件
に
つ
き
、
こ
れ
を
肯 

 
 

定
あ
る
い
は
否
定
す
る
資
料
を
全
く
欠
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
事 

 
 

件
に
関
す
る
先
方
な
い
し
関
係
者
の
申
立
て
は
大
体
一
致
し
て
お
り
、
当 

 
 

時
の
同
地
の
状
況
か
ら
見
て
も
こ
の
種
事
件
は
事
実
で
あ
っ
た
か
、
又
は 

 
 

大
体
類
似
の
事
件
が
発
生
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 
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9．1952年8月29日提案、9月5日決裁「高裁案 マニラにおけるスペイン国外交官殺害事件に関する弔慰金支出の件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．1953年2月23日、マ秘第51号、「「マニラ」事件の賠償に関する件」、岡崎外相宛、渋澤大使発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「
高
裁
案
」 

 
 

昭
和
二
十
七
年
八
月
二
十
九
日
提
案
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
七
年
九
月
五
日
決
裁 

主
管 

欧
州
参
事
官
（
押
印
：
島
）、 

主
任
第
四
課
長
（
押
印
） 

 

大
臣 

 
 

次
官 

 
 

官
房
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

會
計
課
長 

 
 
 
 

主
計
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条
約
局
長 

 

件
名 

マ
ニ
ラ
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
国
外
交
官
殺
害
事
件
に
関
す
る 

 
 
 

弔
慰
金
支
出
の
件 

  
 

本
件
に
関
し
て
は
、
本
年
二
月
十
二
日
付
ス
ペ 

 

イ
ン
国
と
の
国
交
回
復
に
関
す
る
公
文
交
換
の
際
、 

 

国
交
回
復
後
に
本
件
を
含
む
ス
ペ
イ
ン
人
の
被 

 

害
に
関
し
交
渉
に
応
ず
る
旨
を
述
べ
、
特
に 

 

在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
に
対
す
る
被
害 

 

に
関
し
て
は
先
方
の
強
い
希
望
に
よ
り
日
本
国 

 

政
府
の
深
甚
な
る
遺
憾
の
意
を
表
明
し
て 

 

い
る
経
緯
が
あ
る
。 

 

そ
の
後
ス
ペ
イ
ン
側
よ
り
は
本
件
に
つ
い
て
申
出
で 

 

が
な
い
が
、
早
晩
提
起
し
来
る
も
の
と
予
想
さ
れ 

 

る
。
一
方
同
じ
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
中
華
民
国
總
領
事
等
殺
害
の
損
害
補
償 

 

が
近
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
鑑
み
、
こ
の
際
、
同
總
領
事
館
に
お
け
る
被 

 

害
者
中
外
交
官
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
妥
当 

 

と
み
な
さ
れ
る
書
記
生
リ
カ
ル
ド
・
ガ
ル
チ
ア
・
ブ
エ
ン
及 

 

び
館
員
ア
ン
ジ
ェ
ル
・
オ
グ
リ
ラ
ン
ガ
の
二
名
だ
け
を
他
と 

 

切
離
し
て
先
に
扱
う
こ
と
と
し
、
右
二
名
の 

 

死
亡
に
対
す
る
見
舞
金
と
し
て
、
同
地
及
び
サ
ン 

 

ダ
カ
ン
に
お
け
る
中
国
外
交
官
の
例
に
な
ら
い
被 

 

害
者
一
名
当
り
各
一
萬
弗
、
計
二
萬
弗
の
邦 

 

貨
相
当
額
を
支
出
す
る
こ
と
と
致
し
た
い
。 

 
 

右
高
裁
を
仰
ぐ
。 

  
 

 

マ
秘
第
五
一
号 

 
 

昭
和
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在
西
日
本
国
大
使
館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
命
全
権
大
使 

 

渋
澤 

信
一 

 

外
務
大
臣 

岡
崎
勝
男
殿 

 
 

「
マ
ニ
ラ
」
事
件
の
賠
償
に
関
す
る
件 

 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 
 
 

二
十
一
日
午
後
当
方
矢 

 

口
参
事
官
（
内
藤
官
補
随
伴
）「
オ
リ
バ
ン
」
極
東
部
長
（
先 

 

方
係
官
同
席
）
と
の
間
に
行
は
れ
た
会
談
要
旨
左
の
通
り
。 

一
、
先
づ
当
方
よ
り
議
会
、
大
蔵
省
、
そ
の
他
に
詳
細
説
明 

 
 

の
必
要
も
あ
り
在
マ
ニ
ラ
総
領
事
館
員
事
件
以
下
各
ケ
ー
ス 

 
 

毎
に
被
害
者
氏
名
、
被
害
内
容
、
期
日
、
場
所
等
の
綿 

 
 

密
な
資
料
を
通
報
願
い
た
い
、
と
述
べ
た
処
先
方
は
多 

 
 

量
の
資
料
（
三
人
の
事
務
員
が
抱
え
る
程
あ
り
）
を
目
の
前
に
○ 

 
 

○
示
し
、
出
来
る
だ
け
早
く
之
等
を
要
約
し
て
通
知
す
る
と 

 
 

答
え
た
。
更
に
又
総
領
事
館
員
事
件
の
損
害
は
一
般
居 

 
 

留
民
の
被
害
額
に
比
す
れ
ば
遙
か
に
尠
く
且
つ
官
を
先
に 

 
 

し
民
を
後
に
す
る
は
種
々
面
白
か
ら
ぬ
反
響
も
予
想
さ 

 
 

れ
る
か
ら
総
領
事
館
員
事
件
を
引
離
し
て
処
理
す
る
こ
と
は 

 
 

好
ま
し
く
な
い
と
述
べ
、
質
問
に
対
す
る
以
上
の
返
答
を
繰 

 
 

り
返
し
た
。 

 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 

本
件
に
つ
い
て
ス
ペ
イ
ン
政
府
と
交
渉
に
入
る
こ
と
は 

    

同
国
と
の
国
交
再
開
の
際
文
書
に
於
て
も
同
意
し
た
こ
と 

 
 

で
あ
り
且
日
本
側
と
し
て
誠
意
を
以
て
交
渉
に
応
じ
る
用 

 
 

意
あ
る
こ
と
は
そ
の
後
も
先
方
に
申
出
で
て
あ
る
次
第
で
あ
る
か 

 
 

ら
（
一
月
三
十
一
日
付
○
信
第
二
六
号
）
日
本
側
と
し
て
交
渉
を
回
避
し 

 
 

乃
至
は
殊
更
に
延
引
し
て
居
る
様
な
印
象
を
与
え
る
こ
と 

 
 

は
極
力
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

 
 
 
 

（
略
） 
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11．1953年3月12日、マ秘第81号附属 別添甲、「「イトラルデ」政務局長との、マニラ事件、友好条約、及び文化協定

に関する会議録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．1953年3月18日、第23号 岡崎大臣宛、渋沢大使発、「マニラにおけるスペイン外交官殺害事件に関する件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭
和
二
八 

二
四
六
九 

略 

マ
ド
リ
ッ
ド 

 

三
月
一
八
日
二
二
、
四
〇
発 

欧
米
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
省 

 
 
 
 
 
 

一
九
日
一
一
、
〇
〇
着 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渋
沢
大
使 

 
 

岡
崎
大
臣 

第
二
三
号 

 

 
 
 

（
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
外
交
官
殺
害
事
件 

 
 
 
 

に
関
す
る
件
） 

 

貴
信
欧
米
四
第
二
〇
号
に
関
し 

貴
信
と
入
れ
違
い
に
マ
秘
第
五
一
号
所
報
の
次
第
は
あ
る
が
、
御
来
示
の
趣 

旨
に
鑑
み
更
に
本
使
政
務
局
長
と
会
見
し
、
当
方
の
事
情
を
説
明
し
、
且
つ 

一
般
人
へ
の
補
償
の
解
決
は
時
日
を
要
す
る
こ
と
も
説
い
て
再
考
を
促
し
た 

が
、
先
方
は
外
交
官
だ
け
を
先
に
と
り
上
げ
、
喧
し
く
云
っ
て
来
る
一
般
被 

害
者
を
後
廻
し
に
す
る
の
は
、
モ
ラ
ル
の
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
政
府 

が
役
人
に
対
し
て
優
先
的
保
護
を
与
え
る
よ
う
な
感
を
与
え
、
政
策
的
に
も 

甚
だ
面
白
く
な
い
と
の
従
来
の
主
張
を
、
一
層
明
確
に
且
つ
強
く
主
張
し
て 

外
交
官
先
議
に
反
対
の
趣
旨
を
重
ね
て
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
て
は
折
角
予 

算
上
の
御
配
慮
を
得
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
件
は
一
般
案
件
と
同
時
に
解 

決
す
る
方
針
に
よ
る
の
他
な
し
と
認
め
ら
れ
る
。
委
細
郵
報
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
了
） 

マ
秘
第
八
一
号
附
属 

 

別
添
甲 

 

「
イ
ト
ラ
ル
デ
」
政
務
局
長
と
の
、
マ
ニ
ラ
事
件
、
友
好
条
約
、
及
び
文
化
協
定 

 

に
関
す
る
会
議
録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
月
十
二
日 

 
 
 
 
 

（
略
） 

「
本
使
」 

（
略
） 

 

 
 
 
 

右
に
関
連
し
曩
に
島
、
矢
口
両
官
か
ら
、
死
亡
外
交
官 

 
 
 
 

に
対
す
る
問
題
を
先
に
解
決
し
た
ら
ど
う
か
と
の
「
サ
ゼ
ス
チ
ョ
ン
」
を
し
た 

 
 
 
 

の
は
、
一
般
案
件
の
解
決
が
或
る
程
度
長
引
く
こ
と
が
あ
る
の
を 

 
 
 
 

考
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

「
局
長
」
右
に
つ
い
て
は
当
時
申
上
げ
た
通
り
、
官
を
先
に
し
、
一
般
の
人
を 

 
 
 
 

後
廻
し
に
す
る
と
云
う
差
別
待
遇
と
な
る
の
で
同
意
し
か
ね
る
。 

「
本
使
」
事
態
を
判
然
と
さ
せ
る
た
め
重
ね
て
申
上
げ
る
と
、
既
に
某 

 
 
 
 

国
外
交
官
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が
起
り
、
一
般
の
補
償
問
題 

 
 
 
 

と
切
離
し
解
決
済
み
で
あ
り
、
そ
の
際
に
「
ス
ペ
イ
ン
」
の
外
交
官 

 
 
 
 

の
件
を
も
考
慮
に
入
れ
、
既
に
手
筈
の
中
に
一
定
の
金
額
を 

 
 
 
 

「
イ
ヤ
マ
ー
ク
」
し
て
あ
る
の
で
、
本
件
に
つ
い
て
は
前
に
申
上
げ
た
如 

 
 
 
 

き
手
続
き
上
の
問
題
は
起
ら
ぬ
訳
で
、
当
方
と
し
て
も
以
上
の 

 
 
 
 

趣
旨
に
よ
り
本
件
を
先
に
解
決
す
る
こ
と
を
「
サ
ヂ
ェ
ス
ト
」
し
た 

 
 
 
 

次
第
で
あ
る
。 

「
局
長
」
外
交
官
の
問
題
だ
け
を
先
に
し
て
、
喧
し
く
云
っ
て
来
る
一
般
被
害 

 
 
 
 

者
の
問
題
を
後
に
す
る
の
は
「
モ
ラ
ル
」
の
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、 

 
 
 
 

政
府
が
役
人
だ
け
を
先
に
保
護
し
て
差
別
待
遇
を
行
う
と
の 

 
 
 
 

感
じ
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
之
は
政
府
の
政
策
と
し
て
甚
だ 

 
 
 
 

面
白
く
な
い
次
第
で
あ
る
か
ら
そ
の
点
は
貴
方
に
於
て
も
よ
く 

 
 
 
 

了
解
し
て
戴
き
た
い
。 

 
 
 
 
 

（
略
） 
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13．1955年4月18日、マ秘第99号、重光外相宛、渋澤大使発、「比島事件補償問題解決に関する件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．1953年5月26日、マ秘第145号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件の補償問題に関する件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マ
秘
第
九
九
号 

 
 
 

昭
和
三
十
年
四
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館 

特
命
全
権
大
使 

渋
澤
信
一 

 

外
務
大
臣 
重
光
葵
殿 

 
 

比
島
事
件
補
償
問
題
解
決
に
関
す
る
件 

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

（
五
）
最
近
ス
ペ
イ
ン
側
が
本
件
に
つ
い
て
、
特
に
神
経
質
と
な
っ
て
い
る
の
は
、 

 
 

ス
イ
ス
（
又
最
近
は
タ
イ
国
）
と
の
補
償
問
題
が
解
決
さ
れ
、
対
比
賠 

 
 

償
も
歩
み
寄
り
の
気
配
が
あ
り
（
此
等
の
点
に
つ
い
て
、
駐
日
大
使 

 
 

か
ら
累
次
報
告
を
受
け
て
い
る
模
様
）
ス
ペ
イ
ン
が
不
当
に
軽
視
さ
れ 

 
 

後
廻
し
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
危
惧
又
は
不
満
が
あ
る
か
ら 

 
 

か
と
思
わ
れ
る
。
本
使
は
ス
イ
ス
の
補
償
問
題
は
自
体
が
簡
単
で 

 
 

あ
る
の
み
な
ら
ず
在
瑞
資
金
の
凍
結
解
除
の
問
題
と
絡
ん
で
急
速 

 
 

な
解
決
を
要
す
る
事
情
が
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
は
何
分
事
件
数
が
多
く 

 
 

複
雑
多
岐
だ
か
ら
審
議
に
手
間
取
り
つ
ヽ
あ
る
旨
を
説
明
し
て
置 

 
 

い
た
が
先
方
は
充
分
納
得
し
て
い
な
い
模
様
で
あ
る
。 

（
六
）
被
害
者
中
の
あ
る
も
の
特
に
タ
バ
カ
レ
ラ
会
社
は
当
国
政
府
と
密
接 

 
 

な
関
係
が
あ
り
、
之
が
政
府
当
局
を
つ
っ
つ
い
て
い
る
も
の
と
推
さ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

（
七
）
ス
ペ
イ
ン
側
の
多
数
の
要
求
中
に
は
根
拠
に
つ
い
て
曖
昧
な
も
の
少
く 

 
 

な
く
、
又
補
償
に
つ
い
て
は
尚
更
疑
問
と
す
べ
き
点
が
あ
る
に
せ
よ
先
方
が 

 
 

損
害
に
つ
い
て
一
応
具
体
的
の
資
料
を
呈
示
し
て
い
る
の
に
反
し
、
当
方 

 
 

で
は
、
当
時
の
事
情
柄
之
に
対
応
す
べ
き
資
料
が
甚
だ
乏
し
く
曖
昧 

 
 

と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
個
々
の
件
に
つ
い
て
反
証
を
挙
げ
る
根
拠 

 
 

に
困
難
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
又
書
類
の
完
備
不
備
は 

 
 

別
と
し
て
も
、
マ
ニ
ラ
事
件
の
如
く
日
本
側
の
暴
行
残
虐
が
一
般
に 

 
 

謳
わ
れ
、
東
京
裁
判
等
に
於
て
公
認
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
場
合
、 

 
 

書
類
上
の
記
載
ぶ
り
は
兎
に
角
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
責
任
は 

 
 

回
避
出
来
な
い
か
と
思
拜
さ
れ
る
。
特
に
傷
害
事
件
に
つ
い
て
は 

 
 

人
道
的
考
慮
か
ら
も
、
又
ビ
キ
ニ
事
件
等
に
際
す
る
我
が
方 

 
 

要
求
額
と
の
振
合
い
か
ら
し
て
も
進
ん
で
充
分
の
補
償
を
呈
示 

 
 

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 
 

本
件
に
つ
い
て
は
財
政
上
の
負
担
、
又
他
国
と
の
振
合
い
等
本
省 

 
 

当
局
に
於
て
種
々
御
困
難
あ
る
こ
と
は
拝
察
す
る
に
難
く
な
い
が
、 

 
 

国
際
信
義
の
点
か
ら
し
て
も
大
乗
的
見
地
か
ら
速
か
に
且
大
ま
か 

 
 

に
御
決
定
相
成
る
様
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。 

  
 
 

   
 
 

 

マ
秘
第
一
四
五
号 

 

 
 
 
 

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在
西
日
本
国
大
使
館 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
命
全
権
大
使 

渋
澤
信
一 

 
 

外
務
大
臣 

岡
崎
勝
男
殿 

 
 
 
 
 
 

 

比
島
事
件
の
補
償
問
題
に
関
す
る
件 

  
 
 
 

（
略
） 

一
、
先
ず
矢
口
よ
り 

 
 
 
 
 

（
イ
）
日
本
政
府
は
「
日
西
合
同
委
員
会
」
の
設
置
そ
れ
自
体
に
必
ず 

 
 

し
も
異
議
が
あ
る
訳
で
な
く
唯
現
段
階
で
は
そ
の
時
期
で
な
い 

 
 

と
認
め
て
居
る
も
の
で 

（
略
） 

 

三
、
仍
っ
て
矢
口
よ
り
更
に 

 
 
 
 

（
略
） 

 
（
イ
）
ス
ペ
イ
ン
側
の
主
張
は
一
応
肯
け
る
も
、
補
償
金
の
支
拂
と 

 
 
 

い
ふ
点
で
は
ス
ペ
イ
ン
の
ケ
ー
ス
も
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
其
他
諸
国
の
そ
れ
も 

 
 
 

変
り
な
い
。
補
償
問
題
が
単
に
ス
ペ
イ
ン
一
国
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば 

 
 
 

そ
の
要
望
通
り
「
事
実
調
査
の
為
の
合
同
委
員
会
」
を
マ
ド
リ 

 
 
 

ッ
ド
に
設
る
こ
と
に
日
本
本
国
政
府
も
異
議
が
な
か
っ
た
か
も
知 

 
 
 

れ
な
い
が
、
今
回
の
如
く
多
数
国
家
よ
り
「
ク
レ
ー
ム
」
を
提
出
さ
れ 

 
 
 

て
居
る
場
合
は
他
国
と
の
振
合
い
か
ら
見
て
も
ス
ペ
イ
ン
丈
け
を 

 
 
 

切
離
し
て
特
別
扱
い
出
来
憎
い
訳
で
あ
り
爾
く
簡
単
に
は
行 

 
 
 

き
兼
ね
る
事
情
を
了
承
あ
り
度
い
。 

 
 
 
 
 

（
略
） 
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15．1953年6月18日、第59号、岡崎大臣宛、渋沢大使発、「比島事件の補償問題に対する西外務省よりの口上書に関す 
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16．1953年7月15日、第76号、岡崎大臣宛、渋澤大使発、「比島事件に関する日西合同委員会に関する件」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭
和
二
八 

六
一
三
九
、 

略 
 

マ
ド
リ
ッ
ド 

六
月
一
八
日
二
一
、
二
〇
発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
省 

 
 
 
 
 

一
九
日
一
一
、
一
〇
着 

 

岡
崎
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渋
沢
大
使 

 

第
五
九
号 

  
 

（
比
島
事
件
の
補
償
問
題
に
対
す
る
西
外
務
省
よ
り
の
口
上
書
に
関
す
る
件
） 

 
 五

月
二
十
六
日
付
往
信
第
一
四
五
号
別
添
当
方
口
上
書
に
対
し
西
外
務
省
よ
り 

六
月
十
三
日
付
口
上
書
を
も
っ
て
大
要
左
の
通
り
申
越
し
た
。（
原
文
は
空
送 

し
た
）。
本
補
償
要
求
は
通
常
戦
災
補
償
と
異
り
国
際
法
及
び
人
類
共
同
生
活 

の
原
則
の
蹂
躙
行
為
に
よ
り
生
じ
た
重
大
な
損
害
に
対
す
る
不
可
避
的
救
済
で 

あ
る
か
ら
交
戦
諸
国
へ
の
補
償
と
比
較
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
国 

際
的
交
渉
中
に
混
入
せ
ら
れ
る
こ
と
は
一
層
不
当
で
あ
る
。
本
件
は
日
西
両
国 

間
の
み
の
問
題
で
旧
交
戦
国
間
で
解
決
せ
ら
れ
る
べ
き
甚
大
な
金
額
の
他
の
案
件 

と
は
何
ん
の
関
係
も
有
し
な
い
し
、
又
マ
ニ
ラ
事
件
発
生
当
時
日
西
両
国
は
正 

常
且
つ
極
め
て
友
好
的
関
係
に
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
は
多
数
交
戦
諸
国
で
日
本
の 

た
め
利
益
代
表
を
行
っ
て
い
た
重
要
事
実
を
特
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
西
政
府 

は
日
本
政
府
が
右
事
情
に
鑑
み
改
め
て
そ
の
態
度
を
考
慮
せ
ら
れ
る
も
の
と
思 

考
し
、
こ
こ
に
再
び
前
言
を
主
張
す
る
と
共
に
マ
ド
リ
ッ
ド
に
お
い
て
西
、
日 

合
同
委
員
会
に
よ
り
本
補
償
実
現
が
早
急
に
検
討
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。 

西
政
府
は
本
件
を
重
視
し
貴
大
使
館
の
早
急
且
つ
有
利
な
る
御
回
答
を
御
願
い 

す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
了
） 

昭
和
二
八 

七
一
八
〇
、 

略 
 

マ
ド
リ
ッ
ド 

七
月
一
五
日
二
〇
、
五
〇
発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
省 

 
 
 
 
 

一
六
日
〇
七
、
〇
五
着 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渋
沢
大
使 

 
 

岡
崎
大
臣 

第
七
六
号
（
極
秘
） 

 
 
 

（
比
島
事
件
に
関
す
る
日
西
合
同
委
員
会
に
関
す
る
件
） 

往
信
第
一
五
七
号
に
関
し 

カ
ス
テ
リ
ヨ
大
使
、
本
件
に
関
し
忌
憚
の
な
い
意
見
を
交
換
し
た
が
同
大
使 

の
見
解
は
自
国
外
務
省
の
考
え
方
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で 

要
旨
左
の
通
り
。 

 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
を
正
面
切
っ
て 

外
交
交
渉
で
争
う
よ
り
は
ス
ペ
イ
ン
側
も
立
場
上
、
お
い
そ
れ
と
譲
歩
す
る 

訳
に
行
か
ず
、
問
題
は
紛
糾
し
両
国
国
交
に
支
障
を
来
す
恐
れ
が
あ
る
。
合 

同
委
員
会
と
言
う
緩
衝
地
帯
を
設
け
一
応
同
委
員
会
に
処
理
さ
す
こ
と
に
す 

れ
ば
そ
の
内
部
で
の
議
論
が
も
め
て
も
一
般
に
国
交
に
は
直
接
影
響
し
な
い 

で
あ
ろ
う
。
日
本
側
が
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
懸
念
す
る
こ
と
も
理
解
す 

る
が
卑
見
に
よ
れ
ば
こ
れ
を
諮
問
機
関
と
し
そ
の
結
論
は
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の 

政
府
に
勧
告
す
る
こ
と
と
し
政
府
を
拘
束
し
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
差
支
え
な 

か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
自
分
と
し
て
は
差
当
り
委
員
会
案
に
お
ち
つ
く
こ
と 

が
も
っ
と
も
賢
策
と
考
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
了
） 
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18．1954年４月21日、マ秘第92号、岡崎外相宛、渋澤大使発、「比島事件日西合同委員会の審議状況報の件（第九

号）」 

 

マ
秘
第
二
八
五
号 

 

 
 
 
 

昭
和
二
十
八
年
十
一
月
七
日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
命
全
権
大
使 
渋
澤
信
一 

 
 

外
務
大
臣 

岡
崎
勝
男 

殿 

  
 
 
 

比
島
事
件
日
西
合
同
委
員
会
審
議
状
況
報
告
（
第
一
号
） 

   

 
 

往
電
第
一
〇
七
号
既
報
の
通
り
、
本
委
員
会
は
十
月
二
十
二
日
よ
り
西
外
務
省 

 

に
て
物
的
損
害
の
審
査
を
開
始
し
、
十
一
月
五
日
迄
の
十
回
の
会
合 

 

に
よ
り
総
計
六
五
〇
件
中
六
五
件
の
審
議
を
了
し
た
。…

（
略
）…

 

 

一
、
資
料 

 
 

（
イ
）…

（
略
）…

之
等
は
一
九
四
六
年
三
月
二
十
五
日
の
在
マ
ニ
ラ
西
総
領
事
館
の 

 
 
 
 

公
示
に
対
し
て
同
年
四
、
五
月
頃
領
事
館
に
提
出
せ
ら
れ
た
も
の
で…

（
略
）…

 

 
 
 
 

被
害
原
因
に
つ
い
て
は
通
常
可
成
り
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、
火
災
、
爆
撃
、
略
奪 

 
 
 
 

等
の
別
と
共
に
加
害
者
に
つ
い
て
も
日
軍
、
米
軍
、
比
島
ゲ
リ
ラ
隊
の
何 

 
 
 
 

れ
か
を
明
記
し
た
も
の
が
多
い
。…

（
略
）…

 

 

四
、
物
的
損
害
各
件
審
議
状
況 

 
 
 
 
 

…

（
略
）…
 

 
 
 

（5
4

）
第
六
四
件 

S
a
lv

a
d
or A

g
u

ilella
 

被
害
原
因
、
一
九
四
五
年
二
月
五
日
乃
至 

 
 
 
 
 
 
 

十
二
日
に
日
軍
に
よ
り
起
さ
れ
た
火
事
に
よ
りC

a
lle M

.d
e C

om
illa

s,  

 
 
 
 
 
 
 

N
º 1

7
0
, 

の
自
宅
が
焼
失
し
た
結
果
、
一
一
、
八
三
〇
ペ
ソ
相
当
の
私
財 

 
 
 
 
 
 
 

の
損
害
を
受
け
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
以
下
、
他
件
：
略
） 

 

マ
秘
第
九
二
号 

 
 
 
 

昭
和
二
十
九
年
四
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館 

特
命
全
権
大
使 

澁
澤
信
一 

 

外
務
大
臣 

岡
崎
勝
男 

殿 

 
 

比
島
事
件
日
西
合
同
委
員
会
の
審
議
状
況
報
告
の
件
（
第
九
号
） 

 
 
 
 
 

（
人
的
被
害
に
つ
い
て
） 

委
員
会
は
三
月
二
日
の
第
六
十
五
回
会
合
乃
至
四
月
十
二
日
の
第
八
十
五
回
会 

合
に
お
い
て
人
的
被
害
に
つ
き
審
査
し
た
。 

各
件
審
査
状
況
に
つ
い
て
は
別
添
（
一
）
の
議
事
録
を
ご
参
照
相
成
り
た
い 

が
、
審
査
の
結
果
を
綜
合
す
る
と
右
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
、
二
、
略
） 

三
、
西
側
資
料 

人
的
被
害
に
関
し
て
西
側
が
提
出
し
た
資
料
は 

（
イ
）「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
在
マ
ニ
ラ
西
總
領
事
の
一
九
四
五
年
四
月
十
七
日
、
十
八
日
付
死
者
リ
ス
ト
に
関
す 

る
公
電
（
日
本
軍
に
よ
る
殺
害
者
と
し
て
約
一
四
〇
名
、
爆
撃
以
外
の
原
因
に
よ
る 

死
者
と
し
て
約
四
〇
名
の
氏
名
を
列
挙
） 

（
ロ
）「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
總
領
事
が
一
九
四
五
年
十
一
月
七
日
提
出
し
た
マ
ニ
ラ
戦
に
際
し
て
の
日
本
軍 

 
 

の
不
法
行
為
に
関
す
る
報
告
（
六
十
余
頁
の
詳
細
な
報
告
で
マ
ニ
ラ
戦
の 

経
過
と
ス
ペ
イ
ン
人
の
人
的
、
物
的
被
害
を
總
括
的
に
叙
述
。
但
し
死
傷
者
に
つ
い
て
は 

各
所
に
随
時
現
れ
る
の
み
で
あ
る
） 

（
ハ
）
一
九
四
六
年
四
月
の
在
マ
ニ
ラ
西
總
領
事
館
の
広
告
に
從
っ
て
被
害
者
並
び
に
そ
の 

遺
族
等
が
提
出
し
た
人
的
・
物
的
被
害
申
告
書
（
物
的
被
害
の
審
査
に
際
し
て 

使
用
せ
ら
れ
た
と
同
一
資
料
） 

（
ニ
）
在
マ
ニ
ラ
西
總
領
事
館
で
、
各
種
の
証
人
の
申
告
に
基
き
作
成
し
た
死
傷
者 

カ
ー
ド 

（
ホ
）「
タ
バ
カ
レ
ラ
」
会
社
が
提
出
し
た
被
害
従
業
員
リ
ス
ト
並
び
に
被
害
状 

況
報
告
書 

（
ヘ
）
日
本
軍
に
よ
る
殺
害
事
件
に
直
接
間
接
関
係
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
又
は
比
島
人 

の
西
總
領
事
に
対
す
る
証
言
記
録
。 

等
で
あ
る
。
右
の
中
（
ロ
）
の
資
料
中
に
最
も
詳
細
な
被
害
状
況
の
記
述
が 

あ
る
た
め
、
委
員
会
で
は
被
害
者
の
過
半
数
に
つ
き
こ
の
資
料
に
よ
り
審 

査
し
た
。 

（
略
） 

四
、
被
害
状
況 

（
一
）
死
傷
者
氏
名
は
四
月
十
四
日
付
電
信
第
八
七
号
に
別
添
送
付 

し
た
最
終
議
事
録
中
に
列
擧
せ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、 

そ
の
大
部
分
は
一
九
四
五
年
二
月
の
マ
ニ
ラ
戦
に
際
し
て
被
害
を
蒙
っ
た 

も
の
で
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
總
領
事
館
、
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
の
「
サ
ン
チ
ア
ゴ
」 

要
塞
、「
モ
レ
タ
」
博
士
邸
、「
プ
リ
セ
」
館
、
ド
イ
ツ
倶
楽
部
、「
サ
ン
マ
ル
セ
リ
ー
ノ
」 

修
道
院
等
数
個
の
場
所
に
集
中
避
難
（「
サ
ン
チ
ア
ゴ
要
塞
の
場
合
は
日
軍 
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（18の続き） 

 

 

に
よ
り
集
結
せ
ら
れ
た
）
し
て
い
た
際
に
日
本
軍
の
襲
撃
を
受
け
た 

者
が
多
い
。 

マ
ニ
ラ
在
住
の
外
国
人
の
中
で
は
ス
ペ
イ
ン
人
の
間
に
特
に
多
く
の
犠
牲
者
が 

生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
西
總
領
事
は
そ
の
理
由
と
し
て 

 

（
イ
）
当
時
マ
ニ
ラ
は
約
二
千
人
の
ス
ペ
イ
ン
人
居
留
民
が
存
し
た
が
、
そ 

 

の
大
部
分
は
マ
ニ
ラ
戦
中
、
日
米
戦
闘
の
中
心
地
帯
と
な
っ
た
マ
ニ
ラ
市
南
部 

 

の
マ
ラ
テ
、
エ
ル
ミ
タ
、
イ
ン
ト
ロ
ム
ロ
ス
、
パ
コ
等
の
地
区
に
居
住
し
て
い
た
た
め 

 

特
に
被
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
。 

 

（
ロ
）
而
も
之
等
の
者
は
マ
ニ
ラ
戦
の
あ
る
こ
と
は
予
想
は
し
て
い
た
が
、
日
本
軍 

主
力
部
隊
は
約
二
ヶ
月
以
前
に
ル
ソ
ン
島
の
中
央
部
に
撤
退
し
、
マ
ニ
ラ
に
は 

約
一
万
二
千
の
日
本
軍
が
残
留
す
る
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
マ
ニ
ラ
戦
は
短
時 

間
乃
至
は
一
、
二
日
の
間
に
終
結
す
る
も
の
と
一
般
に
予
想
し
て
い
た
と
共
に
、 

当
時
比
島
人
の
浮
浪
者
が
頻
り
に
横
行
し
た
た
め
住
居
を
退
去
し
て 

盗
難
に
遭
う
こ
と
を
恐
れ
て
マ
ニ
ラ
に
留
ま
っ
た
た
め
殺
害
を
蒙
っ
た 

 
 
 

こ
と
。 

 

（
ハ
）
又
日
本
軍
は
白
人
に
対
し
一
般
的
な
反
感
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
外
に 

 
 
 

戦
争
の
末
期
に
は
比
島
人
が
親
米
的
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
人 

 
 
 

も
こ
の
比
島
人
の
親
米
感
情
に
同
調
し
て
い
た
た
め
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
人
に
は 

 
 
 

反
感
を
抱
い
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
。 

 
 
 

等
を
そ
の
報
告
中
に
挙
げ
て
い
る
。 

（
二
）
日
本
側
の
責
任
を
○
○
○
死
傷
者
を
被
害
場
所
よ
り
類
割
す
れ
ば 

 
 

次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

 
 

（
表
は
横
書
き
に
変
換
し
最
後
に
掲
載
） 

又
、
各
々
の
場
所
に
お
け
る
被
害
状
況
並
び
に
被
害
者
氏
名
・
性
別
・
年
齢
・
○
○
等 

は
左
の
通
り
で
あ
る
。 

１
、
在
マ
ニ
ラ
西
總
領
事
館
の
襲
撃 

 

本
事
件
に
つ
い
て
は
「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
總
領
事
の
報
告
中
に
最
も
詳
細
な
記 

述
が
あ
る
。
被
害
当
日
の
一
九
四
五
年
二
月
十
二
日
に
は
同
總
領
事
は
領
事
館 

を
退
去
し
て
家
族
と
共
に
「
コ
ン
コ
ル
ヂ
ア
」
學
院
に
避
難
し
て
い
た
が
、
領 

事
館
も
日
本
軍
の
襲
撃
を
受
け
た
と
の
報
を
得
た
た
め
、
数
日
後
領
事 

館
に
赴
き
、
実
地
検
分
を
行
う
と
共
に
隣
家
の
目
撃
者
の 

陳
述
を
聴
取
し
た
。
被
害
当
日
領
事
館
に
は
一
九
名
の
ス
ペ
イ
ン
人 

の
外
約
五
十
名
の
比
島
人
及
び
中
國
人
一
家
族
が
避
難
し
て
い
た
。 

日
本
軍
の
襲
撃
後
三
名
の
者
が
脱
出
し
た
が
、
そ
の
中
二
名
は
隣
家
に 

辿
り
つ
き
事
件
の
経
過
を
若
干
物
語
っ
た
が
重
傷
の
た
め
数
時
間
後 

共
に
死
亡
し
た
。
他
の
一
名
は
「
ア
ナ
・
マ
リ
ア
・
ア
ギ
レ
リ
ヤ
」
と
称
す
る
五
才
の 

ス
ペ
イ
ン
人
幼
女
で
、
重
傷
を
受
け
て
い
た
が
米
軍
の
介
抱
に
よ
り
生
命 

を
取
り
止
め
、
結
局
本
事
件
唯
一
の
生
存
者
と
な
っ
た
。「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
總 

  

 

領
事
の
報
告
も
主
と
し
て
こ
の
幼
女
の
説
明
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
隣
家
の 

 

目
撃
者
の
証
言
、
屍
体
検
証
の
結
果
等
を
補
足
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で 

 
 
 

あ
る
。
右
報
告
に
よ
れ
ば
、
同
日
午
後
二
時
頃
日
本
軍
兵
士
数
名
が 

 
 
 

領
事
館
に
押
し
入
ろ
う
と
し
た
が
避
難
者
は
扉
を
固
く
閉
ざ
し
て
之
に 

 
 
 

應
じ
な
か
っ
た
た
め
日
本
兵
は
入
り
口
に
あ
っ
た
避
難
者
の
一
人
の
荷
車
に 

 
 
 

放
火
し
、
偽
っ
て
、
所
有
者
は
消
火
の
た
め
外
出
す
る
様
勧
め
た
。
領
事 

 
 
 

館
使
用
人
の
「
リ
カ
ル
ド
・
ガ
ル
シ
ア
・
ブ
ツ
ク
」
が
ス
ペ
イ
ン
國
旗
を
掲
げ
て 

 
 
 

外
出
し
た
処
、
日
本
兵
は
同
人
を
射
殺
し
た
上
、
領
事
館
内
に
闌
入 

 
 
 

し
、
内
部
の
者
を
銃
剣
に
て
次
々
と
殺
傷
し
た
上
放
火
し
て
引
揚
げ
た
。 

 
 
 
 

右
の
結
果
比
島
人
は
全
員
死
亡
し
、
ス
ペ
イ
ン
人
中
に
も
次
の 

 
 
 

犠
牲
者
を
生
じ
た
。 

 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
十
八
名 

 
 

（1

）A
g
u
ilella

 L
lon

ch
, J

a
u

m
e L

u
is M

a
n
u

el

（
三
才
、A

g
u

ilella
, P

lá
cid

o

の
子
息
） 

    

（2

）A
g
u
ilella

 L
lon

ch
, M

a
ría

 d
el C

a
rm

en

（
九
才
、A

g
u
iella

, P
lá

cid
o

の
息
女
） 

 
 

（3

）A
g
u
ilella

 P
eris, P

lá
cid

o

（
既
婚
、
男
子
、
三
十
九
才
） 

 
 

（4

）A
lb

a
d
a
lejo Ib

a
ñ
ez, P

ed
ro

（
既
婚
、
男
子
） 

 
 

（5

）A
lb

a
d
a
lejo V

eg
u
illa

s, F
u

en
sa

n
ta

（
独
身
、
女
子
、
四
十
一
才
） 

 
 

（6

）A
lb

a
d
a
lejo V

eg
u
illa

s, J
en

a
ro

（
独
身
、
男
子
、
四
十
一
才
） 

 
 

（7

）B
erla

n
g
a
, C

lod
oa

ld
o

（
既
婚
、
男
子
） 

 
 

（8

）B
erla

n
g
a
 R

iep
e, C

lod
oa

ld
o

（B
erla

n
g
a
 C

lod
oa

ld
o

の
子
息
、
未
成
年
） 

    

（9

）B
erla

n
g
a
 R

iep
e, h

ija
 A

u
g
u

sta
 

（B
erla

n
ga

 C
lod

oa
ld

o

の
息
女
） 

 
 

（1
0

）B
erla

n
g
a
 R

iep
e, M

a
ría

 A
ra

celi

（B
erla

n
g
a
, C

lod
oa

ld
o

の
息
女
） 

 
 

（11

）B
erla

n
ga

 R
iep

e, M
a
ría

 C
ru

y

（B
erla

n
g
a
, C

lod
oa

ld
o

の
息
女
） 

 
 

（1
2

）B
erla

n
g
a
 R

iep
e, S

on
ia

 M
a
ría

（B
erla

n
g
a
, C

lod
oa

ld
o

の
息
女
） 

 
 

（1
3

）D
om

en
ech

 V
en

a
ven

t, J
osefa

（
独
身
、
西
總
領
事
館
の
家
政
婦
） 

 
 

（1
4

）G
a
rcía

 B
u

ch
, R

ica
rd

o

（
独
身
、
男
子
、
西
總
領
事
館
使
用
人
） 

 
 

（1
5

）L
lon

ch
 P

ra
ts d

e A
g
u
ilella

, A
u

rora

（A
g
u

ilella
, P

lá
cid

o

の
妻
） 

 
 

（1
6

）M
a
rtín

ez d
e B

u
ja

n
d
a
, Á

n
g
el

（
独
身
、
男
子
、
三
十
八
才
） 

 
 

（1
7

）R
iep

e, A
u

g
u
sta

（B
erla

n
g
a
, C

lod
oa

ld
o

の
妻
） 

 
 

（1
8

）V
eg

u
illa

s d
e A

lb
a
d
a
lejo, P

etra
(¿)

（A
lb

a
d
a
lejo, P

ed
ro

の
妻
） 

 

（
ロ
）
負
傷
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
の
あ
る
者
）
一
名 

 
 

（1

）A
g
u
ilella

, A
n
a
 M

a
ría

 

（
五
才
、A

g
u

ilella
, P

lá
cid

o

の
息
女
） 
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２
、
マ
ニ
ラ
市
「
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
」
の
「
サ
ン
チ
ア
ゴ
」
要
塞 

 
 
 

本
事
件
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
派
神
父
「
マ
ヌ
エ
ル
・
デ
イ
ス
」
及
び
「
ベ
ラ
ル
ミ
ノ
・
デ
・ 

 
 

セ
リ
ス
」
等
の
西
總
領
事
に
対
す
る
詳
細
な
報
告
が
あ
り
、
又
「
ベ
ラ
ル
ミ
ノ
・
デ
・
セ
リ
ス
」 

神
父
は
一
九
四
六
年
二
月
十
九
日
及
び
二
十
日
付
「
マ
ニ
ラ
の
声
」
誌
に
そ
の
体
験
記 

を
掲
載
し
て
い
る
。
之
等
の
三
つ
の
報
告
並
び
に
其
他
の
証
人
の
断
片
的 

な
証
言
を
綜
合
す
れ
ば
、
本
事
件
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

一
九
四
五
年
二
月
四
、
五
日
頃
、
日
本
軍
は
僧
侶
を
も
含
め
、「
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
」
地
区 

の
全
住
民
約
六
千
名
を
強
制
し
て
「
サ
ン
タ
・
ロ
サ
」
の
廃
墟
、 

及
び
「
サ
ン
・
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
」
修
道
院
に
集
合
せ
し
め
た
。
右
の
中
僧
職
者
は
四
十
三
名
で
、 

そ
の
内
訳
は
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
派
十
六
名
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
十
四
名
、
レ
コ
レ
ト
ス
（R

e- 

coletos

）
派
六
名
、
カ
プ
チ
ノ
ス
（C

a
p
u

ch
in

os

）
派
六
名
、
パ
ウ
ル
派 

（P
a
u

l

）
一
名
で
あ
っ
た
。
二
月
六
日
僧
侶
の
み
は
「
サ
ロ
ン
」
に
集
合 

せ
し
め
ら
れ
、
他
の
者
達
が
自
由
に
庭
園
。
屋
内
を
往
来
し
得
た
に
拘
ら 

ず
、
彼
等
の
み
は
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
「
サ
ロ
ン
」
を
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ 

な
か
っ
た
。
二
月
七
日
午
前
九
時
頃
日
本
軍
は
比
島
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
を 

含
め
十
四
才
以
上
の
男
子
約
二
千
名
を 

 
 

「
サ
ン
チ
ア
ゴ
」
要
塞
に
連
行
し
た
後
同
所
中
庭
で
全
員
に
つ
き
丹
念
な 

身
体
検
査
を
行
い
、
武
器
、
小
刀
、
剃
刀
類
か
ら
マ
ッ
チ
に
至
る
迄
引
渡
す
様
命 

じ
た
が
、
続
い
て
時
計
、
宝
石
、
現
金
、
鍵
、
書
類
其
他
を
全
部
剥
奪
し
た
後
監
獄 

に
投
じ
た
。
同
日
午
後
約
一
五
〇
名
の
ス
ペ
イ
ン
人
は
比
島
人
よ
り
離
さ
れ 

別
の
小
室
に
監
禁
さ
れ
た
。
食
物
は
第
一
日
目
の
夜
少
量
與
へ
ら
れ 

た
の
み
で
、
そ
の
後
の
三
日
間
は
ガ
ソ
リ
ン
罐
に
入
れ
た
油
臭
い
水
が
時
々
少
量 

與
へ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
二
月
九
日
午
後
日
本
軍
は
此
等
ス
ペ
イ
ン
人 

に
「
サ
ン
・
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
」
修
道
院
に
移
る
こ
と
を
命
じ
た
。
最
初
約
千
八
百
名
の 

比
島
人
が
ス
ペ
イ
ン
人
と
共
に
「
サ
ン
チ
ア
ゴ
」
要
塞
に
連
行
さ
れ
た
が
、「
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
」
に
生 

還
し
た
も
の
は
之
等
一
五
〇
名
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
み
で
あ
っ
た
。
同
所
に
残
さ
れ
て
い
た 

女
子
供
の
中
に
は
米
軍
の
砲
撃
に
よ
り
多
少
の
死
傷
者
を
出
し
た
が
大
部
分 

は
無
事
で
あ
っ
た
。
二
月
十
八
日
に
至
り
日
本
軍
は
、 

老
人
、
病
人
を
も
含
め
十
四
才
以
上
の
男
子
約
一
三
二
名
（
ス
ペ
イ
ン
人
一
二
五
名
、 

印
度
人
二
名
、
比
島
人
（
日
軍
の
ス
パ
イ
と
見
う
け
ら
れ
る
）
五
名
を
再
び
同
修
道
院
よ
り
連
れ 

出
し
「
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ラ
」
修
道
院
の
前
の
倉
庫
の
中
に
監
禁
し
た
。
二
月
十
九
日 

午
後
八
時
頃
、
日
本
軍
は
、
同
倉
庫
は
米
軍
の
砲
撃
の
危
険
が
高
い
か
ら
一
層 

 

安
全
な
場
所
に
移
す
の
で
あ
る
と
告
げ
て
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
人
の
み
を
別
に
し
て 

 

外
に
連
れ
出
し
た
。
約
四
〇
名
の
僧
侶
と
民
間
人
約
八
五
名
よ
り
成 

  

る
之
等
ス
ペ
イ
ン
人
グ
ル
ー
プ
は
数
隊
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
中
約
八
十
七
名
は 

「
ア
ド
ウ
ア
ナ
」
通
り
と
「
ヘ
ネ
ラ
ル
・
ル
ナ
」
通
り
の
交
叉
点
附
近
の
二
つ
の
防
空
壕 

に
夫
々
約
七
十
名
と
十
七
名
宛
入
ら
し
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
約 

半
時
間
後
日
本
兵
は
壕
の
空
氣
抜
き
よ
り
多
数
の
手
榴
弾
を
投
入
す
る
と 

共
に
小
銃
を
斉
射
し
大
部
分
を
殺
害
し
た
後
壕
の
空
氣
抜
き
を 

凡
て
石
や
土
で
密
閉
し
た
宇
上
立
去
っ
た
。
重
傷
を
負
い
乍
ら
も
漸
く
死
を 

免
れ
た
九
名
の
者
は
密
か
に
空
氣
孔
を
作
り
壕
内
に
潜
伏
し
て
い 

た
が
、
二
月
二
十
三
日
夜
半
日
本
兵
の
隙
を
窺
っ
て
漸
く
脱
出
し
米
軍
に
よ
り 

解
放
せ
ら
れ
た
。
後
日
行
わ
れ
た
屍
体
検
証
の
結
果
約
八
十
名 

に
つ
い
て
は
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
が
約
一
二
五
名
の
ス
ペ
イ
ン
人
グ
ル
ー
プ
の
中 

 
 
 

残
余
の
約
四
十
五
名
の
死
体
は
見
当
た
ら
ず
、
之
等
の
者
は
日
本
軍
が
連
れ
去
っ
て 

 
 
 

殺
害
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 
 

本
事
件
に
関
し
委
員
会
で
承
認
せ
ら
れ
た
ス
ペ
イ
ン
人
被
害
者
は
右
の 

通
り
で
あ
る
。 

 
 
 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
の
者
）
六
七
名 

 
 
 
 
 
 

（
以
下
、
人
名
リ
ス
ト
は
略
） 

 
 
 
 
 

（
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
派
神
父
）
十
四
名 

 
 

     
 
 

（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
神
父
）
九
名 

 
 
 
 
 

（
レ
コ
レ
ト
ス
派
神
父
）
六
名 

 
 
 
 
 

（
カ
プ
チ
ノ
ス
派
神
父
）
九
名 

   
 
 
 

（
パ
ウ
ル
派
神
父
）
一
名 

 
 
 
 
 

（
其
他
）
三
十
名 

 
 
 

（
ロ
）
負
傷
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
の
者
）
三
名 

 

３
．
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
（
四
五
年
二
月
十
九
日
以
外
に
死
傷
し
た
者
） 

 
 
 

イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
地
区
の
の
サ
ン
チ
ア
ゴ
要
塞
は
ス
パ
イ
嫌
疑
か
又
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
日
本
に
逮
捕 

 
 

せ
ら
れ
た
比
島
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
、
其
他
各
國
人
が
多
数
監
禁
せ
ら
れ
て
い
た 

 
 

模
様
で
、
そ
れ
等
の
或
る
者w

a
ter cu

re

と
称
す
る
拷
問
等
を
課
せ
ら
れ
た
旨
が
被
害
者
の 

 
 

申
告
中
に
現
れ
て
い
る
。
同
所
に
お
け
る
被
害
者
は
右
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
七
名 

（
ロ
）
死
者
（
五
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
八
名 

（
ハ
）
負
傷
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
二
名 

（
ニ
）
負
傷
者
（
五
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
一
名 

 

４
．「
モ
レ
タ
」（M

oreta

）
博
士
邸
の
事
件   

 

 
 
 

本
事
件
に
関
し
て
は
被
害
者
（
重
傷
）
の
一
人P

ru
d
en

cio C
h
icote

と
称 

 
 

す
る
ス
ペ
イ
ン
人
の
詳
細
な
申
告
が
あ
る
外
、「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
西
總
領
事
も
そ
の
報 

告
書
中
に
お
い
て
特
に
凄
惨
な
事
件
と
し
て
本
件
経
緯
を
特
記
し
て
い
る
。 

之
等
に
よ
れ
ば
、
四
五
年
二
月
十
四
日
米
軍
の
砲
火
を
避
け
て
マ
ニ
ラ
市
の
「
エ
ル
ミ
タ
」
区 
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（18の続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６
．
「
ド
イ
ツ
・
ク
ラ
ブ
」
（C

lu
b
 A

lem
á
n

）
の
事
件 

    
 G

a
rriz, R

osa
rio

等
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
同
ク
ラ
ブ
は
ド
イ
ツ
系
の
も
の
で
あ
り
、 

 

日
本
軍
の
襲
撃
は
少
な
い
と
見
ら
れ
て
い
た
た
め
、
多
数
の
者
が
避
難
し
て 

 

い
た
が
、
日
本
軍
は
、
四
五
年
二
月
十
日
同
所
に
ガ
ソ
リ
ン
を
注
い
で
放
火
し
、
火
を
く
ぐ 

 

っ
て
逃
げ
出
す
者
を
入
口
に
待
ち
構
え
て
い
て
射
殺
し
、
被
害
者
は
相
当
数 

 

に
上
り
、
ス
ペ
イ
ン
人
中
に
も
次
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。 

 
 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
十
七
名 

７
．「
サ
ン
・
マ
ル
セ
リ
ー
ノ
」（S

a
n
 M

a
rcelin

o

）
修
道
院
の
事
件 

 
 

同
修
道
院
はS

a
n
 V

icen
te d

e P
a
u

l

會
派
に
属
す
る
も
の
で
、
同
所
に 

起
こ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
同
派
よ
り
提
出
し
た
申
告
書
（
物
的
損
害
第
三
四
四
件 

と
同
一
資
料
）
並
び
に
「
カ
ス
タ
ニ
ヨ
」
西
總
領
事
の
報
告
書
が
あ
り
、
之
等
に
よ
れ 

ば
、
四
五
年
二
月
三
日
、
マ
ニ
ラ
市
内
の
同
修
道
院
に
侵
入
し
た
日
本
軍
は
十
名 

の
神
父
を
一
室
に
監
禁
し
た
が
、
次
で
二
月
九
日
午
後
十
一
時
頃
日
本
軍
は 

之
等
神
父
を
凡
て
後
手
に
縛
し
た
上
中
國
人
召
使
数
名
と
共
に
、
同
修 

道
院
廊
下
を
通
っ
て
別
室
に
赴
か
せ
る
途
中
背
後
よ
り
機
関
銃
に
て 

射
殺
し
た
後
、
屍
体
を
付
近
の
掘
割
に
投
じ
た
。
之
等
屍
体
は
数
日
後 

な
お
後
手
に
縛
ら
れ
た
ま
ゝ
掘
割
に
浮
か
ん
で
い
る
の
を
発
見
せ
ら
れ
た
。
然
し 

乍
ら
中
國
人
召
使
の
中
二
名
は
辛
う
じ
て
難
を
免
れ
、
付
近
に
身
を 

隠
し
米
軍
に
解
放
せ
ら
れ
た
。
本
事
件
の
右
の
経
緯
は
之
等
二
名
の
生
存 

者
の
陳
述
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
日
本
軍
は
一
時
同
修
道
院
を
防
御
陣 

地
に
使
用
し
た
た
め
、
同
所
は
米
軍
の
砲
撃
を
受
け
多
く
の
弾
痕
が
あ 

り
、
戦
闘
後
約
二
十
名
の
日
本
兵
の
屍
体
が
発
見
せ
ら
れ
た
由
で
あ
る
。 

本
事
件
に
よ
り
同
會
派
に
属
す
る
ス
ペ
イ
ン
人
神
父
の
犠
牲
者
左
の
通
り
で
あ
る
。 

 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
十
名 

８
．
其
他
の
場
所
に
お
け
る
被
害
者 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
九
十
五
名 

（
ロ
）
死
者
（
五
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
三
十
七
名 

（
ハ
）
負
傷
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
の
者
）
三
十
一
名 

（
ニ
）
負
傷
者
（
五
〇
％
日
本
側
の
責
任
の
者
）
十
一
名 

五
、
御
参
考
迄
に
西
側
よ
り
提
供
さ
れ
た
、
人
的
被
害
各
件
申
告
書
の 

  

抜
粋
を
別
添
（
二
）
の
通
り
送
付
す
る
。 

別
添
資
料 

  

１
．
第
六
十
五
回
乃
至
第
八
十
五
回
委
員
會
議
事
録 

  

２
．
各
件
被
害
申
告
書
、
抜
粋 

 
の
「
イ
ザ
ツ
ク
・
ペ
ラ
ル
」
通
り
の
「
モ
レ
タ
」
博
士
邸
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
十
四
名
（
男
子 

四
名
、
女
子
六
名
、
小
児
四
名
）、
比
島
人
四
十
二
名
、
中
國
人
十
名
、
葡
萄 

人
一
名
が
避
難
し
た
。
翌
二
月
十
五
日
に
は
米
軍
の
砲
撃
が
激
化
し
、 

避
難
者
中V

icen
te J

u
lia

n

の
妻
（
西
人
）
が
砲
弾
で
死
亡
す
る
に
至
っ
た 

た
め
、
避
難
者
は
一
層
の
安
全
を
期
し
て
、
日
本
歩
哨
と
諮
っ
た
上
、
同
邸 

を
出
で
「
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
」（G

en
era

l H
osp

ita
l

）
に
向
っ
た
が
、
途
中
日
本
軍
の 

射
撃
を
受
け
二
名
の
者
が
負
傷
し
た
た
め
、
再
び
「
モ
レ
タ
」
邸
に
引
返
し
た
。 

次
で
二
月
十
七
日
約
二
十
名
の
日
本
兵
が
同
邸
に
侵
入
し
、
男
子
を
凡
て
二
階 

の
浴
室
に
監
禁
し
た
上
六
発
の
手
榴
弾
を
投
じ
て
多
数
の
死
傷
者
を 

生
ぜ
し
め
た
。
婦
女
子
は
凡
て
階
下
の
サ
ロ
ン
に
集
合
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
が
、 

日
本
兵
は
之
等
の
者
を
一
名
宛
別
室
に
赴
く
こ
と
を
命
じ
、
そ
の
途 

中
の
廊
下
に
お
い
て
背
後
よ
り
銃
剣
で
刺
殺
し
、
總
計
十
九
名
の 

女
子
と
十
四
名
の
児
童
を
殺
害
し
た
。
右
の
結
果
、
ス
ペ
イ
ン
人
中
に
は 

左
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。 

 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
九
名 

（
ロ
）
負
傷
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
二
名 

５
．
「
プ
リ
セ
」
（P

rice

）
館
の
事
件 

 

本
事
件
に
関
し
て
は
被
害
者
（
重
傷
）
の
ス
ペ
イ
ン
人C

a
rceren

y
 B

a
rta

,  

J
osé 

及
びS

ou
ch

eiron
 

の
未
亡
人
並
び
に
比
島
人A

n
ton

io E
igu

ren
 

A
rta

d
i

等
の
可
成
り
詳
細
な
申
告
書
が
存
し
、
之
等
に
よ
れ
ば
、
四
五
年 

二
月
十
日
マ
ニ
ラ
市
「
パ
コ
」
区
の
「
コ
ロ
ラ
ド
・
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
」
通
り
の
「
プ
リ
セ
」 

と
呼
ば
れ
る
建
物
に
は
比
島
人
、
ド
イ
ツ
人
、
墺
國
人
、
イ
ン
ド
人
、
中
國
人
等
約
三
百 

名
が
避
難
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
二
十
余
名
の
ス
ペ
イ
ン
人
も
含
ま
れ
て
い
た 

が
、
同
日
午
後
五
時
頃
三
名
の
將
校
に
率
い
ら
れ
た
日
本
陸
戦
隊
員
約
三
十
名
が
同
所
に
発
砲
し 

乍
ら
殺
到
し
、
避
難
者
を
凡
て
戸
外
に
出
さ
せ
同
建
物
構
内
の
中
庭
、 

ガ
レ
ー
ジ
前
等
の
各
所
に
集
合
せ
し
め
た
後
、
小
銃
・
機
関
銃
・
拳
銃
を 

連
続
発
射
し
た
た
め
、
大
部
分
の
者
は
折
り
重
な
っ
て
倒
れ
た
が
、
日
本
軍
は
な 

お
も
之
等
の
死
傷
者
の
群
に
発
砲
を
続
け
、
次
で
銃
剣
を
以
て
老
幼
男
女 

の
差
別
な
く
生
残
っ
た
者
を
刺
し
て
廻
り
、
總
計
二
七
八
名
の
者
を
殺
傷
し
た
。 

ス
ペ
イ
ン
人
中
右
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
の
中
判
明
し
て
い
る
者
は
左
の
通 

り
で
あ
る
。 

（
イ
）
死
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
に
よ
る
者
）
十
二
名 

（
ロ
）
負
傷
者
（
一
〇
〇
％
日
本
側
の
責
任
の
者
）
三
名 
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 （18の続き：資料中の表 横書きにして荒沢が作成） 

 

19．1955年5月22日、於外務省、「第一回合同事実調査会要旨（マニラ戦）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被   害   場   所 

死   者 負  傷  者 

100％日本側の 

責任の者 

50％日本側の 

責任の者 

100％日本側の 

責任の者 

50％日本側の 

責任の者 

在マニラスペイン總領事館 18名 ―― 1名 ―― 

イントラムロス・サンチャゴ要塞（45年末2月19日） 67名 ―― 3名 ―― 

イントラムロス（2月19日以外） 7名 8名 2名 1名 

モレタ博士邸 9名 ―― 2名 ―― 

プリセ館 12名 ―― 3名 ―― 

ドイツ倶楽部 17名 ―― ―― ―― 

サン・マルセリーノ修道院 10名 ―― ―― ―― 

其他の場所 95名 37名 31名 10名 

合     計 235名 45名 42名 11名 

 
 
 
 

第
一
回
合
同
事
実
調
査
会
要
旨
（
マ
ニ
ラ
戦
） 

 

 
 
 
 
 
 
 

三
〇
、
五
、
二
二 

 
 
 

於 

外
務
省 

一
、
日
本
軍
の
兵
力 

 

（
略
） 

二
、
米
軍
の
攻
撃 

 
 

（
略
） 

三
、
ゲ
リ
ラ
・
暴
徒
の
横
行 

マ
ニ
ラ
戦
が
始
る
と
と
も
に
日
本
軍
の
治
安
維
持
能
力
低
下
し
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
人
の
ゲ
リ
ラ
が
市
内
各
所
に 

蜂
起
し
掠
奪
・
暴
行
等
を
ほ
し
い
ま
ヽ
に
し
た
が
、
こ
の
間
の 

事
情
は
二
月
上
旬
（
黒
塗
り
部
分
）
が
す
で
に
マ
ニ
ラ
戦
の
前
に
戦
闘
を
了
し
て
い
た 

（
黒
塗
り
部
分
）
に
あ
て
た
「
マ
ニ
ラ
全
住
民
が
ゲ
リ
ラ
化
し
た
た
め 

戦
闘
任
務
遂
行
上
重
大
な
る
支
障
を
来
す
」
と
の
電
報 

報
告
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

四
、
我
が
軍
の
軍
紀 

我
が
マ
ニ
ラ
防
衛
隊
は
前
述
の
ご
と
く
極
め
て
貧
弱
な
装
備
を 

有
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
が
劣
勢
を
補
う
べ
く
軍
紀
の
厳 

正
保
持
に
留
意
し
た
た
め
、
日
本
軍
人
に
よ
る
掠
奪
暴
行
等 

は
、
少
く
と
も
一
九
四
五
年
二
月
中
旬
ま
で
は
殆
ん
ど
発
生
し
な
か
っ
た
。
戦
闘 

開
始
後
は
圧
倒
的
優
勢
の
米
軍
に
頑
強
に
抵
抗
し
た
た
め
掠
奪 

暴
行
等
を
加
え
る
余
裕
も
意
欲
も
な
か
っ
た
。 

又
作
戦
の
必
要
上
極
め
て
限
ら
れ
た
特
定
建
造
物
を
破
壊
し
た 

以
外
に
日
本
軍
に
よ
る
一
般
家
庭
の
破
壊
放
火
な
ど
は
全
然
発 

生
し
て
い
な
い
。 

特
に
ス
ペ
イ
ン
人
を
含
む
中
立
国
人
一
般
の
生
命
財
産
の
保
護
に 

つ
い
て
は
厳
重
に
注
意
す
る
よ
う
末
端
ま
で
指
令
が
行
き
渡
っ
て 

い
た
。 

五
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
人
の
讒
言 

 

戦
後
開
か
れ
た
戦
犯
裁
判
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
人
の
讒
言
は
当
時 

の
強
い
反
日
感
情
及
び
本
人
の
利
欲
か
ら
一
方
的
且
つ
出
鱈
目
な
も
の
も
あ
っ
て
、 

彼
等
は
明
ら
か
に
米
軍
の
砲
爆
撃
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
建
物
に 

つ
い
て
も
日
本
軍
に
よ
る
破
壊
と
し
て
讒
言
し
、
そ
れ
が
後
で
事
実
と 

し
て
誤
認
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
多
か
っ
た
。 

人
的
被
害
に
つ
い
て
も
日
本
軍
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
と
申
告
す
れ
ば 

遺
族
が
政
府
か
ら
相
当
額
の
扶
助
料
が
貰
え
た
こ
と 

及
び
裁
判
記
録
に
の
る
よ
う
な
讒
言
を
す
る
と
報
奨
金
が
与
え
ら 

れ
た
た
め
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
人
は
平
気
で
事
実
に
反
す
る
証
言
を 

行
っ
た
。 
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20．1955年6月3日、欧米局第五課「スペインの対日クレームに関する件」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21．1955年6月20、21日、於外務省、「第二、三回合同事実調査会要旨」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
〇
、
六
、
三 
 

欧
米
局
第
五
課 

 
 
 

（
略
） 

 

旧
陸
海
軍
関
係
者
の
出
頭
を
求
め
合
同
事
実
調
査
会 

を
開
催
し
た
が
、
何
分
に
も
本
ク
レ
ー
ム
の
大
半
は
一
九
四
五
年
二
月
の 

マ
ニ
ラ
戦
中
の
砲
爆
撃
火
災
等
に
関
連
し
て
起
き
た
事
件
で
あ
る 

為
、
特
に
其
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
さ
ら
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、 

当
時
マ
ニ
ラ
附
近
の
戦
に
従
事
し
た
日
本
軍
人
の
殆
ん
ど
が
戦
死 

乃
至
は
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
処
刑
さ
れ
て
お
り
、
生
存
し
て
い
る
僅
か
な 

人
も
海
上
自
衛
隊
等
に
勤
務
し
て
お
り
証
人
出
頭
依
頼
手
続
き
に 

時
日
を
要
す
る
事
、
更
に
マ
ニ
ラ
関
係
の
旧
軍
人
に
は
未
だ
戦
時
中
の 

事
件
に
関
す
る
供
述
を
警
戒
す
る
念
が
消
え
ず
証
人
を
忌
避 

す
る
傾
向
が
あ
り
、
適
切
な
証
人
を
得
る
た
め
に
意
外
に
日
時
を
要
し
た 

次
第
で
あ
る
。 

 
 
 

（
略
） 

 

 
 
 

別
添 

第
二
、
三
回
合
同
事
実
調
査
会
要
旨 

 

三
〇
、
六
、
二
〇
、
二
一 

 

於 

外
務
省 

（
イ
）
マ
ニ
ラ
戦 

一
、
日
本
軍
の
装
備 

 
 

（
略
） 

二
、
住
民
の
退
去
命
令 

 
 

山
下
裁
判
に
お
い
て
は
裁
判
を
有
利
に
導
く
た
め
、
日
本
軍
は
マ
ニ
ラ 

市
内
に
お
い
て
戦
争
す
る
意
志
を
有
し
な
い
か
ら
住
民
は
安
心
す
る 

よ
う
に
と
ラ
ジ
オ
、
掲
示
板
其
他
の
方
法
で
住
民
に
布
告
し
て
い
た 

と
の
証
言
が
出
て
い
る
が
、
事
実
は
マ
ニ
ラ
戦
開
始
前
に
マ
ニ
ラ
市
は
日
本
軍
が
断
固
防
衛 

す
る
か
ら
一
般
住
民
は
安
居
楽
業
す
べ
し
と
の
布
告
を
陸
軍
が 

出
し
て
い
た
が
、
戦
争
直
前
に
い
た
り
海
軍
が
一
部
地
区
に
お
い
て
住
民
は
速
や
か
に
避
難
す
る
よ
う 

に
と
の
命
令
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

三
、
米
軍
の
攻
撃 

マ
ニ
ラ
市
街
戦
の
際
、
米
軍
の
攻
撃
は
熾
烈
を
極
め
、
市
内
の
各 

ブ
ロ
ッ
ク
に
対
し
い
わ
ゆ
る
絨
毯
砲
撃
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、 

日
本
軍
陣
地
に
対
し
て
は
焼
夷
砲
撃
、
火
焔
放
射
器
を 

有
す
る
戦
車
携
帯
用
火
焔
放
射
器
等
の
使
用
に
よ
り 

徹
底
的
な
焦
土
作
戦
を
も
っ
て
攻
撃
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
日
本 

軍
に
お
い
て
も
市
街
戦
の
常
道
た
る
夜
襲
を
も
っ
て
反
撃
し
、 

一
拠
点
を
め
ぐ
っ
て
両
軍
の
焼
打
戦
が
縷
々
行
わ
れ
た
が
、
日
米 

両
軍
に
よ
る
建
造
物
破
壊
焼
却
の
割
合
は
一
対
百
以
上
で
あ
っ
た
ろ
う
と 

推
定
さ
れ
る
。
マ
ニ
ラ
市
の
郵
便
局
、
市
役
所
、
国
会
議
事
堂 

な
ど
す
べ
て
米
軍
の
砲
撃
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

当
時
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
マ
ニ
ラ
市
の
最
前
線
よ
り 

第
三
十
一
特
別
根
拠
地
隊
司
令
に
あ
て
た
次
の
電
報 

よ
り
そ
の
一
端
が
窺
え
る
。 

「
被
害
甚
大
味
方
第
一
線
は
勿
論
後
方
各
部
隊
も
相
当
被 

害
を
蒙
る
。
敵
続
出
し
焼
夷
弾
の
た
め
に
相
当
カ
所
が
破
壊 

さ
れ
味
方
拠
点
の
う
ち
重
要
建
物
を
除
い
て
す
べ
て
灰
燼
に
帰
す
。」 

又
（
黒
塗
り
部
分
）
の
二
月
十
二
日
の
戦
闘
報
告
覚
書
に
は
、 

「
マ
ニ
ラ
市
の
河
北
及
び
日
本
軍
拠
点
の
あ
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
建
造 

物
を
除
き
日
米
両
軍
の
間
に
あ
っ
た
一
般
民
家
は
米
軍
の
焼 

夷
弾
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
焼
失
し
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 
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（21の続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四
、
マ
ニ
ラ
戦
中
の
事
件
（
人
的
損
害
の
分
類
に
よ
る
） 

（
１
）
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館 

事
件
の
発
生
し
た
と
い
う
二
月
十
二
日
頃
総
領
事
館
附
近
の
治
安
は 

十
分
保
た
れ
て
お
り
、
ま
し
て
中
立
国
人
の
生
命
財
産
の
保
護
に 

つ
い
て
は
特
に
注
意
す
る
よ
う
末
端
ま
で
司
令
が
徹
底
し
て
い
た
の
で
、 

白
昼
堂
々
と
日
本
軍
が
放
火
殺
人
を
や
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

（
２
）
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
・
サ
ン
チ
ャ
ゴ
要
塞 

こ
こ
は
日
本
軍
が
最
後
に
玉
砕
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、 

こ
こ
に
避
難
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
を
含
む
一
般
マ
ニ
ラ
市
民
も
共
に 

死
亡
し
、
屍
体
が
払
○
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
は
相
当
の
信
憑
性
が
あ
る
。 

し
か
し
、
右
は
日
本
軍
に
よ
る
虐
殺
で
は
な
く
、
米
軍
の
砲
撃 

に
よ
る
死
亡
者
の
遺
体
を
日
本
軍
が
防
空
壕
等
に
集
め
て
埋
葬
し
た
た
め
、 

こ
れ
が
戦
後
発
掘
さ
れ
て
日
本
軍
に
よ
る
集
団
虐
殺
と
誤
認
さ
れ 

る
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
３
）
モ
レ
ダ
博
士
邸 

こ
の
事
件
発
生
の
頃
は
、
日
本
軍
の
軍
紀
は
厳
正
に
保 

た
れ
て
い
た
の
で
、
本
件
は
日
本
軍
人
の
所
業
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
又
被
害
者
の 

一
人
が
射
た
れ
た
と
い
う
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
附
近
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
病
院
が 

赤
十
字
の
標
識
を
か
ヽ
げ
て
明
ら
か
に
識
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

こ
れ
を
○
○
に
日
の
丸
と
誤
認
し
た
と
の
運
○
を
と
っ
た
も
の
か
米
軍
は
同
病
院
に
対
し
猛
烈
な
砲
撃
を 

加
え
た
た
め
、
多
く
の
一
般
住
民
犠
牲
者
を
出
し
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。 

避
難
民
中
に
は
多
数
の
ス
ペ
イ
ン
人
も
い
た
。 

（
４
）
ブ
リ
セ
館 

こ
の
附
近
は
マ
ニ
ラ
戦
前
か
ら
日
本
軍
の
力
が
及
ん
で
お
ら
ず
ゲ
リ
ラ
・
暴
徒
が
跋
扈
し
て
極
め
て
治
安
が
悪
く
通
行 

も
で
き
な
か
っ
た
道
で
あ
る
。
従
っ
て
戦
乱
事
態
に
つ
い
で 

人
的
事
件
が
発
生
し
た
か
も
○
○
○
○
。 

（
５
）
ド
イ
ツ
ク
ラ
ブ 

当
時
マ
ニ
ラ
防
衛
の
日
本
軍
と
同
地
在
住
ド
イ
ツ
人
と
は
親
密
な 

友
好
関
係
に
あ
り
日
本
軍
が
彼
等
の
ク
ラ
ブ
を
襲
う
は
ず
が
な
い
。
又 

同
ク
ラ
ブ
は
本
通
の
小
屋
に
て
殺
害
申
告
書
に
あ
る
よ
う 

な
多
数
の
人
々
が
避
難
出
来
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

 

（
６
）
サ
ン
マ
ル
セ
リ
ー
ノ
修
道
院 

 

こ
の
事
件
は
山
下
裁
判
に
お
い
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
事
実 

何
等
か
の
事
件
が
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
日
本
軍
は
修
道
院
を
避
け
て
こ
れ
も
隣
接
し
て
い
た
パ
コ
○ 

○
陣
地
を
築
い
て
戦
っ
た
も
の
か
米
軍
の
砲
撃 

が
し
ば
ゝ
修
道
院
に
命
中
し
相
当
の
損
害
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。 

日
本
軍
は
同
修
道
院
を
陣
地
或
は
弾
薬
庫
と
し
て
全
然 

使
用
し
な
か
っ
た
。 

（
ロ
）
其
の
他
の
事
件 

 

一
、
日
本
軍
に
よ
る
徴
発
・
接
収 

徴
発
・
接
収
に
つ
い
て
は
そ
の
大
部
分
に
つ
い
て
正
当
な
る
補
償
措
置 

は
ず
で
あ
る
。
数
多
い
中
に
は
手
違
い
か
ら
補
償
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ 

な
い
が
徴
発
令
書
等
は
必
ず
交
付
さ
れ
て
い
た
。 

二
、
日
本
軍
の
掠
奪 

開
戦
当
初
米
軍
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
各
地
に
お
い
て
軍
事
施
設
や 

軍
需
物
資
を
破
壊
又
は
焼
却
し
て
退
却
し
た
が
、
こ
の
間
の 

混
乱
を
利
用
し
て
各
地
に
蜂
起
し
た
暴
徒
は
掠
奪
、
暴
行 

を
ほ
し
い
ま
ヽ
に
し
た
。
日
本
軍
に
よ
り
掠
奪
さ
れ
た
と
の 

事
件
は
す
べ
て
こ
れ
等
暴
徒
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
○
○
○
○
で
は
な
い
。 

こ
れ
等
の
ゲ
リ
ラ
・
暴
徒
は
戦
況
が
悪
化
す
る
と
と
も
に
増
加
し
、
そ
れ
に 

比
例
し
て
彼
等
に
よ
る
殺
人
、
掠
奪
事
件
も
著
し
く
増
加
し
た
。 

三
、
日
本
軍
の
爆
撃 

開
戦
当
初
は
日
本
軍
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
各
都
市
に
対
す
る
爆
撃 

は
、
す
べ
て
敵
の
軍
事
施
設
、
軍
需
工
場
等
の
み
を
狙
っ
た
。 

戦
争
末
期
の
一
九
四
五
年
頃
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
制
空
権
は
完 

全
に
米
軍
に
握
ら
れ
日
本
空
軍
に
よ
る
爆
撃
は
全
く
不
可 

能
で
あ
っ
た
。 
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22．1955年6月29日「在比島スペイン人の被害に対する補償問題」（合同事実調査会を経て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

在
比
島
ス
ペ
イ
ン
人
の
被
害
に
対
す
る
補
償
問
題 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
三
〇
、
六
、
二
九 

欧
米
強k

第
五
課
） 

一
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
要
求 

 
 

 
 
 
 

（
略
） 

二
、
経
緯 

 
 

 

ス
ペ
イ
ン
政
府
は
一
九
四
五
年
在
マ
ニ
ラ
同
国
總
領
事
館
が 

日
本
軍
の
襲
撃
を
う
け
、
總
領
事
館
員
、
同
家
族 

そ
の
他
多
数
の
ス
ペ
イ
ン
人
が
殺
害
せ
ら
れ
た
た
め
、
わ
が
国
と
の 

国
交
を
断
絶
し
た
経
緯
が
あ
る
と
こ
ろ
、
戦
後
一
九
五
二
年
国
交
を
回
復 

す
る
に
当
り
、
わ
が
方
は
交
換
公
文
中
に
お
い
て
、
国
交
回
復
後 

右
件
ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
交
渉
に
応
ず
べ
き
旨
述
べ
る
と
と
も
に
、 

特
に
在
マ
ニ
ラ
、
ス
ペ
イ
ン
總
領
事
館
の
被
害
に
つ
き
先
方
の
強
い
要
望
も
あ
り 

深
甚
な
る
遺
憾
の
意
を
表
し
た
。 

 
 

（
略
） 

 
 
 

 
 
 

（
略
） 

 
 

マ
ド
リ
ッ
ド
に
両
国
の
混
合
委
員 

会
を
設
置
し
同
委
員
会
に
お
い
て
右
資
料
を
検
討
す
べ
き 

こ
と
を
主
張
し
譲
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
わ
が
方
は
同
委
員
会 

の
性
格
を
諮
問
的
な
も
の
と
し 

 
 
 
 
 
 

（
略
） 

 

ス
ペ
イ
ン
側
資
料
に
よ
っ
て
一
応
の
事
実
調
査
を 

行
っ
た
。
前
記
一
、
の
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
要
求
は
右
委
員
会
の 

結
論
に
基
き
当
方
委
員
の
主
張
に
よ
っ
て
著
し
く
件
数
を
整
理
し
、 

か
つ
当
初
の
要
求
額
を
相
当
減
額
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

三
、
先
方
の
要
求
の
内
容 

 
 
 

 
 

（
略
） 

 

特
に
マ
ニ
ラ
攻
防
戦
に
際
し
て
生
じ
た
人
的
損
害 

は
人
的
損
害
総
数
の
殆
ど
全
部
を
占
め
、
ス
ペ
イ
ン
側
は 

こ
れ
を
最
も
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
日
本
軍
が 

不
法
に
刺
殺
、
銃
殺
、
暴
行
等
に
よ
り
集
団
的
に
ス
ペ
イ
ン
人 

を
殺
害
し
、
か
つ
こ
れ
ら
被
害
者
の
中
に
總
領
事
館
員
、
及
び
多 

数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
が
含
ま
れ
て
い
る
事
実
を
強
調
し
て
い
る
。 

又
物
的
損
害
總
件
数
の
大
分
も
マ
ニ
ラ
戦
中
に
お
け
る
日
本
軍
の 

不
法
な
放
火
等
に
よ
る
も
の
で
、
同
じ
く
ス
ペ
イ
ン
側
は
こ
れ
を 

重
視
し
て
お
り
そ
の
他
は
主
と
し
て
徴
発
、
接
収
、
破
壊 

等
に
よ
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。 

 

な
お
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
こ
れ
ら
損
害
に
関
し
て
は
第
三
者
の
証 

言
を
含
む
厖
大
な
資
料
を
有
し
、
わ
が
方
に
対
す
る
要
求
に 

当
っ
て
は
、
こ
れ
ら
資
料
に
つ
き
各
件
毎
に
充
分
綿
密
な
調
査
を
行
い 

資
料
不
充
分
な
も
の
は
除
外
し
た
旨
強
調
し
て
い
る
。 

 

四
、
わ
が
方
の
調
査 

 

混
合
委
員
会
に
よ
る
調
査
は
わ
が
方
委
員
を
含
む
も
の
と
は
い
え
、
ス
ペ
イ
ン
側
資
料
を
基
礎 

と
し
た
一
應
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
わ
が
方
と
し
て
は
日
本
側 

資
料
に
基
き
再
検
討
す
る
要
が
あ
る
が
、
比
島
戦 

そ
の
も
の
が
我
が
方
の
敗
戦
に
終
り
、
特
に
マ
ニ
ラ
戦
に
お
い
て
は
日
本
軍 

防
衛
部
隊
が
徹
底
的
に
せ
ん
滅
せ
ら
れ
た
た
め
、
何
ら
の 

物
的
資
料
も
残
存
せ
ざ
る
は
勿
論
、
直
接
間
接
に
し
て 

生
存
し
て
い
る
も
の
も
皆
無
に
近
い
。
こ
の
た
め
わ
が
方
の
調
査 

は
当
時
の
軍
関
係
責
任
者
に
し
て
生
存
し
て
い
る
者
又
は
、
身
を
も
っ
て
戦
線
を
離
脱
し
た
者
か
ら 

作
戦
状
況
、
一
般
治
安
状
況
を
聴
取
し
、
こ
れ
ら
に
よ
り 

具
体
的
損
害
事
実
の
有
無
を
推
測
す
る
他
な
い
が
、 

軍
関
係
責
任
者
に
つ
き
調
査
し
た
結
果
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
状
況 

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
１
）
マ
ニ
ラ
攻
防
戦
直
前
に
至
る
ま
で
、
日
本
軍
は
一
般
住
民 

の
立
退
き
を
勧
告
す
る
こ
と
な
く
、
逆
に
マ
ニ
ラ
に
お
い
て
は 

戦
闘
は
行
わ
れ
ざ
る
に
つ
き
安
居
楽
業
す
べ
き
旨 

の
布
告
を
発
し
て
い
た
。 

 
 

（（
２
）、（
３
）、
略
） 

（
４
）
マ
ニ
ラ
防
衛
部
隊
は
視
界
清
掃
の
た
め
不
要
の
民
家
、 

倉
庫
等
を
焼
却
し
、
戦
闘
に
入
っ
た
が
、
勝
敗
の
数
は
最
初 

か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
死
を
目
前
に
し
て
絶
望
的
な
、
か
つ
異
常 

な
心
理
状
態
に
あ
っ
た
。 

（
５
）
日
本
軍
の
秩
序
は
戦
争
の
進
行
と
と
も
に
失
わ
れ
、
又
比
島
人
が
に
わ
か
に 

敵
対
的
行
動
に
出
る
に
至
っ
た
た
め
、
異
常
な
心
理
状
態
は
一
層
昂
進
し
、
平
常
状
態
に 

お
い
て
想
像
し
得
な
い
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。 

（
６
）
最
大
の
虐
殺
事
件
た
る
「
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
」
の 

「
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
要
塞
」
事
件
は
明
ら
か
に
陸
軍
が
戦
っ
た
。 

右
の
諸
点
に
よ
り
マ
ニ
ラ
に
お
け
る
人
的
被
害
に 

つ
い
て
は
大
体
事
実
で
あ
っ
た
と
認
定
す
る
他
な
く
、 

日
本
軍
の
放
火
に
よ
る
物
的
損
害
に
つ
い
て
も
或
程
度 

こ
れ
を
認
め
る
の
他
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

又
マ
ニ
ラ
戦
関
係
以
外
の
殺
害
に
つ
い
て
も
一
般
状
況
よ
り
推
察 

し
て
全
面
的
に
否
定
す
る
根
拠
な
く
、
或
程
度
こ
れ
を
認 

め
る
の
が
相
当
と
思
わ
れ
る
。 
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マ
秘
第
三
八
六
号 

 
 

昭
和
三
十
年
一
二
月
二
十
六
日 

 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館 

特
命
全
権
大
使 

渋
澤
信
一 

 

外
務
大
臣 

重
光
葵
殿 

 
 
 

比
島
ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
件 

 

（
略
） 

 

本
使
は
こ
れ
に
対
し
、
ア
ト
ロ
シ
テ
ィ
ー
に
基
く
人
的
被
害
の
件
に
つ
い
て
は 

比
較
的
容
易
に
解
決
し
得
る
こ
と
ヽ
思
う
が
、
物
的
損
害
は
多
岐 

に
亘
り
、
こ
の
種
事
件
の
常
と
し
て
双
方
の
見
解
及
び
主
張
に
懸 

隔
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
依
而
、
必
ず
し
も
簡
単
に
妥
結
に
到 

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
両
国
々
交
の
為
速
や
か
な
る
解
決
を
希
望 

す
る
こ
と
は
仝
様
で
あ
る
と
答
え
て
お
い
た
。 

 

（
略
） 

 

五
、
わ
が
方
の
査
定
方
針 

 

ス
ペ
イ
ン
は
中
立
国
で
あ
り
、
日
本
軍
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
に
対
し
て
相
当
の
補
償
を 

考
慮
す
る
こ
と
は
已
む
を
え
な
い
。
戦
後
国
交
回
復
に
当
り
わ
が
方
が
補
償
交
渉
に 

應
ず
べ
き
旨
当
時
の
○
○
○
○
を
○
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
こ
の
趣
旨
に
○
る
に
他
な
ら
な
い
が
、 

ス
ペ
イ
ン
政
府
は
戦
後
十
年
を
経
過
せ
ん
と
し
て
い
る
現
在
な
お 

本
件
の
解
決
を
見
ざ
る
こ
と
に
対
し
大
な
る
不
満
の
意
を
表
し
、（
略
） 

 
 

（
１
）
基
本
方
針 

 
 

わ
が
方
は
前
記
の
と
お
り
人
的
及
び
物
的
資
料 

（
略
） 

が
、
先
方
は
こ
れ
に
反
し
厖
大
な
事
実
資
料
を
有
し
、
又 

各
件
毎
に
争
う
こ
と
は
わ
が
方
に
と
り
全
く
不
利
で
あ
る 

こ
と
を
免
れ
な
い
。
従
っ
て
先
方
が
最
も
重
視
し
、
わ
が
方
の
調
査
に
お
い
て
も
大
体
事
実 

と
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
か
つ
總
領
事
館
員
、
及
び
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父 

を
含
む
マ
ニ
ラ
戦
に
際
し
て
の
人
的 

損
害
に
つ
い
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
国
民
が
こ
れ
ら
を
わ
が
軍
の
所
為
と
確
信
し 

こ
れ
を
反
駁
す
る
こ
と
困
難
な
事
態
に
あ
る
こ
と
、
ク
レ
ー
ム
全
数
に 

比
す
れ
ば
比
較
的
少
数
に
止
ま
る
こ
と
を
も
考
慮
し
て
、 

人
道
的
見
地
か
ら
三
三
三
件
全
て
に
つ
い
て
先
方
要
求
を
そ
の
ま
ヽ
認
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
損

害
に
つ
い
て 

大
幅
に
圧
縮
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
マ
ニ
ラ
戦
に
際
し
て
の
物
的
損
害 

に
つ
い
て
は
戦
闘
行
為
中
の
損
害
で
あ
る
と
の
立
前
を
も
っ
て 

要
求
額
の
三
〇
％
程
度
、
そ
の
他
比
島
各
地
に
お
け
る 

物
的
損
害
に
つ
い
て
は
先
方
主
張
に
必
ず
し
も
信
憑
性 

な
く
、
又
物
品
の
接
収
に
つ
い
て
も
疑
義
が
あ
る
と
の
立
前
を 

も
っ
て
要
求
額
の
六
〇
％
程
度
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。 

（
２
）
査
定
額 

 

イ
．
人
的
損
害 

 
 
 

（
略
） 

 

ロ
．
物
的
損
害 

 
 
 

（
略
） 

 

ハ
．
利
子 

 
 
 
 
 

（
略
） 
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マ
秘
第
三
二
号 

 
 

昭
和
三
一
年
一
月
二
六
日 

 
 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館 

特
命
全
権
大
使 

渋
澤
信
一 

 
 

外
務
大
臣 

重
光
葵
殿 

 
 
 
 

ス
ペ
イ
ン
の
対
日
ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
件 

日
西
補
償
交
渉
に
関
し
、
今
日
ま
で
の
会
談
を
通
じ
て
得
た
印
象
は 

左
の
通
り
で
あ
る
。 

一
、
先
方
は
頻
り
に
妥
結
を
急
い
で
い
る
（
こ
の
点
は
大
臣
、
次
官
、
及
び 

ア
ギ
ラ
ー
ル
大
使
が
繰
返
し
述
べ
た
の
み
な
ら
ず
正
式
会
談
第
二
回
目
や
、
ア 

ギ
ラ
ー
ル
大
使
が
直
ち
に
政
治
的
解
決
を
主
張
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ

る
）。 

蓋
し
、
本
件
は
日
西
間
の
友
好
関
係
に
暗
影
を
投
ず
る
唯
一
の
問
題
で
あ 

り
且
又
既
に
二
年
余
も
懸
案
と
な
っ
て
い
る
問
題
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
の 

際
一
気
に
解
決
し
て
し
ま
い
た
い
と
云
う
の
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
が
、
諮
問 

委
員
会
の
審
議
を
蒸
し
返
し
一
つ
々
々
の
案
件
を
繰
返
し
討
議
し 

て
い
た
の
で
は
妥
結
に
到
達
す
る
の
が
何
時
に
な
る
か
到
底
見
込
み
が 

つ
か
ず
、
こ
れ
以
上
引
き
伸
ば
さ
れ
て
は
か
な
わ
ぬ
と
云
う
気
持
ち
の
あ
る
こ
と
も 

看
取
さ
れ
る
。
更
に
又
、
ア
ギ
ラ
ー
ル
大
使
は
本
使
の
離
任
前
、
一
応
の
目
鼻 

だ
け
で
も
つ
け
た
い
と
の
希
望
を
再
三
述
べ
て
い
る
。 

 

二
、
本
使
は
こ
れ
に
対
し
、
原
則
的
に
政
治
的
解
決
に
賛
意
を
表
し 

置
く
と
同
時
に
妥
結
の
基
盤
を
求
め
る
た
め
の
例
示
的
案
件
を
取
り 

上
げ
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
先
方
は
気
が
進
ま
ぬ
據
に 

こ
れ
に
応
じ
た
次
第
で
あ
る
が
、
本
使
が
例
示
的
事
件
の
審
議
を
主 

張
し
た
の
は
、
以
上
の
理
由
の
他
に
、
先
方
は
「
戦
闘
行
為
に
伴
う
損
害 

に
対
し
て
は
国
家
は
補
償
の
責
任
な
し
」
と
の
法
理
論
に
は
全
面
的
に
同 

意
し
な
が
ら
他
方
事
実
の
認
定
に
於
て
提
起
さ
れ
て
い
る
案
件
は 

凡
て
こ
れ
に
該
当
し
な
い
と
し
て
右
理
論
の
適
用
を
排
除
す
る
建 

前
を
堅
持
し
、
且
又
、
諮
問
委
員
会
の
審
議
の
際
不
明
瞭
の
も
の
は 

凡
て
取
除
い
た
と
指
し
動
も
す
れ
ば
、
同
委
員
会
の
結
論
を
振
り
廻 

わ
す
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
、
当
方
と
し
て
は
、
個
人
の
事
例
を
通
じ
て
先
方 

に
日
本
側
の
行
為
の
不
法
性
に
対
す
る
立
証
を
求
め
、
先
方
の
斯
る 

主
張
が
多
く
の
場
合
根
據
な
き
こ
と
を
指
摘
し
諮
問
委
員
会
の 

結
論
が
日
本
政
府
の
補
償
責
任
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
具
体
的 

に
明
か
に
し
て
置
く
事
が
政
治
的
解
決
の
際
に
有
利
で
あ
る
と
考
え
た 

次
第
に
依
る
も
の
で
あ
る
。 

 

 

ス
ペ
イ
ン
の
対
日
ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
日
西
会
談
（
第
三
回
）
要
旨 

 
 
 
 

日
時 

 

一
月
十
八
日
（
外
務
省
に
お
い
て
）
十
二
時
半―

二
時
半 

 
 
 
 

出
席
者 

本
使
、
服
部
書
記
官 

 
 
 
 
 
 
 

「
ア
ギ
ラ
ー
ル
」
大
使
、「
ア
ラ
ネ
ギ
」
経
済
政
策
局
次
長 

（
一
）
前
回
の
会
議
に
引
き
つ
ヾ
き
個
別
審
議
を
行
う
こ
と
と
し
、（
略
） 

（
二
）
次
に
日
本
軍
の
放
火
の
例
と
し
て
第
四
件
に
つ
き
、
わ
が 

方
は 

 
 
 

（
略
） 

 
 

先
方
は
、
コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア
は
米
軍 

の
爆
撃
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
、
従
っ
て
当
該
場
所
の
被
害
は
、 

日
米
折
半
に
し
た
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
か
し
固
よ
り
日
本
軍
の
放
火 

が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
第
二
十
九
件
の
如
き
は
、
被
害
者
が
避 

難
せ
ん
と
し
た
際
、
日
本
兵
が
門
を
閉
ぢ
て
家
を
離
れ
さ
せ
ず
、
そ
の 

上
放
火
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
日
本
軍
の
軍
規
は
乱
れ
、
数
々
の 

不
法
行
為
を
行
っ
た
こ
と
は
争
え
な
い
事
実
で
あ
る
と
述
べ
、
討
議
は 

感
情
的
と
な
り
、
次
で
「
ア
」
大
使
は
在
マ
ニ
ラ
西
總
領
事
館
の
件 

に
言
及
し
、「
日
本
政
府
は
本
件
の
み
取
り
あ
え
ず
賠
償
す
る
と
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
を
持
ち
出
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
と
し
て
は
か
ヽ
る
残
虐
行
為 

は
他
に
も
多
く
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
後
廻
し
に
し
て
、
本
件
を
解
決
す
る
こ
と 

に
は
同
意
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
。 

（
三
）
こ
れ
等
の
事
例
に
つ
い
て
（
又
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
も
）
先
方
が
日
本 

側
の
「
不
法
」
主
張
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
被
害
者
又
は
他
の
証 

人
の
陳
述
で
あ
る
。
本
使
は
か
ヽ
る
証
人
の
陳
述
に
よ
っ
て
も
火
災 

或
は
破
壊
行
為
が
日
本
軍
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
ゆ
う
こ
と
を 

指
摘
す
る
に
止
ま
っ
て
右
が
戦
略
上
の
必
要
を
こ
え
或
は
悪
意 

を
も
っ
て
な
さ
れ
た
と
ゆ
う
こ
と
は
殆
ど
立
証
さ
れ
て
居
ら
な
い
。
よ
っ
て
、 

こ
れ
が
不
法
で
あ
る
か
否
か
は
一
般
状
況
判
断
に
よ
る
の
ほ
か
な
く 

即
ち
マ
ニ
ラ
が
当
時
戦
場
化
し
て
お
っ
た
点
か
ら
み
て
戦
闘 

行
為
に
基
づ
く
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
に
対
し
ア 

ギ
ラ
ル
大
使
は
マ
ニ
ラ
が
戦
場
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
個
々
の
兵
員 

が
統
制
を
失
っ
て
行
過
の
行
為
が
な
か
っ
た
と
ゆ
う
こ
と
も
意
味 

す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
に
日
本
側
が
ス
ペ
イ
ン
人
を
殺
戮
し
日
本
政 

府
も
こ
れ
に
対
し
責
任
を
認
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。
同
様
の
事
情 

の
下
に
行
わ
れ
た
物
的
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
が
な
い
と
ゆ
う
の
は 

納
得
出
来
な
い
。
と
応
酬
し
、
事
実
の
認
定
に
つ
い
て
双
方
水
掛
け 

論
と
な
り
結
論
を
得
ず
。 

（
四
）「
ア
」
大
使
は
再
び
本
交
渉
は
政
治
的
問
題
で
あ
る
こ
と
を 

強
調
し
ヴ
ィ
シ
ア
ス
・
サ
ー
ク
ル
に
陥
り
結
論
を
得
な
い
個
別
審
議
を 

重
ね
る
よ
り
は
前
回
に
述
べ
た
如
く
双
方
よ
り
○
○
及
び
○
○ 

を
出
し
合
い
、
そ
の
歩
み
寄
り
を
は
か
る
こ
と
が
解
決
へ
の
捷
経
な
る 

こ
と
を
繰
り
返
し
た
。 

 
 

（
略
） 
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三
、
マ
ニ
ラ
事
件
に
関
す
る
個
別
的
事
例
の
審
議
に
際
し
て 

（
略
） 

四
、 

 
 
 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 
 

結
局
は
水
掛
け
論
に
終
始
し 

た
。
假
り
に
マ
ニ
ラ
被
害
事
件
の
全
部
を
個
々
に
審
議
し
て
行
っ
て
も
多
数 

の
も
の
に
つ
い
て
斯
る
水
掛
け
論
が
繰
返
さ
れ
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。 

五
、
尚
、
こ
の
点
に
関
連
し
、
先
方
は
「
日
本
軍
が
当
時
ス
ペ
イ
ン
人
多 

数
を
不
法
に
殺
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
は
大
部
分
に
つ
い
て
責
任 

を
認
め
て
い
る
。
人
的
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
認
め
な
が
ら
、
同 

様
の
情
況
下
に
起
っ
た
物
的
損
害
に
つ
い
て
戦
争
に
附
随
す
る
当
然 

の
損
害
と
す
る
の
は
筋
が
立
た
ぬ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（
略
） 

 

六
、
徴
発
に
つ
い
て
は 

（
略
） 

大
部
分
に
つ
い
て
補
償
責 

任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
、
そ
の
旨
を
先
方
に
も
ほ
の 

め
か
し
て
お
い
た
。 

（
略
） 

七
、
商
業
上
の
損
失
は
、
大
部
分
タ
バ
カ
レ
ラ
社
の
も
の
で
あ
る
。 

（
略
） 

八
、 

（
略
） 

九
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
英
米
人
と
異
な
り
、
秩
序
立
っ
て
こ
と
を
取
り
運
ぶ 

こ
と
は
不
得
手
で
あ
り
、
又
、
と
も
す
れ
ば
感
情
的
に
な
り
勝
ち
で
あ
り
、 

又
、
実
質
よ
り
体
面
を
重
ん
じ
自
己
の
言
い
分
は
な
か
ゝ
撤
回
し
な
い 

性
向
を
有
し
、
こ
れ
以
上
当
方
が
一
つ
々
々
の
件
に
当
り
重
箱
の
隅
を 

ほ
じ
る
よ
う
な
細
か
い
穿
鑿
を
す
る
様
な
こ
と
に
な
っ
て
も
、
解
決
に 

資
す
る
処
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

日
本
式
の
筋
道
立
っ
た
考
え
方
で
行
く
と
、
デ
ー
タ
に
つ
い
て
十
分
掘 

り
下
げ
ず
数
字
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
と
の
関
係
等
に
困
難
が 

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
種
の
補
償
乃
至
賠
償
問
題
に
つ
い
て
は
結 

局
は
、
政
治
的
解
決
に
持
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、（
ア
ギ
ラ
ー
ル
大

使
は 

（
略
） 

と
の
べ
て
い
た
）
且
又
具
、
体
的
ケ
ー
ス
を
つ
っ
つ
く
こ
と 

に
な
る
と
現
場
の
事
情
に
対
し
、
兎
も
角
も
証
人
を
持
つ
の
は
先
方
で
あ
っ
て 

反
っ
て
我
が
方
に
不
利
な
事
実
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
資 

料
不
備
の
点
は
多
少
見
過
し
て
も
、
こ
の
辺
で
政
治
的
解
決
に
赴
く
の
が 

 

良
策
か
と
思
わ
れ
る
（
ア
ギ
ラ
ー
ル
大
使
は
嘗
て
、
本
件
被
害 

者
中
マ
ド
リ
ー
ド
に
帰
来
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
く
、
日
本
側
で
証
據
が 

欲
し
い
な
ら
こ
れ
ら
の
人
達
に
改
め
て
立
証
を
求
め
る
こ
と
も
出
来
る
と 

の
主
旨
を
述
べ
て
い
た
事
が
あ
っ
た
が
、
実
際
の
討
議
に
当
っ
て
は
斯
る
行
為 

に
出
る
こ
と
も
な
く
持
合
わ
せ
の
資
料
に
よ
っ
て
証
明
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
又 

当
方
が
持
ち
出
し
た
例
示
的
ケ
ー
ス
に
対
し
て
「
之
は
例
と
す
る
に
不 

適
当
だ
」
と
云
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
本
使
が
「
然
ら
ば
、
貴
方
に
於
い
て
、 

適
当
と
認
め
る
ケ
ー
ス
を
持
ち
出
さ
れ
た
い
。
公
平
を
期
す
る
た
め
に
両
方 

か
ら
持
ち
寄
っ
て
審
議
し
よ
う
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
別
に
我
が
方
に
不 

利
な
ケ
ー
ス
を
持
出
す
こ
と
も
な
く
、
只
説
明
の
際
に
こ
の
様
な
こ
と
も 

あ
っ
た
、
あ
の
様
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
及
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
ラ
事 

件
に
関
す
る
会
議
で
は
相
当
云
い
合
い
は
あ
っ
た
が
、
先
方
と
し
て
特
に 

意
地
悪
い
態
度
に
出
た
こ
と
は
な
い
。
云
い
争
を
や
め
て
政
治
的
解
決 

を
求
め
様
と
云
う
の
は
「
ア
ギ
ラ
ー
ル
」
一
人
の
意
見
と
云
う
よ
り
も
省
議
の 

結
果
で
あ
る
か
に
観
取
さ
れ
る
）。 

 

蓋
し
本
件
の
如
き
補
償
額
は
見
方
に
依
っ
て
高
く
も
低 

く
も
評
価
し
得
る
の
で
あ
る
。
先
方
は
物
的
損
害
補
償
額
と
し
て
千
万 

弗
近
く
を
目
指
し
て
い
る
様
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
既
知
の
事
で 

あ
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
高
過
ぎ
る
。
し
か
し
我
が
方
の
立
場
か
ら
如
何
に 

低
く
見
積
も
っ
て
も
二
百
万
弗
余
は
已
む
を
得
な
い
と
本
使
は
考
え
る
。
そ 

の
間
ど
の
程
度
に
落
ち
着
け
る
か
は
、
蓋
し
日
西
関
係
の
全
般
の
○
戦
後 

の
難
問
の
一
つ
で
あ
る
補
償
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
日
本
政
府
と
し
て 

如
何
程
迄
○
負
担
を
な
す
用
意
あ
り
や
に
懸
る
も
の
か
と
存
ぜ
ら
れ 

る
。 
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ス
ペ
イ
ン
の
対
日
ク
レ
ー
ム
に
対
す
る
補
償
額
の
査
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
一
、
三
、
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欧
米
局
第
五
課 

日
本
・
ス
ペ
イ
ン
両
国
間
の
懸
案
で
あ
る
大
戦
中
比
島 

に
お
い
て
蒙
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
の
損
害
に
対
す
る
補
償
問
題
に
つ
い
て 

は
、
一
九
五
三
年
マ
ド
リ
ー
ド
に
お
い
て
行
わ
れ
た
日
西
混
合
委
員
会
に
よ
る
事
実
審
議
の
結
論
に 

基
づ
き
一
九
五
四
年
六
月
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
正
式
に
全
額
約
七
三
億
円
の 

補
償
方
を
要
求
し
て
来
た
。
わ
が
方
は
そ
の
後
更
に
一
年
半
に 

 

（
頁
二
：
欠
け
） 

に
反
し
本
件
ク
レ
ー
ム
中
に
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
員
や 

カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
多
数
の
殺
害
事
件
を
も
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ 

よ
り
、
国
際
的
に
み
て
も
本
件
は
早
期
解
決
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
。 

外
務
省
で
は
右
の
事
情
に
鑑
み
て
補
償
金
額
を
次
の
よ
う
に
査
定
し
た
。 

一
、
ス
ペ
イ
ン
側
の
補
償
要
求
額 

 
 
 

人
的
損
害
（
三
三
三
件
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
八
〇
七
、
〇
〇
〇
ド
ル 

 
 
 

物
的
損
害
（
五
七
八
件
） 

 
 
 
 
 
 
 

一
六
、
八
六
三
、
五
四
〇
・
四
三
ド
ル 

 
 
 

利
子
（
全
額
に
対
す
る
○
一
％
○
割
れ
○
年
分
）
一
、
六
八
〇
、
五
四
八
・
六
三
ド
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
、
三
五
〇
、
八
八
九
・
〇
六
ド
ル 

二
、
人
的
損
害
に
対
す
る
補
償
額
査
定 

人
的
損
害
は
殆
ん
ど
全
部
が
一
九
四
五
年
二
月
の
マ
ニ
ラ
戦
中
に 

発
生
し
た
も
の
で
、
数
次
に
亘
る
日
西
混
合
委
員
会
に
お
け
る 

検
討
の
結
果
、
前
記
三
三
三
件
は
す
べ
て
日
本
軍
の
不
法 

行
為
に
よ
る
も
の
と
の
結
論
に
達
し
た
。
そ
の
後
我
方
の
事
実
調 

査
の
結
果
に
よ
る
も
、
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
の
襲
撃 

事
件
を
始
め
各
件
に
つ
い
て
先
方
の
主
張
に
高
度
の
信
憑
性 

を
認
め
得
る
に
い
た
っ
た
。
従
っ
て
人
的
損
害
に
つ
い
て
は
先
方
の 

主
張
を
反
駁
す
る
こ
と
が
至
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
交
渉
上
の 

タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
と
し
て
も
人
道
的
見
地
に
立
っ
て
比
較
的
要
求 

額
が
少
な
く
且
つ
ス
ペ
イ
ン
政
府
が
最
も
重
要
視
し
て
い
る
人
的 

損
害
を
全
面
的
に
認
る
こ
と
に
よ
り
、
物
的
損
害
を
大
幅
に
削
減
せ
し 

め
る
よ
う
交
渉
す
る
の
が
有
利
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
の
で
、
人 

的
損
害
全
件
三
三
三
件
に
つ
い
て
原
則
的
に
わ
が
方
の
責
任
を 

認
め
る
こ
と
ヽ
し
、
そ
の
補
償
額
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
中
に 

多
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
及
び
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
員 

等
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
全
面
的
に
日
本
側
の
責
任
と 

認
め
ら
れ
る
二
七
七
件
に
対
し
て
は
、
昨
年
春
妥
結
し
た
対
ス
イ
ス 

補
償
の
場
合
（
死
者
一
名
あ
た
り
一
六
、
〇
〇
〇
ド
ル
、
重
傷
者
六
、
四
〇
〇
ド
ル
） 

を
参
考
に
し
て
、
死
者
一
名
あ
た
り
七
、
〇
〇
〇
ド
ル
、
同
未
成
年
者 

三
、
〇
〇
〇
ド
ル
、
廃
疾
者
五
、
〇
〇
〇
ド
ル
、
負
傷
者
一
、
〇
〇
〇
ド
ル
と
査
定
し
、 

其
他
の
五
六
件
は
右
額
の
そ
れ
ゞ
五
〇
％
と
し
て
、
合
計 

一
八
〇
万
四
、
〇
〇
〇
ド
ル
す
な
わ
ち
先
方
要
求
の
額
の
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
を 

補
償
す
る
こ
と
ヽ
す
る
。（
次
表
一
及
び
二
参
照
） 

 
 

（
表
：
略
） 

三
、
物
的
損
害
に
対
す
る
補
償
額
査
定 

物
的
損
害
に
つ
い
て
は
日
西
混
合
委
員
会
に
お
い
て
、
日
本
側
委
員
の 

主
張
に
よ
り
頭
初
の
ス
ペ
イ
ン
側
要
求
額
を
約
半
減
せ
し
め
た 

が
、
こ
の
度
の
我
方
事
実
調
査
の
結
果
に
も
と
づ
き
今
回 

更
に
大
幅
に
削
っ
て
補
償
金
額
を
左
の
通
り
算
出
し
た
。 

 

１
．
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
及
び
宗
教
団
体
に
対
す
る
補
償
（
十
二
件 

 

補
償
要
求
額
四
、
八
九
八
、
五※

四
八
・
四
七
ペ
ソ
） 

（
※
頁
二
九
の
表
三
で
は
「
九
」） 

日
本
軍
が
在
マ
ニ
ラ
ス
ペ
イ
ン
総
領
事
館
に
親
友
氏
館
員
等
十
八
名 

を
刺
殺
し
同
館
建
物
に
放
火
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
そ
の
事
件
の
性
質 

上
全
額
補
償
す
る
こ
と
ヽ
す
る
。
ま
た
日
本
軍
が
比
島
全
域
に 

わ
た
る
教
会
・
修
道
院
及
び
そ
の
内
部
の
貴
重
な
器
物
を
放
火 

破
壊
し
た
た
め
の
損
害
に
対
し
て
は
特
に
手
厚
く
補
償
を
行
い
、 

こ
の
よ
う
な
宗
教
上
又
は
歴
史
的
文
化
的
に
価
値
あ
る
財
産
に
対
す
る 

重
の
意
を
宣
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
前
記 

総
領
事
館
の
損
害
に
対
す
る
金
額
補
償
を
含
め
て
総
要
求 

額
の
六
〇
％
即
ち
二
、
九
三
九
、
九
六
九
・
〇
八
ペ
ソ
を
補
償
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

 

２
．
マ
ニ
ラ
戦
の
際
の
日
本
軍
の
放
火
（
二
七
四
件 

七
、
七
七
三
、
九
七
六
・
五
九
ペ
ソ
） 

一
九
四
五
年
二
月
の
マ
ニ
ラ
戦
前
後
に
発
生
し
た
損
害
は
ス
ペ
イ
ン
の
対
日 

ク
レ
ー
ム
物
的
損
害
の
約
七
〇
％
を
占
め
て
い
る
が
、
特
に
日
本
陸
海
軍 

の
た
て
こ
も
っ
た
エ
ル
ミ
タ
、
イ
ン
ト
ラ
ム
ロ
ス
、
マ
ラ
テ
及
び
パ
コ
等
の
地
域 

に
お
け
る
火
災
は
米
軍
砲
爆
撃
に
よ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
半 

は
日
本
軍
の
不
法
放
火
に
よ
る
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、 

要
求
額
七
、
七
七
三
、
九
七
六
・
五
九
ペ
ソ
の
三
〇
％
二
、
三
三
三
、
一
九
二
・
九
八
ペ
ソ
を 

補
償
す
る
こ
と
ヽ
す
る
。 

 

３
．
マ
ニ
ラ
戦
の
際
の
日
本
軍
に
よ
る
火
災
（
一
五
五
件 

五
、
一
七
七
、
七
一
五
・
〇
四
ペ
ソ
） 

マ
ニ
ラ
戦
の
際
右
記
の
地
区
以
外
の
地
域
に
お
い
て
発
生
し
た
火
災
に 

よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
結
果
日
本
軍
に
よ
る
と
云
わ
れ
る
も 

の
が
多
い
が
、
当
時
各
地
に
ば
っ
こ
し
て
い
た
土
民
の
ゲ
リ
ラ
暴
徒
に
よ
る 

損
害
も
多
い
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
、
要
求
額
の
一
〇
％
五
一
七
、
七
七
一
・
五
〇
ペ
ソ 

を
補
償
す
る
。 
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４
．
接
収
・
徴
発
（
二
七
件 

七
二
八
、
九
六
〇
・
二
八
ペ
ソ
） 

日
本
軍
は
中
立
国
人
の
財
産
を
接
収 

徴
発
す
る
に
当
り
通
常
徴
発
令
状
を
発
給
し
、
適
当
な
価
格
で 

こ
れ
を
買
上
げ
る
か
、
家
屋
の
場
合
に
は
妥
当
な
家
賃
を
支
払
っ
て
い
た
が
、 

本
件
二
七
件
の
う
ち
十
三
件
は
ス
ペ
イ
ン
人
の
家
屋
を
日
本
軍
が
無
断
で
使
用 

し
家
屋
に
対
し
相
当
の
損
害
を
与
え
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
他
の
十
四
件
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン 

各
地
に
お
い
て
日
本
軍
が
ス
ペ
イ
ン
人
の
自
動
車
・
小
艇
・
ラ
ン
オ
（
短
状
）
及 

び
其
他
の
物
品
を
無
断
で
徴
発
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
従
っ
て 

こ
れ
等
に
対
し
て
は
要
求
額
の
五
〇
％
三
六
四
、
四
八
〇
・
一
四
ペ
ソ
を
補
償
す
る 

こ
と
ヽ
す
る
。 

 

５
．
マ
ニ
ラ
以
外
に
お
け
る
日
本
軍
に
よ
る
放
火
（
二
十
七
件 

二
二
七
、
七
六
五
・
一
五
ペ
ソ
） 

直
接
戦
闘
行
為
に
基
く
砲
爆
撃
等
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
を 

除
き
、
主
と
し
て
イ
ロ
イ
ロ
・
セ
ブ
・
イ
サ
ベ
ラ
及
び
西
ネ
グ
ロ
ス
等
に
お
い
て 

日
本
軍
が
戦
闘
お
よ
び
撤
退
に
際
し
て
放
っ
た
火
災
に
よ
り
生
じ
た
損
害
で
あ
る
。 

し
か
し
中
に
は
直
接
戦
闘 

行
為
に
よ
る
火
災
の
も
の
に
便
乗
し
た
も
の
も
混
入
し
て
い
る
と
認
め
ら 

れ
る
の
で
補
償
要
求
額
の
三
〇
％
六
八
、
三
二
九
・
五
五
ペ
ソ
を
補
償
す
る
こ
と
ヽ
す
る
。 

 

６
．
掠
奪
・
破
壊
（
二
九
件 

一
八
五
、
三
四
〇
・
一
〇
ペ
ソ
） 

掠
奪
は
農
産
物
や
家
畜
の
押
収
及
び
物
品
・
身
の
廻
り
品
の 

押
収
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
先
方
要
求
額
に
相
当
水
増
し
が
あ
る 

と
も
み
ら
れ
、
ま
た
現
地
人
ゲ
リ
ラ
や
暴
徒
に
よ
る
損
害
も 

相
当
含
ま
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
本
件
に
つ
い
て
は
要
求
額
の
三
〇
％ 

五
五
、
六
〇
二
・
〇
三
ペ
ソ
を
補
償
す
る
。 

 

７
．
左
記
の
六
九
件
は
全
面
的
に
補
償
し
な
い
。
五
、
三
二
〇
、
四
三
・
一
六
ペ
ソ 

 

（
イ
）
砲
爆
撃
に
よ
る
十
八
件
は
直
接
戦
闘
行
為
で
あ
る
の
で
日
本
軍
の 

 
 
 

砲
爆
撃
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
補
償
は
行
わ
な
い
。 

 

（
ロ
）
戦
後
日
本
軍
票
が
無
価
値
と
な
っ
た
た
め
に
蒙
っ
た
損
害
（
十
一
件
） 

 
 
 

こ
の
種
軍
票
に
対
す
る
補
償
は
各
方
面
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
の 

 
 
 

で
補
償
し
な
い
。 

 

（
ハ
）
以
上
の
外
ゲ
リ
ラ
暴
徒
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
も
の
、
其
他
日
本
軍
の
不
法
行 

 
 
 

為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
出
来
な
い
も
の
四
〇
件
は
補
償
し
な
い
。 

 

８
．
フ
ィ
リ
ピ
ン
煙
草
株
式
会
社
に
対
す
る
補
償 

 

（
イ
）
倉
庫
の
使
用 

 
 
 
 
 

（
略
） 

要
求
額
の
五
〇
％
五
、
〇
〇
〇
ペ
ソ
を
認
め
る
こ
と
ヽ
す
る
。（
略
） 

 

（
ロ
）
マ
ニ
ラ
戦
に
よ
る
損
害
（
補
償
要
求
額 

二
、
八
九
〇
、
一
八
四
・
三
三
ペ
ソ
） 

 
 
 
 
 

（
略
） 

マ
ニ
ラ
の
放
火
の
場
合
と
同
様
に
要
求
額
の
三
〇
％
八
六
七
、
〇
五
五
・
三
〇 

 
 

ペ
ソ
を
補
償
す
る
。 

 
 

 

（
ハ
）
綿
花
栽
培
の
失
敗
に
よ
る
損
失
（
補
償
要
求
額 

三
四
、
五
〇
〇
ペ
ソ
） 

 
 
 

タ
レ
ラ
ッ
ク
に
お
い
て
日
本
軍
は
同
社
の
反
対
を
○ 

 
 
 

し
て
甘
蔗
の
代
り
に
綿
花
を
栽
培
せ
し
め
た
が
、
右
栽
培
は
失 

 
 
 

敗 
 

（
略
） 

 

日
西
混
合
委
員
会
で
は
そ
の
五
〇
％
三
四
、
五
〇
〇
ペ
ソ
を
補
償
額
と 

 
 
 

査
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
調
査
の
結
果
補
償
要
求
額
は
そ
の
ま
ヽ
認
め 

 
 
 

難
い
点
も
あ
る
の
で
更
に
削
っ
て
そ
の
五
〇
％
一
七
、
二
五
〇
ペ
ソ
を
補
償
す
る 

 
 
 

こ
と
ヽ
す
る
。 

 

（
ニ
）
建
造
物
の
破
壊
（
補
償
要
求
額 

五
六
九
、
〇
八
〇
・
五
〇
ペ
ソ
） 

 
 
 

ル
ソ
ン
島
各
地
に
お
け
る
同
社
建
造
物
の
多
く
は
、 

 
 
 

占
領
期
間
中
日
本
軍
に
よ
り
使
用
さ
れ
た
が
、
退
却
の
際
破
壊
さ
れ
た
。 

 
 
 

尤
も
米
軍
砲
火
に
よ
る
破
壊
も
あ
る
と
し
て
同
社
は
そ
の
被
害 

      

額
を
半
減
し
て
前
記
金
額
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
三
〇
％ 

      

一
七
〇
、
七
二
四
・
一
五
ペ
ソ
を
補
償
す
る
こ
と
ヽ
す
る
。 

 

 

（
ホ
）
其
他
商
業
上
の
損
害 

 
 
 
 
 

（
略
） 

日
本
軍
に
よ
り
強
制
的
に
不
当
な
廉
価
で
買
い
上
げ
ら
れ
た 

（
略
） 

 

 
 
 

買
い
上
げ
価
格
が
必
ず
し
も
不
当
な
廉
価
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、 

（
略
） 

 
 
 

補
償
し
な
い
こ
と
ヽ
す
る
。 

以
上
物
的
損
害
に
対
す
る
補
償
額
は
総
計
七
、
三
三
七
、
七
七
四
・
七
三 

ペ
ソ
（
三
、
六
五
〇
、
六
三
四
・
一
九
ド
ル
）
と
な
る
。（
次
表
三
及
び
四
参
照
） 

四
、
利
子 

 
 
 

利
子
一
、
六
八
〇
、
五
四
八
・
六
三
ド
ル
の
支
払
い
は
全
然
考
慮
し
な
い
。 

五
、
補
償
査
定
額 

 
 
 
 
 
 
 

人
的
損
害 

 
 

一
、
八
〇
四
、
〇
〇
〇
ド
ル 

 
 

（
要
求
額
の
九
九
・
八
％
） 

 
 
 
 
 
 
 

物
的
損
害 

 
 

三
、
六
五
〇
、
六
三
四
・
一
九
ド
ル
（
要
求
額
の
二
一
・
六
％
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

合
計 

 
 
 

五
、
四
五
四
、
六
三
四
・
一
九
ド
ル
（
要
求
額
の
二
六
・
八
％
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
一
、
九
六
三
、
六
六
八
、
三
〇
八
・
四
〇
円
） 
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28．1956年7月27日、マ秘第191号、     29．1956年12月18日、第46号、   30．1957年4月16日、欧ヘ 

   高碕外相宛、在西与謝野大使発、「ス         在スペイン与謝野大使宛、高碕大臣    第584号、大蔵省理財局長 

   ペインの対日クレームに関する件」          発「スペインの対日クレームの件」     宛、欧亜局長発、「スペイン 

   （外債課長への説明の報告）                                                        のある種の請求権の解決に関 

                                                                                     するわが国とスペインとの

間の協定に基く賠償金 

の支払に関する件」 

                   

                                                                             

                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 

大
蔵
省
理
財
局
長
宛
、 

 
 

欧
亜
局
長
発
、 

 

 

欧
米
第
五
八
四
号 

 

昭
和
参
弐
年
四
月
廿
○
日
附 

 

昭
和
三
二
年
四
月
一
六
日
起
草 

 
 

ス
ペ
イ
ン
の
あ
る
種
の
請
求
権
の
解
決
に
関
す
る
わ
が
国
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
間
の 

 
 

協
定
に
基
く
賠
償
金
の
支
払
に
関
す
る
件 

本
件
賠
償
金
は
二
月
一
九
日
東
京
銀
行
を
通
じ
ス
ペ
イ
ン
政
府
の 

希
望
に
よ
り
チ
ェ
イ
ス
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
銀
行
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
に
送
金
さ
れ
た
と
こ
ろ 

こ
れ
に
対
す
る
同
銀
行
の
領
収
證
を
日
本
銀
行
外
国
為
替
局
か
ら 

入
手
し
た
の
で
、
右
寫
別
添
送
付
す
る
。  

 

 

一
六
二
四
一 

 
 
 
 

昭
和
三
一
年
一
二
月
一
八
日 

一
九
時
三
〇
分 

 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
与
謝
野
大
使 

 
 
 
 
 

高
崎
大
臣 

 
 
 
 
 
 

（
ス
ペ
イ
ン
の
対
日
ク
レ
ー
ム
の
件
） 

 

第
四
六
号
（
大
至
急
） 

 
 
 
 
  

（
略
） 

 
 
 
 
 
 

第
二
次
大
戦
中
○
○
地
域
に
お 

い
て
ス
ペ
イ
ン
国
民
が
蒙
っ
た
人
的
及
び
物
的
の
戦
争
損
害
に
対
す
る 

賠
償
と
し
て
わ
が
国
は
総
額
五
五
〇
万
ド
ル
に
相
当
す
る
米
貨
又
は
英 

貨
を
ス
ペ
イ
ン
政
府
を
通
じ
て
被
害
者
に
支
払
う
べ
き
こ
と
及
び
ス
ペ
イ 

ン
政
府
及
び
国
民
は
今
後
こ
の
種
の
請
求
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
き
原
則 

的
意
見
の
一
致
を
見
た
。
右
に
よ
り
戦
争
中
か
ら
両
国
間
の
懸
案
と
な
っ 

て
い
た
本
問
題
は
こ
こ
に
円
満
解
決
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

（
略
） 

マ
秘
第
一
九
一
号 

 
 

昭
和
三
一
年
七
月
二
七
日 

 
 
 

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館 

 

特
命
全
権
大
使 

与
謝
野
香 

 

外
務
大
臣
代
理 

国
務
大
臣 

高
碕
達
之
助 

殿 
 

 
 

ス
ペ
イ
ン
の
対
日
ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
件 

 
 
 
 

（
略
） 

 
 
 
 

（1

）
現
在
わ
が
国
の
対
西
関
係
は
、 

本
件
未
解
決
の
た
め
、
す
べ
て
円
滑
を
欠
き
、
従
来
文
化
協
定
と
か 

通
商
条
約
、
貿
易
取
極
等
の
話
が
出
る
度
に
、
先
方
は
先
ず
ク
レ 

ー
ム
問
題
の
解
決
を
ほ
の
め
か
し
て
き
た
こ
と
、（2

）
従
っ
て
、
本
件
ク
レ
ー
ム 

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
単
に
に
不
愉
快
な
本
件
交
渉
を
打
ち
き
る 

の
み
で
な
く
、
日
西
関
係
を
親
善
に
導
き
う
る
こ
と
、（3

）
殊
に
当
国
は 

第
二
次
戦
争
中
、
我
國
の
利
益
代
表
す
ら
引
受
け
た
友
好
国
で
あ 

り
、
国
民
一
般
の
対
日
感
情
は
良
好
で
あ
り
な
が
ら
、
日
西
親
善
積 

極
化
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
当
国
民
が
感
情
的
で
あ
る
た
め
、
万
一 

本
件
が
つ
ま
づ
け
ば
、
逆
に
反
作
用
を
起
こ
す
可
能
性
が
充
分
に
あ
る
）、（4

） 
ス
ペ
イ
ン
へ
の
道
は
、
実
は
中
南
米
諸
国
へ
も
続
い
て
お
り
（
当
国
の
国 

連
加
盟
の
場
合
の
如
く
）、
対
西
関
係
は
決
し
て
軽
視
し
得
な
い
こ
と
、 

（5

）
対
比
戦
債
が
解
決
し
た
現
在
、
同
じ
比
島
に
お
い
て
生
じ
た
ク
レ
ー
ム
は 

な
る
べ
く
速
か
に
解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
等
早
期
解
決
の
必 

要
性
を
説
明
し
た
。 

 
 

（
略
） 

 

欧
亜
五
第
四
六
号 

 

昭
和
三
一
年
七
月
五
日
附 

 
昭
和31

年6

月29

日
起
草 

 

在
ス
ペ
イ
ン
与
謝
野
大
使 

 

重
光
大
臣 

 
 
 

 
 
 
 
 

ス
ペ
イ
ン
の
対
日
ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
件 

 

（
略
） 

 

ス
ペ
イ
ン
の
問
題
は
物
的
被
害
の
七
割
を
占
め
る
一
九
四
五 

年
の
マ
ニ
ラ
戦
に
よ
る
被
害
を
い
か
に
算
定
す
る
か
に
か
か 

っ
て
い
る
が
、
事
実
調
査
に
基
い
て
当
時
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
被
害
の
大
部 

分
を
日
本
が
生
ぜ
し
め
た
も
の
と
信
ず
る
こ
と
は
到
底
で 

き
な
い
。
ス
イ
ス
の
場
合
に
も
同
地
の
戦
闘
に
お
け
る
被
害 

の
査
定
は
零
で
あ
り
、
こ
の
点
ス
イ
ス
も
異
論
を
挟
ま 

な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
従
っ
て
人
的
損
害
に
対
し
て 

交
戦
国
の
一
国
と
し
て
、
被
害
者
に
特
に
同
情
を
表
す 

る
意
味
で
こ
れ
に
対
し
て
は
事
実
調
査
に
基
く
査
定
を
加
え
な
い
と
し
て
も 

そ
れ
は
物
的
損
害
の
査
定
と
何
ら
の
関
係
も
な
い
。
わ
が 

国
が
加
害
者
で
あ
る
と
信
じ
る
余
地
の
な
い
事
件
に
つ
い 

て
わ
が
国
が
何
ら
か
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
国
内 

的
に
は
承
認
さ
れ
る
可
能
性
が
全
く
な
い
。 

マ
ニ
ラ
は
圧
倒
的
優
勢
の
連
合
軍
の
包
囲
に
対
し 

て
比
較
的
少
数
の
日
本
軍
が
玉
砕
戦
闘
（
生
存
者
百
七
十
名
）
を
行
っ
た
地 

で
あ
り
、
国
際
的
に
は
連
合
軍
の
宣
伝
等
に
よ
り
事
実
に 

反
し
た
観
念
が
行
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
ま
た
ス
ペ
イ
ン
の 

物
的
被
害
の
大
部
分
が
同
地
に
集
中
し
て
い
る
と
し
て
も 

そ
の
責
任
を
わ
が
国
が
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
を
国
内 

に
適
用
せ
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
事
情
に
あ
る
点
を 

了
承
あ
り
た
い
。 

 


